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FLP 地域公共マネジメントプログラム  

「Summer School in 須坂市」報告書の刊行にあたって 
 

 中央大学では、社会的ニーズを踏まえ、学生諸君の新たな知的要求に対応する教育ス

テージを提供するプログラムとして、２００３年度より全学の「知」を結集した新しい

教育システム「ファカルティリンケージ・プログラム（FLP）」を導入しております。 
地域･公共マネジメントプログラムは、公務に強い中央大学の伝統を一層強化するプ

ログラムを設置すべきだという学内外からの声に推されて、第５番目のプログラムとし

て２００８年度に発足しました。お陰様にて志望学生も年々増加し、今で最大の人気を

博してきました。 
 このプログラムを運営するにあたっては、伝統の継承はもとより、新たな試みを付加

して独自性を出すことに努力を傾注いたしております。毎年実施しておりますプログラ

ム全体イベント「Summer School」も、その一環として位置づけられており、本年度は

長野県須坂市を調査研究の対象地として選択させていただきました。実施にあたっては

関係各位からのご理解とご協力を賜り深く感謝しております。 
学生は４月から９月にかけて、事前にご提供いただきました資料を基に理論的学習を

積み重ね、９月１２日から１４日の３日間の現地調査に臨みました。本年度は１2 ゼミ

計 140 名が参加し、過去最大規模となりました。お陰様にてご当地ご担当者の全面的な

ご支援とご指導の下、学生主体で Summer School の準備に始まり、現地調査の実施、

中間報告までの長い試行過程を無事終了することができました。ご当地にお邪魔した毎

日が新鮮な発見の連続だったという学生の感想を多く耳にしました。 
そして、１２月１６日に三木市長様にご多忙にもかかわらず中央大学多摩校舎におい

で頂き、「Summer School 成果報告会」を開催いたしました。「須坂市への政策提言」

を課題に、12 ゼミがそれぞれ研究の成果である政策案を発表しました。行政と大学に

よる「公学連携」を実現すると同時に、参加者との意見交換も活発に行われた素晴らし

いイベントとなりました。またその後の懇親会にもご参加頂き親しく学生達との交流に

もご配慮頂きました。今後とも、このような活動を継続していきたいと思います。 
お忙しい中ご協力をいただきました須坂市役所のみなさまをはじめとする、関係者

全ての方にこの場をお借りしてお礼を申し上げます。 
この冊子は、関係者の方々のご好意に支えられながら「学生の公務に対する真摯な思

いとひたむきな研究への情熱と皆さまへの感謝の気持ち」をいっぱい詰めて作成したも

のです。どうか学生の意をお酌み取りいただき、少しでも行政活動のご参考になればと

念じております。 

 
２０１8 年３月  中央大学 FLP 地域･公共マネジメントプログラム 

部門授業担当者委員会委員長  細野 助博 
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1はじめに 

  

長野県須坂市には、蔵のまち並みや須坂

市で採れる野菜や果物など、さまざまな観

光資源がある。しかし、近年の須坂市の現

状として、市の人口は増加せず市内消費も

伸び悩んでいる。そこで、須坂市の現状を

明らかにし、蔵のまちを活かした地産地消

の進展を図ることによって、外部からの観

光客の増加と市内の消費拡大、市の経済の

発展を目指す戦略を提言してみたい。 

 

 

2須坂市の現状 

 

1. 人口 

 

まず、須坂市の人口は平成 10 年から

年々減少傾向にあり、これからも減少して

いくと考えられる。この人口減少に伴い労

働力は低下し、経済活動も縮小の一途にあ

るように思われる。 

  

図 1  

 
(出典)総務省「国勢調査」、長野県企画部

情報統計課「毎月人口異動調査」 

 

須坂市の転入、転出はともに減少傾向

である。しかし転入数より転出数が多い。

また、須坂市の自然動態を見ても、平成 14

年までは出生数が、死亡数を上回っていた

が、平成 15年以降は、死亡数が、出生数

を上回っており、死亡数が年々増加傾向で

あるのに対して、出生数は年々減少してお

り、この差はこれからも拡大すると考えら

れ、これらのことが須坂市の人口減少につ

ながっていると考えられる。 

 

 

図 2 

 

 
(出典) 長野県企画部情報統計課「毎月人

口異動調査」 

 

 

2. 周辺地域と須坂市の観光消費 

  

長野県全体の観光客数は、年間 9000万

人前後で推移しており、多少の増減変化を

しながら、緩やかに減少している。図 1か

ら、平成 15、21、27年は例年と比べて増

加している。 

 長野市の観光客数は、近年は年間 1000

万人前後で、長野市の善光寺の御開帳の年

である平成 15、21，27 年に観光客数が例

年の 1.5倍以上増加している。これは上記

の長野県全体の観光客数が 7 年ごとに増

加していることに大きな影響を与えてい

るといえる。続いて小布施町の観光客数

は、平成 15 年の 75 万人をピークに年々

減少傾向にあり、現在は半減して 38万人
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ほどである。これに対し須坂市の観光客数

は平成 17 年から増加傾向にあり、現在は

100 万人前後で推移しているが、長野県全

体の観光客数と比較すると、その 90分の

1にとどまる。 

 長野県全体の観光消費額は観光客数の

変化と同様にやや減少傾向で推移してい

る。長野市は善光寺の御開帳の年に、観光

客数と共に増加している。須坂市は増加傾

向にあるが、長野市と比較すると 10分の

1程度である。 

以上のように、長野県全体、須坂市周辺

地域には観光客は多く訪れているが、須坂

市に立ち寄る人は少ないことがわかる。ま

た、観光客数と観光消費額が長野市で増加

しても、隣接する須坂市にその影響がみら

れない。しかし須坂市周辺には、善光寺や

志賀高原をはじめとした著名な観光資源

が点在している。交通面では、市の西部に

上信越自動車道が通過しており市南西部

に須坂長野東インターチェンジが設置さ

れていて、近隣地域とのアクセスは良い。

交通の便の良さと、周辺地域に観光資源が

点在しているという強みを生かしたい。そ

こで、近隣地域と連携して、須坂市周辺の

観光地に訪れた観光客に「須坂に立ち寄っ

てもらう」ことを考えるべきではなかろう

か。 

 

図 3 

 
 

(出典)長野県「平成２８年度観光地利用者

統計調査」 

図 4 

(出典)長野県「平成２８年度観光地利用者

統計調査」、小布施町「統計で見る小布施

の姿」 

 

図 5 

 
(出典)長野県「平成２８年度観光地利用者

統計調査」 

 

図 6 

 

(出典)長野県「平成２８年度観光地利用者

統計調査」 
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3. 蔵のまち 

 

須坂市の観光客数の推移は平成 17 年か

ら臥竜公園の観光客数の増加に伴って増

加している。しかし、平成 21 年をピーク

に近年では減少傾向に転じている。 

 

図 7 

(出典)観光地利用者統計調査/長野県 

 

観光消費額の推移をみると須坂市全体

の観光消費額は増加傾向にあるのに対し、

中心市街地である蔵のまちの消費額は減

少傾向にあることがわかる。中心市街地に

観光客を呼び込み、活性化を図る必要性が

あると考えられる。 

 

図 8須坂市観光消費額推移 

 
(出典)長野県観光部観光企画課「観光地利

用者統計調査」、商業観光課 

 

観光客が訪れる須坂市内の主な観光地

の推移をみると、蔵のまちを訪れる観光客

数は他の観光地と比較し最も少ないこと

がわかる。特に峰の原高原や臥竜公園、須

坂温泉では県外からの観光客数が多いた

め、県内よりも県外の観光客にターゲット

を絞り、蔵のまちに立ち寄って貰えるよう

な観光戦略が必要であると考えられる。 

以上のことから周辺地域と協力して外

部発信し、近隣観光地への来訪者を呼び込

み、蔵のまちの観光消費額を増やす観光戦

略が必要だと考えられる。また、須坂市の

強みである伝統野菜や果物、またそれらを

使った郷土料理に関する｢食｣、歴史情緒溢

れるまち並みや四季豊かな自然などの｢景

観｣、高速道路が通っており、市周辺地域

に観光資源が点在する｢立地｣を活かした

いと考える。 

 

図 9須坂市観光地別観光客数推移 

 
(出典)須坂市商業観光課 

 

 

 

3政策提言 

 

1. マルシェ 

 

 以上のような現状から、須坂市の中心地

にある蔵のまちで「蔵マルシェ」を開催す

ることを提言したい。 

 フランス語で「市場」を意味するマルシ

ェは、日本では地元の特産品をＰＲする市

場のことを指す場合が多い。そのような一

般的に考えられているマルシェに一工夫

加え、須坂市の旬の食材や郷土料理を用い

たオリジナリティーのあるマルシェを提

案したい。 

マルシェの目的は大きく分けて３つあ

ると考えられる。 

 第一に、蔵マルシェで須坂市の旬の地元

食材等を使用することで、須坂市内の観光

消費額の増加を狙う。須坂市に訪れる観光

客は日帰り客が中心であり、まずはマルシ

ェで須坂の郷土料理を食べてもらったり、

土産物として特産品等を販売したりする
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ことで須坂市内での観光消費額を増加さ

せたい。 

第二に、須坂市の特産品や郷土料理を提

供することで、それらの認知度の向上をね

らう。須坂市には味噌すき丼やおやきをは

じめとした美味しい郷土料理が数多くあ

るが、市内外共にあまり知られていない。

マルシェでの郷土料理の提供は、須坂の郷

土料理をより多くの人に知ってもらえる

機会となるだろう。また、歴史ある蔵のま

ちで郷土料理を食べるという、「須坂でし

かできない体験」を通じて、蔵のまちと須

坂の食の魅力を伝えたい。 

第三に、須坂市の中心地にある蔵のまち

でマルシェを開催することで、地元住民と

観光客との交流の場を創出する。ヒアリン

グ調査で、須坂市は観光に注目し始めてか

らまだ日が浅いため、観光地としての意識

が根付いていない、という話を伺った。マ

ルシェ開催により、住民の方々の「観光で

須坂をもりあげる」という意識を高めるき

っかけにもなるのではないか。 

具体的な開催案として、季節ごとに数日

間の短期間で、須坂の四季折々の食の魅力

を凝縮したマルシェを開くことを提案し

たい。出店形式は、まずは屋台形式で始め

ることが好ましいと思われる。提供するも

のは須坂の特産品、もぎたての果実を使っ

たジュース、シャーベット、菓子類等や旬

の食材を使用した郷土料理で、地元の方々

が選んだ旬のものをメインとする。さらに

それらを土産物として販売することで、消

費の拡大が見込める。 

須坂市としては、四季折々の旬の食材や

歴史的な景観を活かした蔵マルシェによ

って観光客を呼び込むことができると考

えられる。それに加えて、春は臥竜公園の

桜まつり、山菜採り体験、夏は米子大瀑布、

志賀高原でのトレッキング、秋は紅葉ハイ

キング、蔵開きイベント、果物狩り体験、

ぶどう祭、冬は温泉といった季節ごとのイ

ベントや体験との組み合わせが図れる。冬

にはイベント開催時期に合わせて須坂ア

ートパークのイルミネーションを復活さ

せることで、須坂市を訪れる観光客の増加

を見込めるのではないか。 

季節ごとの旬の食材を使った蔵マルシ

ェとの組み合わせによって、四季それぞれ

の須坂市の魅力を発信することができ、再

度違った季節に来てみたいというリピー

ターの増加につながると考えられる。ま

た、山菜採りや果物狩りといった季節ごと

の体験型の観光ができることで、より観光

客の｢須坂市に行ってみたい｣という動機

づけや消費の拡大が図れると考えられる。 

マルシェ開催において、一番の課題とな

るのは住民の自主参加であろう。行政主体

ではなく、市民が中心となって運営して、

行政が必要に応じて補助的に携わるとい

う形が望ましい。例えば、須坂市の飲食店

や農園を経営する方々に参加を募り、マル

シェを運営するための組織結成を促すの

はどうだろう。須坂市を元気にしたい、盛

り上げたい、という熱意ある市民が作り上

げるマルシェだからこそ、須坂市の魅力が

詰まった良いマルシェができると思われ

るのである。また、コンテストを行いマル

シェ内の人気ランキングを出し、上位に入

った店舗には特典を与える等の企画も提

案したい。マルシェを盛り上げるだけでな

く、出店者の士気の向上もねらい、長期的

な開催を目指す。 

 

2. 都市間周回バス運行 

 

さらに観光客を呼び込むために、四季そ

れぞれのリピーターを増やすためには須

坂市だけを目的として来てもらうことは

難しく、須坂市周辺の集客力のある観光地

と協力して観光客を呼び込むことが必要

であると考えられる。そこで周辺市町村と

共同で行う都市間周回バスを提案したい。 

ここで考えられているバスツアーは長

野県までは観光客に各自で来てもらい（長

野駅に集合してもらうなど）、そこから長

野地域の各エリアに移動する手段として

周回バスを利用していただくというもの

である。 

周回バスは蔵マルシェなどのイベント開

催時期に合わせて長野地域の各市町村を

回る巡回バスを運行し、1日乗り放題とい

う形で観光客が興味のある目的地で降車

し、自由に長野地域を巡ることができるよ

うにする。 

周辺地域との協力によって｢長野地域｣

としての集客がしやすくなる。宣伝方法と
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しては、主に首都圏の JR駅、アンテナシ

ョップ、長野電鉄の駅での広報活動や、

SNS、口コミの利用が挙げられる。また、

地域間の相互の連携により、広い地域の中

での観光客の回遊性が高まると考えられ

る。バスが巡回するため、駐車場不足の懸

念もない。サマースクールにおけるヒアリ

ングによれば、以前須坂市単独で行われた

バスツアーではコストが課題となってう

まくいかなかったとのことであったので、

周辺市町村と共同で回遊バスを運行する

ことで宣伝費やバス運行費削減が見込め

る。 

こうしたことを実現するためには周辺

市町村との協力、連携が必須である。既に

他地域と連携していると取り組みとして

「北信濃ワインバレー列車」があるが、周

回バスも連携を模索したい。協力を呼びか

ける周辺市町村として、大きな集客力のあ

る長野市や｢須高地域｣として連携のある

小布施町、高山村が挙げられる。 

周辺市町村との協力によって長野地域

へと観光客を呼び込む一方で、周辺地域と

の競争によって各々の地域がその観光客

をどのようにして自分の地域に呼び込む

かを考えることが重要となろう。そのため

の須坂市の課題としては、中心市街地周辺

のトイレ、受け入れ施設、宿泊施設の充実

を図る必要がある。 

 周回バスを運行する主体としては須坂

を愛し、その素晴らしさを知り、それを

発信しようとする市民団体や NPO 法人な

どの有志や観光協会、地域住民が主体と

なるべきであろう。行政はあくまでそれ

を補助する形である。 

 

 

4おわりに 

 

須坂市には様々な野菜や果物、さらに蔵

のまちのような観光資源を有しているが、

観光消費は伸び悩んでいるのが現状であ

る。そこで、提言したバスツアーと蔵マル

シェを行うことにより、須坂市で採れた果

物や野菜を使った料理など郷里の食の魅

力を知る機会を設けることができ、須坂市

の絶品の味を求めて、また異なる季節の旬

の味を求めて再び須坂市に訪れる観光客

を増加させることができると考えられ、観

光消費額の大きな増加につながると考え

られる。 

 

付言 

 

今回ヒアリングさせていただいた、須坂

市観光協会、須坂市市役所農林課、健康づ

くり課、商業観光課の皆様、この場をお借

りして御礼申し上げます。おかげ様で須坂

市の地域活性化に対する意識が一層高ま

り、理解を深めることができました。今後、

サマースクールでの貴重な体験を大いに

活かし、精励して参る所存です。 

 末筆ながら、貴市の益々のご発展を心よ

り、お祈り申し上げます。 
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はじめに 

 

近年、児童虐待はメディアでいっそう取

り上げられるようになり、注目度が増して

いる。2015 年に起きた事件では、当時 4 歳

の男の子が両親に自宅で暴行され意識不明

になり、その 1 年後に死亡するという悲し

い事件も起きている。子供は本来自分の親

を頼りに生きているので、なかなか外部に

助けを求めることが出来ない。また、そもそ

もその暴力等を、自分の中で虐待と受け入

れられないことも多いのではないだろう

か。子供が自身でこれを解決することは難

しいので、地域が一体となって子供の成長

を見守る必要があるだろう。 

須坂市では、子育て支援センターを開設

して親子の支援、また全国に先駆けて保健

補導員を設置する等の取り組みを行ってい

る。しかし市での児童虐待継続管理件数は

いまだ増えていることから、より良い政策

を提言すべく、このテーマを選定した。 

本書では一章で児童虐待の定義、日本に

おけるその歴史と現状、児童虐待の理論を

述べる。続いて二章で、それに対する国と須

坂市の取り組みをそれぞれ述べ、三章で一・

二章をもとに市への具体的な提言をしてい

く。 

 

一章， 児童虐待の概要   

 

まず、虐待とはそもそもどのように定義

されているのだろうか。日本の厚生労働省

や法律、WHO でどのように定義されているに

かについてみていく。 

 

1,定義 

1)厚生労働省によるもの 

虐待は身体的特徴、性的虐待、ネグレク

ト、心理的虐待の 4 つに分類される。身体

的虐待とは殴る、蹴る、投げ落とす、激しく

揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、

首を絞める、縄等により一室に拘束する行

為である。性的虐待とは、子どもへの性的行

為、性的行為を見せる、性器を触る又は触ら

せる、ポルノグラフィの被写体にする行為

である。ネグレクトは家に閉じ込める、食事

を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中

に放置する、重い病気になっても病院に連

れて行かない行為であり、心理的虐待は言

葉による脅し、無視、きょうだい間での差別

的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴

力をふるう（ドメスティック・バイオレン

ス：ＤＶ）である。 

 

2）日本国憲法によるもの 

児童虐待の防止に関する法律二条による

と、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う

者、未成年後見人その他の者で、児童を現に

監護するものをいう。以下同じ。）がその監

護する児童（十八歳に満たない者をいう。以

下同じ。）について行う次に掲げる行為をい

う。また、一項以下では具体的な行為につい

て示している。児童の身体に外傷が生じ、又

は生じるおそれのある暴行を加えること、

児童にわいせつな行為をすること又は児童

をしてわいせつな行為をさせること、児童

の心身の正常な発達を妨げるような著しい

減食又は長時間の放置、保護者以外の同居

人による前二号又は次号に掲げる行為と同

様の行為の放置その他の保護者としての監
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護を著しく怠ること、児童に対する著しい

暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居

する家庭における配偶者に対する暴力（配

偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身

体に対する不法な攻撃であって生命又は身

体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心

身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その

他の児童に著しい心理的外傷を与える言動

を行うことが虐待行為とされる。 

 

3）WHO によるもの 

児童虐待がその後及ぼしうる社会的影響

は単なる死亡や障害が引き起こすものより

も広範囲に及び、犠牲者（被虐待者）の身体

的、精神的健康に重大な影響を及ぼす。幼少

期における虐待や様々な暴力は後の人生で

のリスク要因と関連付けられ、暴力行為、抑

うつ、喫煙、肥満、高リスクでの性行為、ア

ルコールや薬物の使用等があげられる。こ

のようなリスク要因や行動は心臓病、性感

染症、疾患等の障害や病気、自殺といった主

な死亡原因となりえる。したがって児童虐

待は広範な有害事象に寄与してしまうので

ある。 

 

2，歴史と現状 

1)日本における児童虐待 

児童虐待の時代背景としては、1980 年代

からの母親の不安傾向というものが挙げら

れる。 

大阪府保健衛生問題研究会母子研究班が行

った、「大阪レポート」という追跡調査によ

れば、子育てに関して、「少子化に伴う子育

て家庭の地域での孤立化は、母親の育児不

安を高め、子育てにおける精神的ストレス

を増大させている。子育て不安には、家族構

成の変化が大きく関係している。」、体罰に

関して、「母親の強い不安と精神的ストレス

が体罰・禁止・干渉の一原因である。体罰を

用いる母親は、日常的な子どもへの関わり

が少ない、また、母親には不安が強く、精神

的ストレスが募っている。」という見解を示

した。さらに、このレポートでは育児不安に

ついても見当を加えているが、それによる

と、育児不安をもたらす要因としては、「母

親に出産前の子どもとの接触経験や育児経

験が不足しており、子どもの欲求がわから

ない。母親は具体的心配事が多く、その心配

事は未解決のまま放置されている。夫の育

児参加・協力が得られない。近所に母親の話

し相手がいない。」を挙げている。 

 

2）母親の孤立化 

児童家庭福祉、社会福祉を専門とする加

藤曜子教授は、「虐待発生の予防・再発防止

で大切なのは、親子を孤立させないこと。虐

待の背景には、孤立的な生活がひとつの大

きな要因になっている。」と指摘している。

さらに、心理学者の信田さよ子は、「家族の

孤立化は、そこに育つ子どもの孤立無縁化

を強め、親の支配性を高めることになる。」

「二者関係は、所有と支配の関係に容易に

転嫁する。二者関係は危険である。」と指摘

している。子どもへの虐待を考えるには、現

代の孤立化という問題に注意を払う必要が

ある。 

 虐待を生み出す背景として、子育てのプ

ロセスにおける母親の孤立、子育て支援者

の欠如が問題となるのは上述のとおりであ

る。かつては、地域社会に、子育てをめぐる

共同体的な支援者のネットワークが存在し
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ていた。今日では、核家族化や都市化の進展

に伴って、母親は孤立した状態で子育てに

取り組まなければならない。多くの母親が、

育児不安を抱えていることは既に述べた。

その精神状態が、育児に対する負担を一層

増長させているものと思われる。わが子を

虐待したことにより、「児童虐待で殺人・同

未遂で逮捕された者（1999 年）の動機の第

１位は、「育児の悩み・疲れ」である。この

ような実態から、地域に子育てのネットワ

ークを作り、母親を孤立させない子育ての

具体的な支援活動が重要であることはいう

までもない。 

 

3）人間関係 

 NHK放送文化研究所によると、時代を経て

いくうちに人間関係に対する人々の意識が

変わってきたという。1973 年から 5 年ごと

に調査を行い、2013 年までの 40 年間の調

査結果で、日本人はなにかにつけ誰かに相

談したり、助け合えるような全面的な関係

を望むよりも、部分的・形式的な緩やかな人

間関係を志向するように変わっていった。

(図 1) 
 

図 1 
 

 

（第 9 回「日本人の意識」調査（2013）結

果の概要） 

 

 さらに、野村総合研究所が 1997 年から 3
年ごとに行っている「生活者 1 万人アンケ

ート調査」によれば、地域での人間関係やコ

ミュニケーションはその付き合いが希薄な

ものとなっていることを示した。現在、隣近

所の人との関係等で失われつつあるのは、

「従来お互いよく知っているから安心でき

る」という関係である。なぜ親戚や隣近所と

の関係がここまで希薄になったのか。それ

は、戦後の日本の家族が取り入れてきたラ

イフ・スタイルの変化が関係している。 

 戦後の日本では、家の中で行われてきた

さまざまな催しごとや冠婚葬祭が、すべて

の外部サービス産業任せになり、住まいの

空洞化が進んでいる。これらの意味するこ

とは、深く結びついていた隣近所や親戚と

のつながりやかかわり、その機会も失われ

たことである。深いつながりやかかわりの

ないところでは、一体感や気持ちの面での

つながりも生まれにくい。また、このような

関係性は、普段何もない日常生活では気を

使わないですむかもしれないが、その反面、

困ったときや助けを求めたいときは、相談

も助けも仰ぎにくい関係になってしまう。 

 日本人の人間関係のあり方について、国

文学者の板坂元氏は、物理的距離が大きく

なったり、接触回数が減ったりすると、人間

関係が薄くなる、皮膚感覚的な考え方が強

く影響していると指摘している。皮膚感覚

というものは自己中心的なものであるか

ら、それを基調とした人間関係は自己を中

心とした同心円が心の中に描かれ、外側の

円になればなるほど、血のつながりや人間

的な温かみが失われていき、最後の円周の

外側はアカの他人の世界とみなされる。日

本人は、見ず知らずの人と気軽に言葉を交
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わしたり、最初から打ち解けたりすること

はなかなかできない。ところが、人の社会的

な移動はますます活発化しており、見知ら

ぬ土地や人の中で暮らすことが避けられな

い時代になってきている。そこで見知らぬ

土地での見知らぬ人との交際は大きなスト

レスとなり、また、かなり神経をつかうもの

になるだろう。このような日本人の対人関

係の持ち方を踏まえると、日本では、何か困

ったような場合、見ず知らずの人の中にあ

っては、助けをあまり期待できなかったり、

誰からも援助を受けられなかったりするこ

とが起きているのではないか。 

 少子化時代であることを考えると、育児

は親にとって初めての経験が多く、戸惑い

や悩みを抱えることは多いであろう。しか

し、周囲に頼れる人がいないと子育ての問

題を誰に相談してよいかわからないという

こともあるのではないか。日本では、見ず知

らずの人との間では、人間関係の保ち方の

面で、厚い壁が作られやすいのである。 

 

4）現代の子育ての大変さ 

 現代は、子育てが大変な時代だといわれ

ている。現代の子育ては、親に全面的に責任

がかかっている。このように親が子どもの

育児や教育に全面的に責任を負うようにな

ったのは、実は比較的新しいことであり、日

本の伝統的な村の生活では、子どものしつ

けや教育機能は、基本的に家族の外（子ども

組、若者組、親戚・隣人等の大きなネットワ

ーク）にあり、親の意向や影響力は微力ない

し無力だった。ところが、戦後の高度経済成

長期以降、地域共同体の弱体化や家族のサ

バイバル戦略の中で、子どもの教育が重要

なものになるに従い、親が子どものしつけ

や教育に対し、全面的に責任をもつ事態に

なった。また、1950 年代には、姑の果たし

ていた家庭内の多くの役割が、1960 年代に

入ると嫁に移行し始めた。親が子どものし

つけや教育に全面的に責任をもつ一方で、

家庭内での祖父母の影響力は、後退や排除

されるようになった。これにより、育児の伝

承形態がなくなり育児の手本がないことか

ら、親にとっては頼れるものが身近にない

大変なものになっている。 

 

3，理論 

虐待発生の予防として、虐待発生の危険

性を増大させる可能性のある危険因子(リ

スク要因)と虐待発生の危険性を減少させ

る可能性のある保護因子(補償要因)につい

て研究が行われている。虐待は複数の要因

が重なって発生すると考えられているが、

「1 つの要因を取り除くことによって、他

の要因の作用も干渉を受けて、その結果発

生の可能性を減少させることができる」。そ

のため、リスク要因を把握し減少させ、補償

要因を増やすことが虐待の予防に欠かせな

いのである。 

 

1）リスク要因と補償要因の研究 

 虐待の発生要因は、ある単一の因果的説

明ではなく、子どもと親を取り巻く多様な

要因の相互関係性によって虐待の要因を説

明することができる。 アメリカの発達心理

学者のブロンフェンブレンナー氏は、子ど

もの発達を考えるうえで、子どもに直接影

響を与える刺激だけではなく、子どもを取

り巻く環境をもっと重視すべきであると主

張し、発達の生態学理論を提案した。具体的

には、その人を取り巻く環境を、マイクロシ
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ステム、エクソシステム、マクロシステムに

分けて多層的な同心円からなる「入れ子構

造」と考えた。 

 マイクロシステムは、人が対面的に相互

作用し合う最小限度の環境を指す。具体的

には、家庭や保育園、遊び場等が挙げられ

る。エクソシステムは、その人が直接は関わ

らないが、影響を与えたり、与えられたりす

る環境のことを指す。具体的には、政府機関

や両親の職場、兄弟の学級等が挙げられる。

マクロシステムとは、文化全体のレベルで

存在しており、３つのシステムの形態や内

容における一貫性や、その背景にある信念

体系やイデオロギーに対応するものであ

る。具体的には、経済的・社会的・教育的・

法的・政治的システム全体である。 

 この発達生態学的モデルに基づき、児童

虐待のリスク因子と補償因子が分類されて

いる。(図 2) 
 

図 2 

 

また、人間発達生態学理論に基づきながら

も、新たにマルチシステムの視座を取り入

れた研究も行われている。家族より上位の

レベルでは、システムの堺を見極めること

が非常に難しいため、○1 個人の心理社会的

および生物学的特性、○2 家族の要因、○3 学

校と近隣の要因を含む環境の 3 つの領域で

子どもに影響をもたらすリスクと防御的な

諸条件を明らかにしている。(図 3) 

 

図 3 

 

図 2 と図 3 で共通してリスク要因として

挙げられているものは、失業等による経済

的貧困、保護者が虐待を受けた経験がある

こと、子どもに発達上問題があること、社会

的支援が受けられず孤立してしまうことが

挙げられている。厚労省では、虐待のリスク

要因を保護者側の要因、子ども側の要因、養

育環境による要因の 3 つに分けており、い

ずれもこの 3 つに分類することができる。

現代は、地域での交流が減り、核家族化も進

んでいると考えられるため、頼れる人がお

らず支援を受けられず孤立してしまう親は

増えていると考えられる。 

また、WHOではリスク要因として、養育者

や家族の精神的・性格的特徴といった、家庭

環境等の方が、多く挙げられている。個人的

要因として、身体的虐待をする親は、若く、

1 人親で、貧しく、定職に就いていなく、虐

待をしない親より十分な教育を受けていな

いといった特徴がみられる。また、自分の一

時の感情をコントロールすることに乏し

く、メンタルヘルスの問題を抱え、反社会的

態度を示す。さらに、社会での付き合い、ス
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トレスをうまく対処できない、社会支援シ

ステムを利用しにくいといった傾向もみら

れる。また、子どもの発育に関して知識が足

りない、思った通りにいかない等、育ててい

る中で、子どもの行動に過剰に反応を示し

イライラしたり怒ったりする特徴もある。

また、ストレスを抱え、社会の中で孤立した

親というのは、虐待に密接に関わっていま

す。社会の支援を得ることができている人

は、虐待のリスクが低いとされており、親の

孤立化を防ぐことは虐待発生の可能性させ

るために重要だと考えられる。 

補償要因としては、地域での凝集性そし

て地域で子どもを育てるという感覚の共有

が挙げられている。リスク要因で挙げたよ

うに親の孤立化は虐待発生に大きく影響す

るため、地域で子どもを見守る必要性を強

く感じる。人口規模があまり大きくない須

坂では、地域で子育てに協力する姿勢をと

ることで、補償因子を増やし、保護者の不安

や育児のストレスを和らげることができる

と考えられる。 

 

 

第二章 児童虐待防止政策について 

 

従来、児童虐待は児童相談所でその対応

を行ってきた。しかし虐待件数は年々増え

続けており、児童相談所のみでは対応しき

れなくなっている。そこで、厚生労働省は発

生予防と重篤化を防ぐ早期発見を推進する

ためにさまざまな政策を行い、かつ、市町村

やその他の機関へ対応の拡大を図ってき

た。以下、この章では児童虐待の発生予防と

早期発見について、実際に国または自治体

が行っている政策を見ていくこととする。 

 

1,国の取り組み 

1）児童虐待の防止に関する政策の変遷 

 児童相談所への児童虐待相談の対応件数

は統計を取り始めた平成 2 年から年々増加

し、平成 28 年度では 12 万 2578 件もの相

談が寄せられており、虐待による死亡件数

はピーク時からは減少しているものの、平

成 21 年度から現在まで高い水準で推移し

ている。（図１、図２）このように増加して

いる原因は、核家族化や地域のつながりが

希薄になってきたことによる子育ての孤立

化、またマスメディアによる報道等により

国民の関心が高まり児童虐待が社会問題化

したことによるものと考えられている。 

 

図１ 

 

[出典：子ども虐待による死亡事例等の検

証結果等について（第 13 次報告）及び児

童相談所での児童虐待相談対応件数 1] 

 

図 2 

 

[出典：厚生労働省 児童虐待の現状とこれ

に対する取組について・子ども虐待による

死亡事例等の検証結果等について（第 11〜
13 次報告）より報告者作成] 
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 このように社会問題化したことをうけ、

平成 12 年に児童虐待防止法が制定された。

同法 1 条によると「この法律は、児童虐待

が児童の心身の成長及び人格の形成に重大

な影響を与えることにかんがみ、児童に対

する虐待の禁止、児童虐待の防止に関する

国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受

けた児童の保護のための措置等を定めるこ

とにより、児童虐待の防止等に関する施策

を促進し、もって児童の権利利益の擁護に

資することを目的」としている。このことに

より、児童虐待の定義が明確化され、国民

の通告義務が明記された。その後同法の改

正が進められた。平成 16 年には児童虐待の

定義が見直され、面前 DV（子どもの前で親

が暴力行為をすること）も心理的虐待とし

て含まれた。また国民の通告義務の範囲も

拡大され、虐待を受けた「おそれ」のある場

合も通告対象になった。 

 同法の改正と同時に、児童福祉法の見直

しもなされた。平成 16 年の改正により市町

村の役割が明確化され、さらに平成 19、20、
23、28 年と順次改正し対策を強化してき

た。その他子ども虐待対応の手引き、市町村

児童家庭相談援助指針や、人権教育・啓発推

進法で、具体的な指針を定め、関連省庁も厚

生労働省、文部科学省や法務省と、多方面か

ら対策を進めている。 

 

2）市町村への提言 

○1E

A市町村の果たすべき役割 

 市町村児童家庭相談援助指針第 1 章 1 節

によると、児童福祉法の平成 16 年の改正に

より市町村は、「子どもに関する問題につ

き、家庭その他からの相談に応じ、子どもが

有する問題又は子どもの真のニーズ、子ど

もの置かれた環境の状況等を的確に捉え、

個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を

行い、もって子どもの福祉を図るとともに、

その権利を擁護すること」となった。 

市町村児童家庭相談援助指針第 2 章第 1
節では「......児童虐待は家庭内で生じ、被

害を受ける子ども自らは声をあげにくいと

いう特性があり、発見される時点では既に

重篤な状況に至っていることがある。その

場合、改善は容易ではなく、また、その後の

子どもの発育障害や発達遅滞、情緒面や行

動面の問題や、さらには世代間連鎖等を起

こすことがあり、相当手厚い支援が必要と

なる。そこで、早期発見・早期対応のみなら

ず、発生予防に向けた取り組みを行うこと

が重要である。 具体的には、......母子保

健事業や......子育て支援事業において、

児童虐待防止の視点を強化し、虐待のハイ

リスク家庭等養育支援を必要とする家庭を

早期に発見して適切な支援活動を行うこと

が必要である。市町村で受理した相談から、

育児負担の軽減や養育者の孤立化を防ぐ目

的で、地域の一般子育て支援サービスを紹

介する等、地域の育児支援機関につなげる

ことも必要である。 また、地域の実情に応

じて広く関係機関等とネットワーク体制を

構築した上で、保健、医療及び福祉等がそれ

ぞれの役割を明確化し、連携を図りながら

児童虐待の発生を未然に防止することが重

要である。 その他、地域住民に対して、子

どもの人権尊重や児童虐待防止のための取

組の必要性等について啓発していくことも

併せて推進していくことが必要である。」と

述べている。 
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つまり、市町村は主に、発生予防と早期発

見・早期対応の役割が求められている。具体

的には、母子保健事業や子育て支援事業を

通じて育児に不安のある家庭を早期に発見

し、適切な地域の育児支援サービスに結び

つけ育児の孤立化を防ぐこと、また、子ども

の人権が守られるべきだということの周知

を図り、児童虐待が起きないような社会の

風潮を作り出すことが必要である。子育て

家庭を取り巻く全ての関係機関が連携し発

生を予防するとともに、虐待が起きてしま

った場合に早期発見をし、迅速な対応がで

きる体制を整えることが求められている。

また、今まで児童相談所が対応していた事

例も市町村が対応するようになり、児童虐

待対策にとって市町村が重要な役割を担う

ようになっている。（図 3） 

 

図 3 

 

[出典：児童相談所・関係機関や地域との連

携・協働より報告者作成] 

 

また、子ども虐待対応の手引き（改定概

要） 第 2 章 発生予防で厚生労働省は、「虐

待発生のリスク要因は明らかにされてきて

おり、危機状況の家族や育児困難を感じて

いる親子を見極めるための目安としては重

要である。しかし、それらの要因を多く有し

ているからといって、必ずしも虐待につな

がるわけではない。適切に判断するために

は、リスク要因とともに、虐待を発生させる

ことを防ぐ防御因子とのバランスを意識し

てアセスメントすることが重要である。」

「特に最近は、少子化や核家族化あるいは

コミュニティーの崩壊に経済不況等の世相

が加わっての生きづらさの現れとして語ら

れており、特別な家族の問題という認識で

取り組むのではなく、どの家庭にも起こり

うるものとして捉えられるようになってい

る。保健・医療・福祉等の関係者は、このよ

うな認識に立ち、子どもを持つ全ての親を

念頭に入れて、子ども虐待防止の取組を進

めていく必要がある。」と述べ、市町村その

他関係機関の児童虐待対策へのあるべき姿

勢を示している。 

 

②市町村への提言 

 子ども虐待による死亡事例等の検証結果

等について（第 13 次報告） 7 課題と提言

で、厚生労働省は地方公共団体に対し、以下

のことを提言している。（以下、報告者要約） 

 

1、虐待の発生予防及び発生時の的確な対応 

(1)妊娠期から支援を必要とする養育者の早

期把握と切れ目ない支援 

平成 28 年の児童福祉法の改正に関連し

た通知「要支援児童等（特定妊婦を含む）

の情報提供にかかる保健・医療・福祉・教

育等の連携の一層の推進について」によ

り、関連機関は要支援児童等の恐れがあ

るものを把握した場合は市町村に情報を

提供する努力義務が課され関係機関との

連携の推進が期待されている。また、母子

保健法により「子育て世代包括支援セン

ター」の設置が市町村の努力義務として
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法定化され、2020 年末までの全国展開を

目指している。 

(2)保護者の養育能力が低いと判断される事

例への対応 

母子保健事業の機会や地域の医療機関で

の育児に関する知識の啓発及び指導が必

要。 

(3)精神科医との連携 

支援者は産後うつに関する正しい知識と

支援する際の留意点を十分な理解する必

要があり、産後うつ等の精神疾患を抱え

ている方に対し、関連機関が双方向で情

報共有しながら対応することが重要であ

る。 

(4)虐待者の配偶者及びパートナーへの対応 

夫婦の関係やパートナーとの関係により

虐待を深刻化させたり、改善させること

があるため、家族を複数の部分から変化

し続ける全体と捉えての支援が必要。 

2、検証の積極的な実施と検証結果の有効活

用 

(1)検証の積極的な実施 

現状では、検証していない死亡事例があ

る地方公共団体は 4 割強で、検証しない

理由として「行政機関が関わった事例で

はないため」が約 5 割を占めていた。 

(2)検証結果の有効活用 

国の検証報告である「子ども虐待による

死亡事例等の検証結果等について」、また

各地方公共団体による検証報告（子ども

の虹情報研修センターのウェブサイトに

掲載）を関係職員の研修等の場で活用し、

学びを引き継ぐことが重要。 

3、（児童相談所及び）市町村職員によるリ

スクアセスメントの実施と評価 

平成 28 年の児童福祉法の改正事項とし

て、従来は市町村から児童相談所への事

案装置のみだったが、双方向での事案装

置がされるようになった。また、共通理解

や円滑な情報共有を図り、役割分担を行

う指標となる「共通リスクアセスメント

ツール」が公表された。リスクアセスメン

トが表面的なものとならないように、児

童相談所と市町村の職員間でアセスメン

トの背景や判断理由を相互に確認し、事

例に対する理解を深めることが必要であ

る。 

4、関係機関の連携及び要保護児童対策地域

協議会の充実 

（○1 入所措置解除時の支援体制の設備） 

○2E

A要保護児童対策地域協議会の効果的な運

営 

平成 20 年の児童福祉法の改正により、要

支援児童とその養育者、特定妊婦も含ま

れた。そのため、事例数の増加とともに丁

寧な協議が困難な状況となっていること

が推察され、限られた時間で効率的に行

うためには、運営の工夫が必要である。ま

た、平成 28 年の児童福祉法の改正により

調整機関への専門職の配置と研修が義務

付けられた。 

5、（児童相談所及び）市町村職員体制の充

実強化及び援助技術の向上 

職員を対象とした虐待に関する基礎的な

知識を習得できる階層別の研修、具体的

事例検討やロールプレイを含めた実践的

な研修を通じて、職員の相談援助技術の

向上に努めなければならない。また、市町

村単独で開催するのみでなく、広く都道

府県単位での研修会の開催等、虐待事例

の経験やその手法の共有が必要である。 
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※（）内は児童相談所に関するもの 

A○3E

A具体的な施策 

厚生労働省は児童虐待への関連法令、

各種指針等により母子保健事業や子育て

支援事業において児童虐待への対策とし

て有用な政策について示している。（表

1） 

 

表 1 
 発生予防 早期発見・早期

対応 

危

険

因

子

を

減

少 

・乳児家庭全戸

訪問事業（こんに

ちは赤ちゃん事

業）（厚生労働省

/児童福祉法（努

力義務）） 

・養育支援訪問

事業（厚生労働省

/児童福祉法（努

力義務）） 

・訪問型家庭教

育相談体制充実

事業（文部科学省

/—） 

・相談しやすい

体制の整備（都道

府県等/厚生労働

省・文部科学省/

児童福祉法） 

・要保護児童対

策地域協議会

の機能強化（厚

生労働省/児童

福祉法（努力義

務）） 

・保育所におけ

る早期発見に

かかる対応（厚

生労働省/子ど

も虐待対応の

手引き） 

・学校における

早期発見にか

かる対応(都道

府県教育委員

会等/文部科学

省/—) 

・医療機関にお

ける早期発見

にかかる対応

（都道府県等/

厚生労働省/子

ども虐待対応

の手引き） 

補

償

因

子

を

・地域子育て支

援拠点事業 

（厚生労働省/児

童福祉法（努力義

務）） 

増

加 

・利用者支援事

業（子育て世代包

括支援センター）

（内閣府・文部科

学省・厚生労働省

/子ども子育て支

援法） 

・相談しやすい

体制の整備（都道

府県等/厚生労働

省・文部科学省/

児童福祉法） 

・虐待防止意識

の啓発（国・都道

府県等/内閣府・

厚生労働省/—） 

・虐待に関する

通告の広報・啓

発（国・都道府

県等/—/児童虐

待防止法） 

 

※下線部は市町村が主体のもの 

※（実施主体/関係府省/根拠法令等）を表

す。実施主体が市町村のものについては省

略。 

[出典：児童家庭福祉の動向と課題 p.3・児

童虐待の防止等に関する政策の概要 から、

疫学的因果関係に基づき報告者作成] 

 

 これらの政策において、発生予防につい

ては子育て家庭に直接伺う、また自治体や

地域のサービスへと結びつけることによ

り、子育ての孤立を防ぎ、子育てへの不安感

を解消することを目的とし、早期発見・早期

対応については子育て家庭を取り巻く関係

機関と連携することで、虐待への認識や知

識、また虐待のリスクのある家庭について

共通認識を持ち、情報交換をすることによ

って発見の可能性を高めることを目的とし

ている。 
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 このような政策を実施するにあたって、

子ども虐待対応の手引き（改定概要） 第 2
章 発生予防では、○1 何らかの「リスクアセ

スメント指標を用いることで、支援者のア

セスメントが個々の支援者の判断に左右さ

れず、客観的に行われることになるが、機械

的に虐待が発生する家庭と決めつけてしま

う危険性があり、専門的な知識・技術をもっ

た人間が慎重に扱わなければならない。」○2

「乳幼児健康診査の際には、問診や保健指

導の場面において、親子の状況を虐待予防

の視点を持って観察し、保護者から相談が

しやすい環境（時間や場所）を整え、保護者

自ら相談してくる数少ないチャンスを大事

にして、信頼関係を築くきっかけを作って

おくことが大切である。」○3「リスク要因を

持つ家庭は、自ら周囲に支援を求めたり、各

種の子育て支援サービスの利用に対して消

極的になりやすい傾向にあるので、支援者

側から積極的に子育て支援サービスの紹介

や提供を行っていくことが必要である。」と

している。 

 

2，須坂市の取り組み 

1）施策概要 

 平成 27 年 4 月 1 日より施行している子

ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て

支援新制度の中で、子ども・子育て支援法第

61 条において、5 年を 1 期（平成 27〜31
年度）として、国が策定する指針に基づき

「子ども・子育て支援事業計画」をすべての

自治体が策定を義務づけられている。 

 須坂市では、参画が義務付けられている

子ども子育て支援計画の施策の他、就園か

ら子どもについて管轄する教育委員会子ど

も課、学校教育課を中心としてその他子ど

もを取り巻く関係機関との連携、各施策を

示した「子どもは『宝』プロジェクト」を実

施している。このことによって、子育てに関

わる機関を明確にし、行政だけでなく地域

や企業等が連携してはじめて子育て支援が

できるということを効果的に示している。 

 具体的には次のような施策を行ってい

る。（下線部は子ども・子育て支援法第 61
条により子ども・子育て支援事業計画に必

須記載項目となっているもの。）（表 2） 

 

表 2 
 発生予防 早期発見・早

期対応 

危

険

因

子

の

減

少 

・乳児家庭全戸

訪問事業（こんに

ちは赤ちゃん事

業） 

・妊婦健康診査 

・養育支援訪問

事業 

・親の子育て力

の向上 

・特別な支援が

必要な子どもへ

の支援の充実 

・信州医療セン

ターと連携した

周産期メンタル

ヘルスケアの推

進 

・母子健康手帳

交付時、出生届提

出時の面接・相談

等 

・家庭児童相談 

・要保護児童

対策地域協議

会 

・虐待に関す

る 通 告 の 広

報・啓発（児童

虐 待 防 止 週

間） 
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・産前産後サポ

ート事業 

・産後ケア事業 

・ひとり親家庭

の自立支援の推

進 

・子育て家庭の

就労支援 

補

償

因

子

の

増

加 

・親の子育て力

の向上 

・特別な支援が

必要な子どもへ

の支援の充実 

・母子健康手帳

交付時、出生届提

出時の面接・相談

等 

・家庭児童相談 

・産前産後サポ

ート事業 

・産後ケア事業 

・地域子育て支

援拠点事業（子育

て支援センター） 

・利用者支援事

業 

・相談窓口及び

情報提供の充実 

・子育て世代包

括支援センター 

・子育て支援の

ネットワークづ

くり 

・保健補導員に

よる子育て広場 

・子育てしやす

い職場づくりな

ど環境づくりの

推進 

・保育園におけ

る人権教育プロ

グラム（CAP）の

実施 

［出典：平成 27〜31 年度 須坂市子ども・

子育て支援事業計画 p.21、長野県須坂市

「子どもは『宝』プロジェクト」から、疫学

的因果関係に基づき報告者作成（親に関す

るものを中心に抜粋）］ 

 

 このように、多くの施策が実施されてい

るが、「子ども・子育て支援事業計画」、「子

どもは『宝』プロジェクト」において、純粋

に児童虐待への施策として位置づけられて

いるのは、・特別な支援が必要な子どもへの

支援の充実、・ひとり親家庭の自立支援の推

進、養育支援訪問事業、人権教育プログラム

（CAP）の実施のみであることには留意する

必要がある。2.(2)○2 で記載している通り、

妊娠期からの切れ目ない支援は児童虐待の

防止に役立つのであり、また、どの家庭にも

起こりうるものとして捉えられるようにな

っている状況を踏まえると、各関係機関も

自らの施策が目的は違っていても児童虐待

の防止に役立っていることを認識すること

が求められる。 

 

2）施策の実施状況 

 平成 29 年 9 月 14 日から 16 日に実施さ

れたサマースクールでの須坂市役所教育委

員会子ども課、健康福祉部健康づくり課、子

育て支援センター、須坂市立須坂保育園、須
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坂市立森上小学校、長野県立信州医療セン

ターに対するヒアリング結果、また平成 29
年 8 月に実施した須坂市内の全公立保育園

の職員、全公立小学校の教員に対するアン

ケート調査等から具体的な実施状況につい

て、いくつかの施策を取り上げる。 

 

○1E

A乳児家庭全戸訪問事業/養育支援訪問事

業 

乳児家庭全戸訪問事業は、乳児家庭全戸

訪問事業ガイドラインによると、「すべての

乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化

を防ぐために、その居宅において様々な不

安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要

な情報提供を行うとともに、支援が必要な

家庭に対しては適切なサービス提供に結び

つけることにより、地域の中で子どもが健

やかに育成できる環境整備を図ることを目

的とした、広く一般を対象とした子育て支

援事業」である。 

 須坂市では、須坂市役所健康福祉部健康

づくり課が実施主体となっており、10 地区

それぞれに担当の保健師を配置し、生後 4
ヶ月までに 1 回訪問している。訪問のアポ

イントメントは出生届を提出された時にと

っており、実施に関する工夫が見られる。里

帰り等で市内にいない家庭については、他

市町村に訪問を実施するよう連絡してい

る。訪問を拒否する事例はほとんどないが、

市の 3 ヶ月健診でフォローするようにして

おり、どの健診でも受診しなかった家庭を

リストアップし全く受診していない家庭を

把握できるようにしている。そのような家

庭については、電話をしたり、訪問したりす

るようにしている。 

 乳児家庭全戸訪問事業を始めとした母子

保健事業及び医療機関との連携により、支

援が必要だと思われる家庭にはケース検討

会議が開かれ、特に支援が必要だと認めら

れた家庭への支援の一様式として養育支援

訪問事業が行われている。 

 養育支援訪問事業は、養育支援訪問事業

ガイドライン によると、「養育支援が特に

必要であると判断した家庭に対し、保健師・

助産師・保育士等がその居宅を訪問し、養育

に関する指導、助言等を行うことにより、当

該家庭の適切な養育の実施を確保する」事

業であり、須坂市では須坂市役所教育委員

会子ども課を主体として、保健師 4 名、助

産師・看護師派遣、家事・育児介助支援者を

派遣し、居宅訪問による養育相談、育児・家

事援助を実施している。 

 

A○2E

A家庭児童相談 

 須坂市では、教育委員会子ども課の職員

として採用している家庭児童相談員に子育

て上の悩み等を相談することができる。現

在携わっている職員は、元教員であり、子ど

もと関わる上での知識も経験も持ってお

り、教育委員会子ども課でも須坂市の強み

だと伺った。 

 

A○3E

A信州医療センターと連携した周産期メン

タルヘルスケアの推進 

 2013 年から小児科、産婦人科、市の連携

による妊娠期からの継続的なケアを目的と

して、育児支援チェックリスト、エジンバラ

産後うつ病質問票、赤ちゃんへの気持ち質

問票（以下、それぞれ質問票 1、2、3 とす

る。）の 3 種類の質問票を用いて母親のメ

ンタルヘルスのスクリーニングを実施して
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いる。具体的には、質問票 1 について、病

院では小児科 1 か月健診時、市では乳児家

庭全戸訪問時に実施している。信州医療セ

ンターでは妊娠 26 週目に、子育てを手伝う

人はいるか、経済状況はどうか、産後どこで

過ごすか、赤ちゃんへの気持ち等を尋ねる

家庭調査を独自に行っており、ここで質問

票の内容はほとんど把握されている。質問

票２について、産後うつ病のリスクをはか

るものであり、病院では出産から 5 日後と

1 か月健診、市では乳児家庭全戸訪問と 3 か

月健診時に実施し、産後の精神状態の変化

をみている。質問票 3 について、虐待のリ

スクをはかるものであり、病院では小児科

1 か月健診時、市では乳児家庭全戸訪問時

に実施している。信州医療センターでは、質

問票 2、3 については、点数によってそれぞ

れリスクをはかることができるようになっ

ているが、単純に点数で判断するのではな

く、項目ごとに母親に対して質問をして判

断するようにしている。また、正確に答えて

もらうためには信頼関係が必要であり、約

10ヶ月の間で信頼関係が築けるように努め

ている。それぞれが質問票を実施した後、そ

れぞれの質問票ではかっているものに対し

リスクがあると認められる場合には、情報

を共有し、適切な育児支援サービスにつな

げている。その他須坂市独自の妊婦連絡票

により、社会的背景や産後うつ病経験等妊

婦の情報を記入して保健師と連携し、継続

的なケアをしている。 

 また、信州医療センターでのヒアリング

では、児童虐待を見分ける具体的なポイン

トについてご教授いただいた。そうした知

識を活かす機会が現状では無く、そうした

機会を設けることは専門知識を持たず虐待

の判断に悩む人々に有益であり、児童虐待

防止対策をより深められると考えられる。 

 

A○4E

A要保護児童対策地域協議会 

●要保護児童対策地域協議会とは 

 要保護児童対策地域協議会とは、児童福

祉法第 6 条の 3 第 8 項により「保護者のな

い児童又は保護者に監護させることが不適

当であると認められる児童」と定義された

要保護児童について、早期発見と適切な保

護のために対象を取り巻く全ての関係機関

がその子ども等に関する情報や考え方を共

有し、適切な連携の下で対応していくこと

を目的として平成 16 年の児童福祉法の改

正により法定化された（児童福祉法第 25
条）。また、平成 19 年改正では、地方公共

団体に対し、設置の努力義務が課され、平成

20 年改正では、養育支援が特に必要である

子ども（要支援児童）やその保護者、 妊婦

（特定妊婦）も支援対象とし、調整機関に専

門職の配置の努力義務が課される等地域協

議会の機能強化が図られた。平成 28 年改

正でさらなる強化が行われた。協議会の構

成員としては、運営主体である市町村、児童

相談所、医療機関、教育機関等があげられ

る。 

 イギリスでは、虐待防止のネットワーク

が存在していた。1971 年イギリスでは、マ

リア・コーウェルという少女が医療機関、教

育機関、警察、社会福祉局等が関わっていた

が発見が遅れ、死に至ってしまった。そのこ

とがきっかけで、関係機関の対応指針が見

直された。しかし、2000 年ビクトリア・ク

リンビエという少女が多数の関係機関と関

わっていたにもかかわらず亡くなった。そ
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うして児童虐待防止ネットワークが見直さ

れていった。 

 日本も同様の経緯によって虐待防止ネッ

トワークが発展していった。もともと市町

村には障がい児の支援のためのネットワー

クがあり、そこから、あらゆる子どもの問題

に対する支援・相談を行う子ども相談連絡

会へと発展し、子育てに関わる機関が連携

するようになっていった。1990 年代には、

児童虐待の問題が深刻化し虐待防止ネット

ワークとして独立した。このように市町村

によって独自に児童虐待を連携して対策し

ていたが、虐待児と関わりを持つ機関があ

ったにも関わらず死亡する事例が問題とな

った。例えば、2006 年に京都府長岡京市で

3 歳の男児が餓死した事件では、児童相談

所と長岡京市がそれぞれ把握していた情報

が十分共有されていなかったことが問題点

として指摘された。そうして、平成 16 年虐

待防止ネットワークは要保護児童対策地域

協議会として法定化され、平成 19 年には市

町村に設置の努力義務が課せられた。法定

化されたことにより、関係機関の職員等児

童虐待を知り得たものに対し守秘義務が課

せられることによって、情報を共有しても

秘密が守られることになり、関係機関の情

報提供もスムーズになった。 

 実際の運営では、協議会の構成員の代表

者により支援に関するシステム全体の検討

する代表者会議、実際に活動する実務者か

ら構成され定期的な情報交換や個別ケース

検討会議による課題を検討する実務者会

議、個別の要保護児童等について直接関わ

りを有する、またはこれから有する可能性

のある関係機関の担当者による問題点の確

認や支援の体制の検討を行う個別ケース検

討会議の 3 層に分かれて情報交換、議論が

進められている。 

 須坂市では、要保護児童（被虐待児童、障

害児、非行少年等）、要支援児童、特定妊婦

だけではなく、DV被害者、被虐待高齢者、

被虐待障害者も対象とし、虐待の未然防止

と早期発見を目的とした「須坂市虐待被害

者等支援対策連絡協議会」を設置している。

（図 3）代表者会議、実務者会議、個別ケー

ス検討会議の 3 層で構成され、実務者会議

の下に「児童虐待実務者会議」、「DV実務

者会議」、「高齢者虐待実務者会議」、「障

害者虐待実務者会議」「複合事案実務者会

議」がそれぞれ設置されている。厚生労働省

による平成 24 年 12 月の『要保護児童対策

地域協議会』の実践事例集において、「人口

規模が比較的小さく、調整機関や関係機関

の担当者の数が少ない自治体では、複数の

会議が設置されている場合に構成員が重複

してしまうことが多いため、 このような形

態を採用することにより参加する担当者の

負担を軽減できるというメリットがある。     

また、年齢や対象者を取りまく状況は異な

っても『虐待被害者』に対して多面的・包括

的な支援のノウハウを関係機関が共有する

ことにより、関係機関全体のケース対応能

力が高まっていくことが期待できる。」と評

価されている。 
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図 4 

 

[出典：須坂市子ども・子育て支援事業計画 

p.37] 
 

●関係機関との連携 

◯調整機関 須坂市役所教育委員会子ども

課 

 要保護児童地域対策協議会において、関

係機関の役割分担や連絡調整する機関を明

確化するため、連絡調整を行う調整機関を

設置する必要がある。須坂市では、須坂市役

所教育委員会子ども課（以下、子ども課）が

調整機関となっている。 

 子ども課では、児童虐待に関する通告や

相談を受け付けており、受け付けた通告ま

たは相談に対して、まず関係機関に連絡を

取る。そこで、全員が顔を合わせて情報を共

有したほうがいいと判断した場合に個別ケ

ース検討会議が開かれる。その他経過観察

をしていて状況に変化が見られたケースや

虐待当事者による要望等でも個別ケース検

討会議が開催され、月に何度も行っている。

経過観察は児童相談所と連携して行ってい

るが、大まかに言うと、児童相談所は保護し

なければならないケースを管理、市では在

宅で支援していくケースを管理するという

風に分かれている。児童相談所の管理ケー

スの数が増加していることから、重大なケ

ース以外を管理することが難しくなってい

る分、市役所の管理するべき範囲が大きく

なっている。しかし、市役所でも、どの段階

で子どもを保護しなければならないのか、

また虐待の支援を打ち切っていいのかの判

断基準がないため、継続管理の件数が増加

し、職員の負担が増加しているという現状

がある。 

上記に関して、平成 28 年の児童福祉法改

正により調整機関に調整担当者を置くこと

が義務付けられ、また調整担当者は厚生労

働省が定める基準に適合する研修を受講し

なければならないとされており、今後の専

門性の向上が期待される。 

 

◯保育園 

 平成 29 年 7 月下旬から 8 月 31 日に須坂

市内の全公立保育園の職員に対し、児童虐

待についての認識の調査を目的としてアン

ケート調査を実施した。 

 「一年以内に児童虐待について勉強をし

たまたはなんらかの研修を受けましたか。」

という問いに関して、「はい」と答えた人の

うち市の研修を受けた人が 8 割を占めてい

た。（図 4）須坂市では CAP（人権教育プロ

グラム）という研修を保育園の職員、保護

者、年長の園児に対して実施している。CAP

というのは、一般社団法人「j-CAPTA」によ

り研修を受けた特定非営利活動法人「CAPな

がの」による研修である。須坂市の保育園で

は、保護者のワークショップに関して参観

日の午後に実施することで参加率を上げる

工夫がなされている。 

 教職員、保護者に対するワークショップ

では、j-CAPTAの「CAPおとなワークショッ

プ」によると、「子どもを孤立させない、子
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どもを援助するため」に、「親や教職員など

子どもを支える立場にある人が、子どもの

人権を尊重し、エンパワメント（子どもが本

来持っている力を信じ、肯定し、その力が十

分発揮できるように働きかけること）の支

援のあり方を理解し、 暴力や虐待について

正しい知識を持つこと」を目的として、「子

どもの話をどのように聴いたらいいのか、 

また虐待の心配のある子どもがいたらどう

したらいいのかなど、おとなができる具体

的なエンパワメントの方法を学」ぶ。 

 園児に対しては、児童虐待だけではなく、

すべての身体的、精神的暴力に対して、「い

や」だと思ったら「いや」といえる権利が自

分にはあるということ、またその時に具体

的にどうすればいいのかということを伝え

ている。1 回約 50 分のプログラムを 3 日に

分けて行っている。j-CAPTAの「CAP就学前

プログラム」では、「暴力という恐ろしいテ

ーマについて楽しく学び、子どもたちが漠

然と抱いていた不安が減少するという点

が、 今日まで高く評価されてきた理由の一

つ」であり、現在、日本中の多くの保育園・

幼稚園で実施されている人気のプログラ

ム」と述べている。（図 5） 

 しかし、「あなたは、児童虐待のおそれの

ある子どもを発見した時、速やかに児童相

談所や市の児童虐待の担当の課に相談、通

告することに抵抗があると感じますか。」と

いう問いに関して、「抵抗があると感じ

る。」・「どちらかというと抵抗があると感

じる。」と回答した人が 17%を占めていた。

（図 5）約 2 割という数字は少なく感じる

かもしれないが、児童虐待を発見する上で

2 割の人が通告に対してためらいを持って

いて、そのために発見が遅れる可能性を考

えると看過できない数値だとみなすことが

できる。主な理由としては、「虐待かどうか

判断できないから。」・「もし誤報だった場

合、他の教員に迷惑がかかるから。」という

ものだった。どのように支援するかという

具体的な方法は学べているが、虐待を判断

する方法が学べていないことから、虐待の

判断ができない、また虐待のおそれを見つ

けても誤報ではないかと感じると考えられ

る。また、虐待のおそれを見つけたら 1 人

で抱え込まず、とにかく相談するという意

識付けを徹底することが必要である。 

 

図 5 

 

図 6 

[出典：j-CAPTA「CAP就園前プログラ

ム」] 

図 7 
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◯小学校 

 平成 29 年 7 月下旬から 8 月 31 日に須坂

市内の全公立小学校の教員に対し、児童虐

待についての認識の調査を目的としてアン

ケート調査を実施した。 

 「あなたは、児童虐待のおそれのある子ど

もを発見した時、速やかに学校内で決めら

れている人（管理職、生徒指導担当教員等）

に報告することに抵抗があると感じます

か。」という問いに対して、「抵抗がないと

感じる。」・「どちらかというと抵抗がない

と感じる。」という回答が 98%を占めてい

た。（図 7）須坂市立森上小学校では「市の

方の対応が丁寧であり、通告することにた

めらいはない。」という意見を伺った。虐待、

または虐待のおそれを発見した後の連携が

上手くとれており、信頼関係を築くことが

できていることが窺える。 

 しかし、アンケートの自由記述欄に「報告

するのに抵抗はないが、虐待かどうか判断

するのが難しいし、間違っていたら色々な

人に迷惑がかかるのかなと思う。」・「本当

に虐待なのかはっきりしないことが多い。」

等、児童虐待の判断が難しいとするコメン

トが複数寄せられた。また、「一年以内に児

童虐待について勉強をしたまたはなんらか

の研修を受けましたか。」という問いについ

て 70％が受けていないと答えた。高浦小学

校においては学校全体で勉強する機会が設

けられていたが、その他の教員は個人で勉

強しようとしない限り児童虐待について学

ぶ機会は設けられていなかった。保育園の

場合と異なり、虐待に対する知識不足は、相

談することに抵抗を感じることにつながっ

てはいないが、虐待かどうかを判断する基

準を学ぶ場があれば、判断が難しい教員た

ちの悩みを解決することができ、より適切

な対応ができるようになると考えられる。 

 また、「児童相談所との連携 なかなか情

報が共有化できない。大変連携が取りづら

い。連携は必要ないのか。」・「よほどのこ

とでないと児童相談所が動いてくれない。」

というコメントが複数名から寄せられた。

学校等における児童虐待防止に向けた取組

に関する調査研究会議（平成 18 年 5 月）に

よると「教員は...児童相談所等関係機関に

通告するが、これら児童相談所等の現状と

して、人材の不足等があり、軽度の虐待事例

に対しては反応が鈍くなる状況がある。そ

の結果、学校にしてみれば『児童相談所等は

なかなか対応してくれない』と感じ、児童福

祉関係機関にしてみれば『学校は通告して

その後のケアをしてくれない』と感じるよ

うな、相互の実情に関する認識の齟齬が生

じる事となってしまう。実際、連携をした場

合のデメリットを聞いた場合、『価値観の相

違により合意形成されにくい』等との回答

があり、連携を経験した教員ほど連携のデ

メリットを感じている。このことから、学校

と児童相談所等関係機関とは、日頃から相

互に連携をとり、お互いに顔を合わせ、顔見

知りになり、相互の実情について承知して

いることが必要である。」と述べている。さ

らに、森上小学校でのヒアリングでは、「連

携することにためらいはないが、こちらか

ら連絡をしようとしない限り、他の機関と

の交流の機会がない。他の機関が虐待防止

についてどのようなことをしているかな

ど、普段から交流できる機会があると良

い。」という意見を伺った。以上のことから、

児童虐待の全ての関係機関がお互いの実情

や児童虐待への取り組みを知ることで、関
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係機関間の連携をよりスムーズにすること

ができると考えられる。 

 

図 8 

 

図 9 

 

 

A○5E

A保健補導員による子育て広場 

 須坂市役所では子育てに関して、相談や

悩みを受けつける相談窓口や子育てサーク

ルの支援等は行っているが、市を主体とし

て子育て家庭が集まれるような場を設けて

いない。その理由は、須坂市にはより地域に

密着した保健補導員制度という仕組みがあ

り、その制度により任命された保健補導員

による子育て広場が開かれているからであ

る。保健補導員は健康促進を主な目的とし

て活動しており、その取り組みから「第 3 回

健康寿命をのばそう！アワード」で「厚生労

働大臣 最優秀賞」等を受賞している。須坂

市内の 10 地区に分かれており、それぞれ担

当の地区で活動している。 

 平成 29 年 10 月 24 日に保健補導員によ

る子育て広場について須坂市役所健康福祉

部健康づくり課に電話調査を行った。以下

は調査結果である。 

 子育て広場は保健補導員が主導で活動す

る場ではなく、親子が交流出来る場所・機会

を提供する活動である。子育て広場の中で

子育ての悩みを聞いたり、方法を教えたり

することもあるが、それ自体は活動の目的

とはしていない。主に未就園児を対象とし

ており、各地区の保健補導員全員が設けて

いるわけではなく、主に多く子どものいる

地区で開催されている。活動場所は公会堂

や地域の公民館等、地区ごとに毎回同じ場

所で開催している。活動内容は、固定されて

いるわけではないので、地区ごとに内容に

差があり、交流ができる会場を設けて、保健

補導員自体は子育て広場に常駐していない

ところもあれば、地区担当の保健師が一緒

に活動するところもある。時期によっては、

クリスマスや七夕にそったイベントを開催

したりもする。活動の広告は、チラシを対象

となる方に訪問して配っていて、対象家庭

は、出生届が市に出た時に親の合意を取り、

市の職員から保健補導員に伝えてもらうこ

とで把握している。子育て広場に限らない

が、各活動の終わりには今回はどうだった

か、次の活動はどうするか等振り返りをし

ている。 

 保健補導員間の交流の機会としては、月

に 1 回研修を兼ねたブロック会が行われて

おり、そこで地区の保健補導員全員が集ま

っている。研修は保健師や外部の講師によ

る講義形式で、健康に関する知識を中心に

学習しているが、母子保健事業については

学習していない。その他各地区の保健補導

員の代表（理事）が集まる理事会が月に 1
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度、また須坂市内の保健補導員が一堂に会

する総会が年 1 回開かれている。 

 調査の結果、現状、親子が交流出来る場

所・機会を提供するという目的はあるが、そ

の場をより有効なものにするために保健補

導員が働きかけることはあまりしていない

ということがわかった。しかし、須坂にとっ

て地域に根ざしたものであり、各地区に置

かれていることを考えると、保健補導員は

須坂市全体に定量的に子育て広場を提供で

き、それをより効果的なものにすることが

できると考える。 

 

3）まとめ−問題の所在 

 これまで須坂市の児童虐待への取り組み

及びその実情を見てきたが、須坂市におい

て児童虐待防止の対策には、要保護児童対

策地域協議会に運営の工夫がなされてい

た。信州医療センターと連携した周産期メ

ンタルヘルスケア等の妊娠期からの継続的

なケアの充実、元教員による家庭児童相談

員等の強みを持ち、保健補導員という地域

に根ざした資源もある。 

 その一方で、その強みを活かしきるため

の措置が足りていないと考える。具体的に

は、 

 

・関係機関に関わる職員の児童虐待への知

識を深めること 

・地域による子育ての場をより充実したも

のにすること 

 

が求められる。 

 

三章 提言 

1, 保健補導員会 

はじめに、「保健補導員会」とはどういっ

たものなのだろうか。「保健補導員会」は須

坂市発祥の主に市民の健康保持増進に貢献

している地域の団体である。区の役員とし

て区長から推薦され、2 年の任期で活動し

ている保健補導員により構成している自主

組織だ。市内を 10 ブロックに分け、それぞ

れの地区ごとに活動している。始まりは昭

和 20 年旧高甫村の主婦等の「保健婦さん何

か手伝わせてくれないか」の一声であった。

その後合併して須坂市となり、昭和 33 年、

市理事者と担当課が市民の健康保持増進の

ために、家庭の健康管理者である女性が健

康に関する研修と技術を身につけ、家庭や

町に広がる「保健補導員制度」が長野県を中

心に広まった。現在も「一家にひとり保健補

導員」をめざして活動が引き継がれており

「自分の健康は自分でつくる」という須坂

市健康都市宣言（昭和 62 年宣言）の重要な

担い手となっている。 

保健補導員会の活動に焦点を当てると、

健康にまつわる活動だけでなく、「母子保健

活動」も行っていることがわかる。その活動

の中で須坂市は、各地区での子育て広場を

実施している。子育て広場では、お母さん同

士で交流したり、保健補導員が「地域のおば

さん」のような目で話しをしたり、また、保

健補導員の研修(ブロック会で行われ、その

内容は健康に関する知識で生活習慣病が中

心。保健師や外部の講師が講義をするも

の。)で学習したことを伝える等の活動を行

っている。ある地区では、子育て広場内で、

パネルを使ってお菓子に含まれる糖分、1回

の食事に含まれる塩分を示したりして食事

に気をつけるよう促す活動を、また違う地

区では新聞を作って掲示板に貼り出す活動
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等をしている。この活動では、保健補導員や

同じ地域に住んでいて、同じく子育てをし

ている親との交流ができる等、孤立化を避

けるためのメリットが数多く存在してい

る。須坂市内の保育園でのアンケート調査

によると、孤立を感じたことのある母親は

47％で半数近くいることがわかっている。

そこで、保健補導員会の子育て広場という

活動を通じ、親の孤立化を防ぐ政策を提言

していきたい。提言では、まず、より多くの

人に子育て広場の開催を知ってもらうため

に広報の仕方を考え、次に多くの人に足を

運んでもらうため、行きづらいと感じてい

る人にも参加を促せる政策を考えていく。 

 

1）広報の仕方 

 まず、子育て広場を多くの人に知っても

らい、利用者を増やすために広報の仕方を

考えていく。現状の広報の仕方は、出生届が

市に出た時に、市が届け出た親に保健補導

員に伝えていいかを伺い、承諾を得た家庭

を保健補導員に伝え、保健補導員がチラシ

を対象となる家庭を自ら訪問して配る方法

をとっているようだ。このようにチラシで

の広報のみを行っており、インターネット

での広報は行っていない。インターネット

で検索したところ、子育て広場に関する各

地区での活動日程等の情報は、ほとんど出

てこない。インターネットで検索した時に

出てくれば、すぐに情報を得ることができ

るため、参加者も増えるのではないだろう

か。よって、子育て広場に関するウェブペー

ジを作ることを提案したい。また、その際に

保健補導員に質問・相談したいこと等を気

軽に聞けるお問い合わせフォームの開設を

共に提案したい。開催されている子育て広

場に関する質問はもちろんのこと、なんで

も気軽に質問ができるフォームの開設であ

る。開設することにより、親は近所に住んで

いる保健補導員がいつでも質問に答えてく

れるという安心感を得ることができ、気軽

に質問できる人がいることで、独りではな

いと感じることができるはずである。 

 次に、チラシの配布の仕方について考え

ていく。伝統的に、配布は各家庭をまわり

「手渡し」をすることが原則であったが、そ

れは保健補導員にとって大きな負担となっ

ており、特に最近は仕事を持っている女性

も増え、保健補導員も訪問先の主婦も同じ

事情により、やむなくポストに入れること

も多くなったようである。また、保健補導員

の一人当たりの受け持ち人数は平均 66 人

だが、町ごとに補導員の人数も違い、多いと

ころも少ないところもある。ヒアリングで

は、「全戸訪問しなければならない時がある

が、その時は足りないという声もある。」と

伺った。このように、伝統的であった手渡し

の文化は薄れてきており、再考すべき課題

であると考える。 

 ここで、新たな取り組みとして須坂市と

保健補導員の連携を提案したい。保健補導

員は健康づくり課の管轄となっているが、

ヒアリングではあまり把握をしていない印

象を受けた。ここでの連携の提案は、保健補

導員会の活動に関するチラシの広報を市が

引き受けるというものである。「手渡し」が

厳しくなってきている今、ポストに入れる

だけにとどまってしまうならば、保健補導

員がわざわざ出向いていく必要はないと考

える。市の広報活動と共にチラシを配布し

てもらうという市との連携により保健補導

員の負担が減れば、他の活動にあてる時間
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ができるだろう。また、市が広報を行うこと

により、出生の情報等を確実に把握してい

るため効率が良くなり、宣伝効果の向上も

見込める。また、市も各地区の様子を保健補

導員から直接知れる機会となり、把握がで

きていないという現状も解消できるだろ

う。 

 

2）参加しやすい環境づくり 

次に、子育て広場に参加してもらうには

どうすれば良いのだろうか。子育て広場の

実態についてヒアリングしたところ、「保健

補導員さん全員が設けているわけではな

い。主に多く生まれているところで開催さ

れている。補導員さんが主導で交流する場

ではなく、交流出来る場所・機会を提供する

活動。昨年度は 10 地区で計 68 回開催され

ている。内容が固定されているわけではな

いので、（ブロックごとに）差がある。交流

ができる会場を設けるだけで、鍵の開け閉

めしかしないところもあれば、保健師さん

が一緒に活動するところもあり、子育て支

援センターがあるから子育て広場は設けな

いというところもある。」との回答をいただ

いた。 

これを受けて、先ずは子育て広場の開催

地区・回数を増やすべきであると考える。須

坂市内には多くの公民館・児童センター・児

童クラブがあるので、そこを生かし活動を

することを提案したい。活動の際にはすで

に子育てサークルが中心的に活動している

場所もあるため、活発でない地域で重点的

に開催し、ばらつきを是正することが望ま

しいだろう。そうすることで、普段開催場所

が遠く参加が難しかった人も参加しやすく

なり、参加者の増加が見込めるのではない

だろうか。 

 また、子育て広場を行っている時間は保

健補導員が常駐することを提案したい。保

健補導員は初めて子育て広場に参加する人

に積極的に話しかけ、他の参加者と話せる

ように促し、様子をさりげなく見守ること

で、気にかかる人を見つけることもできる。

初めて参加する人の立場に立って考える

と、保健補導員が常に居てくれるという安

心感があったほうがいいだろう。 

子育て広場に参加することで、同じ地域

に住む子育て仲間を作ることができ、また

保健補導員と顔見知りになることができる

ため独りではないと感じることができ、孤

立化を防止することができる。さらに、子育

て広場はコミュニティーの中に存在する

「結束・団結」の強化になり、第一章でリス

ク要因として挙げた、社会的要因である社

会資本の少なさが改善されることにもつな

がる。そして、(表 1)で補償因子として挙げ

られた安定性と凝集性のある近隣を作るこ

とにもつながっていくだろう。 

遠くの親戚より近くの他人という言葉が

あるように、核家族の増加で、親が遠くにい

るため相談しづらい等の悩みをもった母親

にとって、地域に相談できる人がいること

は安心にもつながる。保健補導員が「地域の

おばさん」のような、相談しやすい、親しみ

やすいという特徴を生かしこれまで主に行

ってきた健康づくり活動と共に母子保健活

動にも力を注ぐことで、孤立化が解消でき

れば、虐待の危険因子を減らすことができ、

結果的に児童虐待を減少させることにつな

がるだろう。 
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2，学校機関への提言にあたって 

 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保

護事例の検証に関する専門委員会 第 13 次

報告、「子ども虐待による死亡事例等の検証

結果等について」によれば、平成 27 年度に

把握された児童虐待事例において、心中以

外の虐待死亡者数全 52 名のうち死亡児童

が養育機関・教育機関等の所属が、「あり」

に該当する人数は 12 名で有効割合 24.2％、

「なし」に該当する人数は 38 人で有効割合

76.0％であった（2 名は不明）。また、心中

による虐待死事例では、全 32 名のうち所属

「あり」が 22 人で有効割合 68.8％、「な

し」が 10 人で有効割合 31.3％という結果

となった。心中以外の虐待死亡者が養育機

関・教育機関等に所属している割合は半数

以下であるが、それに比して心中による虐

待死者数は高い割合を示している。この結

果を受けて社会保障審議会児童部会児童虐

待等要保護事例の検証に関する専門委員会

は、「心中による虐待死事例において

は、･･････各所属機関による気づきや何ら

かの支援が必要であったことが示唆され

る」としている。また、厚生労働省によれば、

平成 28 年度中に児童相談所が対応した養

護相談のうち児童虐待相談の対応件数は

122,575 件で、前年度に比べ 19,289 件

（18.7%）増加しており、年々増加している。

被虐待者の年齢別にみると「7～12 歳」が 

41,719 件（構成割合 34.0%）と最も多く、

次いで「3～6 歳」が 31,332 件（同 25.6%）、
「0～2 歳」が 23,939 件（同 19.5%）とな

っている。 

 これらのことからわかるように、児童虐

待は乳児期の子どもに対するものだけでな

く、幼児や就学児におけるものも表面化し

ており最悪の場合、死亡という重大な結果

を引き起こすこともありうる。児童虐待の

予防及び早期発見によって児童の心身の健

全な発達や生命身体を保護するためには、

学校や児童福祉施設の積極的な態度を伴っ

た対策が欠かせない。実際、児童虐待の防

止等に関する法律において地方公共団体

は、児童相談所等関係機関の職員及び学校

の教職員、児童福祉施設の職員が児童虐待

を早期に発見し、その他児童虐待の防止に

寄与することができるよう必要な措置を講

ずることや、学校の教職員や児童福祉施設

の職員が児童虐待への児童虐待の早期発見

に努めなければならないことは規定されて

いるところである。 

 そこでこの章では、児童虐待予防及び早

期発見に、学校機関がより積極的に関わる

ことの社会的な要請を受け、今回のフィー

ルドワークによって得られた前章までの内

容を基に須坂市の学校機関が行うべき児童

虐待予防及び早期発見のための具体的方策

を提案したい。 

 

3，自治体による教育機関への児童虐待予

防、早期発見 

1) 教員に対する児童虐待に関する情報提

供等の重要性 

 先に上げた児童虐待の防止等に関する法

律第 4 条第 2 項をもう一度確認したい。同

項は、地方公共団体に児童虐待事案の発生

予防及び早期発見に関して次のようなこと

を実施することを求めている。 

 

 「国及び地方公共団体は、児童相談所等関

係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉

施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児
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童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待

を早期に発見し、その他児童虐待の防止に

寄与することができるよう、研修等必要な

措置を講ずるものとする。」 

 

 教員の児童虐待に関する学習経験や知識

の豊富さが、児童虐待早期発見に大きく寄

与することは様々な論文で報告されてい

る。 

 『小学校教員における児童虐待に関する

認識と対応』（李・安達, 2015）は、岡山

県における 7 校の小学校に対する調査にお

いて、特定の 20 項目の虐待行為に対する認

識の正確性と、虐待の学習経験の深さとの

連関を明らかにした。これによれば、「身体

的虐待以外の行為において関連がみられ，

児童虐待に関する学習経験のある教員は，

学習経験のない教員に比べて，それぞれの

行為を『虐待である』と認識しており，学習

経験のない教員は，『虐待ではない』と認識

したり，または『わからない』と回答してい

る傾向がみられ」、また、「児童虐待に関す

る知識を持っている教員，早期発見や通告

義務を知っている教員，被虐待児童と遭遇

した経験のある教員は，そうでない教員に

比べて，それぞれの行為を『虐待である』と

認識する傾向がみられた」ことを明らかに

した。 

 アメリカでは幾つかの州において、児童

虐待を報告する義務についての研修を義務

付けており、研修の重要性に対する認識が

優れているといえる。「研修」の捉え方も比

較的柔軟であるといえ、例えばイリノイ州

のシカゴでは、児童虐待に関する研修を受

講することを教員に義務付けているが、そ

の研修は教員各自の自宅でも受講可能なオ

ンライン講座である（図 1）。 

 

 

 

2)須坂市内の保育園、小学校の教員に対す

る研修 

 ここで、再び先に挙げた須坂市の保育

園、小学校における、児童虐待の研修実施

状況に関するアンケート及びヒアリング結

果をみたい。 

 市内の公立保育園ではほぼ全園におい

て、市の主催による児童虐待に関する研修

が開かれていることがわかる。この研修と

は、須坂市が「虐待防止の観点から、平成

27 年度から公立保育園で導入」した、

「全職員、年長児とその保護者を対象」と

した CAP（Child Assault Prevention）プ

ログラムが含まれると考えられる。平成

28 年、須坂市内の公立保育園 15 校、当年

度から新たに対象に加わった一部の私立保

育園の園児や保育士、また、幼稚園教諭を

対象に研修を行い、197 名がこの CAPプロ

グラム教職員ワークを受講した。文字通り

公立保育園の全職員に対して研修を行って

いるわけではないが、平成 28 年度以降、

須坂市は、保育園及び幼稚園での児童虐待
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に関する研修の開催への理解が深まってき

たことがわかる。  

 一方、小学校では児童虐待の研修を受け

たのはおよそ 30％の教員のみである。須

坂市子ども課へのヒアリングによれば、市

は小学校に対して研修を行っていないとの

回答があった。このように、保育園と小学

校との間に研修の有無の相違が存在するの

は、須坂市において各公立保育園を管轄す

る部署が「子ども課」であるのに対し、各

小学校に対しては「学校教育課」が運営を

統括しており、それぞれの課の研修に対す

る認識に相違があるからではないかと考え

られうる。またいま 1 つの理由として、

2006 年の全国的な調査によれば、児童虐

待に関する研修を実施している市町村は、

わずか 11.4%の市町村にとどまっており、

全国的に見ても小学校の教員に対して児童

虐待に関する研修を行う例は多くないこと

も考えられる。 

 しかし、アンケート結果をみると、「学

校で共有できる判断基準がない」や「児童

虐待を見つけるポイントが具体的に共有で

きない」「本当に虐待なのかはっきりしな

いことが多い」「どのような対策があるの

かよく知らない」「見つけるポイントを示

すマニュアルがあると嬉しい」等の回答が

あり、またヒアリング結果よれば、一部の

先生から「虐待対応の手引などは受け取っ

ておらず、虐待の判断が難しい」という意

見があった。「本当に虐待なのかよくわか

らない」という回答に付言するならば、学

校や福祉施設は「市町村、都道府県の設置

する福祉事務所若しくは児童相談所又は児

童委員を介して市町村、都道府県の設置す

る福祉事務所若しくは児童相談所に通告」

する際、本来本当に虐待されている状況で

ある必要はなく、「児童虐待を受けたと思

われる児童」で足りる。このように教員の

児童虐待に関する知識が十分とはいえない

状況がある。そこで教員が児童虐待の知識

を十分にもち、児童虐待の予防・早期発見

の体制を拡充させるため、我々は市による

各小学校の教員に向けての児童虐待に関す

る研修や、それに類似する対策を実施する

ことを求めたい。 

 

3)アンケート及びヒアリングを踏まえた具

体的提案 

 回答いただいたアンケートやヒアリング

の結果から、我々が提案する、政策のポイ

ントは次のようなものである。すなわち、

(ア)小学校において CAPプログラムを実施

すること、(イ)虐待判断チェックリストを

各教員に配布すること、(ウ)チェックリス

トに家庭環境に関する項目を掲げること、

市による研修において、(エ)各教員はチェ

ックリストの適切な使用方法を教授される

こと(オ)研修は、学校と他機関との交流を

深められるものであること、である。以

下、(ア)から(オ)までの詳細を述べる。 

 まず、(ア)について述べる。 

  CAPは小学校教員が、子どもへの暴力に

ついて正しい知識を持ち、学校内での虐待

事案の迅速な対応のあり方を共有すること

ができるプログラムである。このプログラ

ムは、既に市内の全公立保育園においても

実施されており、市内の小学校においても

実現可能性が極めて高い研修の 1つとして

も位置づけることができる。 

 よって、市内の全小学校においても、

CAPを実施すべきだと考える。 
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 次に、(イ)「虐待判断チェックリストを

各教員に配布すること」について述べる。

ヒアリング先の小学校では、長野県から作

成を要請された「危機管理マニュアル」が

存在し、「1．児童虐待の発見、報告、相

談、対応図」や「2．児童虐待への対応 

待機」という題で、児童虐待の発見後のフ

ローチャートや虐待事実の確認方法等が記

載されているが、被虐待児童の発見のポイ

ント等が示されたものはない。これが、ヒ

アリングで「虐待の判断が難しい」と仰っ

ていた所以であろう。なお念のため述べて

おくが、先に述べた「本当に虐待なのかよ

くわからない」という回答に対する付言

は、虐待の事実の真実性への疑念を抱くこ

とによって、関係機関への通告が怠ること

を問題視したのであり、これから述べる

「虐待を疑うことすらできない場合」の対

策方法とは異なる。 

 上のような問題を直接的に解決し、児童

虐待予防・早期発見に寄与する方法に、チ

ェックリストの使用がある。教員によるチ

ェックリストの使用は、次のような理由か

ら予防・早期発見に役立つ。 

 第一にチェックリスト使用者自身が、児

童の発するサインに敏感に反応できる能力

を涵養できることが挙げられる。定期的に

教員がチェックリストを用いて児童や家庭

の様子をアセスメントしていくことで、チ

ェック項目をある程度把握することがで

き、リストを用いていない際—例えば朝の

健康観察時—にも容易に異変に気がつくこ

とができる。 ある報告書にも、「虐待か

どうかを機械的に判断するのではな

く、･･････(使用者)自身の感性によるいわ

ゆる虐待をみる『目』を育てることが重要

で、リスクアセスメントの項目を認識」す

ることができると述べられている。研修と

同様に、教員の児童虐待に関する知識を増

やすことに繋がる。 

 第二に、各児童やその家庭に関する情報

を、教員間や、学校と他機関(要保護児童

対策地域協議会等)と統一的に共有するこ

とができ、虐待の発見漏れを防ぐことがで

きることが挙げられる。「早期発見から通

報に至る過程で陥っては行けない大切なポ

イント」の 1 つに、「虐待対応の緊急度

を、ひとつの組織の限られた情報や知識、

さらには学校や保育所、病院など特別な場

面で見せる親の態度だけで判断しない」こ

とが挙げられる。特に、「親子との関わり

が長い場合や、親と支援者が個人的に親し

い場合、また虐待問題に関わりたくないと

組織のガードが固い場合、この落とし穴に

はまり込み通報をためらう」ということ

を、チェックリストによる客観的な評価に

よって回避することができる。   

 チェックリストは、「情報共有のために

言語化し、支援を標準化するのに･･････有

効」であり、「担当者が変わった時や、支

援を振り返る時にも、同じものさしで家族

の状態が把握できると言う意味で役立」つ

ものである。 

 第三に、早期に虐待ハイリスク家庭を発

見し、該当家庭へ介入することができる。

「虐待の背景に関する項目は、まだ虐待が

起きていない場合においてのリスク評価が

可能である点、特に予防場面での有用性が

高」く、「虐待かどうかを機械的に判断す

るのではなく、保健師自身の感性によるい

わゆる虐待をみる『目』を育てることが重

要で、リスクアセスメントの項目を認識し
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ていることで目の前の親子にどのような背

景があるのか理解しやすくする」。チェッ

クリストによってリスク要因と同じ状況を

抱える家庭を把握し、その家庭に対して、

先に提案した須坂市の保健補導員を積極的

に紹介する等、結果に応じて、育児支援が

受けられるようにサービス機関の紹介する

ことや、フォローアップを依頼することが

できる。チェックリストは第 1 次予防とし

ての児童虐待予防に貢献するだろう。 

 一方、他の研究では、「育児機能不全の

危険性の高い家族がどれだけ含まれている

かを(調査研究において)知りたい場合には

特に有効である」としながらも、「テスト

の結果だけを基にして、その親に侮辱的な

レッテルを貼ったり、侵略的な介入をする

ことがないように注意を払う必要があ」

り、「臨床的な診察場面でこのテストを利

用する際には、テストの結果に応じて、育

児支援が受けられるようにサービス機関を

紹介したり、必要に応じてフォローアップ

を依頼することであろうか。このテストの

妥当性には限界があるので（臨床場面や現

場で用いるよりも）、対人間調査委員会

(human research committees)によって許

可されたよく計画が練られた研究に限って

用いることにするほうが無難である」と指

摘している。しかし、チェックリストの有

用性は上記に示した通りであり、「レッテ

ル貼り」に対する懸念はあるものの、不可

欠であると考える。 

 これらのことを踏まえた上で、(ウ)〜

(エ)のチェックリストの形式や項目を提案

する。 

 まず、(ウ)「虐待チェックリストに家庭

環境に関する項目を掲げること」である。

前に挙げたように、チェックリストは、虐

待ハイリスク家庭を発見し、該当家庭への

介入の段階に素早く移行することができる

という利点がある。全国的にも虐待に関す

るチェックリスト「子どもの様子と保護者

の様子との 2 部構成になってい」ることが

多いといわれる。 

 須坂市または長野県は、長野県総合教育

センターが作成した「子どもの心の問題発

見シート」を使用する予定だ。そのシート

は、定期的または「事案や災害の発生時な

ど必要に応じて」用い、「行動や態度に現

れるサイン」や「体に現れるサイン」、

「対人関係に現れるサイン」という 3 つの

観点から子どもの心の問題を発見すること

ができる。その上で問題の背景要因を推測

することに役立てることが一番の目的であ

り、その要因の候補として「児童虐待」が

挙げられる可能性もあるため、当シートは

被虐待児童の早期発見に寄与しうる。しか

し、このシートはまだ開発段階であるため

使用されておらず、また、家庭環境に関す

るチェック項目が存在しない。チェックリ

ストを 1 次予防に寄与させるためにはこの

シートとともに、児童の家庭環境を判断材

料に加味する(『新版 学校現場で役立つ

子ども虐待対応の手引き 子供と親への対

応から専門機関との連携まで』（玉井邦夫

（2013）,明石出版）では、104 頁で、堺

市が 2002 年に作成した『子どもを虐待か

ら守るための支援』という児童虐待対応マ

ニュアルが「きわめて完成度が高く、内容

的にも詳細なものである」と評価してい

る。そのマニュアルにあるチェック項目に

は、長野県総合教育センターが開発した

「子どもの心の問題発見シート」にあるよ
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うな、子どもの「体に現れるサイン」、

「行動に現れるサイン」という観点による

項目が存在し、その他に「性的虐待のサイ

ン」という観点や、「親について」という

観点が存在する。)等の補足が必要とな

る。 

 次に(エ)「市による研修において、各教

員はチェックリストの適切な使用方法を教

授されること」である。 

 チェックリストの大きな目的の 1つは、

リスク要因と同様の状況下にある家庭を見

つけ出し、早期に予防することである。決

して「犯罪の証拠探し」ではない。1 人の

教員のみが評価内容を認識することに留め

るのではなく、評価内容を学校内の教員全

体また、要保護児童対策地域協議と共有

し、最適な予防のための支援方法を考える

上でのあくまで 1 つの指標としてチェック

リストが存在しなければならない。このこ

とを各教員が認識しておく必要がある。 

 また、チェックシートによる判断におい

て、「チェック項目にいくつ該当したら虐

待なのか、といった機会的な判断は不可

能」である。確かに「虐待のおそれ」があ

れば報告する状況として足りるが、チェッ

クリスト項目に単に該当するというだけ

で、直ちに虐待であると即決してしまえ

ば、判断を誤り、本当に支援が必要な家庭

を見つけ出すことができない。「指標だけ

に頼らず、総合的に判断」する能力が教員

に求められる。 

 そして年齢や経過年月等児童の個別的背

景によって表出するサインが異なる。その

上、教員の判断基準もそれぞれであり、チ

ェックすべきである項目がチェックされな

いという場合もありうる。 

 実際に信州医療センターにヒアリングし

た際、小児科医の南医師から、一般人は違

和感を抱かないであろう外傷の態様や部位

があること、また保護者による、子どもの

外傷についての不自然な言い訳があること

を教えていただいた。例えば、子供の外傷

において「階段から落ちた」という説明を

する保護者がいるが、0 歳から 1 歳の子ど

もにそのようなケースは多くない等という

ことだ。教員各々が出来るだけチェックリ

スト該当項目に敏感に反応できる能力を有

することが求められる。 

 これらのことを踏まえると、市による研

修では、上に挙げたようなチェックリスト

の適切な使用方法を各教員に定期的に指導

し、また医師等の専門家がチェックリスト

該当項目それぞれの具体的なケースを提示

する等の機会を設けることが必要となる。 

 次に、(オ)「学校と他機関との交流を深

められるものであること」について述べ

る。アンケートの自由記述をみてみると、

「児童相談所となかなか情報共有ができな

い」「気軽に情報交換できるシステムが欲

しい」等関係機関と定期的な交流を望む意

見があり、またヒアリングにおいても市の

対応は非常に丁寧であるとおっしゃった上

で、「自分（学校）から連絡しようとしな

い限りお互いを知る機会がない」という意

見も寄せられた。 

 学校が、虐待を受けている疑いがある児

童を認識し、その旨を市に通告することに

よって、要保護児童対策協議会における個

別ケース検討会議が開かれ、様々な機関が

家庭に介入する。この段階において「疑

い」が確実性を帯びることがあるが、確実

性を帯びて真に虐待児童を発見したことに
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なると理解するならば、関係機関との迅速

な連携も児童虐待の「早期発見」に寄与し

うる。   

 そこで、学校がどのようにしてより素早

くかつ正確に市や児童相談所と連携をとる

ことができるかを考える。 

 国立教育政策研究所生徒指導研究センタ

ーが作成した『生徒指導資料 第 4 集 学校

と関係機関等との連携～学校を支える日々

の連携～』では、「まえがき」において

「学校と関係機関等との連携は、問題行動

等への対応だけでなく、児童虐待の防止や

学校の安全性を高めること、児童生徒の健

全育成、安全で安心な生活の確保など、目

的が多様になってきており、これまでの連

携の在り方を見直していくことが必要とな

っています。」とある。その上で、これか

らの連携のあり方として、「日常の教育活

動の中で講師等を依頼したり、児童生徒に

関する情報交換を 行ったりするなど、健

全育成やネットワークの構築等のために行

う『日々の連携』と、学校だけでは解決が

困難な問題行動等が発生した場合などの対

応のために行う『緊急時の連携』の二つで

ある。」と述べている。そのうちの「日々

の連携」について、「日ごろから関係機関

等との交流があれば問題行動等が発生した

ときに相談しやすく、円滑で適切な『緊急

時の連携』につながる。連携は、人と人の

つながりが基盤だからである。」とある。 

 先に述べた、「市の対応は非常に丁寧で

あるとおっしゃった上で、『自分（学校）

から連絡しようとしない限りお互いを知る

機会がない』」というヒアリングでの、あ

る先生のお言葉はまさにここで述べられて

いるような、「日々の連携」の必要性を訴

えているのではないだろうか。確かに必要

に迫られて他機関に連絡を取ることだけで

なく、「日々の連携」を取ることで虐待が

疑われる児童の報告においてより迅速な対

応を可能にすることができるのではないか

と考える。またアンケート結果の「児童相

談所となかなか情報共有ができない」「気

軽に情報交換できるシステムが欲しい」と

いう声はまさに「日々の連携」が不足し、

各機関に対し、相談等における接触の「敷

居が高い」という印象を抱いていることを

表しているであろう。こうした「日々の連

携」の一環として、我々は提案する研修に

おいて「学校と他機関との交流を深められ

るものであること」が必要であると考え

る。 

 

・終わりに 

 広報の仕方を変え、より効率的な情報提供

をすることや、保健補導員会によって母親

の孤立化を解消すること、そして学校教員

が児童虐待についてより知識を深められる

システムを作ること、また、チェックリスト

を使った効果的な予防、早期発見を提言し

た。 

 今回この提言にあたり、長野県須坂市役

所(教育委員会子供課、保健福祉部健康づく

り課)、子育て支援センター、森上小学校、

須坂保育園、信州医療センター、須坂市内の

小学校・保育園の先生方にご協力いただき、

大変お世話になりました。この場をお借り

してお礼申し上げます。ありがとうござい

ました。 
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１．はじめに 
 
 須坂市は、長野県の北部に位置し、人口は
約 5 万人の自然豊かなまちである。そのた
め、果樹園も多く長野パープルの栽培も盛
んである。長野市、上田市、小布施町、高山
村、群馬県吾妻郡に隣接している。鉄道は市
内を長野電鉄長野線が通過している。また
道路は市の西部に上信越自動車道が通過し
ており、須坂長野インターチェンジが設置
されている。国道は国道 403 号、国道 406
号が市街地で交差するように通過している。
バスは長電バス株式会社が運営する長電バ
ス、須坂市民バスが運行している。 
 須坂市は明治から昭和初期にかけて製糸
業で栄えたため市内には当時の繁栄の名残
として土蔵、大壁造りの商家が街の至る所
に現存している。その歴史ある街並み、米子
大瀑布、臥竜公園などが観光名所として知
られる。 
 また、須坂市が行っている主な行事とし
て、明治初期から昭和初期にかけて栄えた
須坂の製糸業の操糸機の糸枠の音を由来と
したカッタカタ祭りや、須坂祇園祭、臥竜公
園桜まつり、臥竜公園大菊花展などがある。
特にカッタカタ祭りは 7 月後半に行われる
伝統的な市民祭りである。ニコニコ超会議
の濃縮版で全国各地の夏祭りに併設される
形で行われる、地域巻き込み型移動式文化
祭であるニコニコ町会議ではカッタカタ祭
りにフォーカスしたイベントが開催され、
様々な世代の人たちが参加し大きな盛り上
がりを見せた。 
 一方、人口減少が他の地方都市と同じく
問題となっている。国勢調査によると平成
17年度は 53,688人であったのが平成 27年

度には 50,725人まで減少している（平成 17
年度比 94.5％）。 
 須坂市は第四次総合計画に統括される第
四次老人福祉計画、第三期介護保険事業計
画、第三次障害者等長期行動計画等の福祉
政策、次世代育成支援行動計画等の子育て
政策を行っているにも関わらず、このよう
な結果になってしまっているのが現状だ。 
 本稿の構成は、以下の通りである。第 2 章
では、須坂市の人口減少との関連から、転出
入をあらゆる角度から現状分析する。第 3
章では、今ある須坂市民総合大学の現状と
改善するべき問題を提起し、どのようにリ
ノベーションし、市民に生涯学習に興味を
持ち学んでもらうか具体的な政策を提言す
る。 
 
２．現状分析 
 
２－１ 須坂市の人口とその推移 
 まず須坂市の人口についてである。須坂
市の人口は平成 29年 9月 1日現在で 51250
人であり、世帯数は 19763 世帯となってい
る。長野県内においては 77市町村のうち 13
番目の人口規模となっている。 
では次に人口の推移を見ていく。表１によ
ると平成 17 年の人口は 53688 人、27 年は
50725 人となり、17 年度比は 94.5％となっ
ている。このように須坂市にとっても人口
減少は問題となっている。それに比べ長野
市は平成 17 年度に 386572 人、それが平成
27 年度には 377598 人となっている（平成
17 年度比 97.9％）。 
 
 
 



 

53 

（図表１）須坂市人口の推移（単位：人） 

 
（出典：国勢調査（総務省統計局）より作成） 
 
２－２ 須坂市における転入超過数・年代
別 
 人口減少は転出入とも深く関わる問題で
あると考えたため、次に年代別の転入出に
ついて分析していく。須坂市の転入超過数・
年代別を見てみると、10 代、20 代、30 代
の転出超過が他と比べて著しく大きいこと
が分かる。（図表２参照） 
 
（図表 2）須坂市における転入超過数・年代
別（単位：人） 

 

（出典：住民基本台帳人口移動報告 報告
書非掲載表(総務省統計局）より作成） 
 
 また、転出入の人数を年代別に比較して
みると、転出、転入共に 20 代、30 代が多
いことが分かる。（図表３、図表４参照） 
 
 
（図表３）須坂市における年代別転出者数 

（出典：平成 25 年度まちづくりのための転
出者及び転入者アンケート） 
 
（図表４）須坂市における年代別転入者数 

 
（出典：平成 25 年度まちづくりのための転
出者及び転入者アンケート） 
 
 このような転出入における年代別の特徴
は須坂市特有なのだろうか。それとも全国
的なものなのだろうか。次に全国的に見た
年齢別５年後における移動可能性について
分析していく。 
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２－３ 年齢別５年後における移動可能性 
(図表５)年齢別５年後における移動可能性 

 
（出典：第７回人口移動調査表） 
 
図表５は、どの年代がどれだけ現在住ん

でいる地域から５年後に移住するのかとい
うデータをグラフで表したものである。グ
ラフから分かるように、20～24 歳の移動可
能性が 65％を超して最も多く、総じてみる
と 10 代後半～40 代の 5 年後移動可能性と
移動率がともに高いことが言える。つまり、
若年層の人口流出は須坂市だけでなく、全
国で見ても同じことが言える。では、須坂市
における人口流出の主な理由は何なのか。 

 
２－４ 須坂市の人の転出入の理由 

 ここでも、まちづくりに関するアンケー
トを引用しながら考えていこうと思う。 
 まず、須坂市から転出する理由としては
仕事の関係が最も多く、それに次いで結婚、
家庭の事情が続いている。仕事の関係に関
しては、5割をゆうに超えていることから、
転出を決める際に非常に大きな要因になる

と考えられる。(図表６参照) 
 
 
(図表６)須坂市から転出する理由 

 
（出典：平成 25 年度まちづくりのための転
出者及び転入者アンケート） 
 
次に、須坂市に転入する理由について見

ていく。 
最も多いのは、転出する際の理由と同じ

く仕事の関係、それに次いで住宅の関係、家
庭の事情が続いている。(図表６) 
 よって、転出及び転入のきっかけとなる
最も大きな要因は仕事の関係であると考え
られる。(図表７参照) 
 
(図表７)須坂市に転入した理由 

 
（出典：平成 25 年度まちづくりのための転
出者及び転入者アンケート） 
 
２－５ 転入者の動機と居住年数 
須坂市に転入してきた当初の気持ちは以



 

55 

下のとおりである。 
 

(図表８)須坂市転入してきたときの気持ち 

 
(出典：平成 25 年度まちづくりのための転
出者及び転入者アンケート) 
 
一番多いのは「どちらともいえない」の

39.9%であり、次に多いのは「どちらかとい
えば仕方なく転入した」の 19.6%である。
無回答を除くと「仕方なく転入した(できれ
ば他の市町村に住みたかった)」が一番少な
い割合で 8.4%あるが、「早く転入したかっ
た(ぜひ須坂に住みたかった)」という積極
的に須坂に転入してきている人は 12.6%で
そう多くないことが見受けられる。つまり、
このグラフから須坂に消極的に移住した割
合が高いということがいえる。(図表８参
照) 
 次に須坂市から転出する人々に須坂市に
住んだ通算年数を調査する。 
 
(図表９)転出者が須坂市に住んだ年数 

 

(出典：平成 25 年度まちづくりのための転
出者及び転入者アンケート) 
 
このように最も多い居住年数は 1 年～5

年の 26.5%で全体の４分の１以上を占めて
いる。一方で 51 年以上住んでいて転出する
人は 2.9%とほとんどいない。つまり、転出
する人は須坂市に短期間しか住んでいない
ということがわかる。(図表９参照) 
 
２－６ 問題提起 
先ほど述べた通り、須坂市における転出

入の理由（２－３）や、若年層の転出入の多
さ（２－４）から須坂市に永住するつもりの
ない人々が一定数存在することが明らかで
ある。次に須坂市に転入してきた理由が仕
事上の理由であること、そして須坂市に積
極的に転入してきた割合が低いことを考慮
すると、須坂市民が須坂市に対して期待を
しておらず、須坂市のまちづくりに対して
積極性がないことが考えられるだろう。そ
して私たちはここに問題意識を置く。 
 
３．政策提言 
 
３－１ 提言目的 
 ここで、私たちの提言の目的を整理する。 
現状分析からわかるように、須坂市におい
ては短期間の居住となる市民は一定数おり、
そうした人々は転勤など必ずしも極的な理
由をもって転入しているわけではない。須
坂市には地域に関心や愛着のない人が一定
数存在するというのが現状だ。そのため私
たちの提言の目標は、短期間須坂市に住む
人々に地域愛を持ってもらい、まちづくり
へ参画してもらうことだ。地域愛とは、個人
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と地域の間の肯定的かつ行動的なつながり
である。肯定的に体験された絆を含み、人と
環境との行動、感情、認知的なつながりから
時間を経て発達するものである。地域愛を
深めるためには①個人に対して地域への肯
定的な感情を抱かせること②思うだけでな
く、積極的に外部に表示させるようにする
という二段階のプロセスを踏むことが重要
である。 
 
３－２ 地域愛を醸成する手段 
仕事上の理由等積極的でない理由で転入

してきた市民に対し、どのような手段を用
いて地域愛を育んでもらうか。私たちはあ
らゆる手段の中から生涯学習に注目した。
地域愛を醸成する上で生涯学習に注目した
理由は生涯学習が地域の誇りと愛着を醸成
し、地域情報の発見・再認識を図れるという
点にある。（『平成 20 年度行政課題研究報告
書－地域学の可能性―』）また須坂市役所
「なるべく費用をかけず」というコンセプ
トの尊重、学生の私たちでも提案・実行しや
すいという観点からも生涯学習への着手が
適切であると考えた。 
 転出入の激しい働く世代にこそ、須坂市
に魅力を感じてもらう必要がある。須坂に
興味を持ってもらうことは地域愛を育むた
めの第一歩だ。そのためには、短時間の移住
で良いイメージを持ってもらう必要がある。
しかし、流動民は地域社会への興味が低い。
(『若者の地域移動と移住志向』中山ちなみ)  
そこで、既存の生涯学習の内容を生産年齢
向けに改善し、参加へのハードルを下げて
いく。では具体的に須坂市の生涯学習には
どのような問題点があるのだろうか。次の
節で確認していく。 

 
３－３ 既存生涯学習の種類と問題 
 まず、現存する須坂市内の生涯学習の形
態を見ていく。最初に挙げられるのは、須坂
市民総合大学だ。この学びのコンセプトと
しては、須坂市を“まるごと”学びの場とす
ることを掲げており、対象は小学生以上と
幅広い世代をターゲットにしている。さら
に、須坂市民総合大学の講座の中から 10 講
座以上受講した人には「須坂人」という称号
が与えられるというキャンペーンも実施し
ている。なお、一講座は 300 円という価格
設定で、非常にお得感あふれるものになっ
ている。しかし、参加人数は 2017 年 10 月
13日現在 133人でかつ須坂人に認定されて
いる人は 7 人しかおらず、須坂市の発展に
一役買っているとは言い難い。 
次に、生涯学習市民学舎というものを見

ていく。概要としては生涯学習のリーダー
の育成を掲げており、ふるさと須坂という
須坂市にちなんだものを学習材料にし「須
坂学」を学ぶということを目的としている。
こここで挙げた「須坂学」とは、歴史と文化
を学び、誇りを語り継ぎ、力を合わせて新し
い須坂を想像する「須坂人」の学びと行動で
あり、これを学ぶにはある程度の学を身に
付けている必要があるため、対象年齢は須
坂市民総合大学よりも高めで 18 歳以上と
している。費用としては初年度投資の 5000
円のみで済むため、生涯学習市民学舎を利
用すれば利用するほどお得であると言える
だろう。 
 最後は、須坂市民学園だ。これは市民同士
のコミュニティの形成に重点を置いており、
「出会い・ふれあい・学びあい」をテーマと
した講座を展開している。対象年齢は 20 歳
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以上と高めの設定だ。前述した 2 つの学習
形態と大きく異なるのは学級を設けている
ことである。自由に講座を選択して自分の
好きなことを学ぶという学習形態では特定
の人と関わることはほとんどないが、学級
を設けることでコミュニティの形成を容易
にしている。開催日も月 1 回の土曜日と決
まっており、まるで中学や高校のクラスで
学習するような学びを体験できる。なお参
加費用に関しては年 3600 円でそれに加え
て学級・クラブ活動費は別途でかかるため、
3 つの学習形態の中では割高といえる。 
 
(図表１０)既存大学の比較 

 
(参考：須坂市民総合大学、生涯学習市民学
舎、須坂市民学園) 
 
上記のように、須坂市には地域について

の学びを深める場所が多く存在している。
しかし、どれか一つに絞ることが難しいと
いった点や、比較的時間のある人しか行け
ないプログラムになっているため、受講者
の年代が偏ってしまうといった問題が生じ
ている。 
 また、「須坂市市民総合意識調査結果報告
書」によると、多くの須坂市民が生涯学習を
行う場とその充実について満足をしていな
いことが見て取れる。 
 
 
 

 
(図表１１)生涯学習の充実 

 
(出典：平成２６年度須坂市市民総合意識調
査報告書) 
 
３－４ 生涯学習の改革 
これまでに見てきたように須坂市は市民

向けに様々な生涯学習プログラムの開設を
行っている。これらは、より多くの人に須坂
に住んでもらうために必要な地域愛を育む
ことにもつながる取り組みだ。しかし、似た
ようなプログラムが複数存在し違いが不明
確で分かりにくい、日中に開催されるため
時間の都合が合わない市民がいるといった
問題点がある。さらに、須坂市民は生涯学習
に大きな関心を抱いていないという市民ア
ンケートの結果もある。 
そこで私たちが提案するのは、須坂市の

生涯学習の改革だ。3 つの改革案を提示す
る。１つ目に様々な制度を１つに統合する
ことである。似たようなプログラムをまと
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めることで市民に分かりやすいプログラム
に変える。また、これにより資金や人材など
の資源を集中させられるため講座の質向上
につながる。２つ目に対象者年代を明確に
設定し、その人達が参加しやすい日時に興
味ある分野の講座をコースに分けて開設す
ることである。参加したいが日時が合わな
いために参加できないという市民向けであ
る。３つ目に新規開設講座の検討である。既
存の講座を淘汰しながら生涯学習に関心が
薄い市民にも参加してもらえるような新し
い講座の開設を提言する。 
 
３－５ 生涯学習改革の効果 
改革の効果としては、明確な年代別ター

ゲットを設定することで同年代住民同士の
交流の拡大が見込まれる。また、ターゲット
のニーズに合った講座をターゲットが参加
しやすい日時に新しく開設することで、今
まで生涯学習プログラムに参加したことの
なかった市民の新規参加が見込まれ、住民
間の交流の活性化が期待される。さらに、こ
のような住民同士のコミュニケーションに
より須坂市にあまり興味を持っていなかっ
た転入者に須坂市を好きになるきっかけを
作り出すことができる。 
 
３－６ 先行事例 
 生涯学習による効果がいかほどのものな
のか、先行事例を紹介したい。北海道札幌市
で行われている札幌オオドオリ大学である。 
札幌オオドオリ大学はコンセプトを「まち
の魅力を響かせあう」としている。いわゆる
通常の生涯学習やカルチャースクールのよ
うな一方向で受動的なものとは異なり、「双
方の学び」を鍵としている。「響かせあう」

をコンセプトとしているのも頷ける。誰で
も無料で生徒になることができ、先生も無
料で授業を行っていることから気軽に参加
できることが予想される。この札幌オオド
オリ大学はボランティアスペースの任意団
体として活動しており、企業などからの協
賛金を主な運営資金としている。このよう
な生涯学習に協賛金を送る企業があること
から、この札幌オオドオリ大学の地域での
存在感がうかがえる。 
実際、札幌オオドオリ大学猪熊学長[熊野

online: odori.univnet.html]によると、性別・
年代の垣根を超えたあらゆる人々や職業の
垣根を越えたコミュニケーションが生まれ、
開校から 2 年が経った今、「まちを歩いてい
ても挨拶を交わす人が驚くほど増えた」と
の声もある。また、改めて「自分の住んでい
るまちが好き！と感じる」との声もあるこ
とから、生涯学習によって地域を好きにな
ることは十分有り得るとわかる。 
次に埼玉県新座市で行っている新座市民

総合大学をあげる。新座市は県の南部に位
置し、都内へ通勤する人のベッドタウンと
して発展してきた。施行 30 周年事業として
2000 年に始まった新座市独自の生涯学習
制度である。また、この事業は近隣の十文字
学園女子大学、立教大学、跡見学園女子大学
と提携して行っているものである。学部は
「健康増進学部健康づくり学科」、「文学部
子どもの読書応援学科」、「観光学部観光都
市づくり学科」の 3 学部 3 学科だ。近年講
義内容や仕組みが改められバラエティに富
んだ講師陣による座学・実技・フィールドワ
ークといった特色ある講義を展開している。 
 目的は市民が自分を高め、地域を高める
学習の場を創出し、学んだことを地域で生
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かし、市民ひとりひとりが生き生きとした
人生を送れるようにするためだ。また、この
事業では希望する修了生について「サポー
ター委嘱」を行い、地域で活躍できる人材と
して位置づけ、サポーター委嘱を受けた修
了生は新座市が開催する事業やイベントに
おいて関係閣下の支援の下で活動すること
ができる。修了生がサポーターとして参加
できる、つまり市民大学で学んだことを地
域に還元できると考えられる。 
 
３－７ 須坂イノベーションカレッジ 
 前述した通り、生涯学習という方法は工
夫すれば地域を好きになってもらう方法と
して十分に力を発揮するのである。私たち
は須坂市にある既存の生涯学習を１つのも
のに統合させ、「須坂イノベーションカレッ
ジ」と名を変え、２０代や３０代といった忙
しい年齢層をターゲットにした生涯学習を
提案する。また、忙しい人でもじっくり学び
たい人でも活用できるようにスマートコー
スとスペシャルコースという２つのコース
を設ける。また、既存の生涯学習では主に昼
間に実施していたが、昼間は仕事で生涯学
習に参加できないという市民のために夜に
設ける講座も新たに設置する。そして、須坂
イノベーションカレッジで十分に須坂につ
いて学んだ市民に「須坂人」の称号を与える。
須坂人として認められた市民は須坂イノベ
ーションカレッジの発展に貢献してもらう。
次の項から須坂イノベーションカレッジの
詳細について述べる。 
 
３－7―1 スマートコース・スペシャルコ
ース 
 ３－７で挙げたとおり、須坂イノベーシ

ョンカレッジの特徴の１つとして、自分に
合った修了機関を選択できるという特徴が
ある。これは、主に時間がなく、忙しい人向
けに用意されたスマートコースと、時間に
余裕があり、しっかりと学びたい人向けの
スペシャルコースの二つに分類されるとい
うことである。いずれのコースでも履修を
終えると須坂人としての称号が与えられる。
これはスマートコースで必修７講座を含む
15講座を、スペシャルコースでは必修 20講
座を含む 30 講座を履修することで得られ
る称号だが、スマートコースのほうが比較
的簡単に履修できるため、須坂市内で使え
るクーポンなどに差をつけてスペシャルコ
ースとの違いをつけていくものとする。 
 
(図表 12)スマートコース・スペシャルコー
ス 

 
 
3－7－2 スペシャルコース 
スペシャルコースでは、介護・福祉・育児

支援プログラム、地域再生プログラム、地域
資源活用プラグラムといった特定の分野の
専門知識を身につけられるプログラムを開
設する。介護・福祉・育児支援プログラムは
須坂市で介護福祉支援活動に参加するため
の専門知識と技能の習得を目的とし、高齢
者支援や育児支援のプロの育成を行う。知
識を身につけたら須坂認定のスタッフとし
て活動してもらい、市からの業務委託も行
う。地域再生プログラムでは、須坂市におけ
る街づくりのプロの育成、ファシリテータ
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ーの育成を目指し、参加者には須坂市の街
づくり会議や検討委員会への参加を促す。
地域資源活用プログラムでは、須坂特有の
地域資源を活用した商品・サービスの開発、
事業の立ち上げを行う。このプログラムか
ら事業を始めた人には市から優先的な支援
を得られる権利を与える。 
 
（図表 13）スペシャルコース 

 
 
３－７－３ 須坂人になる方法とそのメリ
ット 
 須坂イノベーションカレッジで規定の講
座数を受講した人を須坂人に認定する。須
坂人に認定されるということは、生涯学習
や須坂についての学習を充分に行ったとい
う証である。３－７－２で述べたとおりス
マートコースなら 15 講座、スペシャリスト
コースなら 30 講座を受講することで須坂
人になれる。 
市民が須坂人になることで得られるメリ

ットは 2 つある。1 つ目に、サポーターと
してまちづくりに参加できることだ。須坂
イノベーションカレッジの講座に一般参加
者としてだけでなく、運営側のサポーター
として参加できる権利を須坂人に与える。
行政だけで講座を運営するのではなく、市
民の須坂人が運営に携われるようになれば、
市民目線を取り入れたより良い講座作りに
つながる。また、須坂人がイノベーションカ
レッジで学んだことを地域に還元できる。    
学んだ知識を日常生活や仕事にいかすと共

に、今度は自分が教える立場になることで
地域社会に参加し、役立っているという自
覚を持ってもらえる。地域と積極的な関わ
りを持つことで、須坂に対して地域愛を育
むことにつながる。2つ目のメリットは須坂
で使えるクーポン券を貰えることだ。これ
により須坂人は須坂市内で、割安で買い物
をしたりサービスを受けたりすることがで
きる。クーポン券をきっかけに須坂人が従
来より須坂市内で金銭を落とすことにより、
需要が刺激され市内の経済活性化につなが
る。 
 
(図表 14)須坂人の役割 

 
 
３－７－４ 昼講座・夜講座 
 ここで、須坂イノベーションカレッジの
昼講座について見ていく。昼講座の大きな
テーマは「既存講座の活用」だ。須坂市は現
在の生涯学習（３－３）で述べたように、
様々な形態で生涯学習を行っている。たし
かに、それらは受講人数が少ない等の問題
を抱えているが、私たちの提案をよりイノ
ベイティブにするような既存講座も存在す
る。例えば、「こども２１すざか未来大学」
だ。これは須坂小学校の総合的な学習を支
援するための講座であり、須坂市の未来を
担う子どもたちのための講座である。幼少
期から須坂市に関心を持てば提案のテーマ
としている地域愛の醸成につながるのでは
ないか。 
 夜講座では、20、30 代の働く人向けの内
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容を扱う。イベントの企画・運営では現役世
代への役割意識を植え付ける。ライフプラ
ン設計では須坂市とこの先どう関わってい
くかを考えるきっかけづくりを目指し、市
内の公園・施設を利用したスポーツを行う
講座も開校予定である。他にも株、マッサー
ジなど現役世代のニーズを満たす講座を開
講していく。 
 さらに、世代間交流を深める目的で地域
の人と昔遊び・郷土料理に挑戦するという
ような講座も設ける。なぜ世代間交流に注
目したのか。それはサマースクールで須坂
市民にヒアリングを行った際に、市民の声
で多かった「外から来た人に対して疎外的
である。」という問題を解決できる糸口にな
るかもしれないと考えたからだ。元々須坂
にいる人も、外から須坂に来た人も生涯学
習の一環として幅広い世代で交流できる機
会を設ければ、学びを通して地域愛を育む
ことができる。 
 また、このような講座だけでなく、主に
お年寄りを対象とするマイナンバー講座
や、各種資格を取得するための講座などを
サブ科目として開講する。一見地域愛の醸
成と関わりがないように感じられるが、こ
のような講座を夜講座にも設置することで
忙しい市民にも自分の興味ある講座の参加
を促進させる。そしてそれをきっかけに必
修科目も履修し、須坂人になることを勧め
る。最初は入りづらい須坂市に関する講座
もサブ科目をきっかけに参加者を募る。こ
うして須坂市を知る講座を受講し、須坂市
に対して地域愛を育むことができる。 
 
 
 

 
(表１５)昼講座・夜講座 

 
 
３―７－５ 講師 
須坂イノベーションカレッジの講師は須

坂出身者や須坂居住者など須坂に縁がある
人に依頼し、ゲストとして専門知識を有す
る有識者にも講義してもらう。講師に須坂
市に縁がある人を選ぶことで、須坂市につ
いての話も広げられる。また、受講者だけで
なく、須坂市の話をすることで講師もまた
須坂市に愛着をもつことができる。 
 
３－７－６ 参加費用 
 須坂市にあまり興味がなくとも須坂イノ
ベーションカレッジに多くの人に参加して
もらいたい。そこで、我々は費用について参
加しやすい金額を考慮した。まず、入学金は
無料にする。入学金を無料にすることで気
軽に参加できるというメリットがある。次
に、１講座の１授業につき毎回 100 円を履
修者からいただく。そしてスマートコース
なら 15講座、スペシャリストコースなら 30
講座で須坂人の認定を受けられる。須坂人
については後の項で詳しく述べる。次に運
営費について論じる。 
 
３－７－７ 運営費用 
入会者からあまり金額を取らないという

システムだが、主な運営費は須坂市がクラ
ウドファンディングのエリアオーナーにな
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るという方法をとる。これはあまり身近に
ない方法のように思えるが、福井県鯖江市
ではこの方法により「市民協働によるまち
づくり」を推進している。それが「FAAVO
さばえ」ある。「FAAVO さばえ」では新し
いアイデアや夢を持つ人たちが資金面で新
たな挑戦を諦めることのないようクラウド
ファンディングという資金調達手段を手軽
に活用できる環境を行政が整えることで、
地域貢献を支援している。具体的にはエリ
アオーナーと出資者を繋げるホームページ
を立ち上げ、エリアオーナーのプロジェク
トの発掘から起案、広報のサポートを行っ
ている。FAVVO では 2012 年のスタート以
来これまでに 1100 件以上のプロジェクト
の資金調達をサポートしている。 
プロジェクトの内容は観光・まちおこし

からご当地キャラアイドル、ＩＴテクノロ
ジーや災害支援など多岐にわたる。我々は
この事例より須坂市が須坂市イノベーショ
ンカレッジのエリアオーナーとなり、須坂
市民はもとより、須坂市の企業や須坂市か
ら離れた人々からの支援で運営することを
提案する。この方法を取る利点は須坂市か
ら仕事上の都合などで離れた人々も須坂市
を応援できるというところにある。須坂市
を離れても須坂市に思いを馳せることがで
きる。また、須坂市を忘れないというところ
から、永住の場を探すタイミングで須坂市
を候補の 1 つにしてもらえるということも
ある。また、これを応用することで須坂イノ
ベーションカレッジだけでなく起業を考え
る人々のサポートになるのではないだろう
か。 
その他にも、須坂イノベーションカレッ

ジの講座において市民主体でイベントを実

施するノウハウを教える講座を展開し、定
期的に有料イベントを実施させる。そこか
ら運営費を賄うことも検討する。 
 
３－７－８ アンケートの実施 
 毎回の講座後に参加者に対して講座認定
を交換条件にアンケートを実施し、参加者
の意見を取り込んだより良い講座作りを目
指す。講師の多くは市民であり、人に教える
経験が豊富であるとは限らないため、アン
ケートで参加者に講座内容を評価してもら
うことで講座の質の向上につなげる。また、
市民が学びたかった内容と実際の講座の内
容が一致しているかどうかも調査し、参加
者のニーズにあった講座作りに生かす。よ
り良い講座作りのためには参加者の意見が
大変重要であるため、アンケートに答えな
いと講座認定されないようにし、参加者全
員から幅広い意見をもらう。その一方で、須
坂イノベーションカレッジに参加したこと
のない須坂市民に対してもアンケートを実
施し、どんな講座があれば参加するか、自分
が講師をしたい講座はなにかなどのニーズ
を調査する。そのアンケートを基に須坂イ
ノベーションカレッジの参加者を増やす取
り組みにつなげる。参加したことがない市
民から得られた意見は、イノベーションカ
レッジの参加人数を増やすために参考にす
る一方で、参加者からの意見は、講座の内容
に反映させ、市民の声をいかせる取り組み
にする。参加したことがある市民とない市
民、双方の視点を取り入れることで、より多
くの市民が参加したいと思える講座作りと
その講座内容の向上を図る。 
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３－７－９ まとめ 
 私たちが提案する須坂イノベーションカ
レッジは仕事の都合で須坂市に転入してき
た市民や仕事があり多忙な生活を送ってい
る市民でも気軽に参加できる生涯学習を目
指している。そして須坂イノベーションカ
レッジを通して須坂市に愛着を持ってもら
うことを目標としている。そうすれば、たと
え仕事の都合でほかの市に転出してしまっ
ても、仕事が落ち着き永住する土地を選択
する際に、須坂市が候補の１つになると予
測できるからだ。生涯学習は工夫次第で土
地に愛着を持つことができると私たちは考
え、締めくくりとする。 
 
４．おわりに 
 幅広い年代の人に生涯学習に興味をもっ
てもらい多くのことを学んでもらう。その
ために既存の須坂市民総合大学を様々な人
のニーズにあうように改善した。この須坂
イノベーションカレッジを通して我々の構
想である「地域愛」が醸成されることを願う。
そして我々の構想が須坂市の地域活性化に
貢献できれば幸いである。 
 最後になるが、本稿を作成するにあたり、
須坂市役所職員の方々をはじめとして、ご
協力をいただいた多くの須坂市の方々に対
して感謝の意を表し、本報告書を締めくく
りたいと思う。 
 ヒアリング調査において貴重なお時間を
割いてくださった須坂市市役所職員の皆様、
須坂市民の皆様、この度はありがとうござ
いました。皆様からお聞きした情報は、当ゼ
ミの期末報告会でのプレゼンテーションや
本報告書作成に活かさせていただきました。
この場をお借りして、もう一度お礼を述べ

させていただきます。本当にありがとうご
ざいました。 
 
 
 
 
 
協力団体(ヒアリング先) 
臥竜公園管理事務所 
須坂市役所産業連携開発課 
須坂市役所市民課 
須坂市役所商業観光課 
須坂市役所政策推進課 
須坂市中央公民館 
須坂市文化振興事業団 
須坂市役所まちづくり課 
 
 
  



 

64 

参考文献 
“札幌オオドオリ大学” 
<http://odori.univnet.jp>（最終閲覧日：
2017年 11 月 30日） 
 
中山ちえみ(1998)「若者の地域移動と居住
志向 : 生活意識に関する計量分析」京都社
会学年報 
 
須坂市人口ビジョン、まち・ひと・しごと創
生総合戦略 
<file:///C:/Users/Owner/AppData/Local/
Microsoft/Windows/INetCache/IE/7ZED6
V69/sosei_sogosenryaku_201706.pdf>  
（最終閲覧日：2017 年 8月 9日） 
 
須坂市 「平成 25 年度まちづくりのための
転出者及び転入者アンケート実施計画報告
書」 
<https://www.city.suzaka.nagano.jp/conte
nts/imagefiles/140030/files/inout_h25.pdf
>（最終閲覧日：2017 年 12 月 7 日） 
 
須坂市 「須坂市市民総合意識調査結果報
告書」 
<file:///C:/Users/Owner/AppData/Local/
Microsoft/Windows/INetCache/IE/65L8R
8LF/houkokusho.pdf>（最終閲覧日：2017

年 12月 11 日）  
 
総務省統計局 「国勢調査」 
<http://www.e-
stat.go.jp/SG1/estat/GL02100104.do?tocd
=00200521>（最終閲覧日：2017年 9月 30
日） 
 
総務省統計局 「住民基本台帳人口移動報
告」 
<http://www.stat.go.jp/data/idou/2015np
/kihon/youyaku/>（最終閲覧日：2017 年 8
月 12 日） 
 
独立行政法人労働政策研究・研修機構 「企
業における転勤の実態に関するヒアリング
調査」 
<http://www.jil.go.jp/institute/siryo/2016
/documents/0179.pdf>（最終閲覧日：2017
年 11月 28 日） 
 
渡邉勉(2006) 「地域に対する肯定観の規
定因‐愛着度、住みやすさ、地域イメージに
関する分析‐」,『地域ブランド研究』2016
年 12月 25 日,pp.99－130 
 
 
  



 

65 

 
 
 
 
 
 
 
 

須坂市における観光誘致 
－SNS を利用して－ 

 
 
 
 
 

黒田ゼミ 
 
 
 
 
 
 
 

柿沼優香  菊地真理子  小池菜穂  佐久間美帆  

杉山智美  関根悠実  田島和也  田中愛実 

田辺なつほ  萩原奈々  森蔭賢太 
 
 
 



 

66 

 
目次 

 

1. はじめに 

2. 現状分析 

3. テーマ説明・政策目標 

4. 政策概要 

4.1 プレスリリース 

4.2  STEP1 募集 

4.3  STEP2 選別 

4.4  STEP3  MAP 作成 

5.  効果 

6.  今後の課題 

7.  まとめ 

8.  おわりに 

9.  参考文献 

 



 

67 

1. はじめに  

黒田ゼミでは、「地域文化振興」に注目し、
演劇やイベント、伝統芸能を通じた地域活
性化を研究テーマとして活動している。 
 今回のサマースクールで、私たち A 生は
須坂市の SNS 利用と観光客誘致に着目し、
ヒアリング調査や、現地でのフィールドワ
ークを行った。そこから、2 つの問題点を発
見した。1 つ目は PR 方法が弱いというこ
と、2 つ目は観光地での滞在時間が短いと
いうことである。そこで私たちは、須坂市の
認知度を上げることに焦点を当てた。 
 私たちは、須坂市の観光資源の魅力を最
大限に広げるために SNSを利用した『みん
なで紡ぐ須坂の街 MAP』を提案する。政策
提言の具体的な内容は、『みんなで紡ぐ須坂
の街MAP』を作成することである。 
 『みんなで紡ぐ須坂の街 MAP』とは、ま
ず、SNSに須坂市の観光地(景色や建物）や
食べ物を撮った写真を＃(ハッシュタグ)付
きで投稿してもらう。それらの中から、
MAP に掲載したい写真を選出し、採用され
た写真を地図の中に組み込むという、写真
入りの特別な MAP なのである。これは須
坂市を訪れた観光客だけでなく、須坂市の
ことをよく知る市民の方々も参加できる企
画である。市民だからこそ知っている須坂
市の魅力や、観光客目線で見つけたフォト
ジェニックな場所などを参加者全員で「紡
ぐ」ことにより、MAPを完成させることを
目指す。また同時に、SNSで写真の拡散が
されることで、須坂市について知らない人
にも、須坂市の魅力が伝わり、須坂市の認知
度が向上することを目指す。 
 
 

2. 現状分析 
私達はサマースクール中に行ったフィー

ルドワークで、臥竜公園や旧小田切家住宅
など須坂市内の様々な観光地を回った。実
際に自分達が観光客目線で市内を回ってみ
て、まず自然が多いことが分かった。臥竜公
園だけでなく、道路の脇道などにも木や草
花が多く、自然豊かな場所であった。また、
観光名所とされている場所以外にも、ちょ
っとした路地にある蔵の街並みや飲食店な
ど、立ち寄りたくなるような場所が多くあ
った。 
一方で、観光名所が点在しており、距離が

遠いため交通の便が悪いと感じ、歩けない
距離ではないが、バスや電車などがより多
く走っていれば観光客も訪れやすいのでは
ないかと考えた。交通手段が少ないことに
より、観光地に行き、見て回るだけで時間が
かかってしまう。これがそれぞれの観光地
での滞在時間が短くなることにつながって
いくと考えられる。 
これらをふまえて、須坂市の強みと弱み

について述べる。まず強みは、蔵の街並みな
どの観光地があるということだ。昔からあ
る須坂特有の歴史が残っているという点で
強みになる。さらに、みそすき丼や果物など
の名産品があり、須坂でしか食べられない
ものがあるという点でとても魅力となる。
それに対して須坂市の弱みは、PR方法が弱
く、SNSでの情報提供が上手くできていな
いという点である。須坂市役所政策推進課
の方々に市の SNS の利用状況を伺ったと
ころ、Twitterと Facebook で同じ内容を投
稿するため、写真などの目を惹く投稿がで
きていないことや、SNSをどのように利用
すれば効果的なのかが分からないというこ



 

68 

とをおっしゃっていた。現在、日本における
SNS 利用者数は年々増えており、2012 年
の 41.4％から、2016 年には 71.2％まで上
昇している (総務省情報通信政策研究所
2017 年)。2018 年の SNS 利用者数はさら
に増えると考えられている。そのため SNS
を効果的に活用することは、須坂市を盛り
上げるためにも役立つと考えられる。また
もう 1 点、須坂市への観光客のリピート率
が低いのではないかという点が考えられる。
これについては仙仁温泉の金井社長がおっ
しゃっていた。滞在時間の短さや情報発信
力が低いことで知名度が上がらないことが
原因であると考えた。さらに、第 2 章の現
状分析でも述べた市内にいる滞在時間の短
さも弱みとして挙げられる。 

 
図表 1 日本における SNS利用者数 

 
(ICT総研「日本におけるSNS利用者数」

2016年度より) 
 
これらを総合して見ると、須坂市には観

光地として魅力的な材料となるものがそろ
っている一方で、その魅力を上手く市外へ
PR できておらず、知名度がなかなか上がら
ないということが言える。 
そこで私たちは、須坂市の政策提言を考

える上で、須坂の弱みを改善し、強みをアピ
ールする方法はないだろうかと考えた。 
 
 

3. テーマ説明・政策目標 
SNSは現在、多くの人が情報収集の手段

として利用しており、また、ハッシュタグを
利用することで同じ興味や経験を持つ人の
投稿を 1 度に閲覧できるという SNS の特
性を利用して、私たちは『みんなで紡ぐ須坂
の街 MAP』というテーマを政策提言する。 
この政策は須坂市を訪れた観光客や須坂

市民の方々が発見した須坂市の「素敵な場
所」、「素敵な食べ物」の写真を SNSに投稿
してもらい、その写真を利用した MAP を
作るというイベントである。 
このテーマの「みんなで」という部分には

須坂市を訪れる観光客だけではなく、須坂
市の魅力を最も知っている須坂市民の方々
も一体となって須坂市を盛り上げていって
もらいたいという願いが込められている。
地域の観光地の宣伝というのは、自治体や
観光協会が行うものであり自分たちにはあ
まり関係のないことだと地域住民は考えが
ちである。しかし、地元に住む自分たちが市
の魅力を 1 番よく知っているのだという意
識を彼らに持ってもらい、自分の市の魅力
を自ら市外の人に積極的に発信するように
なってもらえればいいのではないかと考え
ている。 
また、「紡ぐ」という部分には戦後、製糸

業が盛んだった須坂で、当時工女たちが綿
や繭から繊維を引き出して糸を“紡いで”い
たように、須坂を訪れた観光客や須坂市民
の方々が、各々で見つけた小さな情報を集
めて須坂の魅力がたくさん詰まった 1 つの
MAP を作りあげていきたいという思いが
込められている。 
須坂を訪れる観光客や須坂市民が「みん

なでMAPを作る」ということで、より須坂
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に対する愛着を持つようになり、さらに須
坂の魅力を主体的に発信したいと思うよう
になることを期待している。そして、須坂へ
の愛がたくさん詰まった MAP は、須坂の
街での観光をたくさんの人が楽しむきっか
けとなるだろう。 
次にこの政策の目標について説明する。

この政策の目標は須坂市を訪れる観光客数
を増加させること、そして観光客が須坂に
滞在する時間を増加させることの 2 点であ
る。 
 
 
4. 政策概要 
 
4.1  プレスリリース 
このイベントの企画内容について説明す

る。このイベントは、観光客と須坂市民の
方々を対象とし、 Facebook, Twitter, 
Instagram の 3 種類の SNS を利用する。
そして、写真の募集期間を 1 年間設ける。
1年という長い募集期間に設定した理由は、
四季折々の魅力ある写真を多く集めた
MAP を作ることができると考えたからで
ある。そして、このイベントを知ってもらい、
多くの写真を集めるためには、広告や SNS
宣伝、プレスリリースを積極的に行うこと
が重要である。プレスリリースとは、テレビ
や雑誌などの報道関係者向けに告知する広
報活動のことを指す。プレスリリースを行
うことで、普段 SNSを利用していない方々
にも雑誌やテレビを通して、知ってもらう
きっかけになる。具体例として、須坂市で毎
月発行されている「広報すざか」は、高齢者
を中心に多くの市民に読まれているが、そ
の「広報すざか」に、今回のイベントを掲載

することで、SNSを利用していない高齢者
にも知ってもらうことができ、幅広い世代
の方々に参加してもらうことが期待できる。 
次に MAP 作成までの流れについて説明

する。写真の募集期間は前述のとおり 1 年
間とし、2か月間選別をし、またさらに 2か
月かけて MAP を作成する。募集する写真
は観光客と須坂市民の方々が場所や食べ物
などを撮影した写真である。参加者は「＃み
んなで紡ぐ須坂の街 MAP」をつけ、3種類
の SNSのうちのいずれかに投稿する。さら
に、募集と同時に須坂市内の高校写真部に
声をかけ、このイベントに参加してもらう。
高校写真部に協力してもらう理由は、次の
ような成功例があるからである。 
 
4.2  STEP1 募集 
私たちがこの企画を立てるにあたりモデ

ルとした、長崎県南島原市で行われた「撮っ
てくれんね！南島原コンテスト」である。こ
のコンテストは、南島原市内での撮影を条
件に魅力的な写真や動画を募り、集まった
作品を Facebook の専用のアカウントで紹
介するという企画である。企画当初はほと
んど「いいね！」が集まらず、あまり市外の
人々の注目を集めていなかった。しかし、南
島原市で写真館を営んでいた、とある男性
が撮影した 1 枚の目を惹く棚田の写真が、
Facebookで 3000 を超える「いいね！」を
獲得した。これを転機に、投稿数と作品の質
が向上したのだ。  

 
 
図表２ 撮ってくれんね！南島原コンテ

ストの写真 
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(撮ってくれんね！南島原コンテスト公

式 Facebookより) 
 
なぜ投稿数や作品の質が突然向上したの

かというと、その注目を集めた作品を見て、
南島原市や棚田に興味を持ち、同じ写真を
撮りたいと思う人が増えたことが大きな要
因である。また、レベルの高い写真を見たこ
とによって投稿者のモチベーションが上が
ったということも 1 つの要因である。 
これらのことをふまえると、南島原市の

棚田の写真を撮った写真館の男性のように、
須坂市も市内の高校の写真部の生徒たちに
魅力的な写真を撮ってもらうよう呼びかけ
るべきである。そして、それをきっかけに企
画への注目を集めて、投稿数や作品の質の
向上を目指せば、よりイベントが盛り上が
るのではないかと考えられる。 
 
4.3  STEP2 選別 

1 年間で応募し、投稿された写真の中か
ら市役所の方々や市長が MAP に掲載した
いと思う写真を選ぶ。採用された人には特
産品などをプレゼントする。採用した写真
の中でさらに最優秀賞、優秀賞を設け、表彰
をしたいと考えている。 
 
4.4  STEP3 MAP 作成 

MAP は、投稿された中で選出された写真

を使って作成する。MAP作成にあたり、他
の MAP との差別化をはかるために手書き
し、実際の写真を使うことで、思わず手に取
りたくなるような MAP を作成したい。出
来上がった MAP は須坂駅に掲示し、手持
ちサイズの MAP を須坂市内で各所に配布
したいと考えている。また、須坂市役所の
HP に PDF 版をアップし、広報すざかにも
掲載する。 
 
図表 3 みんなで紡ぐ須坂の街 MAP 例 

 
 
 
5. 効果 
以上の政策を実施することで、須坂市に

期待できる効果として考えられることが 3
点ある。 
第 1 に、観光客がこの MAP を見て、再

び観光に行きたいと感じてもらうことでリ
ピート率が向上し、より良い写真を投稿し
ようとするため、須坂市の魅力が様々な視
点から映し出された MAP で須坂市を観光
することで、より長時間滞在して貰うこと
ができるようになる。 
第 2 に、須坂市の既存のものを利用し、

基本インターネット上でできるため、準備
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が必要なく、また低コストでイベントを行
える。 
第 3に、SNSを利用したイベントである

ため、須坂市の弱みである SNSの利用法が
改善される。また外部への PR 方法がより
強化され、イベントに参加した各 SNSのフ
ォロワーがそのまま観光客になり、観光客
の投稿で、次の観光客を誘致する。結果的に
観光客が増加すると考えられる。 

 
 

6. 今後の課題 
 提言の実用化に向けて、さらに検討を要
する課題は、①イベントの参加者に年代の
偏りが生じてしまう、②市役所の限られた
発信権限の中で魅力をどう伝えることがで
きるかの２点が考えられる。 
①については、SNSという媒体をイベン

トに活用する以上、インターネットに不慣
れな高齢者の方々はイベント参加の対象か
ら除外されてしまう。そのため、高齢者の
方々も参加できるように、出来上がった
MAP を「広報すざか」に掲載するなどとい
ったことも考えた。しかし、それだけではな
く、企画自体の参加方法にも工夫を凝らし
ていく必要があるだろう。 
②については、市役所では特定のお店の

PR は禁止されているため、今回の企画も特
定の飲食店だけの写真を MAP に使用する
ことは難しい可能性がある。しかし、そうい
った飲食店こそ、観光客の知りたい情報で
あるため、すべての飲食店に公平性を欠く
ことなく、MAP に多くの情報を載せられる
ような工夫が必要である。 

 
 

7. まとめ 
 昨今、急激に普及、発展してきた SNSは、
今やどんな世代、地域の人々に限らず、日常
には欠かせないツールとなっている。加え
て、SNSへの投稿は気軽に多くの人が目に
できるものでありながら、業者に委託して
ネットに掲載する広告などとは違い、基本
的に費用がかかることはない。こうした利
点から、最近では様々な企業で「Twitter で
RT(リツイート)したら自社商品をプレゼン
ト (または割引）」や、「商品を買って
Instagram に投稿したら抽選で景品をプレ
ゼント」といったように、SNSを通じて自
社の商品を多くの人々に「拡散」してもらう
イベントなども盛んである。また、企業公式
アカウントでありながら、企業の宣伝のみ
ならず日常のことや身近な出来事などを発
信し、何十万というフォロワーを抱えてい
るアカウントもあり、こうしたアカウント
は結果的に自社の宣伝を多くの人々に見て
もらうことが可能である。しかし、先に述べ
たように、企業は SNSを活用した PR に努
めている一方で、地方自治体による SNSの
活用はまだあまり盛んではないよう感じる。 
 そこで私たち黒田ゼミは、これまで述べ
てきたように、SNSを活用した『みんなで
紡ぐ須坂の街 MAP』というイベントを政策
提言し、そしてこの提言によって SNSの口
コミ効果による須坂市の知名度向上や市
民・観光客目線の新たな須坂市の魅力発見
という効果が得られるだろうと考えている。
さらに最終的には、SNSの口コミ効果によ
って観光客の増加、市民や観光客目線の
MAP 作成によって須坂市の長時間滞在と
いう 2 つの結果につながるだろうと考える。 
実用化に向けて課題は山積みであるが、
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SNSが人々に欠かせないものとなっている
今だからこそ、SNSを利用した政策につい
て、須坂市に限らず全国の自治体で考え、工
夫することが今の時代に求められているこ
とだろう。私たちの提案する『みんなで紡ぐ
須坂の街MAP』が、今後の須坂市の地域活
性化に貢献できる政策となれば幸いである。 
 
 
8. おわりに 
 最後に、今回のサマースクールで調査や
政策提言を行うにあたり、多くの方々にお
世話になった。須坂市市役所の職員の皆さ
ま、特に総務部政策推進課、産業振興部商業
観光課、須坂市観光協会、文化振興事業団の
旧小田切家住宅担当者、有限会社 ADDS、
臥竜公園管理事務所の方々、ご多忙の中、私
たちのために貴重なお時間を割いていただ
き、また質問にも丁寧に回答していただい
たことに心からの感謝を込めて厚く御礼申
し上げる。 
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はじめに 

 

当ゼミでは、貧困家庭や育児期の女性、外

国人労働者など支援を必要としている人た

ちに焦点を当て、基礎データの分析に加え

フィールドワークを行い、そのような人び

との生活の実態を調査し、どのような社会

的支援を必要としているのかを研究する予

定である。 

サマースクールでは、長野県須坂市にお

ける 20～50 代の子育て中の母親に焦点を

当て調査を行った。母親たちの社会関係、家

族関係と孤立の関係性を明らかにし、須坂

市の母親のニーズを調査を行うことを通じ

て子育て期の女性の現状を理解すること

で、家庭が直面している課題を、政策的に解

決することを目的とする。 

 

先行研究 

 

なお、子育て期の母親に焦点を当てた先

行研究を概観し大別すると、4 つの異なる

アプローチが見いだせる。 

第 1 のアプローチは、経済環境と社会関

係が母親の孤立と関係性があるという点に

関してである。榊（2010）は大量生産・大

量消費によって生み出された「横並びの生

活様式」が子育ての規範意識にも反映され、

経済的に横並びになれない家庭は規範から

外れている感覚になり、経済的要因や社会

的偏見によって物理的に遮断される孤立を

産み出すことを明らかにしている。 

第 2 のアプローチは、地域別の子育ての

現状と課題に関してである。 

西・三宅・川（2017）は中山間地域の子

育てにおいて、母親が子育てを中心に担っ

ており子育てに関して何らかの支援が必要

な時には、親族から支援を受けているとい

うことを明らかにしている。なお、支援を要

請すれば行ってくれる祖父母が近くにいる

場合、行政による子育てサービスの利用が

減少すると記している。 

また、遠山（2016）によると、大都市に

おいて地縁がなく各中間集団から遊離して

しまっている母親が孤立に至る可能性が高

いと明らかにしている。 

この 2 つの先行研究の共通点として、支

援をしてくれる親族や各中間集団がいると

公的な子育て支援の利用が減少し孤立を感

じにくいという点があげられる。 

第 3 のアプローチは、行政が提供するサ

ービスの母親の利用状況に関してである。

原子（2017）は、児童館に行くことにより

保護者同士が交流を持ち、繋がりができる

ことを明らかにしている。また、島津（2014）
は交流で他のモデルとなる保護者と接する

ことにより子育ての不安が和らぐと記して

いる。 

第 1 のアプローチでは個々の家庭の経済

状況と孤立に関して言及していない。第 2
のアプローチでは配偶者の育児参加と孤立

に関しては言及されていない。さらに、第 3
のアプローチでは行政が提供するサービス

と育児の苦しさ等の子育ての現状の関係性

について言及されていない。 

よって、私たちは須坂市におけるこれら

に焦点をあて母親の抱える課題を、より明

らかにすることを目的とする。 

 

第 1 章 現状分析 

 

(1)統計 

「須坂市の統計―グラフで見る須坂市」

の人口流出入のグラフから、近年差は縮ま

っているが転出者の方が多く須坂市の人口

は減少していることが分かる。 

(図 1) 須坂市の人口流出入状況 

 
 

須坂市子ども・子育て支援事業計画（平成

27～31 年度）のグラフから、世帯人数が 1
～3 の世帯は大幅に増加し、4 人以上の世帯

は減少しており、少子化や核家族化が進行

していることがわかる。 

(図 2) 須坂市の世帯員別世帯数推移 
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また、9 月に行われたサマースクールで須

坂市役所の子ども課にヒアリングを行った

際に、核家族化がすすみ育児に関する悩み

の相談相手が見つからない育児中の母親が

増えているとうかがった。 

 

(2)須坂市の具体な子育て支援 

須坂市は様々な子育て支援がある。「子ど

もは『宝』プロジェクト」を立ち上げてお

り、2016 年（平成 28）年 4 月から開設さ

れた須坂市子ども・子育て支援事業計画を

進めていることから、子育て環境の改善に

熱心に取り組んでいることがわかる。支援

の一部を紹介していく。 

まずは人口 5 万人都市の須坂だからこそ

可能な「5 歳児すこやか相談事業」と「新生

児（乳児）訪問」の 2 つについて説明する。 

5 歳児すこやか相談事業では、須坂市役

所子ども課が各幼稚園・保育園から保護者

の方及び幼児の担任へ事前調査書（アンケ

ート）を配布し回収した後、それをもとに全

幼稚園・保育園を年 3 回に分けて、専門ス

タッフ（教育相談員、家庭児童相談員、作業

療法士、保健師、コーディネーター等）が巡

回する。保護者の方の相談に対しては、文書

や電話・面接で個別に答え、発達の遅れや偏

りが心配な幼児は臨床心理士や専門医によ

る相談、アレルギーや肥満などが心配な幼

児は栄養士による相談も実施している。私

立公立に関わらず、保育園と子供課で情報

共有をおこなっているのもすこやか事業相

談の強みだ。 

 次に新生児（乳児）訪問は、赤ちゃんの健

やかな成長発達を願って、育児についての

支援をするための訪問だ。出生届出時に市

役所で「新生児連絡票」を記入後、赤ちゃん

が生まれたお宅に訪問し、赤ちゃんの身体

測定、栄養状況、発達状況等、育児相談にの

る。また母親の産褥期の健康管理、食生活、

乳房の手当て等の相談にものる。 

最後に家庭児童相談員「妊娠子育てなん

でも相談『おひさま』」は、妊娠期から出産、

子育て期にわたるまでの、母子保健や育児

に関するさまざまな悩みなどの相談や支援

に関するさまざまな悩みなどの相談や支援

を行い、保健師等が専門的な立場から相談

にのる。 

 以上のプロジェクトと三つの支援より、

須坂市の子育てに関するサポートは充実し

ていると考えられる。 

 

（3）調査方法 

   須坂市における子育期の女性(20 代か

ら 50 代)の子育てに関する悩みや実態を調

査するために、須坂市役所員へのヒアリン

グ調査と日野保育園の母親を対象にしたア

ンケート調査を行なった。 

須坂市役所の中でも、子ども課、福祉課、

健康づくり課、学校教育課、中央児童センタ

ーの以上５つの課をヒアリング調査した。 

まず、子ども課は健やか相談事業やクレ

ヨン(障がい児を対象とした保育園)に代表

される子育事業を行なっていたため調査の

対象とした。 

また福祉課はシングルマザー等のなんら

かの特別な事情を抱えた母親たちを調査す

るために選考された。 

そして健康づくり課である。健康福祉課

はマタニティー関連や育児の健康に関する

事業を行なっているため、そのことに関し

てヒアリングを行った。 

次に学校教育課である。学校教育課は中

等教育や高等教育に関する事業を行う課で

ある。そのため、奨学金制度や中学生、高校

生の母親たちの姿を捉えるために調査を行

うことにした。 

最期に、中央児童センターである。中央児

童センター職員は子育て支援を実際に行っ

ている。このことから須坂市の子育期の母

親たちの悩みや実態を感じているだろうと

いう理由から選ばれた。 

アンケート調査を行った理由は、実際の

母親達の実情と生の声を知るためである。

先行研究やヒアリング調査では、母親達の



 

79 

実情を捉えるのには限界がある。先行研究

では、人口統計や須坂市役所が実際に行っ

ている事業を理解はできたが、須坂の母親

達の意見を知ることはできなかった。また、

須坂市役所でのヒアリング調査でも、須坂

市役所の方々へのヒアリング調査にとどま

り、実際の母親達の意見は聞くことができ

なかった。そこで、就学前の子どもを育てて

おり、共働きが多く、比較的母親同士の関係

の形成が薄いのではないかと考えたため、

保育園を調査対象にし、アンケート調査を

行うことにした。 

 

（4）ヒアリング調査 

ここでは、子ども課・健康づくり課・中央

児童センターのヒアリング調査結果をもと

に、須坂市における子育て支援の課題につ

いて明らかにする。 

まず、須坂市で育児全般の相談を受けて

いる子ども課へのヒアリング調査によって

明らかになった課題は、「核家族化により、

母親の育児に関する悩みを相談する相手が

みつからないこと」である。須坂市では、そ

うした子育て家庭への支援として前述した

『妊娠子育てなんでも相談 おひさま』や

『5 歳児すこやか相談事業』などに取り組

み、市内の保育園との情報共有を行ってい

る。しかしさらなる課題の解消が求められ

ている。 

 次に、健康づくり課へのヒアリング調査

結果からみられる須坂市の課題は、「市内に

小児科が少ないこと」と「乳幼児向けの屋内

の遊び場が少ないこと」である。特に小児科

が少ないことに関して、須坂市では救急医

療センターと連携した対応をとるという対

策をしている。 

 そして、須坂市で子どもの遊び場と母親

同士の交流の場になっている中央児童セン

ターには、「屋内の遊び場が少ない」「セン

ター内や庭が狭く、子どもが遊び足りない

と感じる」などの意見が育児中の母親から

寄せられている。 

 以上の調査結果から、須坂市で育児中の

母親が置かれている状況についてまとめる

と、核家族化の進行や育児と仕事の両立の

難しさ、子育て支援施設の地域間交流の不

足などによって心理的・社会的に孤立しや

すい傾向にあると考えられる。加えて、現在

『妊娠子育てなんでも相談 おひさま』や

『5 歳児すこやか相談事業』、マタニティー

セミナーをはじめとするさまざまな子育て

支援に取り組む須坂市の子育て環境をより

向上させるためには、どの様な支援の方法

が必要であるかという疑問点が生まれた。 

 

第 2 章 アンケート調査 

 

今回、当ゼミでは行政の支援の網目から

もれている母親は、どういう人なのか、なぜ

その人たちは行政のサービスを活用できて

いないのかという母親たちのリアリティを

調べることにより、母親の抱えている課題

の解決に繋がると考えたため、日野保育園

に通っている母親たちを対象にアンケート

調査を行った。 

日野保育園をアンケート対象とした理由

として、日野保育園は須坂市の中心地に近

く、また長野市へのアクセスも良いため、長

野市に通勤している母親や、中心地から通

っている母親、保育園近辺に住んでいる母

親などの多様な利用者がいると考えたため

日野保育園を選定した。 

 

(1)アンケートの予想 

先行研究等から、地縁のない母親や、仕事

が忙しく時間に余裕がない母親が、周囲と

の関係を作りにくいため孤立を感じやすく

行政の支援からもれているのではないかと

予想した。 

 

(2)アンケート結果・分析 

アンケート依頼先：日野保育園 

アンケート回収率：約 45%（園児総数 134
名中、60 名から回答を得られた） 

 アンケートの予想をもとに、孤立につ

いての質問に着目して、分析した。 
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「母親になってから地域や社会の中で孤

立を感じている、または孤立を感じたこと

はありますか。」という質問に対して約半数

の 47%が現在または過去に、子育て中孤独

を感じたことがあるという回答が得られ

た。セミナーや、相談窓口・電話帳など、須

坂市の子育て支援サービスは幅広く展開さ

れていたにもかかわらず、半数近くの母親

たちが、孤独を感じていた。 

次に、子育てのどんな状況において孤独

を感じるのかを、自由記述により回答して

もらった。その中で一番多かった回答が、

「自分が退職または育児休暇中に、子育て

をしている時、社会とのつながりが絶たれ

たようで、孤独を感じた」というものだ（60
人中 12 人 20%）。その他の回答は、以下の

ようになる。 

・人付き合いが苦手で周りと馴染めない 

・近所に友人・話し相手がいない（60 人

中 2 人） 

・専業主婦で買い物ぐらいでしか外に出

ないので、一日のほとんどが子供と二人き

り（60 人中 2 人） 

・子供が生まれてから須坂市に引っ越し

てきたので、周りとの接点がない、話し相手

がいない（60 人中 3 人） 

・前の保育園の先生の対応が良くなかっ

た 

・育休中はこもりきり（60 人中 2 人） 

・稼ぎ先が地元じゃないので、地元につ

ながりがない 

どの回答も、社会関係が断ち切られたこ

とにより、孤独を感じるものだった。 

次に孤独からどうやって抜け出したかに

ついても、自由記述により回答してもらっ

た。最も多かった回答は「職場復帰をした

り、子どもが保育園や学校に行くようにな

って、知り合いができたことにより孤独を

脱した」というものだった（60 人中 15 人

回答 25%）。その他の回答は以下の通りだ。 

・支援センターに通うようになり、友達

ができた 

・気にしなくなった 

・家族の支えがあった 

 共通して言えるのは、知人・友人・家族

など、自分と子ども以外のつながりができ

ていると、孤独を感じにくいということだ。

その中で特に、仕事を再開することや、子ど

もを保育園などに通わせることにより、会

社でのつながりや母親同士のつながりなど

をもつようになるため、そのことが社会関

係の再構築の要因になっている。外部との

つながりにより、社会関係が再び形成され、

孤独から脱したと考えられる。 

 

(3)考察 

この結果から考えられることは以下の 2

点である。 

・母親の感じる孤立と、外部とのつなが

りがあるかないかには大きく関係がある。 

・社会復帰して、関係の再構築ができた

なら、社会復帰するまで（子供が 0 歳～2,3
歳、あるいは未就学児）の母親同士のつなが

りが必要になる。 

 

第 3 章 政策提言 

 

 第 1 章のヒアリング調査より発見した、

須坂市の良質な子育て環境を維持しつつ、

公的な支援の届きにくい家庭向け事業の充

実化が子育て支援の課題であるということ

と、第 2 章のアンケート調査において、前

述した 2 点の考察をもとに、当ゼミでは母

親どうしのつながりを構築する政策を導き

だした。これらのことから、育休中の母親の

孤独を緩和するために必要なものは「ピア

サポート」だと考えた。ピアサポートとは一

般的に同じような立場の人によるサポート

という意味で用いられる。 
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したがって、当ゼミでは「“ふらっとカフ

ェ つながり”構想」を提言する。標題の

「ふらっと」には二つの意味があり、ひとつ

は「気軽に立ち寄れる」、もうひとつは英語

の“flat”とかけて「平らで差のない関係」

である。子育てに追われて多忙な中でも気

軽に利用でき、ピアサポートを受けられる

場としてカフェを提言する。 

 

(1)目的 

 この政策の目的は、前述したとおり、子育

て中の母親が社会へのつながりを持つきっ

かけを作ることでその孤独感を解消するこ

とである。その中でも特に育児中の母親同

士や育児経験者の間でコミュニティーが形

成されるように促進することを重要視する

ものである。 

 

この政策提言を行うにあたり、以下の 2
点を考慮し、政策立案を行った。 

1.須坂市が使える人員や財源などのリソ

ースには限界があることを念頭に置いて政

策を立案する必要があるため、既存施設の

利用や市民との協働による運用など現実的

に実行可能な政策立案を心掛けた。 

2.育児中の母親が利用可能な政策になる

よう心掛けた。総じて育児中の母親には余

裕がないことを考慮して、母親が負担を感

じることなく参加できる事業するよう努力

した。 

 

(2)詳細 

上記の 2 点を考慮し、場所はスーパーや

公共施設の一角が好ましいと考える。なぜ

なら用事を済ませた「ついで」に立ち寄るこ

とができるからだ。乳児をもつ母親は子育

てと家事に追われているため、割ける時間

が限られているが、例えば買い物など子育

てと家事に関する用事のついでなら利用し

やすい。また、現在須坂市は、イオンモール

の誘致を計画しており、大勢が利用するで

あろうイオンにカフェを設立できれば、よ

りピアサポートとしての役割を果たせるの

ではないかと考える。 

時間は利用数が多い休日のランチタイム

の後が望ましい。ランチタイム後を選んだ

理由は、外食をするよりもお茶を一杯飲む

方が、利用者と支援側のどちらの負担も少

なくなると考えたからだ。 

カフェの運営はボランティアで構成す

る。子育て経験のある高齢者、現役で子育て

をしているが子どもが大きい母親、土日を

使ってもよいという保育士を募る。 

利用料は厳密に決めていないが、お茶代

やボランティアへの交通費、子どもに何か

あった時のための保険料分として 200～
300 円ほどに設定する。経済状況が厳しい

家庭は無料にするなど、柔軟な対応が好ま

しい。 

 周知方法は、乳幼児健診や五歳児すこや

か相談事業の家庭訪問の際に知らせる。ま

た、子育てがつらくなったときに利用して

もらうには事前に知っておいてもらうこと

が重要だ。社会との繋がりがなくなるほど

追い込まれている状況だと、目の前のこと

でいっぱいになり自分から情報を探す余裕

がなくなるからだ。自動配信される「須坂市

子育て応援メルマガ」に登録してもらい、困

ったときにいつでも見ることのできる状態

にしておくのもいい。 

 

(3)懸念・対策 

この構想には利用者が来ないかもしれな

いという懸念がある。その対策として、「利

用者がアクセスしやすい情報のテーマを限

定する」ことが挙げられる。例えばある週は

「子どもの発達に悩みをもつお父さんお母

さん集合」、次週は「二歳までのお子さんを

もつパパママ集合」など、あえてテーマや利

用者を限定することで当てはまる利用者は

参加しやすくなる。 

(4)効果 

「ふらっとカフェ つながり構想」には

カフェでできた社会関係によって母親が抱

いている孤立を解消できるという効果があ

る。須坂市には人口が少ないことを活かし

た支援や子育て支援に力を入れていること

が分かるプロジェクトなどがあり、子育て

環境が整っているといえる。しかし行政の

支援だけでは解決しない育児中の孤立とい

う問題が私たちの調査で明らかになった。

この構想を取り入れて孤立を和らげること

によって、須坂市の子育て環境はより良く

なるだろう。 
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おわりに 

 

須坂市は、母親が相談することのできる

窓口を多く設置しており、手厚い母親への

子育て支援を行っている。しかし、その行政

の支援の網目からおちてしまっている母親

に焦点を当てる意味として、私たちが提案

した提言が須坂市の母親支援の一助となれ

ば幸いである。 

最後に、御多忙中のところヒアリング調

査やアンケート調査にご協力いただいた須

坂市教育委員会学校教育課、須坂市教育委

員会子ども課、須坂市健康福祉部健康づく

り課、須坂市健康福祉部福祉課、須坂市中央

児童センター（子育て支援センター）、須坂

市日野保育園の皆様、保育園に通うお母様

方、またサマースクール開催にご尽力いた

だいたすべての方々に厚く御礼申し上げま

す。 
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１． はじめに 
 私たち工藤ゼミでは、中山間地域におけ

る地域資源の活用をテーマに活動を行って

いる。今夏には静岡県掛川市での研修を行

い、私たちはサマースクールで長野県須坂

市を訪問する中で、須坂市の観光について

の政策提言を行うことに決めた。 
 テーマを「須坂市花の祭典～市民“皆”

で作る花の街～」に定め、まずは観光業の

現状についてのデータを収集した上で、分

析を行った。その中で須坂市の観光上の弱

みである明確なシンボルがないということ

に着目し、これに機会を与えることで弱み

を強みで補うための政策を考えた。 
 
２． 須坂市の現状分析 
2.1 須坂市の強み 
 はじめに、須坂市の強みについて説明す

る。須坂市は、明治から昭和初期にかけ

て、近代製糸業の町として遠く海外までそ

の名を知られていた。現在も町の随所に土

蔵造りの商家や民家がみられ、蔵を生かし

た博物館・美術館もあり、当時の繁栄ぶり

を偲ばせている。臥竜公園の桜は、桜の名

所 100 選にも選ばれており、4 月には毎年

13 万人の人々が訪れ、賑わいを見せてい

る。郊外には、約 80 軒のペンション村の

ある峰の原高原、100 万株のレンゲツツジ

が咲き誇る五味池破風高原、日本の滝 100
選の米子大瀑布など大自然がある。リンゴ

やブドウの産地としても有名である。須坂

市はさらに、図からわかるように、米子大

瀑布、臥竜公園、蔵の街並み、峰の原高

原、五味池破風高原など観光地も豊富にあ

る。 
また、米子大瀑布は日本の滝百選にも選

ばれており、2016年1月10日から同年12月
18日までの期間で、第55作目のNHK 大河ド

ラマとして放送された「真田丸」のタイト

ルバック映像として使用された。全国的に

認知度が急上昇し、総合観光パンフレット

が品切れし、急遽秋の特別版を発行するほ

どの人気であった。（産経ニュース） 

2つ目に、昨年の大河ドラマ「真田丸」

の放映が挙げられる。サマースクールでの

ヒアリング調査の際、須坂市の職員の方が

「真田丸効果によって、紅葉シーズンに米

子大瀑布に訪れた観光客が非常に多かっ

た」とおっしゃっていた。実際、上記のよ

うに、総合観光パンフレットが品切れし、

紅葉シーズンには観光客が多く訪れた（産

経ニュース）。 

3つ目に、須坂市は健康長寿の都市であ

ることがあげられる。長野県は全国47都道

府県の中で長寿日本一であり、働く高齢者

の割合が日本一である。その中でも須坂市

は県内19市の中で最も介護認定率が低く、

県内19市で介護保険料が最も低い健康長寿

の都市である。これは日本が世界でも有数

の長寿国であることを鑑みると、須坂市は

世界でもトップレベルの長寿都市といえ

る。 

【図表１】須坂市全体像 

出典；須坂市観光協会ホームページより 

 

2.2 須坂市の弱み 
 次に須坂市の弱みについて述べる。まず

は、観光都市には欠かせない、1人当たり

の観光消費額が県の平均額に比べて少ない

ということだ。その額は、1人当たりの長

野県平均額が約3,454円に対し、須坂市は

約2,070円である。（長野県観光利用者統

計調査結果から工藤ゼミ算出）ここでいう

観光消費額とは、観光客の観光行動に伴う

経費で、当該観光地内で支出した宿泊費、

交通費、飲食娯楽費、土産その他買物費、

観覧料又はこれに類するもの、その他であ

る。ただし、交通費のうちバス代等につい

ては、最寄りの駅から当該観光地までの往

復料金とする。さらに、例えば観光客の男

女比や年齢層といった詳細なデータの集積

がないため、目標にむけた効果的なアプロ
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ーチを構成するのが難しいといった点が挙

げられる。以上のことから、須坂市の弱み

をまとめると、観光地としての知名度の低

さや、観光消費額が少ないこと、詳細なデ

ータが少ないことが挙げられる。 

 

2.3工藤ゼミで着目した改善点 
これまで個別に須坂市の強み、弱みなど

を説明してきた。その中で工藤ゼミでは、

強みの部分に着目した。そのため、私たち

は須坂市の強みに焦点を当てた政策提言を

する。それが以降3で説明する「須坂フェ

スティバル」と、4で説明する予算であ

る。 

 

３．須坂フェスティバル 
3.1花の祭典の開催 
 現在、臥竜公園ではさくらまつりが4月
上旬～下旬に開催されており、4月の来場

者数は約13万人である。私たちはこのさく

らまつりに工夫を施し、さらに観光客を集

めることを提言していきたい。 

まず、祭り全体の開催概要はこのように考

えている。既存のさくらまつりに追加し

て、4月の丁度桜が満開になり一番集客が

見込めそうな第3週に次のような3つのイベ

ントを追加で開催したいと考えている。タ

ーゲットもただ闇雲に「若い人」「女性」

といった漠然としたものではなく、初めは

既に須坂市を知っている周辺の市に在住し

ている人たちを対象とすることから始め、

彼らの口コミ等を通じて徐々に県外の人に

も須坂を知っていってもらおうと考えた。 

まず、既存のさくらまつりを活かした発展

プランとして「花の祭典」イベントの開催

を提案したい。一つ目は新潟花絵プロジェ

クトへの参加だ。新潟花絵プロジェクトと

は、チューリップの球根を育てる際に不要

となる花弁をただ捨てるのではなく、写真

のように絵を作ることで花弁を活かそうと

する試みである。この試みは新潟県内だけ

ではなく横浜市や神戸市等県外にも広まっ

ている。この際に、例えば花絵のデザイン

を市民の方から募集することで「自らも参

加した」という一体感を生み出すことや新

たな観光・写真スポットの誕生といった効

果が期待できる。 

【図表2】にいがた花絵プロジェクト 

 
【図表2】にいがた花絵プロジェクト 

出典；にいがた花絵プロジェクトHP 

 

3.2地域花プラン 
 次に地域花プランを提案したい。市内の

小学生や住民の方に花を育ててもらい、そ

れを祭りの際に展示・販売する試みであ

る。小学生に花の育成をしてもらうこと

で、それが生物・生命に関する勉強に繋が

る。さらに、自分が育てた花や自分が考え

作ったハンキングバスケットやコンテナガ

ーデンを見てもらうことで達成感を得るこ

とができる。また、この販売がイベントの

収益にも繋がっている。こうしたイベント

を通じて市民がまつり運営に関与すること

ができ、より魅力あるお祭りにすることが

できると考えた。 

  

 
【図表3】ハンキングバスケット 

出典；深谷市HP 

 

3.3うまいもん市の開催 
 次に「うまいもん市」の開催を提案した

い。なぜなら年代が若いほど「食フェス」

の参加経験率、参加意欲が高く、地方のグ

ルメと出会う都市型エンターテインメント

として発展・定着しつつあるからだ。そこ

で現在銀座通りで11月に行われているうま

いもん市と同様なイベントをさくらまつり
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に合わせて行おうという提案をしたい。人

気のジャンルであるB級・ご当地グルメで

ある須坂市や長野県ならではの食材を使っ

たうまいもん市を開催することで、より若

者にとって魅力的なイベントになるだろ

う。例えば、須坂の食材である、須坂みそ

や村山早生ごぼうを使った丼ものや、ブド

ウやリンゴといったフルーツ類、ワインが

あげられる。他にも長野といえば山賊焼

き、てんぷらまんじゅう、信州そば、イナ

ゴの佃煮などが挙げられる。 

 
【図表4】うまいもん市 

出典；蔵のまち観光交流センター 

 

3.4フォトコンテストの開催 
 今までの2つの提言から、花絵やハンキ

ングバスケット、コンテナガーデンといっ

たフォトスポットが誕生した。そこでSNS

は無料サービスな上に若者ユーザーが多

く、ハッシュタグ等を用いれば多くの人に

簡単に情報が拡散されるということを活用

することで多くの人に須坂市を知ってもら

う機会を増やすことができる。また、フォ

トコンテストを通して、今まで地元の人が

気付かなかった須坂の魅力に出会える可能

性もあるだろう。 

 

3.5車内広告の展開 
 こうしたイベントの集客を上げるために

鉄道の車内広告を通じた宣伝を提案する。

須坂駅を通る長野電鉄は、県庁所在地であ

り中核都市である長野市や湯田中温泉等の

観光地への足として多くの人に利用されて

いる。そこで車内広告を展開することで多

くの人の目に触れ、知ってもらうことが期

待される。広告を長野電鉄に絞ったのは、

主に長野電鉄を利用する地元の人々にアピ

ールする為だ。 

 

４．予算 
 以上のイベントについて私たちは費用を

計算した。試算した結果、花絵プロジェク

ト（3メートル×10メートル）は1円（チュ

ーリップ）×2,700本×22（枚のボード）＋

22,000円（ボード代）＝279,400円とな

る。次に、地域花プラン（パンジーを育て

てもらう）は66円×3,000本＝198,000円と

なる。そして広告費は2か月広告していた

だくとして、117,600円（月）×2か月

+14,100円（印刷代）＋（デザイン費）＝

249,300円＋デザイン費となる。これらの

提案を実行するには少なくとも52万円程の

費用がかかる。そこでこの費用を回収する

ために私たちは一例として次のような予算

回収方法を考えた。現在、さくらまつりで

は駐車する際に協力金を頂いている。その

協力金を100円値上げし、その差額分をさ

くらまつりに活用するという案だ。今年度

のさくらまつりでは約16,500台駐車してい

たので、165万円分集めることができ、先

ほどの費用分を十分に回収することが期待

できる。 
 

５．まとめ 
 以上を踏まえて、私たちの提言をまとめ

ると１、臥竜公園のシンボル化及び臥竜公

園を中心とした市民一体型のイベントの創

造。２、食イベントを通じての観光客誘致

及び須坂市自体の魅力度向上。３、SNSを

活用した若者及び観光客と須坂市との間で

の情報発信、である。今年の工藤ゼミ生

は、法学部、商学部、文学部、総合政策学

部と様々な学部から構成されている。その

ため、多様な視点から議論を尽くした結

果、このような政策提言が生まれた。今回

の政策提言にあたり、協力していただいた
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須坂市長をはじめ須坂市役所の方々、全学

連携教育機構の方々、その他の関係者の皆

様に感謝を申し上げる。 
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はじめに 
 須坂市は、かつて製糸業が非常に盛んで

あり、日本の製糸業の繁栄を表した近代シ

ルクロードの拠点としての過去を持つ。そ

の名残は現在の須坂市役所周辺にある、「蔵

の町並み」から感じ取ることができる。この

「蔵の町並み」は、現在の須坂市において重

要な観光スポットともなっている。また、須

坂市はナガノパープルやシャインマスカッ

トといった果物でも有名な地域である。さ

らに、須坂市は観光の面だけでなく健康都

市としての面も持つ。昭和 20 年に旧高甫村

に住む主婦たちが保健婦に対して「何か手

伝わせてくれないか」といった申し出によ

り保健補導員が生まれた。その後保健補導

員制度が始まり、様々な健康に関する活動

を行い、「第 3 回健康寿命をのばそう！ア

ワード」で厚生労働大臣最優秀賞を受賞し

た。 
 これまで挙げてきた歴史、観光、健康とい

った面以外にも須坂はまだまだ多様な面を

持ち、それらの面が全て複合的に絡み合っ

て須坂という一つの市が成り立っている。

私たち新原ゼミは、この多様な面を持った

須坂という市を一つの面だけを見て調査す

るべきではないと考えた。まずサマースク

ール前に事前調査を行い須坂という地域が

どういったものかといった仮説を立てた。

それから須坂市でのフィールドワーク、ヒ

アリング調査を行い、立てた仮説が正しい

か、異なるならば、なぜ異なっていたのかと

いうような検証を何度も繰り返していく事

により、須坂という地域を多面的に捉えて

いくことを意識した。 
特に、私達新原ゼミでは現地でのゼミ生

がフィールドワークやヒアリングを通して

得た発見や感じたことは、サマースクール

という短期間の間に観光ではなく調査とい

った形で入る為、須坂市にとっても、その土

地に住んでいない人だからこそ見える意味

のあるものになると考えた。今回政策提言

をするにあたり、そのような一人一人の須

坂への考え方を大切にして、須坂市につい

て考えていった。 
今回の政策提言を通して、私たちの須坂

への思いを伝えることができ、そして須坂

がよりよい地域になることに繋がることが

できれば、今回のサマースクールが意味の

あるものになると考える。 
  
第 1 章 須坂を理解する 
 この章では、須坂市においてサマースク

ールを行って政策提言をするにあたり、私

たちがどのような調査を行い須坂に対する

理解を深めていったかを実際に行ったプロ

セスに沿って書いていくこととする。 
 
1-1 事前調査 
 
1.概要 
須坂市は長野県の北部に位置し、左隣には

長野市がある。明治から昭和初期にかけて

製糸業で栄え、市街地には当時の繁栄を思

わせる「蔵の町並み」も見られる。近年は風

光明媚な観光地、全国有数のリンゴ・ブドウ

の産地となっている。気候は典型的な内陸

性気候で四季の訪れを感じることができ、

峰の原高原、米子大瀑布、五味池破風高原な

どがあり豊かな自然に恵まれている。明治

9 年に須坂村が須坂町となり、明治 22 年・

大正 11 年・昭和 11 年・昭和 26 年に編入

と合併を繰り返し、昭和 29 年に市制施行し

て須坂市となった。その後も昭和 30 年に井

上村・高甫村を、昭和 46 年に東村を編入し

て現在の須坂市に至る。 
 

2.カテゴリー別の調査 
 須坂市について調べていくにあたり、ま

ず、一人一人の興味に基づき各自調査を行

った。そして調べた情報を出し合い、情報を
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カテゴリーごとに整理するためにKJ法 1を

行った。その結果、若者、共創、ほんもの、

そして祭りや蔵などのカテゴリーにそれぞ

れの興味が集約されることが分かった。 
（若者） 
須坂市の人口ピラミッドを見た際に、20

歳から 24 歳までの世代が少ない点を理由

に、「若者」に着目した。この 20 歳から 24
歳の「若者」と呼ばれる世代は、学生として

勉強したり就職し始めたりする年齢であり、

将来須坂市を中心となって支えていくとて

も 重 要 な 役 割 を 果 た す と 考 え た 。 
一般的に「若者」と呼ばれる世代について

広く調べてみたところ、須坂市では信州す

ざか農業小学校や S4、須坂リーダーズクラ

ブ等若者の活動が活発であり、また、須坂市

からのアプローチも積極的であると感じた。

このことから、須坂市の未来を担う「若者」

の視点から須坂市を見ていくことにした。 
（共創） 
 また、私たちは須坂市の行政の取り組み

について調べる中で、須坂市が掲げる「共

創」という考えに着目した。「共創」という

言葉は、従来の「協働・参画」とは異なり、

市民一人ひとりがそれぞれの特色・強みを

活かし、主体的に街づくりを行っていくと

いう意味を持っている。地域の特色を生か

した自立型の地域の開発の観点からも、須

坂市が取り組んでいる「共創」の街づくりと

いうものは非常に素晴らしいものであると

感じた。そこで、「共創」という一つのテー

マから須坂市を見ていくことにした。 
（ほんもの） 

須坂市では、総合計画に基づき政策が行

われている。総合計画とは、須坂市のこれま

での経過や現状、課題を踏まえ、須坂市のま

                                                      
1 アイデアや意見を付箋等に書き、それら

をグループ化して、情報を整理する方法。

この方法により、事前調査の時点で一人一

ちづくりに対する基本となる考えを示す、

10 年間のまちづくりの計画である。現在施

行されている、第五次須坂市総合計画では、

目標になるまちの将来像として「一人ひと

りが輝き、磨かれた『ほんもの』の魅力あふ

れるまち須坂」を掲げている。特に、「ほん

もの」という言葉は、ひらがなに「」をつけ

て表記しているのが印象的で、何か特別な

思いが込められているように感じられた。

また、表紙にも大きく書かれていることか

ら、「ほんもの」は須坂市を理解するうえで

重要な単語であると私たちは考えた。 
（地理的特徴） 
須坂市を中心に長野県の空撮地図を見る

と、平地が少ないことがわかる。須坂市が位

置する平地には千曲川が流れ、水の便が良

いことから古くから人口が集まっていたと

考えられる。現在の須坂市にあたる地域は、

千曲川東岸に沿う谷街道と浅間山麓へ通ず

る大笹街道の分岐点にあたり、江戸経済圏

との交流を通して商業的機能の濃い町とし

て発展した。   
さらに市東部の山地から流れる鮎川など

の河川が千曲川に合流するまでに通過する

一帯が扇状地となっていて、傾斜がついて

いる。この傾斜は水車動力を得やすいとい

う自然的条件となり、周辺地域で養蚕が古

くから盛んであったことにより繭を得やす

いという社会的条件と重なって、須坂地域

で製糸業が興隆する大きな要因となった。 
これらの須坂市の地理的特徴は「蔵」や

「カッタカタ祭り」を生み出した要素の一

つと言える。 
（蔵） 
須坂市には蔵をはじめとする、歴史的建造

物が数多く存在する。江戸時代は、須坂藩主

人が持つ須坂市に対する興味を客観的に可

視化できるようにした。 
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堀氏の館町（陣屋町）として、また大笹街道

の追分の地として、数々の商取引が行われ

た。その後、明治から昭和初期にかけて近代

製糸業によって繁栄し須坂は大きな発展を

遂げた。世界恐慌の煽りを受けて製糸業は

衰退したが、生糸の町として栄えた往時を

忍ばせる遺産は現在でも数多く残っている。

豪壮な土蔵造りの旧製糸家建物や繁盛した

大壁造りの商屋などの町並みのほか、蔵を

生かした商店、博物館、美術館など当時を偲

ぶことができる。 
近年では、平成 24 年 5 月に須坂の景観づ

くり事業を通して、須坂市の自活力の増進

と郷土愛の育成を図ることを目的とした

「須坂景観づくりの会」の発足や、歴史的建

造物のひとつである「旧小田切家住宅」を須

坂市が平成 24 年度に取得、平成 25 年度に

須坂市指定有形文化財に指定され、復元修

理工事が平成 29 年 3 月に完了するなど、蔵

や歴史的建造物を重要な観光資源として捉

えるとともに保存にも力を入れている。 
これらのことを踏まえ、蔵などの歴史的

建造物は須坂市にとっての強みのひとつで

あると考え、蔵に着目した調査を進めるこ

とにした。また、蔵が須坂市に存在すること

でどのような影響があるのか、市民の方々

は蔵をどのように思っているのかが特に気

になった。 
（カッタカタ祭り） 

「カッタカタ、カッタカタ……」繰糸機

の糸枠が回る音である。明治から昭和初期

にかけて製糸業で栄えた須坂にはこの音が

由来となった伝統的なお祭りがある。それ

が、「カッタカタ祭り」だ。 
昭和 53 年から続く歴史あるお祭りのメ

インイベントは「踊りの祭典」と「竜みこし」

だ。踊りの祭典では仮装や山車のデコレー

ションのコンテストを、踊りコンテストで

は、祭りを一番盛り上げた踊りのグループ

を参加グループの投票で決めるコンテスト

をそれぞれ開催する。竜みこしは昭和 62 年

に「竜の里須坂」というイメージを命名され

た際に作られた神輿だ。（2 体のうち 1 体

は飛び入りで担ぐことが可能。） 
須坂市制施行 60 周年の際には動画配信

大手が主催する「ニコニコ町会議」開催地に

指定され、18000 人の来場を記録したこと

もある。 
様々な世代がまじわり、人と人がつなが

っていく「祭り」。須坂市にとってカッタカ

タ祭りという場はどのような意味を持ち、

市民にどのような影響を与えているのか。

「祭り」という観点で須坂市を調べること

にした。 
 
3.事前調査を踏まえて 
私たち新原ゼミは、事前調査をする過程

で、「若者」・「共創」・「ほんもの」とい

う 3 つのキーワードが出た。「若者」との

「共創」を定着させ、「ほんもの」を未来に

引き継いでいくことで、須坂市がより住み

やすいまちになるのではないかと考え、そ

のような意味を含めた「共に創りつなぐ須

坂」を仮テーマとして調査を進めた。 
須坂市でサマースクールを行う前に、「若

者」・「共創」・「ほんもの」のそれぞれに

ついて仮説を立てた。1 つ目は、少子高齢化

などの影響もあり、須坂市の「若者」の活動

があまりないのではないかという仮説。2つ

目は、須坂市は行政と市民の結び付きが強

いのではないかという仮説。3 つ目は、「ほ

んもの」という言葉が須坂市の多くの人々

に認識されているのではないかという仮説

である。このような仮説をもって、現地調査

を行った。 
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1-2 現地調査 
 実際に須坂市で、班ごとに分かれてヒア

リングやフィールドワークを行った。その

内容についてそれぞれ記述する。 
（若者） 
須坂市教育委員会子ども課でのヒアリン

グを通して、須坂市には、須坂市の子どもの

将来を思い、大切に育んでいこうとする健

全育成の意識があり、またそのための機会

が設けられていることが分かった。たとえ

ば、信州すざか農業小学校は、地域の文化や

栽培を学ぶ体験の場であるだけでなく、小

学生と農家の方、家族、高校生など、世代を

超えての交流をすることができる機会にも

なっている。また、須坂リーダーズクラブで

は、将来にわたって地域で活躍する子ども

を育てることを目的に、様々なイベントを

子どもたち自身の手で進めていく機会が設

けられている。しかし、このような健全育成

の場があるものの、参加する子どもが少な

いのが現状である。より多くの子どもが、こ

うした機会へ自主的に参加できるようにし

ていくための工夫が必要である。 
また、私たちは、須坂市の「若者」の一員

である高校生の活動についても着目し、須

坂創成高校の先生方や、産業振興部商業観

光課の方にお話を伺った。 
私たちは事前調査の段階で、須坂創成高

校は、将来須坂市内に就職することを希望

している学生が、そのための技術や知識を

身に付けるために通う学校なのではないか

と考えていた。しかし、ヒアリングを通して

須坂創成高校で行なっている教育は、どこ

へ行っても通用するような優れた技術力を

身につけるものであり、中には地域に根ざ

した進路を考えている生徒もいるが、須坂

市に就職したいという強い思いのある学生

が、地元に対する強い思いを抱き、進学する

学校というわけではないということが分か

った。 

一方で S4 カフェについて、産業振興部商

業観光課の方のお話によると、S4 カフェ来

店者はご年配の方が多く、「世代間交流の

場」にはなったが、高校生たちが目指してい

た「高校生同士が集まる場」にはできなかっ

たという。さらに、開催された場所が市民で

あれば名の知れたホールではあったものの、

わかりやすい場所とは言えない立地であり、

また、簡易的なドリンクの支給ということ

で、元々高校生が想定していたものとは違

うものになったと仰っていた。私たちはこ

のお話を受け、市と高校生の意思の疎通が

上手くいっていなかった面や、高校生カフ

ェを実現させるために、妥協した点が多々

あったのではないかと考えた。 
さらにヒアリングのほかにも、須坂市の

若者の様子を私たち自身の目で調査すべく、

フィールドワークを行った。須坂駅周辺に

は学習塾が多く、夕方にはランドセルを背

負う小学生や学生服を着た若者たちの姿を

見かけた。駅構内では、須坂創成高校の生徒

たちが育てたカンナが売られており、周辺

の花壇にも創成高校の生徒たちによって植

えられたカンナの花が咲いていた。駅前に

あるシルキービルには、市役所の商業観光

課が入っており、そこで同課の方から、高校

を卒業した大半の若者が須坂を離れてしま

う一方でその半数以上が将来地元に戻って

くるというお話を伺うことができた。また、

同じく駅前にあるイオン須坂店では、私た

ちと世代の近い若者にインタビューをする

ことができ、須坂高校の卒業生である女性

は「駅周辺に高校生の集える場所がない」と

語っていた。このフィールドワークを通し

て、須坂では若者の活躍が見られる一方で

彼らの集える場所がないということに気付

くことができた。 
（ほんもの） 

私たちは、「ほんもの」について知るため

に、第五次須坂市総合計画の推進を行って
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いる、総務部政策推進課の方にヒアリング

をさせていただいた。政策推進課の方によ

ると「ほんもの」には「にせものや作りもの

でない」「本来の」「本当の」「真に大切な」

という意味があり、「ほんもの」であること

が大切にされ、これまでも、そしてこれから

もずっと続くもののことを指すという。簡

単に言えば、「ほんもの」とは、須坂にしか

ない強み、地域資源とのことだった。具体的

には、昔から須坂に暮らしてきた人々が築

いてきた伝統や地域の多様な文化、四季

折々の豊かな自然、奉仕の精神で互いに協

力し、互いに享受しながら地域の良さを一

層高めるコミュニティ、須坂に住まうこと

で創り出される温かい気風によるホスピタ

リティ、地域に根ざした企業、須坂を愛する

思いやりなどが須坂市の「ほんもの」だと仰

っていた。 
政策推進課の方からヒアリングした話に

よると、「ほんもの」を市の政策に用いる目

的は、「ほんもの」を大切にし、市外の人が

知らない「ほんもの」がある町にすること

で、たくさんの人に来てもらいたいという

気持ちからだそうだ。そして、須坂に来て、

須坂独自の強みを体験したり、買ったりし

て、須坂の良さを知った人が移住してくる

という好循環を目指していると仰っていた。 
また、私たちは、市役所の他の課や市民の

方々にも、「ほんもの」についてお話を伺っ

たが、「ほんもの」という言葉を知っている

方はごくわずかだった。そこで「ほんもの」

という言葉についてどう思うかと尋ねると

以下のような声があった。 
「地元にある資源をどう活用していくかを

考えることは、須坂に限らずどの市町村も

必要なことだと思う。」 
「押し付けすぎると反発される。市民自ら

が『ほんもの』を大切にするように働きかけ

る必要がある。」 

「『ほんもの』という言葉を広めようとする

市役所の動きには賛成。須坂の良さをもっ

と知ってほしいし、広まってほしい。」 
「内部の人たちだけで『ほんもの』須坂と言

っていても気づけないのではないか。例え

ば、シャインマスカットは、農家さん自体も

須坂の人もおいしいと思っているけど、須

坂で生まれ育った人にとっては、美味しい

ブドウは当たり前で、普通のこと。外部の人

が来て、須坂の良さを言ってくれて初めて

気づくこともあると思う。」 
他にも須坂市のどんなところが「ほんも

の」であると感じるかという問いには、ブド

ウ、蔵、お祭り、人と人とのつながり、人の

温かみ、自然、保健補導員などが挙げられ

た。このことから、各々が持つ「ほんもの」

は違うということが分かった。 
（蔵） 
個人の興味関心に基づく班として、まち

づくりや須坂市の観光資源である蔵に着目

してフィールドワークを行った。市内を歩

く中で、コモリ餅店さんや須坂せんべい堂

さん、ゲストハウス蔵さんにお邪魔し、蔵の

保全や活用、道路整備による店舗経営への

影響、外国人観光客とのかかわりなど、様々

な事柄についての市民の方の生の声を伺っ

た。実際にお話をしてみて、また、蔵のまち

観光交流センターの職員の方やゲストハウ

ス蔵の方から、須坂市は市民の方々や市民

団体の活動が活発だというお話を伺った。

そのなかで、須坂市の市街地に多く存在す

る路地裏を活用してギャラリーのようにす

る計画が進んでいる、というお話をお聞き

したことで、路地裏に興味を持ち、まちづく

りの観点から伝統的な家の造りが残る細い

裏道を歩いた。すると、蔵などの歴史的建造

物は一か所に固まっているわけではなく、

さまざまなところに点在しており、一般の

家屋も隣接していることもあるため、蔵は
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市民にとってとても身近なものであると感

じた。 
 ヒアリングでは、産業振興部商業観光課

と生涯学習スポーツ課とまちづくり課の職

員の方々に質問をさせていただき、商店街

の活性化や情報発信、そして現在行われて

いる蔵を活かした取り組みやその保全など

について、行政としての考えや立場を伺っ

た。 
（共創） 

私たちは「市民と行政による共創」につい

て調べる中で、須坂市社会福祉協議会が行

っている「助け合い起こし」に着目した。助

け合い起こしとは須坂市社会福祉協議会が

作成した地域活動福祉計画であり、住民が

相互に協力しながら福祉の街づくりをして

いくことを目標としている。「助け合い起こ

し」は行政から一方的にサービスを受ける

のでなく、市民が主体となって共に須坂市

を創っていくという点で、共創という言葉

に非常に関連深いと感じた。そこで須坂市

社会福祉協議会にヒアリングを行った。 
須坂市社会福祉協議会は「助け合い起こ

し」を始めるにあたって須坂市民に「あなた

は困った人がいたらどうするか」というア

ンケートを行ったところ、95 パーセントの

方が「助ける」と回答したというデータがあ

るそうだ。これは須坂市民の人柄の温かみ

を示す。また、「助け合いが行われるような

雰囲気作り」と伺った。あくまでも雰囲気作

りに徹することで、助け合いコミュニティ

の中で交流を生み、信頼関係を築き、自発的

かつ長期的な助け合いを作り出すのだと解

釈した。また、須坂市社会福祉協議会が行う

子ども服のリユースバザーを見学した。こ

のリユースバザーは、ママさん同士の「要ら

なくなった子ども服がもったいない。これ

から必要な人にあげたい。」という意見交流

で生まれた助け合いの活動である。 

また、政策推進課にもヒアリングを行っ

た。政策推進課は、保健補導員が生まれた歴

史を意識し、共創推進の活動を行っている

ことが分かった。しかし、共創のまちづくり

パートナー登録制度と呼ばれる、地域や市

民に貢献したい人に登録してもらい、掃除

やパトロールなど地域がしてほしいことと

の仲介をする、という制度があったが、登録

してくれる市民があまりいなかったため、

平成 27 年度に廃止されていた。 
さらに、政策推進課は市民の声を積極的

に取り入れており、若者の意見も取り入れ

るために、市内の高校生による討論会を行

った。彼らは S4 という名で政策研究をし、

須坂市民の声を聞いて政策研究に生かすた

めに、夏休み期間中、シルキービルの 2 階

で高校生カフェを開いていた。飲み物を出

していたが、料金は取らずに募金箱を置く

だけで、利益を出すことを目的としていな

かった。お客さんはお年寄りが多かったそ

うだ。 
高甫村のフィールドワークも行った。高

甫村は保健補導員発祥の地である。保健補

導員が生まれたことは、共創の意識が生ま

れたきっかけでもあるのではないかと考え、

須坂の人々の共創の意識についても何か分

かるかもしれないと思ったからだ。 
須坂市の中心部から臥竜公園を通り高甫

村まで歩いて行った。そこで印象的だった

のは市街地と農村部の差である。市街地と

は違い歩いている人はほぼおらず、リンゴ

畑やブドウ畑が広がっていた。私たちはこ

れまで中心の市街地しか見ていなかったの

で同じ須坂市でもこんなにも環境が違うの

かと驚いた。 
もう一つ印象的だったのは人の親切さだ。

高甫村で何人かの人にお話を伺ったり公民

館に伺ったりしたところ、保険補導員につ

いてはあまり知られていなかった。しかし、

どの方もとても親切に対応して下さり須坂
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の「世話やきさん」の風土を感じられた。結

果的には保健補導員との関係性はあまり感

じられなかったが、こういった私たちが体

験した「困っている人を助けたい」と思う風

土は、共創の下支えをしているのではない

かと感じた。 
 
1-3 仮テーマからの見方の変化 
 私たち新原ゼミではサマースクール前の

事前調査から、「若者」・「共創」・「ほん

もの」の 3 つのキーワードをもとに須坂を

多面的に捉えていくという仮テーマを立て

た。その仮テーマをもととしてサマースク

ールに臨み、ヒアリング調査、フィールドワ

ークを行った。その際、私たち新原ゼミは、

仮テーマで立てていた「若者」・「共創」・

「ほんもの」の 3 つのキーワードの見方が、

事前調査の段階とサマースクールに行った

後で変化していることに気が付いた。この

現地での変化の気付きは、新原ゼミが調査

の手法として仮説生成型 2をとっているた

め、須坂を多面的に捉えるうえで非常に重

要になっていくと考えた。最初に「若者」に

ついて、事前調査の段階では、少子高齢化な

どの影響もあり若者の活動はあまりないと

仮定していた。しかしフィールドワークや

ヒアリングを通して高校生と地域のかかわ

りを発見し、若者がまちづくりや様々な事

業に参加していることが分かった。次に「共

創」については、市民と行政の結びつきが強

く活動が活発だと考えていた。しかし須坂

でヒアリングなどを行った結果市民主体の

活動の方が盛んであると感じた。最後に「ほ

んもの」に関しては、事前調査の段階では第

五次総合計画の三木市長の言葉の中で須坂

市にとって大切なものの総称として「ほん

もの」という単語を用いており、この言葉が

                                                      
2 ある事象に対して仮説を立てその仮説を

検証しそこから得た事実からまた新たな仮

須坂市の多くの人たちに認識されていると

仮説を立てていた。しかし市役所や市民へ

のヒアリング、市街地へのフィールドワー

クを通して、「ほんもの」という言葉自体は

あまり浸透していないように感じた。一方

で、蔵やナガノパープルという地域資源と

同時に、須坂市民同志の繋がりなど、それぞ

れ違った認識で「ほんもの」を理解している

ようにも感じた。 
  
第 2 章 政策提言 
 この章では、実際に須坂市に対して政策

提言をするにあたり、これまでに調べた事

前調査やサマースクールでの現地で得た知

見がどのように繋がり、どの様なことを考

え今回の政策提言を考え出すに至ったかを

書いていく。 
 
2―1 政策への経緯 
須坂市から戻った後、各々が須坂市で見

たこと・知ったこと・感じたことをフィール

ドノートという形でまとめ、数多くの話し

合いの場を設けて「須坂市になってほしい

姿とは」を念頭に置きながら、政策提言につ

いて議論した。その過程で、第五次須坂市総

合計画の表紙に書かれてある「ほんもの」と

いう言葉に着目し、須坂市での見聞や経験

を踏まえ、「ほんもの」を「市民一人一人が

考える須坂市の独自性」と解釈した。 
 

1.市民と市民の関係から 
須坂市で実施したフィールドワークで市

民の方に「ほんもの」とは何かを伺ったとこ

ろ、ある人は蔵を挙げ、またある人はナガノ

パープルを挙げるなど、答えは一様ではな

かった。つまり「市民一人一人が考える須坂

市の独自性」は異なることが見えてきた。ま

説を立てていき、事象を捉えていく手法。 
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た、このような私たちの問いかけに対し親

切に答えてくださる須坂市民の住民性も

「ほんもの」に含まれるのではないかと感

じた。須坂市をよりよい町にするうえで、市

民が須坂市の様々な魅力を再発見し須坂へ

の愛着を深めることが大切である。そのた

めに様々な「ほんもの」を持つ市民同士が話

をして互いへの理解を深めることが必要で

はないかと考えた。そのような行為を私た

ちは「相互認識を深めること」と定義し、そ

のために市民同士が話をする場を「交流の

場」と位置付けた。 
実際に、須坂市にはサロンやバザー、現在

は開かれていないものの S4 の高校生カフ

ェなどの「交流の場」は既に存在している。

しかし、例えばサロンは高齢者の方が集ま

る場、バザーは子育て中の母親の集まる場

というようにそれぞれの「交流の場」はそれ

ぞれ限られた世代や団体ごとに分かれ、世

代間交流が可能な「交流の場」は信州すざか

農業小学校などに限られているという印象

を受けた。以上のことから、老若男女様々な

市民が、異なった「ほんもの」の認識を持つ

者として互いに交流する場が必要ではない

かと考えた。 
  

2.市と市民の関係から 
私たちは、ヒアリングやフィールドワー

クを通して、須坂市がまちづくりをするに

あたって市民の協力を必要としており、積

極的に市民の声を取り入れようとしている

と感じた。しかし、その中には、あまり上手

くいかなかった取り組みもあったとお聞き

し、市と市民のかかわりについても目を向

けた。例えば、S4 が開いた高校生カフェは、

高校生同士が集まる場を作りたいという高

校生の思いから出来たものであるが、実際

に訪れる方はお年寄りの方が多く、そのよ

うな場にはならなかったという。分かりや

すい場所とはいえない立地や、簡易的なド

リンクの支給など、高校生が思い描いてい

たカフェとは違ってしまったそうだ。この

ことから、私たちは、市と高校生の意思疎通

が上手く出来ていなかったのではないかと

考えた。また、共創のまちづくりパートナー

登録制度や、市が押し出している「ほんも

の」という言葉が、あまり浸透しなかった点

においても、似たようなことが起きている

ように感じた。特に、共創のまちづくりパー

トナー登録制度は、ボランティアを「した

い・できる」方や団体に、パートナーとして

登録してもらい、「してほしい」ことがある

地域等に仲介するというものであったが、

登録数は芳しくなく、平成 27 年に廃止され

てしまっている。 
これに対し、須坂市で多くの方からお話

を伺うなかで、社会福祉協議会の取り組み

において、市民の意見を上手く取り入れて

いると感じる事例があった。それは、サロン

という交流のできる場を用意し、それによ

って市民の声を聞くことができ、バザーと

いう新しい場が生まれたというものである。 
この事例から、私たちは、市と市民の相互

理解を深めるためにも、市民が意見を出し

やすい場づくりが必要なのではないかと考

えた。 
 
3.小括 
実地調査後、私たちは実際に見聞きした

事実をもとに新原ゼミとしての「政策提言」

とは何か、議論をした。議論を重ねていく中

で、市民と市民、そして市と市民という 2 つ

の関係性を発見し、それぞれの観点から、須

坂市に必要なものについて改めて考えてみ

た。      市民と市民という観点で

は、市民同士が須坂にある魅力を再発見し、

愛着を持つために、「相互認識」と「世代を

超えた交流の場」が大切だと考えた。市と市

民という観点では市役所と市民の間で一部

認識に差があった事例と交流の場を生かし
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た社協の取り組みから、市民が意見を出し

やすい交流の場が必要であると考えた。上

記の理由から須坂市において必要なのは

「交流の場」であると考え、私たちは「交流

の場」について詳しく調べた。 
 
2-2 具体的政策提言 
 
1.政策提言としての交流の場 
・「交流の場づくり」の目的① 
愛着〈市民と市民の交流〉 
交流の場を作ることにより、まず、市民同

士の交流が創出される。そこでは、普段は話

す機会はないけれど、同じ須坂に住んでい

るという点で共通している、様々な人々と

老若男女問わず会話を交わす機会ができる。

会話の内容は、最近身の回りで起きたこと

や、近所のスーパーのこと、自分の家族のこ

と、生活のこと、将来のこと、須坂に対して

抱いている考えなど、何でも構わない。会話

をしていくなかで、相手の人間性を知った

り、考えを共有し合ったりすることができ、

相互への理解が深まる。 
この交流を繰り返していくことで、私た

ち新原ゼミは市民と市民の相互認識が生ま

れると考えた。 
相互を認識し合うことで、お互いを理解

し、尊重し合える関係性が構築され、須坂の

特産物であるナガノパープル・シャインマ

スカット、蔵の街並みに限らず、街の景観

や、自然、そして、須坂の人の良さなどに対

して愛着が生まれる。その愛着は、人々の行

政の活動に対する関心を生み出したり、地

元に良さを見出し「須坂に戻りたい」という

気持ちから、U ターンする人々を増やした

りすると考える。 
 

・「交流の場づくり」の目的② 
下地の再発見・再構築〈市民と行政の交流〉 

2つ目の具体的な交流の場の内容として、

市民・行政間の交流を想定した。ここで市民

と行政の交流が重要であると考えるに至っ

た理由としては、大きく二つのことが挙げ

られる。第一に、須坂市をヒアリングやフィ

ールドワークで調査する中で、市役所と市

民の方との間で部分的に認識の差があると

感じたことである。一例を挙げると、須坂市

役所と高校生の有志によって運営された高

校生カフェについて、「上手くいっている

か」という内容の質問でも、市役所の方と市

民の方では、活動に満足しているかという

点で大きく異なっていた。第二に、「共創」

の活動の困難さを感じたことである。須坂

市共創のまちづくりパートナー登録制度が

平成 27 年度に廃止されたなど、「共創」の

取り組みは成功しているとは言えない状況

にあった。 
私たち新原ゼミは市民と行政が相互認識

を行いながら、協力してまちづくりを行え

るようにしていくには、まず信頼関係とい

う「下地」があることが大切なのではないか

と考えた。そこで、こういった「下地」を構

築するには、市民と行政が小さなことから

一緒に取り組んでいき、「交流の場」などを

通して少しずつ信頼関係・協力関係を築い

ていくことが重要である。信頼関係・協力関

係が強化されることで、市民・行政間での活

発な意見交換が可能になり、さらにそれが

相互理解につながる。須坂市社会福祉協議

会の子供服のリユースバザーが、ママさん

同士や社会福祉協議会との信頼関係・協力

関係という下地があって生まれたように、

こういった下地ができることではじめて、

市民と協力したまちづくりが実現できると

結論づけた。しかし、信頼関係の構築には長

い時間がかかるので、この下地作りにも長

期的な取り組みが必要となる。また、須坂市

には長い期間をかけて作られた下地が必ず

しもないわけではなく、フィールドワーク

ではいくつかの交流の場を再発見すること

ができた。そこで、現在すでに存在する須坂

市独自の下地に、市民・行政間の信頼関係と
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いう新たな下地が加わり、須坂市全体で新

たな下地の再構築が進むことで、より良い

まちづくりを行うことが可能になると新原

ゼミでは結論付けた。 
 
2.事業としての蔵フェスとその目的 
このように、愛着を持ってもらうことや、

下地づくりの第一歩として、更には様々な

世代・地域の人々が楽しんで参加できるも

のの例として、「蔵フェス」というものを考

えた。この蔵フェスの概要は、須坂の独自性

や強み、例えば、蔵・ブドウ・ワイン・若者

の活動などをテーマに、様々な世代・地域の

人々を対象として、可能であれば「蔵」のよ

うな須坂市ならではの場所を会場にして集

まってもらい、交流を図るというものであ

る。 
この政策を実施するメリットとは、市民

団体、市民の活動を把握できること、「須坂

といえば！」といった認識やお互いの大切

なもの、つまり須坂の良さに気づけること、

市民同士での幅広い交流が生まれること、

行政の活動を PR できることなどが挙げら

れる。 
これを実行する主体としては、「ほんも

の」を打ち出している政策推進課、祭りなど

を進めている商業観光課を中心として、市

役所の他の部署も巻き込みながら取り組ん

でいくのが良いのではないかと考えた。ま

たこの政策は、市民が行政と協力しながら

実行委員として蔵フェスの運営に関わるこ

とで、行政と市民との間で信頼関係を築い

ていくことを最大の目的としている。しか

し、信頼関係というものは簡単には構築す

ることができない。こうしたイベントを行

政と市民が定期的・長期的に行うことで共

に協力し合おうという雰囲気を少しずつ創

っていくことが重要だと考えた。 
  
3.政策提言まとめ 
 私たちが掲げた交流の場づくりとは、政

策目標である。この交流の場づくりの根本

的な目的は、前にも述べた通り須坂への愛

着を生み出すこと、市民と行政が協力する

下地を再発見・再構築することだ。この交流

の場を生み出すためには、目的の達成につ

ながる交流の場を蔵フェスなどの計画とし

て長期的・定期的に進めることが必要であ

ると私たちは考えた。よってこの 3 つの目

的、目標、計画は単に一方向に循環している

のではなく、3 つそれぞれが互いに関わり

合っている。 
 
おわりに 
 今回の須坂市でのサマースクールに対し

て、私たち新原ゼミは ABC 生全員で事前調

査の段階から臨んだ。事前調査の段階でゼ

ミ生一人一人が異なる須坂の事象を調べて

おり、独自の捉え方をしようとしていた。そ

れら全ての意見を一つにまとめることはも

ちろん時間がかかり困難である。しかし新

原ゼミではそれらの考えの一つ一つの意図

を汲み取って、須坂に対して共通して言え

ることはなにかを探すという作業に重点を

おいてきた。そのような作業をしている中

で、新原道信教授は基本的に指示を出さず、

私たちゼミ生が一から仮説を立てて、政策

提言まで考えていくという流れの中で、大

きな過ちを犯しそうなときだけ助言してく

ださるという、「温かい目で見守る」という

立ち位置であった。勿論、教授が一から指示

を出し、それに従っていくという作業も間

違いなく正しく、それでいて時間もかから

ない。ではなぜ私たち新原ゼミではそのよ

うな方法を取らなかったのであろうか。そ

の答えとして、一つの観点から地域という

ものは捉えることは困難であり別の視点か

ら見ればまた異なった地域の持つ側面が見

えてくる。そのような理解を、作業をしてい

く中で理解してほしかったのではないかと

考えた。実際、ゼミ生一同はそれぞれ独自の

考えを持っていたが、最後の報告会には一

つの形に収まった須坂という地域への理解

を全員で得ることができた。今回、サマース

クールで行った作業、そして須坂市での貴

重な経験は、この先の長い人生の中で心の

支えとなっていくであろうと考えた。 
 
須坂市の方々へ 
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今回、市役所をはじめとした須坂市の皆

さま、中央大学のサマースクールを受け入

れていただき誠にありがとうございました。

須坂市の方々のおかげでこの期末報告書を

無事完成することができました。特に市役

所の方々には、ヒアリングの際に多くの資

料の準備、私たちの質問に対して丁寧なご

回答をしていただきました。また、フィール

ドワーク・ヒアリング時に温かく迎え入れ、

親切に対応してくださった須坂市民の方々

にも深くお礼を申し上げたいです。須坂市

の多くの方々・ものとの出会いを今回限り

にせずに、また会えることを楽しみにして

います。 
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Ⅰ はじめに 
  
ワーク・ライフ・バランス（以下、WLB

とも表記）について内閣府は、「国民一人一

人がやりがいや充実感を感じながら働き、

仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地

域生活などにおいても、子育て期、中高年期

といった人生の各段階に応じて多様な生き

方が選択・実現できる社会」と定義してい

る。これは単に仕事と生活を同じ程度に重

視するということではなく、多様な働き方

を選択することにより仕事と生活の調和を

図ることを意味している。日本では、長時間

労働による過労死が問題となっており、最

近では電通の社員の過労自殺を機に長時間

労働が社会的注目を集めた。政府も「働き方

改革」と題して長時間労働の是正や女性や

高齢者の就業促進など WLB に基づいた政

策を進めている。WLB という観点を導入す

る目的は、男性や女性といった性別やその

他の属性によらず、誰もがもっている能力

を十分に発揮し、働きながらいきいきと生

きることができる社会を作ることである。 
植野ゼミにおいては、須坂市におけるサ

マースクールの際に、須坂市の WLB の現

状を調査し、課題と展望を探り政策提言を

行うために、須坂市役所の関係各部署並び

に須坂市の民間企業の代表として、オリオ

ン機械株式会社を訪れた。 
 

1  ワーク・ライフ・バランスの現状 
かつて日本においては「男は仕事、女は家

庭」という男女の性別役割分業が強く根付

いていた。戦後から高度成長期にかけては、

男性が世帯の大黒柱として家族を養い、女

性が専業主婦として家事や育児を行うとい

う分業が当然のように行われていた。しか

し女性の高学歴化に伴い、女性の社会進出

が見られ、女性も働くようになってくる。さ

らにバブル崩壊後不景気に入ると、賃金上

昇率が低くなったことから、男性だけでは

家族を養えない世帯が増加し、共働き世帯

が増えた。総務省の労働力調査によると、平

成 9 年には共働き世帯の数が専業主婦世帯

を上回り、平成 28 年度には共働き世帯

112,9 万世帯に対して、専業主婦世帯は 664
万世帯となっている（図表 1）。しかし共働

き世帯が増加し、男女ともに働くようにな

ったにもかかわらず、男女の固定的な性別

役割分担意識は残っている。実際に「1 日あ

たりの 6 歳未満の子供を持つ夫婦の家事・

育児関連時間」をみると、妻は家事・育児に

1 日当たり 7 時間 41分費やしているのに対

して、夫は僅か 1 時間 7 分しか費やしてい

ない（図表 2）。ここから、女性は、男性の

協力をえられないまま、家事・育児の負担は

変わらずに担い、それに加えて外で働く労

働時間も増えることになっていることがわ

かる。すなわち、女性は家事と労働との二重

負担を強いられているのである。そのため

男性も積極的に育児へ参加し、男性にとっ

ても仕事と子育てを両立させることが重要

となる。 
男性の家事や子育てへの参加率は低いが、

男性の側の、性別役割分担意識が全く変わ

っていないわけではない。世論調査による

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであ

る」という考え方（性別役割分担意識）に関

する意識の変化を見てみると、反対する者

の割合（「反対」＋「どちらかといえば反対」）

は、男女とも長期的に増加傾向にあり、か

つ、平成 28 年調査では，男女ともに反対の
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割合が賛成の割合（「賛成」＋「どちらかと

いえば賛成」）を上回っている（図表 3）。意

識が変わりつつある一方で、男性の長時間

労働や男性中心型雇用慣行が男性の家事・

育児参加の妨げとなっている。また、男性の

育児休暇制度が未整備なことなど社会的基

盤が変わっていないことにも原因はある。

平成 28 年度における男性の育児休業取得

率は、3.16％（厚生労働省の調査）と、女性

の育児休業取得率 81.8%と比較すると大き

な差があり、未だ変化の兆しは見られない。 
実際、性別役割分業は女性就業に不利益

を与えている。性別役割分業によって、女性

に子育ての負担が集中するため、出産退職

傾向がみられる。育児休業を取得する女性

は増えているが、出産前後に就業を継続す

る割合は増えておらず、6 割以上の女性が

出産を機に離職する傾向がある。またこれ

により性別によって男女の勤続年数に違い

が見られるため、企業は男性を主力として

採用しようとする傾向があるし、人的投資

を積極的に行うインセンティブを持つ統計

的性別差別が発生する。また「女性は結婚・

出産すると離職してしまうため、女性の育

成や人材投資を行っても無駄になる」とい

う考え方や「女性は男性に比べ生産性も向

上心も低い」という考え方を日本企業の管

理職は持っている。こうしたことが、女性の

管理職割合の低下や出産退職を招いている。

そして求職中の女性も、子育てを専ら自ら

が担うことを前提として仕事を選ぶ。それ

ゆえ、転勤があるような基幹的業務の総合

職ではなく、転勤がなく定型的業務の一般

職に選択するということになる。結果的に

女性のキャリア選択の幅を狭めてしまって

いる。さらに統計的性別差別や性別職務分

離による雇用管理によって男女の賃金や昇

進に差が生まれる。このように現在の日本

では、女性の労働参加や共働き世帯が増加

している一方で、企業の労務管理や社会の

性別役割分担意識は従来のままであるとい

うアンバランスが見られる。そのため短時

間勤務やフレックスタイム制度といった柔

軟な働き方の導入や男女ともに育児休業を

取得できるような制度の導入、長時間労働

の是正など、仕事と子育て、私的時間を両立

できるような WLB の実現に向けた施策の

導入が必要である。 
欧米諸国では WLB の取り組みが進んで

いる。フランスと比較してみると、年平均労

働時間は日本より短く、時間外労働(1 週 40
時間以上)者の構成割合も低い。さらには週

48 時間以上働いている労働者の割合は日

本の約半分である（図表 4）。また、女性の

労働力率をみても日本は出産時に離職傾向

が強いため M 字型曲線を描いているが、欧

米諸国ではそのような曲線はみられない。

また欧米諸国では管理職に占める女性の割

合はフランス 39.4％、イギリス 34.7％であ

るのに対し日本は 11.3％である。これらの

ことから日本は WLB の取り組みが遅れ、

必然的に女性の社会進出が遅れる結果とな

っている。社会の変化に制度が追い付いて

いないという日本の現状を打開するために

も WLB に関わる施策が注目されている。 
 

2 ワーク・ライフ・バランスの効果 
WLB は、個人の生活を豊かにするだけで

なく、企業の活性化においても、また地域の

活性化においても一定の効果をもっている。 
 

（1）個人への効果 
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日本の WLB の政策というと女性の育児

休業制度や待機児童を減らすための保育園

の増加や短時間勤務やフレックスタイムの

導入などがとりあげられる。しかしそのほ

かに男性の家事・育児参加のための育児休

業制度や長時間労働の是正、男女や、正規・

非正規との賃金格差、高齢者や障がい者の

就業支援など、老若男女を問わず、全世代に

向けた取り組みを行うことで、誰もが自ら

のもつ能力を十分に発揮し、働きながらい

きいきと生きることができる社会を作るこ

とを可能とするものである。 
 

（2）企業への効果 
現在日本では、かつてないほどの人口減

少に見舞われていて、少子高齢化が進行し

ている。日本の労働市場は縮小傾向にある。

企業では人手不足が深刻であり、男性の長

時間労働だけでそれを補うことは限界にき

ている。また過労死も多いことから、長時間

労働の規制が必要となっている。そのため

男性だけではなく女性や高齢者も自らの力

を最大限発揮して、働けるような職場環境

を作ることは、企業にとって、雇用の継続を

はかり、ひいては人手不足を解消し、人材育

成のための経費削減につながるなど、メリ

ットが大きい。 
女性も働くようになった今日において、

優秀な女性が出産や育児を機に会社をやめ

てしまうことは、女性自身のキャリア形成

にとっても損失であるが、企業にとっても

せっかく育てた人材を活用できないことに

なり、効率という点でも損失である。企業が

改善すべき重要な課題である。そこで WLB
の観点から、長時間労働を是正したり、柔軟

な働き方を導入したりするなど、働き方を

改善することで、性別やその他の属性によ

らず、誰もがその自らのもつ能力を十分に

発揮することで、精神的にも豊かな生活が

可能となる。そうした職場環境を作る姿勢

が企業側に求められている。 
   

（3）社会への効果 
日本に根付いている性別役割分担意識、

性差に関する偏見により、女性の活躍には

未だに多くの困難がある。男女に関係なく

仕事と生活のバランスをとる、豊かな生活

をおくるようになることで、生活基盤を確

保しつつ、心身に余裕ができる。WLB の実

現は、経済社会の活性化、少子化などの人口

オーナス解消、男女が共に暮らしやすい社

会の実現が可能となる。 
（担当：永野） 
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Ⅱ 須坂市の現状 
 
1 少子高齢化 
 須坂市の人口は平成 24 年には 51,549 人

であったが、平成 28 年には 50,535 人と

年々減少している。人口の割合に関しても、

年少人口割合(15 歳未満)及び生産年齢人口

割合(15 歳以上 65 歳未満)が減少している

のに対して高齢者人口割合(65 歳以上)は増

加しており、須坂市は少子高齢化の傾向に

あることがわかる（須坂市 HP 平成 28 年版

須坂市の統計「2 グラフでみる須坂市」） 
出生率に関しては、長野県全体では平成

25 年に 1.54 と、全国平均の 1.43 を大きく

上回る数値となっている。（長野県企画振興

部総合政策課（2015）「長野県の人口の現状

分析」）。また、合計特殊出生率の全国順位

は、一桁もしくは 10 位台を約 30 年間維持

している状況にある(長野県 HP 保健衛生関

係主要統計 「2 合計特殊出生率」)。平成 28
年における須坂市の数値は 1.74 で、これは

市が記録している過去 10 年で最も高い結

果である。出生数は、死亡数と比較するとそ

れほど変動はみられないが、毎年一桁もし

くは十人単位で減少している傾向にある。

（「2 グラフでみる須坂市」より） 
また転出・転入数をみると平成 22 年まで

は、明らかに転出が転入を上回る結果とな

っていたが、平成 23 年以降はそれぞれの数

値にあまり差がない状況が続いており、平

成 28 年には転出数と転入数が等しい数値

を表している。年齢別にみると男女ともに

15 歳～24 歳の高校・大学卒業のタイミング

での転出、30 代の仕事関係での転出が多く

みられる。転出入先として、それぞれ約 7 割、

約 5 割が長野市をあげていることから、地

域全体として連携を強化し、転出の問題に

ついて考えていくことも、今後必要になる

と考える。さらに、利便性から、首都圏への

転出が増加していることも近年の特徴とし

てあげられる。 
これらのことから、須坂市では全体的に

人口が減少していく中、男女とも十年後に

は若年層の減少が著しく、特に出生数の減

少により、若年層の比率がさらに下がるこ

とが想定され、大幅な人口減少が危惧され

ている。 
 

2 女性の社会進出 
 須坂市における性別役割分担意識調査に

よれば、肯定する人の割合は約 20年で 50％
減となり、否定する人の割合は 10％増とな

っている（第四次すざか男女共同参画計画）。

しかし、過去約 20 年の調査において、もっ

とも数値の変動が生じたのは「どちらとも

いえない」という項目であり、平成 2 年に

は 1.5％であったが、平成 24 年には 21.4％
という結果となった。これらのことから、意

識改革は進行しつつも、これまでの価値観

や固定概念を覆すことまでにはいたらず、

未だに途中の段階であることが窺える。女

性の参画状況においては、市議会議員に占

める女性議員割合は 1 割、市内に存在する

69 町の区長が全て男性という点から、特に

女性の政治参画の割合が低いことが問題で

あるといえるだろう（ヒアリングより）。 
（担当：門脇） 
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Ⅲ 調査報告 
 
私たち植野ゼミは「須坂市におけるワー

ク・ライフ・バランス」をテーマに、以下の

課や事業所でヒアリングを行った。 
 
総務部総務課 
 総務課は市内及び市役所内の基礎情報を

把握しているとともに、具体的な政策を進

めている。市民の WLB の実現を目指すう

えで、見本となるべき市役所内の現状をう

かがった。 
（担当：門脇） 

 
総務部政策推進課 
 移住支援の専門チームを発足し、空き家

バンクや移住体験ツアーなど、移住者の定

住促進の政策を行っている。現段階での、チ

ームの成果、また今後の可能性や展望につ

いてうかがった。 
（担当：門脇） 

 
市民共創部男女共同参画課 
男女共同参画課では男女共同参画の地域

づくりを行っている。私たちは男女平等を

基礎に据えて WLB を考えている。具体的

な推進のための政策を知るため、うかがっ

た。 
（担当：矢島） 

 
産業振興部産業連携開発課 

WLB の実現のためには、企業独自の取り

組みに任せるだけではなく、自治体からの

働きかけが必要である。特に育児休暇の取

得や長時間労働に対して、具体的な取り組

みを通して、市役所からの視点での、労働状

況についてうかがった。 
（担当：柏樹） 

 
教育委員会子ども課 

須坂市では「地域の子どもは地域で育て

る」という理念の下、「子育て家庭にやさし

い街づくり」を推進している。働きながら子

育てをするための具体的な支援について詳

しくうかがった。また、母親だけではなく、

父親や地域での子育ての実現に向けて行っ

ている多くの取り組みについて、その実態

をうかがった。 
（担当：柏樹） 

 
健康福祉部福祉課 
 須坂市内では離婚を原因とした母子家庭

世帯が増加してきている。そのようなひと

り親に対する、給付金などの経済的支援や、

相談支援などのその他の支援についてうか

がった。 
（担当：柏樹） 

 
オリオン機械株式会社 
オリオン機械はくるみんマークなどに認

定されていることから分かる通り、長野県

内の中でも WLB の導入に積極的に取り組

んでいる企業である。今回は職場改善のイ

ンセンティブ付与の政策である認定制度を

受けている企業を訪問することで、認定企

業の実態をうかがった。 
（担当：永野） 
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1 総務部総務課 
  
須坂市における WLB を考えるにあたっ

て、まず須坂市の行政を担い、市民の WLB
を推進する立場となる市役所において、ど

のように WLB の取り組みが進められてい

るのかを理解することが必要である。 
須坂市では、職員の職業生活と育児・家庭

生活の両立を目指し、ニーズに即した対策

の推進と環境整備を図るため、特定事業主

行動計画が定められている。この計画は、次

世代育成支援対策推進法、そして平成 27 年

に制定された女性活躍推進法を基に作成さ

れ、より現代の労働環境の改善に即した内

容が盛り込まれている。この中でも注目す

べき点は、女性職員の活躍推進に向けた取

り組みである。通常、女性の社会進出という

と、女性のみに目を向ける対策になりがち

だが、須坂市では男性の家事・育児への参画

が少ないことを問題にあげ、男性の働き方

の改善に努めている。WLB 実現には、現在

の働き方を見直して、仕事と生活のバラン

スを考える必要がある。須坂市が公開して

いる数値目標や女性の活躍に関する情報、

ヒアリングの結果をもとに、須坂市役所自

体における WLB を、「働き方」、「長時間労

働是正」と「休暇取得」という三つの視点か

ら考察する。 
 

（1）働き方 
 須坂市では、職員の生活スタイルにあわ

せて無理のない仕事ができるように、「月内

勤務時間調整制度」を導入している。これ

は、平成 24 年に作成された時差出勤制度を

改善したもので、大きく異なる点は当日に

申告できること、そして月内でその時間を

埋め合わせれば良いということである。当

初は、市民向けに開催する講演会を担当す

る課など、事前に予定が把握できる部署の

職員しか利用できない状況であったが、平

成 29 年 5 月に改正されたことにより、より

多くの一般職員も利用可能になっている。 
 
（2）長時間労働是正 
 長時間労働是正の取り組みについては、

「ノー残業デー」と「上限残業時間の配分」

があげられる。現在、第四次すざか男女共同

参画計画に基づき、水曜日と金曜日にノー

残業デーが設置されている。庁内において

も、17 時に帰宅を促す放送をしているが、

やむを得ず残業となる場合は、書類を提出

する義務が課されている。また、市役所全体

としての残業時間を削減するため、各部署

に上限残業時間を配分し、8 月末には前年

度比 20％減少という成果をあげている（ヒ

アリングより）。部署ごとに繁忙期が異なる

中、一律の目標値を定めないことが、無理の

ない残業時間の削減に繋がったと考えられ

る。 
 
（3）休暇取得 
 職員の育児休暇取得率については、平成

27 年、28 年ともに、男性の取得率は 0％と

なっている。また、平成 27 年における配偶

者出産休暇、育児参加のための休暇の取得

率は 12.5％、平成 28 年においては前者が

46.67％、後者が 13.33％という結果であっ

た（ヒアリングより）。配偶者出産休暇につ

いては、今後も順調に取得率が伸びること

が予想されるが、やはり育児参加のために

仕事を休むことに対しては、抵抗が生じて

いるように感じる。 
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（4）課題 
 育児休暇取得率の向上について、一般的

に課題としてあげられるのは、職場環境の

改善や職場の理解であるが、ヒアリングを

通して須坂市には既に職場の理解があるこ

とはわかった。したがって、現在ある様々な

制度についての認識を深め、具体的な利用

方法を提示することで、市役所全体として

育児休暇取得率のみならずその他の休暇取

得率も上昇し、多くの職員が生活スタイル

にあわせた働き方をすることが可能になる

のではないかと考える。 
 

（担当：門脇） 
 
 
2 総務部政策推進課 
 
 政策推進課では、主に行政の総合計画、移

住者支援、空き家バンク、地域おこし協力隊

に関する業務を扱っている。須坂市は、隣接

する長野市、上田市のベッドタウンとして

の役割を担っており、今後他市町村との連

携を強化することで人口増加の対策を練る

必要がある。人口減少は税収減少につなが

り、WLB のための政策が十分に策定できな

いおそれも出てくる。また、市内に高齢者だ

けでなく、多様な人材が存在することが市

の活性化につながると思われる。ここでは、

大きく分けて「転出入の現状」と、「移住支

援」について見ていく。 
 
（1）転出入の現状 
 平成 26 年の転出者及び転入者アンケー

トによれば、転出の理由としてあげられる

のは 7 割が仕事、3 割が結婚である。また、

転入の理由は 3 割が仕事、2 割が同居であ

り、親の介護のために引っ越してくる方も

いるのが現状である。 
転出する際の家族構成としては、単身が

65.7％と最も高く、ついで親と子の二世代

世帯が 25.5％である。年齢は 20 歳～39 歳

まで(20 歳未満含む)の若年層が全体の 6～
7 割を占め、60 歳以上の年齢層は、全体の

1割未満である。転出先は拮抗しているが、

首都圏の 27.5％、長野市の 25.5％、その他

県内の 24.5％が上位を占めている。上位三

カ所で全体の約 8 割近くとなっている。ま

た、須坂市の改善点を問う項目では、「公共

交通の利便性が悪い」が高く、50％に上っ

た。「通勤・通学の不便」も 28.4％と 2 番目

に高く、アクセスの悪さが課題となる。 
転入する際の家族構成は、単身が 33.1％、

二世代世帯が 31.5％、夫婦が 30.0％と、転

出に比べ、世代が固定されていない印象を

受ける。転入元は、35.4％の長野市が最も高

く、23.1％のその他の県内、16.9％の首都圏

と続いている（平成 26 年度まちづくりのた

めの転出者及び転入者アンケート実施結果

報告書）。 
 

（2）移住支援 
 須坂市では、平成 26 年度に信州須坂移住

支援チームを発足させ、移住セミナー、移住

体験ツアー、そして移住相談会に至るとい

う段階的な政策を行っている。当初、平成

32 年度(2020 年)の移住者の目標値を 40 人

と定めていたものの、平成 26 年に 11 人、

平成 27 年に 26 人、平成 28 年に 47 人の実

績をあげ、大きな成果を生み出している（須

坂市人口ビジョン、まち・ひと・しごと創生
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総合戦略基本目標 2 における実績）。具体的

な取り組みとしては、既述した、移住セミナ

ー、移住体験ツアー、移住相談会等を行って

いるが、年々その回数を増加させている。ま

た実際に移住した方々との交流を図ること

で、アフターフォローも充実させている。平

成 28 年度の移住相談が 105 組と、平成 26
年度の 3 倍以上を記録したことから、今後

さらなる移住者の増加が期待できる。 
 
（3）課題 
 須坂市は、先にも述べた通り長野市や上

田市のベッドタウンとしての役割を担って

いる。人口増加の対策に際し、他市町村から

住民を募ることも可能であるが、それは長

野県全体としての人口増加には繋がらない。

目の前の状況だけではなく、将来的に考え

ると、近隣地域が締結し、各々の長所を生か

しながら移住者を全体として増やしていく

ことが望ましい。転出者アンケートからは、

交通アクセスの改善を求める意見が多くあ

ったが、この問題に対しては財政的な負担

もあり、現実的に早急な解決は困難である。

だからこそ、地域間の連携を強化し、新たな

財政負担を最小限に抑えながら、人口増加

のための対策を考えるべきであろう。 
 

（担当：門脇） 
 
  

3 市民共創部男女共同参画課 
 
市民共創部男女共同参画課の主な業務は、

男女共同参画の地域づくり、啓発、各種講

座、女性相談、配偶者間暴力相談窓口であ

る。数多くの業務があるうち、とりわけ

WLB と関係するのは男女共同参画に関わ

る事柄である。 
男女共同参画社会とは、「男女が、社会の

対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され、もって男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担うべき

社会」（男女共同参画社会基本法２条）のこ

とをさす。この基本は個人の尊重と男女平

等にある。 
 男女共同参画社会基本法は、平成 11 年に

制定された。この法律は日本国憲法の個人

の尊重（13 条）や平等原則（14 条 1 項）の

規定のみならず、男女平等に関する国際的

な潮流の影響を受けて制定されている。 
 日本では、昭和 21 年に日本国憲法が公布

され、翌年施行されて、女性の法制上の地位

は、それまでの家父長的な「家」制度のもと

での男尊女卑の考え方から脱却し、抜本的

に見直されることとなった。その後、女性差

別撤廃条約（昭和 54 年に国連採択、昭和 60
年に日本批准）が、日本において男女平等を

めぐる法整備に大きな影響を及ぼした。ま

た、平成 7 年に北京で行われた第 4 回世界

女性会議では、「北京宣言および行動綱領」

が採択されたが、この流れを受けて、日本で

も平成 11 年に男女共同参画社会基本法が

制定されたのである。男女共同参画社会基

本法は、まず政府が男女共同参画基本計画

を策定し（13 条）、都道府県が当該計画を勘

案して都道府県区域の男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策についての計画を

定めることとなっている（14条1項・2項）。

さらに市町村は国の基本計画・都道府県の

計画を受けて、区域の男女共同参画社会の
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形成の促進に関する施策についての計画を

定めるように努めることとなっている（14
条 3 項）。須坂市もこの規定にそって男女共

同参画計画を策定している。 
 
（1）第四次すざか男女共同参画計画 
 第四次すざか男女共同参画計画の目的は、

「第 1 章計画の策定にあたり 1 計画策定

の趣旨」で述べられている「少子高齢社会の

進展や多様な生き方・働き方が定着するな

か、一人ひとりが互いに尊敬し支え合い、さ

まざまな分野でともに参画する須坂市」を

実現させることである。「須坂市女と男がと

もに参画する社会づくり条例及び第五次須

坂市総合計画・前期基本計画」に基づき、男

女共同参画社会の実現にむけて取り組んで

いる。これは意識調査の結果、これまでの成

果と課題、社会情勢の変化を踏まえ、策定さ

れたものである。 
この計画の基本目標は、「一人ひとりが互

いに尊敬し支え合い、家庭や地域、学校、職

場で個性と能力を発揮し、ともに責任を担

い行動するまち」を目指している。市民一人

ひとり、家庭、地域、学校、職場の各分野に

おいて、取り組むべき具体的な目標を明ら

かにして、市・市民・事業所が協働して取り

組みを進めることになっている。 
 
（2）意識調査 

須坂市は「男女共同参画に関する市民意

識調査」を平成 29 年 2 月 1 日から 2 月 28
日に実施した。市内在住の男女 2000 人を対

象に行い、747 人(37.4%)の回答を得た。比

較対象である同様の国のアンケートは平成

28 年 8 月 25 日～9 月 11 日の間に全国 18
歳以上の日本国籍を有する者 5000 人を対

象に行われたものである（回収率 61.2％）。 
 
①「男は仕事、女は家庭」という考え方につ

いて 
 須坂市において反対（「反対」と「どちら

かと言えば反対」の計）は 56.6％であるが

内閣府が行った国全体の結果によると

54.3％である。また違う見方をする。賛成

（「賛成」と「どちらかと言えば賛成」の計）

に関しては須坂市においては 29.4％である

が、国の結果は 40.6％となっている。須坂

市においては「男は仕事、女は家庭」という

考えに批判的な考えを持つ人が圧倒的に多

い（図表 5.6）。 
須坂市において、男女とも「反対」（「反対

である」と「どちらかといえば反対である」

の計）が「賛成」（「賛成」 と「どちらかと

いえば賛成」の計）を上回っている。年代別

でみると、60 歳代以上では「賛成」の割合

がやや高くなっている。賛成する理由で最

も多いのは、「男性は仕事、女性は家事育児

に向いているから」となっている。 反対す

る理由で最も多いのは、「家事・育児・介護

は男女が協力してやるべきだから」であっ

た。 
 
②男女の不平等感について 
 家庭において平等と答えた割合が須坂市

では 38.9％であるのに対して国は 47.4％で

ある。職場において平等と答えた割合は須

坂市では 27.2％であるのに対し、国は

29.7％である。須坂市において WLB を考

えるうえで、特に家庭の不平等感が強くな

っていることがうかがえる（図表 7.8）。 
また須坂市において全体的にみると、す

べての分野で男性が優遇されている割合が
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高くなっている。 不平等と思う分野は「政

治・制度」、「社会通念・慣行・しきたり」、

「家庭」が上位 となっている。「職場」では

男性のほうが不平等感は高くなっているが、

その他の分野ではすべて女性のほうが高く

なっている。 
 
③男女共同参画について 

須坂市において、全体では「仕事と家庭の

両立支援策」の割合が最も高く、以下、「家

庭や地域の慣習見直し」、「 企業の積極的な

取組み」の順となっている。男性の回答では

「女性を政策決定の場へ」の割合が女性に

比べて高くなっている。調査の内容は少し

異なるが、国の結果では「子育てや介護中で

あっても仕事を続けられるように支援する」

の割合が最も多くなっている。（図表 9.10） 
社会全体として仕事と家庭の両立が必要

とされていることがわかる。 
 
（3）男女共同参画いきいきフォーラム及び

男女共同参画地域学習会 
 男女共同参画いきいきフォーラム及び男

女共同参画地域学習会はいずれも男女共同

参画社会についての啓発を目的とする活動

である。「男女共同参画地域学習会 4 年間

（平成 18 年度〜21 年度）の取り組み報告

と今後の方向性」においては、実施目的に関

して、①家庭や地域での男女のあり方につ

いて考える、②家庭や地域の慣習等に関す

る意見を把握する、③「みんなが住みやすい

まちづくり」について考える、があげられて

いる。取組方法として、意識調査を実施し、

調査結果を分析し、課題を把握し、学習会の

内容を検討し実施することとなっている。

この報告を踏まえ、事業開始から 10 年間で

全町において実施することになっており、

これにそって行われている。 
  
①概要 
内容はどちらも、市民団体の方がミニド

ラマを披露し参加者みんなで考える形式で

ある。会場ディスカッションを取り入れる

ことで参加者全員が考える機会を設けてい

る。一方的な講演ではなく問題提起をして、

どう考えるかマイクをむけて答えてもらう

ようにしている。 
男女いきいきフォーラムは平成 4 年にス

タート、毎年 1 回開催しており、これまで

25 回開催している。参加者の男女比は、平

成 28 年は、男性 54.1％ 女性 45.9％だっ

た。  
アンケートの回答結果によると、60 代

56.1％、70 代 16.3％、50 代 11.4％である

（男女共同参画課のヒアリングから）。基本

的に、土曜の午後に託児付きで開催する。長

野県の大学の教授を招いて、平日 19 時から

託児付きで開催したこともある。そのとき

は会社の組合を通して案内をしたこともあ

って、20 代・30 代の出席も多かった。 
地域学習会は平成 18 年から実施し 10 年

かけて 69 町全町での開催が実現した。現在

は二巡目を行っている。地域学習会も年配

の方の参加が多いが、町の意向によっては

育成会の方から案内を出し 30 代・40 代の

参加があることもある。 
二つの違いは町単位でやるか、市全体で

やるかである。男女共同参画地域学習会は

20～30 名規模で、住民同士で共感できる意

見が聞けたりする。また行う地域や町ごと

に特色ある意見が出る。 
実施することで得られる効果としては、
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男性も女性も自由に意見が言い合える、み

んなが暮らしやすい地域になることが期待

されている。 
 

②課題 
どちらとも若い人の参加を増やすことが

課題である。アンケートの結果を見ると 60
代の参加が最も多く、20 代・30 代・40 代

の参加者がいない、もしくは少ない。 
そこで若い世代に興味をもってもらえる

ように、内容を工夫する必要がある。例えば

働く世代に向けた男女共同参画社会につい

てのセミナー、仕事と家庭の両立について

の講演などを行う必要がある。また教育委

員会子ども課が行っている「すくすくパパ」

と連携し、父親向けの子育て支援を行うこ

ともできると思われる。 
 
（4） ワーク・ライフ・バランス推進研修

会 
 個人の生活の充実や企業の活性化につな

がる WLB の考え方について理解を深め、

一層の浸透をはかるためにワーク・ライフ・

バランス推進研修会を行っている。 
 

① 概要 
事業所に出向いてメンタルヘルスの研修

や心と身体のセルフケア研修を行う。市民

を対象にした講演会や研修会もする。基本

的に WLB の考え方についての啓発活動を

している。 
 産業連携開発課の課長とも一緒に出向き、

長野県の取り組みである職場いきいきアド

バンスカンパニーについても宣伝している。

また企業の総会に出向いてセミナーのお知

らせなども行っている。しかし参加の強制

はできないため、参加は各企業の自主性に

任せている。 
 
②課題 
 第四次すざか男女共同参画計画のなかに

「事業所において実情に合わせた取り組み

を」行うように記されている。しかしながら

市として個々の事業所に向けてそれを実施

させるような具体的な取り組みは行われて

いない。 
そこで、労働局の取り組みを啓発してい

くことを提案する。労働局とは各都道府県

に置かれている厚生労働省の出先機関であ

る。長野労働局では、長野県における労働関

係行政を総括する。地域社会の一員として

地域の発展に貢献し、県民のニーズにあっ

た、きめこまやかな信頼させる行政の推進

に努めている。労働局の雇用環境・均等室に

働き方・休み方改善コンサルタントがいる。

これは個別に訪問して働き方や休み方につ

いて社内研修や相談会をしている。この労

働局の取り組みを須坂市の事業所、特に中

小企業にむけて案内し、利用してもらうこ

とによって、事業所の特性に合わせて働き

やすい職場環境を作り上げることが期待さ

れる。 
 

（担当：矢島） 
 
 
4 産業振興部産業連携開発課 
 
 産業連携開発課は主に、工業の人材育成・

技術振興や、雇用促進、就業支援センター

（ゆめわーく須坂）、勤労者福祉などの業務

を行い、須坂市内の事業所へ向けた支援を
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行っている。特にWLBの実現に向けては、

労働環境の整備と勤労者福祉の増進の施策

に取り組んでいる。具体的には、「勤労者が

いきいきと働き、実りある人生を送ること

ができるよう、企業との連携を通じて働き

やすい環境づくりや勤労者福祉の増進が進

められているとともに、仕事と生活の調和

がとれたまち（「第五次須坂市総合計画」よ

り引用）」を目指して、勤労者互助会事業の

充実や WLB の実現のための啓発活動等を

行っている。 
 須坂市の労働者の多くは中小企業で働き、

労働条件や福利厚生の面で大企業とは格差

がある。また、中でも農林業や製造業が多い

ことから、画一的な福利厚生の充実が難し

いという面もある。 
 そこで、須坂市内の事業所へ向けた取り

組みについて、「須坂市内の事業所」、「社員

の子育て応援宣言及び職場いきいきアドバ

ンスカンパニー」、「就業支援センター」の三

つの視点から考える。 
 
（1）須坂市内の事業所 
①概要 
 須坂市は、農業の割合が 11.6%、林業が

0.1%であり、農業と林業を合わせた割合

11.7%は全国平均の農業・林業の割合 3.8%
を大きく上回っている(図表 11.12)。これら

の産業は歴史的に、地形的にこの地域に根

付いた産業であると考えられ、ブドウやリ

ンゴなどの果物を中心に栽培されている。 
 また、製造業の割合20.9％も、全国平均の

16.2%に比べて多いことも長野県須坂市の

特徴であると考える。須坂市はかつて、製糸

業の街であった。扇状地の緩傾面を利用し

て須坂の器械製糸業は飛躍的に発展した。

しかし、世界恐慌が日本に波及した昭和5年、

株式・商品市場が暴落し、生糸などの価格が

暴落した。須坂市の製糸業も昭和恐慌の影

響を受けて大きく衰退した。その後、戦時疎

開により進出した富士通長野工場・須坂工

場を核として、電気・電子機器工業が発展し

た。終戦後以降も富士通は須坂市へ残り、須

坂市に地盤を築いていった。高度成長期に

は須坂市内の労働者の過半数が富士通関係

の仕事へ従事するほどとなった。日本の半

導体生産額は円高による輸出不振の影響を

受け昭和60年からその成長が停滞し、昭和

61年から不況に陥った。このため、富士通

は円高への対応として、北信地区の事業所

の生産体制再編へと着手、須坂工場の生産

品目は大きく変化した。一連の富士通の生

産体制の再編に伴って、須坂市における機

械金属工業事業所も例外ではなく、多くの

企業が再編の影響で受注の減少に直面した。

そのため、須坂市の電子部品工業は事業の

多角化や転換、新規取引先の獲得を行こと

により、現在まで事業を継続してきた。この

ような歴史的経緯により、須坂市には製造

業が多い。また、須坂市には従業員規模が

500人以上の事業所はオリオン機械株式会

社と株式会社鈴木の2社しかなく、従業員規

模の小さい中小企業が多い。 
  
②課題 
 中小企業では、従業員の総労働時間が一

般的に大企業の従業員よりも長いことが多

い。中小企業の労働時間が大企業よりも長

い要因の一つとして、中小企業の場合は休

日が少ないことが考えられる。特に、製造業

や農林業では繁忙期とそうでない時期での

労働時間に差が大きく、画一的な長時間労
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働への対策は難しい。 
 また、須坂市で行われた、「平成29年7月
～9月期の企業動向調査」では、経営上の問

題点（複数回答可）として、①人材不足（技

術者等質的なもの）51.2%、②原材料・仕入

品単価の上昇42.7%、③労働力不足（量的な

もの）36.6%があげられ、従業員に関する問

題が重視されている。中小企業での従業員

確保や少ない人数での生産性の向上が課題

になる。また、従業員規模が小さい事業所で

は、そのトップの考え方・発言が従業員に大

きく影響するため、実務的に制度を整える

ことと並行して、WLBの実現のための意識

改革も必要である。 
 
（2）社員の子育て応援宣言及び職場いきい

きアドバンスカンパニー 
①概要 
 「社員の子育て応援宣言」とは、企業・事

業所のトップの方から、従業員が仕事と子

育ての両立ができるような「働きやすい職

場環境づくり」の取組を宣言してもらう制

度であり、長野県独自の取り組みである。優

秀な人材の定着、職場の活性化だけではな

く、登録されると県のホームページ等で紹

介され、企業のイメージ向上につながると

いうメリットがある。現在、1167 件が登録

されているが(平成 29 年 12 月 3 日現在)、
そのうち須坂市は 28 件である。これは「第

五次須坂市総合計画」で定めた、平成 32 年

(2020 年)度までの目標の 20 件を上回った

件数である。社員向けにも、社の宣伝効果の

面でもプラスであること、また、須坂市内に

は理解のある事業所が多いということが増

加の要因と思われる。また、この宣言は社員

が１人以上いる企業（事業所）であれば、経

営の形態や従業員数による制限はなく、個

人事業主も申請でき、その制度の手軽さも

増加に影響していると考えられる。実際、須

坂市内では従業員規模 20名以下の企業も 7
社登録している。 
 また、同じく長野県が主催しているもの

であるが、「職場いきいきアドバンスカンパ

ニー」認定制度というものがある。これは、

仕事と家庭の両立ができる職場環境の改善

や、雇用の安定を進め従業員がいきいきと

働き続けられるよう短時間正社員制度など

多様な働き方等の制度を導入し、実践的な

取組を行っている企業・法人・団体・個人事

業主を認証する制度である。その登録条件

として、「社員の子育て応援宣言」の登録企

業であることに加え、①多様な働き方制度

を適用し非正規社員から正社員へ転換を行

ったことや②労働時間、休暇、福利厚生制度

などについて独自の制度を導入し直近過去

2 年間に利用者がいたことなどの具体的な

5 つの条件から複数件を満たしていること

があげられている。そこで、この制度は「社

員の子育て応援宣言」よりも実践的な制度

だといえる。実際、須坂市内での「職場いき

いきアドバンスカンパニー」の登録企業数

はオリオン機械株式会社と株式会社ニット

ーの 2 社だけである。 
 
②課題 
「社員の子育て応援宣言」は登録期間の

2年以内に宣言内容を達成する義務はなく、

企業のトップに宣言してもらうことに意義

を見出している。従業員規模の小さい企業

では、そのトップの影響が大きく、意識づく

りとしてこの宣言をすることに意味はある

と思われるが、宣言内容が実際に実施され
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ているかはわからない。行政による適切な

内容についての指導や支援があると、より

一層この宣言が有用的なものになるだろう。 
須坂市では、「社員の子育て応援宣言」の

登録企業数増加の次には、「職場いきいきア

ドバンスカンパニー」のような制度の登録

企業数の増加を目指すことが、事業所での

WLB の実現に対して有効なのではないだ

ろうか。 
 
（3）就業支援センター 
 須坂市就業支援センター(愛称「ゆめわー

く須坂」)では、就職の悩みや、これから就

職する市民に向けて、情報提供や相談業務

を中心に活動している。カウンセリングや

職業紹介、「ゆめにゅーす須坂」(就業支援

センター広報紙)の発行等を行っている。 
 相談業務は平成 18 年から開始され、平日

は午前 9 時から午後 4 時まで、休日は毎月

第 1 土曜日午後 1 時から午後 5 時 30 分ま

で行われている。平成 12 年度と平成 28 年

度の相談件数について比較すると、平成 12
年度の総相談件数は 221 件、うち女性は 66
件であったが、平成 18 年度では総相談件数

が 226 件に対して女性の相談件数は 115 件

とその半数をも占めた。その相談内容とし

ては、パワハラ、セクハラに関することが多

く、他には子育て、家庭内の相談など女性な

らではの相談と思われるものが多い。これ

らの相談は関係する課へと引き継いでいる。

女性の相談件数の増加については、現在の

キャリアカウンセラーが女性であるゆえに

相談しやすいことがあげられる。須坂市に

おける女性労働者数は当時から急増したわ

けではないが、ハラスメントに対する認識

が深まり、相談件数の増加につながったと

考えられる。 
 また、須坂市では平成 25 年度における母

子家庭数は 554 件で、平成 15 年度から比

較すると約 3 割増加している。このような

ひとり親への就労支援としては、従来は特

別に行っていることはなかった。現在は、ひ

とり親に対しては、福祉課の「母子・父子・

寡婦福祉資金」や、就職のための資格取得へ

の補助金の支給によって支援を行っている。 
 

（担当：柏樹） 
 
 
5 教育委員会子ども課 
 
 須坂市教育委員会子ども課は、子育てや

教育に関わる事柄を統括している。妊娠・出

産、保育園・幼稚園、子育て支援・手当など

を扱っている。須坂市では、子ども・子育て

支援法 61 条に基づき、「子ども・子育て支

援事業計画」（平成 27 年度〜31 年度）を策

定している。それによれば、「子どもたちが

未来に夢をもてるまちづくり」を目標に掲

げ、基本理念としては、「子どもを安心して

産み育て、地域みんなで子育てを支えるま

ち」、「一人ひとりの子どもが、夢と希望に向

かって生き生きと育つまち」、「家庭生活・仕

事が安心して実現できる、子育てを応援す

るまち」をあげている。この中には WLB の

考えも据えられている。この理念のもとで、

子育て支援事業やファミリー・サポート・セ

ンター事業を扱う「子育て家庭を支えるニ

ーズに沿った支援の推進」、幼児期の学校教

育・保育の安定した提供を扱う「子どもの健

やかな育ちを支える環境の整備」、児童虐待

防止対策の充実やひとり親家庭の自立支援
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の推進を扱う「社会的支援の必要な子ども

やその家庭への支援」、子育てしやすい職場

など環境づくりの促進や子育て家庭におけ

る就労支援を扱う「仕事と生活の調和がと

れる社会づくり」を目標としている。ここで

は、子育て支援センター及びファミリー・サ

ポート・センターでの訪問調査の結果と須

坂市における待機児童対策、父親の育児参

加についてとりあげる。 
 
（1）子育て支援センター 
 須坂市では中央児童センター内に、専門

の保育士や家庭児童相談員、管理栄養士が

育児相談をしたり、子育てサークルの手伝

いをしたりしている。18歳までの子育て相

談と情報提供などを業務としており、母親・

父親向け育児支援を通して、地域での子育

てをサポートしている。母親向けとしては、

「すくすく育児ランド」といった、育児に役

立つ講演・講座や「ぴあママサロン」といっ

た、母親同士のつながりをつくる目的のも

のなどがあり、平日に開催され、その参加者

も多い。また、父親向けの「すくすくパパ」

や、祖父母向けの「祖父母の子育て講座すく

すくホーム」などもある。 
 
（2）ファミリー・サポート・センター 
①概要 

ファミリー・サポート・センターは全国的

に展開されている子どもの一時預かり事業

である。地域のなかで育児を支援してほし

い人と支援したい人が会員となり、育児に

ついて助け合う会員組織であり、須坂市で

は平成 20 年 12 月から開始された。地域で

の子育てを目的とした、会員同士のボラン

ティアで成り立っている制度である。須坂

市では平成 14 年 3 月から育児サポートボ

ランティアの「ひまわりの会」が須坂ショッ

ピングセンター内に託児ステーションを設

置して類似のサポートを行っていたが、高

齢化により解散した。その後、依頼会員の要

望により、このファミリー・サポート・セン

ターの提供につながった。 
 平成 28 年では 904 件の利用があり、児

童クラブの送迎が 267 件、次いで習いごと

への送迎が多かった。子どもとの信頼関係

の構築のため、依頼会員との事前の打ち合

わせなど慣らしの時間を設けている。自宅

で預かる場合は特に、事前に子どもと提供

会員を会わせて対応している。利用料は、一

時間当たり 600 円以上である。 
 
②課題 
平成 28 年時点で、依頼会員は 73 名で

20~40 代の核家族が多く、他方で提供会員

は 68 名で 30~60 代が多い。また、両方に

登録する方が増加していて、現在は 23 名が

登録している。この人数は「第五次須坂市総

合計画」で設定した、平成 31 年までの提供

会員の登録目標数の 100 名に近く、提供会

員が不足という認識はない。一時的保育事

業とあわせても、平成 31 年まで不足は予想

されていない(図表 13)。 
しかし、今後も依頼会員の様々な要望に

対応することを考えると、提供会員のニー

ズは高まると予想される。さらに、小学校就

学前の乳幼児のいる世帯を対象としたニー

ズ調査(図表 14)によると、就学児童の母親

七割が何らかの形で就労していて、「就労し

ていない」と回答している三割についても、

そのうち約八割近くが就労意向を持ってい

ることから、ファミリー・サポート・センタ
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ーのニーズは一層高まり、その役割は重要

と思われる。さらなる提供会員の募集のた

め、今後も啓発活動が必要である。また、フ

ァミリー・サポート・センター利用時の提供

会員と依頼会員のマッチングはファミリ

ー・サポート・センターが行うが、実際に提

供会員の誰がどのような支援を行っている

か、依頼会員が手軽に情報を得ることがで

きると、安心して依頼ができるのではない

かと思われる。また、同様に、提供会員にな

る人にとっても活動の具体的内容がわかる

ことで、提供会員になる際のイメージが湧

きやすく、さらなる提供会員の増加につな

がるのではないだろうか。 
 

（3）待機児童 
①概要  

首都圏を中心として、待機児童が問題と

なっているが、現在、須坂市に待機児童は存

在していない(図表 15)。須坂市は歴史的に

農家が多く、農繁期に子どもを預かる施設

である、季節保育所がかつて多くあった。こ

れらの保育所が認可保育園となったため、

受け皿としての保育園の不足は今のところ

想定されていない。 
 

②課題 
しかし、待機児童ゼロを維持することは

難しく、特に 6K(きつい・きたない・危険・

給与が安い・休暇が少ない・格好が悪い)と
いわれる、保育士の職場環境の悪さや賃金

の低さが問題で、保育士の確保が困難とな

っている。保育士不足は全国的におきてい

る問題であるが、賃金が高く家賃補助など

の対応をしている処遇の良い首都圏や大都

市に、保育士が流れてしまっている、地方都

市での保育士の確保は大きな課題である。

須坂市で賃金向上を図ると、近隣地域から

保育士を奪う形になる事が予想される。ま

た、その財源の確保が新たな問題になる。そ

こで、短時間勤務制度の導入や職場環境の

改善などに取り組んで保育士の流出を防い

でいる。 
 保育士の確保について、現役の保育士の

流出を防ぐことや新規に保育士を獲得する

ことも重要だが、潜在保育士の職場復帰を

図ることも有効である。これは同様に全国

的な取り組みであり、厚生労働省の調査で

は、長野県には 22,945 人の保育士が登録さ

れているが、実際に勤務している保育士は

8,520 人で、14,425 人が潜在保育士として

存在している。長野県内の保育士登録者の

約 62.9%が保育士資格を持ちながら、実際

には保育士として働いていない(図表 16)。
この割合は全国平均の約 64.0%は下回って

いるが、大差はなく、須坂市でも潜在保育士

の活用を図ることが、保育士確保の効果的

な手段であると考える。また、既述したよう

に、須坂市独自で対策をとって保育士を奪

い合う結果になるよりも、近隣地域、特に須

坂市は長野市のベットタウン的側面がある

ことから、長野市などと協力して、保育士確

保へ取り組む必要があると考える。 
 
（4）父親の育児支援 
①概要 
須坂市では、地域・家庭・環境・企業とい

った枠組みで、子ども課のみではなく、複数

の課で横断して、「子どもは『宝』プロジェ

クト」という体系的な子育て支援を行って

いる。家庭分類では、子ども課が父親の子育

て支援を行っている。具体的には、「すくす
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くパパ」という、父親向けの育児講座を年に

三回開催している。その内容は臥竜公園の

散策、調理師による料理講座、おもちゃ作り

などである。 
 

②課題 
参加者は母親向けの講座やイベントに比

べると少なく、毎回数組である。これでは父

親の育児参加支援が十分とは考えられない。

毎年、行っているのにもかかわらず、参加者

が少ないことから、講座の内容を改善する

必要があると考えられる。また、須坂市役所

や事業所での父親の育児休業取得率の低さ

を考えると、父親の育児参加が須坂市内で

特別に行われているとは考えにくい。父親

の育児参加への意識づくりを行うことも、

「すくすくパパ」などといった講座と並行

して行うべきであると考える。地域で子ど

もを育てるためにも、WLB の実現のために

も、父親の育児参加は重要な課題である。 
 

（担当：柏樹） 
 
 
6 健康福祉部福祉課 
 
 須坂市健康福祉部は、福祉課、高齢者福祉

課、健康づくり課に分かれている。福祉課で

は、障害者福祉、健康・福祉、子育て・教育

の各分野の支援や相談、情報提供などを行

っている。ここでは、ひとり親家庭の支援に

ついて他の課での取り組みもあわせてとり

あげる。 
 
（1）ひとり親への支援 
 平成 28 年では、553 世帯が母子家庭であ

り、その理由はほとんどが離婚によるもの

である(図表 17 須坂市「平成 28 年度 社会

福祉統計のあらまし」p.35)。離婚の増加に

伴い、母子家庭世帯は 10 年前と比べて増加

傾向にあり、父子家庭や寡婦とともに生活

への支援が必要である。須坂市では、ひとり

親への支援としては経済的支援を中心に行

っている。具体的には、仕事に必要な資格や

技術を身につけるため、事前の就業相談を

通じて指定された講座(受講対象講座)を受

講し、修了後決められた手続きをすれば、支

払った費用の一部を支給する、「母子、父子

家庭自立支援教育訓練給付金」や、母子家庭

の母または父子家庭の父の就職の際に有利

で、生活の安定に役立つ資格取得の促進を

図るため、資格取得の受講期間中における

生活支援として、給付金を支給する、「母子、

父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業」

等がある。 
 また、福祉事務所や民生・児童委員によ

る、相談支援も行っている。その相談内容と

しては、日常の悩みから家庭紛争、経済的相

談など多岐にわたっていて、この相談支援

で個々の家庭に見合った支援を行っている。

これらのひとり親に対する支援は長野県が

作成した、「母子・父子・寡婦福祉のしおり」

に分かりやすく記載されおり、相談に来た

人へ配布をするほか、児童手当の給付時、子

ども課での配布も行っている。 
 さらに、須坂市総務部政策推進課が行っ

ている移住支援では、ひとり親に特化した

移住支援を行っている。「ひとり親家庭移住

体験ツアー」では、須坂市内の企業を回り、

仕事に関する説明会等が行われている。 
 ひとり親に対して、経済的支援を重視し

ているという点では、かつてシングルマザ
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ーを対象とした補助金制度が存在したが、

今日ではその制度はシングルマザーだけで

はなく、シングルファザーも利用できるよ

うになった。長野県の補助金とあわせて多

くの経済的支援が活用できるようになった。

さらに、須坂市に移住を希望するひとり親

に対しても、総務部政策推進課のひとり親

の移住に関する説明会とこれらの補助金に

関しての説明会共同開催できると、移住を

促す新たなインセンティブになると考える。 
 

（担当：柏樹） 
 
 
7 オリオン機械株式会社におけるワーク・

ライフ・バランス 
 

WLB を実現するにあたってワークの部

分のあり方について考えることは非常に重

要である。日本的雇用制度や雇用慣行は

WLB の考え方に追いついておらず、長時間

労働による過労死問題や企業の統計的差別、

育休制度の未整備などを招いている。民間

企業の WLB に対する取り組みにはまだま

だ課題が多い。今回ヒアリングした須坂市

は製造業が盛んであり、その中でもオリオ

ン機械株式会社（以下、オリオン機械とも表

示）は日本全国、また海外にも多くの支店・

事業所を持っている企業である。またオリ

オン機械株式会社は仕事と家庭の両立がで

きる職場環境への改善に対して、実践的な

取組を行っている企業が認定を受ける職場

いきいきアドバンスカンパニーや子育てに

対する制度を積極的に取り入れている企業

が認定を受けるクルミンマークを取得して

いる。長野県内でも特に WLB に対して積

極的に取り組んでいる企業といえる。 
ところで、行政が民間企業の経営方針や

労務管理に直接干渉することは法に抵触し

ていない限りは難しい。しかしながら、くる

みんマーク認定やユースエール認定などの

認定制度はこれらの制度の認定を通して

WLB の施策への誘導を図るものである。こ

れを取得することで、企業にとっては会社

のブランド力向上へ繋げることができ、税

制的な優遇措置を受けることも可能となる。

こうしたことは、企業の職場環境の改善へ

のインセンティブを与える、行政が民間企

業に対してできる数少ない取り組みである。

今回のヒアリングでは、認定を多く受けて

いる民間企業の代表としてオリオン機械株

式会社に対して、その労働環境や休暇制度

などの実態を調査させていただいた。行政

が想定する企業像と認定企業の実態とには

ギャップがあるのかどうかを知り、さらな

る WLB 実現のためにはどのようなアプロ

ーチが必要なのかを考えたいと思ったため

である。 
 

（1）企業概要 
・社名 オリオン機械株式会社 
・創業 1946 年 11 月 3 日 
・資本金 1 億円 
・代表者 太田哲郎 
・本社 長野県須坂市大字幸高 246 
・売上高 460 億円(連結)(平成 29 年 3 月) 
・社員数 2,106 名(グループ会社含む) 
・グループ 29 社(海外含む) 
・主要製品 
冷凍機器・空圧機器・真空機器・精密空調/
温調機器・電子デバイス試験機器・熱機器な

どの産業機器、搾乳機・牛乳冷却機などの酪
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農機器 
 
（2）従業員内訳 
①男女比 
オリオン機械本社 600 名(男性 520 名:

女性 80 名) 男：女＝13:2(平成 29 年) 
②管理職 
女性従業員の割合 13.7%に対して管理職

は 1.5%。役員は 0 人。日本の企業の平均女

性管理職割合に近い水準で女性管理職の割

合に関していえば、他の日本企業と変わら

ないといえる。女性管理職の割合に関して

は、数字自体が問題というより、この数字の

低さが昇進などの際に統計的差別がなされ

ている可能性があるという意味で問題があ

る。そのため男女に関係なく人的投資の機

会を与えようと努力することが解決につな

がると考えられる。 
 
（3）オリオン機械株式会社におけるワー

ク・ライフ・バランスへの取り組みと現状 
 オリオン機械株式会社では小学生以下の

子供を持っている従業員を対象に毎週水曜

日と金曜日は定時で退勤させる取り組みを

行っている。また月に 2 回ノー残業デーを

実施しており、ノー残業デーに残業をする

場合は届け出制となっている。しかし冬の

繁忙期や客から大きな発注があるとノー残

業デーなどの取り組みの実施は困難になり、

恒常的に実施できないのが現状であるとう

かがった。製造業の場合１年を通して安定

的に業務があるとは限らず、繁忙期や客の

注文に合わせて業務量が調整されるため自

らで業務量を調整できないという問題があ

るとわかった。また平均年次有給休暇取得

率をみてみると 46.48%で有給を全て消化

していない。ここからノー残業などの取り

組みもさることながら、有給休暇取得率を

上げるために、有給休暇をとりやすい職場

環境づくりが必要なのではないかと考えた。 
 従業員の育児休暇取得率を見てみると、

くるみんマークを取得しているだけあって

女性の育児休暇取得率は 100％である。そ

れに対して男性の育児休暇取得率は 4.3%
で日本の全国平均よりは高いが、一桁代で

ある。そこから、男女ともに子育てをすると

いう意識よりも女性が育児をするという考

え方が先行しているのではないかと思われ

る。 
 これらの問題に対してオリオン機械はポ

ジティブ・アクション・プロジェクトを導入

すると回答した。しかしこれは宣言するだ

けではなく、問題点を理解したうえで、解決

するための具体的な目標や計画を作り実行

することで初めて効果が現れるものである。

問題の解決のためには、企業がその職場環

境にあった改善方法で進めていくことが大

切であると思う。また行政が認定制度以外

においても、企業に職場改善へのインセン

ティブを与えるような政策が必要であると

感じた。 
（担当：永野） 
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Ⅳ 政策提言 
 
 須坂市は、人口 5 万人台とそれほど規模

の大きくない市ではあるが、WLB に関する

取り組みは、全体的に、国の方針に沿い遜色

なく行われていると評価できる。国におい

ては、「地方公共団体の公共調達における男

女共同参画等の推進に関する取り組み」を

進めており、これに関しても積極的に取り

組むことが求められている。須坂市ではす

でに、次世代育成支援対策推進法に基づく

特定事業主行動計画を平成 27 年 3 月に策

定しているが、女性活躍推進法の制定に伴

う須坂市の地方公共団体としての特定事業

主行動計画を平成 28 年 3 月に策定してい

る。これは平成 27 年の行動計画と一体のも

のとして策定されたものである。この行動

計画においては、計画の推進体制を明らか

にし、推進する具体的な内容も明らかにさ

れている。まずは、この計画が速やかに実行

されることが重要となる。その上で、市役所

や企業におけるワーク・ライフ・バランスの

実現につき、以下の提言をしたいと思う。 
 
1 市役所の就業モデル 
 
須坂市では、「妊娠・育児中の職員支援制

度一覧」を軸に、月内勤務時間調整制度の導

入を開始するなど、職員の働き方の是正に

ついて積極的に取り組んでいる。休暇取得

に理解のある職場環境に加え、男性職員が

取得可能なもので 10 にのぼる制度を掲げ

ていながら、未だに男性の育児休暇取得率

は 0％である。 
現状を改善するためには、まず、男性職員

に対して制度に関する認識を深めてもらう

ための制度の周知徹底を図ること、さらに

周りの理解を得、男性が育児休業を取りや

すい環境の整備を図ることなどが必要であ

る。少なくとも男性は 1 日でも育児休業を

とるという強制を図ることも考えられる。1
日でもとることによって、子供と触れ合う

大切さ、家族と協力して育児する大切さを

知るきっかけになろう。 
その他には、妊娠・育児中の職員支援制度

が多岐にわたり、それはそれで重要なこと

ではあるが、その制度を活用したときの就

業モデルをわかりやすく提示することも必

要であろう。 
 例えば、資料中の⑪育児短時間勤務を利

用する就業モデルを考えてみる。長野県は、

全国でも農作物の生産量が多いことで知ら

れている。そこで、職業として農家を営む人

は約 1 割ではあるが、日常的に農作業に勤

しむ割合は高いのではないかと推測した。

また、平成 22 年現在、長野県の三世代同居

率は全国平均の 7.1％を上回る 12.2%であ

り、これもまた長野県の特徴といえる。作成

したモデルは、こうした地域性に鑑み、家族

で協力しながら育児と仕事の両立を可能に

するものである。今回選択した「育児短時間

勤務」制度は 4 つの働き方から構成されて

いるが、週 5 日の短時間勤務は、週 3 日の

フルタイム勤務よりも負担が少ないと考え

た。なぜなら、退社から翌出勤までの時間が

週 3 日の働き方よりも短く、仕事のスピー

ドや業務内容に必要以上の遅れをとらない

という意味で、職員の方にプラスに働くと

考えたからだ。祖父母と同居をしている家

庭の場合、たとえ普段から農業に従事して

いる方であっても、半日を子どもの時間に

充てることが可能ならば、残りの時間はこ
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の制度を利用し、自分自身で養育すること

が出来る。このように、今ある制度を有効に

活用すれば、単に家族に預けるだけという

状況も減り、夫婦のみが負担を強いられる

こともない。また、子どもの面倒を見る家族

にとっても、半日という時間が決まってい

るからこそ自分の時間も確保され、結果的

に家族の心にもゆとりを与えるものになる

と考える。 
もっとも、日本の平均寿命は年々伸び続

け、無論世界でも有数の長寿国である。しか

し、平成 25 年現在、日本の平均寿命と健康

寿命の差は 10.71 年に及び、長野県もまた

例外ではない。つまり、三世代同居が可能な

家庭でも、高齢者が必ずしも健康であると

は限らず、先述したモデルも具体的な利用

案の一つに過ぎない。女性・男性の働きなが

ら育児をするという現在の困難な状況を考

え、過渡期のモデルとして提示することを

ご理解いただきたい。 
 もう一つの就業モデルは、月内勤務時間

調整制度の利用の仕方である。平成 29 年 5
月に見直しされたことにより、事前に予定

が把握できない場合でも利用が可能となっ

た。今回は、特に小さな子どもを育てる職員

の方に向けて提案したものである。体調の

変動が激しい幼少期は、病院に連れて行か

なければならないことや、保育園や学校を

早退し、送迎を必要とされることも多々あ

るはずである。また、その埋め合わせとして

は、習い事が遅い時間になる日や宿泊研修

等、子どもに対して自由な時間が持てる際

に充てることをイメージした。 
 こうしたモデルを提示することで、育児

に励む職員の方々の精神的負担を軽減する

とともに、職場環境のさらなる向上に繋が

ることを期待している。 
 

（担当：門脇） 
 
 
2 市による企業へのアドバイスと事業主

への啓発 
 
（1）行政による企業の職場環境改善のため

のインセンティブ 
 行政が企業に職場環境の改善を促す活動

としてあげられるのは認定制度である。し

かしオリオン機械をみてわかるように、く

るみんマークやその他の認定制度をもって

しても改善には限界がある。そこでさらな

る職場環境の改善を促すために、301 人以

上の企業に対しては、市が長野労働局と協

力して女性活躍推進法によって提出された

企業の行動計画に対して、企業がその計画

通りに進めているかを市役所がフォローア

ップすることを提言する。また 300 人以下

の企業に対しては、長野労働局が行ってい

る働き方・休み方コンサルタントの利用を

促すなど、中小企業の事業主への一層の啓

発活動を行うことで、企業の働きやすい職

場環境づくりを促すことを提言する。 
 
（2）301 人以上の企業に対して 
 まず女性活躍推進法について説明する。

女性活躍推進法の内容は以下の通りとなっ

ている。 
 「女性活躍推進法に基づき、国・地方公共

団体、301 人以上の大企業は、（1）自社の女

性の活躍に関する状況把握・課題分析、（2）
その課題を解決するのにふさわしい数値目

標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届
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出・周知・公表、（3）自社の女性の活躍に関

する情報の公表を行わなければなりません

（300 人以下の中小企業は努力義務）。  
 また、行動計画の届出を行い、女性の活躍

推進に関する取組の実施状況が優良な企業

については、申請により、厚生労働大臣の認

定を受けることができる。認定を受けた企

業は、厚生労働大臣が定める認定マークを

商品などに付することができます。」（厚生

労働省 HP 女性活躍推進法特集ページより） 
 政策提言で出た計画とは、301 人以上の

企業に策定と届出が義務付けられている自

社の女性の活躍に関する課題を解決するの

にふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ

行動計画のことである。301 人以上の企業

は行動計画の策定と届出が義務付けられて

いるが、行動計画通りに企業が行動するか

は法律で義務付けられておらず、検証され

ない。これでは折角企業が女性の活躍に関

する状況把握・課題分析をし、その課題を解

決するのにふさわしい数値目標と取組を盛

り込んだ行動計画の策定をすることで、問

題の「見える化」を行っても、そこから改善

の方向へとは向かわない。そこで市が長野

労働局と協力してフォローアップし、女性

活躍が進まない理由についての聞き取りや、

必要な場合は行政が指導を通してアドバイ

スをすることで、企業の職場環境改善を促

すことを提言する。なぜ市が行うのかとい

うと、女性活躍推進法において、女性の職業

生活における活躍を推進するための支援措

置として「地方公共団体は、相談・助言等に

努めること」としているからである。また企

業への聞き取り調査などをする際に、長野

労働局の雇用環境・均等室の職員を逐一企

業へ派遣するより、最寄りの地方自治体の

職員を派遣した方が、効率が良いと考える

からである。 
 
（3）300 人以下の企業に対して 
 300 人以下の従業員をもつ企業に対して

は、女性活躍推進法にある行動計画の策定

と届出は努力義務となっている。そのため

女性活躍推進法とは別のアプローチをする

必要がある。そこで長野労働局が行ってい

る働き方・休み方コンサルタントの利用を

促したり、中小企業の経営者に対して啓発

活動を行うことなどの事業主への啓発活動

を行うことで、企業の働きやすい職場環境

づくりを進めることを提言する。 
また女性活躍推進法では、地方公共団体

は、国が策定した女性の職業生活における

活躍の推進に関する基本方針を勘案して、

当該区域内、すなわち須坂市における女性

の職業生活における活躍についての推進計

画を策定することを努力義務としている。

さらに任意ではあるが、地域において女性

活躍推進に係る取組に関する協議を行う

「協議会」を組織することができるとして

いる。国の取り組みに沿って、市も積極的

に、計画策定とその実施を行うことで、女性

が積極的に活躍できる環境が整備されてい

くであろう。 
 

（担当：永野） 
 
 

3 子育て支援の充実 
 
（1）保育士の確保 
 現在、須坂市内では待機児童はおらず、受

け皿としての保育園の不足もない。しかし、
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待機児童ゼロを維持することは難しく、特

に保育士の職場環境の悪さや賃金の低さが

問題で、保育士の確保が困難となっている

（図表18）。さらに、待機児童問題が切迫

している、首都圏や大都市では、保育園の設

置と保育士の就労支援を積極的に行ってい

る。賃金をあげたり、家賃補助を行ったりな

ど、保育士の処遇は良くなっている。そのた

め、地方にいる保育士が都心へ流出するこ

とも考えられ、それを防ぐためにも、須坂市

における保育士への支援は必要である。 
 
①国の取り組み 

厚生労働省の「保育士等に関する関係資

料」の保育士確保プランによると、保育士確

保には基本となる「４本の柱」があり、それ

は人材育成、就業継続支援、再就職支援、働

く職場の環境改善である。 
まず、人材育成としては、保育士資格を取

得しやすくするための取組、保育士の魅力

を伝え、保育士を目指す機運の醸成が必要

とされている。就労訓練事業や公共職業訓

練の活躍による新規保育士の確保が提案さ

れていたが、具体的には「母子、父子家庭高

等職業訓練促進給付金等事業」の活用など

が考えられる。 
また、就業継続支援としては、離職防止の

ための研修支援や就業継続を図るための各

種助成金の活用促進が必要とされている。

再就職支援としては、保育士・保育所支援セ

ンターの積極的な活用や保育士マッチング

強化プロジェクトが、働く職場の環境改善

については、雇用管理改善を図るための取

組や保育所等と保育士・保育所支援センタ

ーとの連携強化が必要をされている。この

雇用管理改善には「職場定着支援助成金」の

利用が推奨されている。 
 

②職場環境の改善 
須坂市では、6K(きつい・きたない・危険・

給与が安い・休暇が少ない・格好が悪い)と
いわれる保育士の処遇に対して、各事業所

で働きやすい環境づくりを行っていて、賃

金を上げることは新たな財源を必要とし、

難しい。そこで、各事業所での保育士の職場

改善のために、「職場定着支援助成金」の活

用を推奨する。これは事業所の生産性の向

上に対する支援であり、「保育賃金制度整備

計画」をたて、その目標を達成すれば、助成

金が支給される制度である。その目標達成

の評価は厳密に行われ、確実な生産性の向

上が期待できる。 
 
③保育士・保育所支援センター 
保育士・保育所支援センターとは、保育士

の就職活動や保育所の運営等の支援などの

業務を中心に行う、保育に特化した就業・経

営支援センターのことであり、特に潜在保

育士の再就職に関する相談や就職あっせん、

保育所の潜在保育士活用方法に関する支援

等を行っている。 
 平成 27 年 9 月時点では、47 都道府県の

うち 35 都府県が設置していて、他の保育

士・保育所支援センターでは就業支援によ

り、相談件数に対して、約 70%以上の採用

率を達成しているところもある(厚生労働

省「保育士・保育所支援センターの取組事例

に関わる調査」）。しかし、長野県は設置して

おらず、平成 29 年度に社会福祉法人長野県

福祉協議会によって「長野県保育士人材バ

ンク」のサービスが始まった。 
前章で述べた通り、長野県には 14,425 人
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(約 62.9%)が潜在保育士として存在してい

る。この潜在保育士を掘り起こし、活用につ

なげることが必要である。潜在保育士への

支援が今後の保育士確保にとって重要な課

題であると考える。 
  
（2）父親の育児支援 
 人生において、男女ともに子育ては大き

なライフイベントである。WLB の実現のた

めには、働きやすい環境づくり（ワーク）の

みではなく、子育て支援（ライフ）は必要不

可欠であり、また特に、「夫は外で働き、妻

は家庭を守るべきである」という固定的性

別役割分担意識からの脱却が必要である。

働く女性が増えたことにより、固定的性別

役割分担意識に反対する人は過半数に及ぶ

が、男女にその意識の違いがある。また、男

性の育児休暇取得率の低さからも、父親の

育児参加への具体的な行動が普及している

とはいえない状況であると考える。 
 
①国の取り組み 
 そこで、平成 22 年 6 月に「イクメンプロジ

ェクト」という、父親の育児支援を行うプロジェ

クトが発足した。ここでは、「子育てを楽しみ、自

分自身も成長する男性」または、「将来そんな人

生を送ろうと考えている男性」とイクメンを

定義し、イクメンがもっと多くなれば、妻である

女性の生き方が、子どもたちの可能性が、家族の

あり方が大きく変化し、そして社会全体も、もっ

と豊かに成長していくというビジョンのもとで

活動している。具体的には、web上やイベントで

の啓発活動を行っている。 
 
②「すくすくパパ」のさらなる活用 
 須坂市では、「子どもは『宝』プロジェク

ト」に基づき、父親の育児支援として「すく

すくパパ」の開催をしている。その概要につ

いては前章で述べた通りだが、ここではそ

の内容の改善を提案したい。現在は臥竜公

園（もしくは須坂動物園）の散策は初夏に一

度のみ行われているが、季節ごとに臥竜公

園の散策を企画するのはどうだろうか。季

節ごとに景色の異なる臥竜公園を散策する

ことで、地域学習会のような要素を盛り込

むことも可能で、その後の父親の育児に具

体的なイメージを与えることができると考

える。また、現在は父親と子どもの触れ合い

の時間として講座を活用しているが、その

後、この参加者が増加して須坂市内の父親

育児参加への意識が高まった段階では、父

親に必要な知識や技術を学ぶような学習会

の開催が、父親の育児参加支援等して有効

な手段だと考える。父親の育児に対する知

識を身につける場を設けることが必要であ

る。 
 
③父親向け広報紙の発行 
 父親の育児参加への、現在の「すくすくパ

パ」の参加への意識づくりとして、父子手帳

を活用することも提言する。父子手帳とは、

自治体が独自で発行している父親向けの

育児冊子であり、子どもの成長段階に合

わせた育児の具体例や手引きが書かれて

いるもので、イクメンブームにより、こ

れを発行する自治体が増えている。須坂

市では発行していないが、長野県では「な

がのイクメン手帳」を発行していて、長

野県内で利用できる公園を紹介している

など、地域色を活かした手帳である。長

野市では、この「ながのイクメン手帳」に

一部修正を加え、男性の子育てバイブル



 

129 
 

として市内で配布している。須坂市でも

この「ながのイクメン手帳」の配布を積

極的に行うことを提案する。父親の育児

参加への第一歩になるだろう。 
 

（担当：柏樹） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ 終わりに 
 
須坂市は、緑が広がり、そよ風がほのかに

土の香りを運んでくれる、自然豊かな町で

ある。ヒアリングを通して、当初の目的であ

った現状把握はもちろんのこと、市民の

方々の優しく、おおらかな人柄にも触れ、初

めて訪れた土地でありながら、どこか親近

感をも抱くような空間だった。長野県は、全

国的に農作物の生産地として知られている

が、須坂市は「蔵の街」としての一面も持ち

合わせている。大正時代を彷彿させるよう

な街並みは、近代化、デジタル化が進行する

現代に生きる私たちにとって、時間のゆと

りと心の安らぎを与えてくれた。さらに、宿

泊させていただいた須坂温泉古城荘は、か

つて上杉謙信も傷と疲れを癒したと伝えら

れる歴史ある名湯であり、私たちもまた英

気を養い、無事に全日程を遂行することが

できた。 
須坂市において、WLB の実現を目指すこ

とにより、須坂市が一層、働きやすい町、子

育てしやすい町、暮らしやすい町となるの

ではないか。WLB の実現は、さらなる須坂

市の発展につながると考える。我々の提言

が須坂市の WLB 促進の一助となれば幸い

である。 
 最後に、ご多忙にもかかわらずヒアリ

ングにご協力いただいた須坂市役所の総務

課・政策推進課・男女共同参画課・産業連携

開発課・子ども課・福祉課の皆様、そしてオ

リオン機械株式会社の皆様、またサマース

クール開催にご尽力いただいたすべての

方々に厚くお礼申し上げます。また指導教

授である植野妙実子先生、ありがとうござ

いました。         （担当：矢島） 
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Ⅵ 資料 
 
図表 1：共働き世帯の推移 

 
 
図表 2：6 歳未満児をもつ夫婦の家事・育児時間の国際比較 
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図表 3：「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に関する意識の変化 

 

 
図表 4：年平均労働時間と長時間労働者の各国比較 
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図表 5：「男は仕事、女は家庭」という考え方について〈須坂市〉 
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図表 6：「男は仕事、女は家庭」という考え方について〈国〉 
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図表 7：「男女の不平等感」について〈須坂市〉 
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図表 8：「男女の不平等感」について〈国〉 
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図表 9：男女共同参画について〈須坂市〉 

 

 
 
 
 
 



 

137 
 

図表 10：男女共同参画について〈国〉 
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図表 11：平成 27 度須坂市国勢調査 
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図表 12：平成 27 年度国勢調査 就業状態等基本集計結果 p.12 
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図表 13：「須坂市子ども・子育て支援事業計画」p.27 

 
 
 
 
図表 14：「須坂市子ども・子育て支援事業計画 資料編」p.15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

141 
 

図表 15：須坂市 「平成２８年度 社会福祉統計のあらまし」 p.29 
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図表 16：厚生労働省 「保育士等における関係資料」 p.19 
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図表 17：須坂市 「平成 28 年度 社会福祉統計のあらまし」 p.35 

 

 
 
図表 18：厚生労働省アフターサービス推進室「保育士・保育所支援センターの取組事例に

関わる調査― 保育士人材の確保を目指して ―」 ｐ.5  
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http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h26/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-02-08.html
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h26/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-02-08.html
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h26/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-02-08.html
http://www.stat.go.jp/data/shakai/2011/
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-03-05.html
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-03-05.html
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-03-05.html
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_334882/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_334882/lang--en/index.htm
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140030/files/02.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140030/files/02.pdf
https://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-danjo/index.html
https://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-danjo/index.html
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/160060/files/jyourei.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/160060/files/jyourei.pdf
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覧日 2017/12/27） 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/conten
ts/imagefiles/140030/files/gojisou_zenkifu
ll.pdf 
須坂市㏋「ゆめわーく須坂 You May 
Work in Suzaka.」（最終閲覧日 

2018/1/2） 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/conten
ts/item.php?id=595ee2f8afa41 
須坂市㏋「企業動向調査（製造業）」（最終

閲覧日 2018/1/2） 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/conten
ts/item.php?id=591e81b98288d 
中小企業白書（最終閲覧日 2017/12/27） 
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/ha
kusyo/h21/h21/html/ka000000.html 
ながのけん社員応援企業のさいと（最終閲

覧日 2017/12/3） 
http://nagano-advance.jp/?page_id=11355 
平成 27 年度国勢調査 就業状態等基本集

計結果（最終閲覧日 2017/12/27） 
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/k
ekka/kihon2/pdf/gaiyou.pdf 
平成 27 度須坂市国勢調査（最終閲覧日 

2017/12/27） 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/conten
ts/imagefiles/140030/files/04.pdf 
厚生労働省 「保育士等における関係資

料」（最終閲覧日 2017/12/27） 
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-
11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-
Soumuka/s.1_3.pdf#search=%27%E6%B
D%9C%E5%9C%A8%E4%BF%9D%E8%8
2%B2%E5%A3%AB+%E4%BA%BA%E6
%95%B0%2 
須坂市 「平成２８年度 社会福祉統計の

あらまし」（最終閲覧日 2017/12/27） 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/conten
ts/imagefiles/150020/files/fukushitoukei2
8.pdf 
須坂市 「須坂市子ども・子育て支援事業

計画」（最終閲覧日 2017/12/27） 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/conten
ts/imagefiles/000/files/kodomokosodate_ji
gyokeikaku20171016.pdf 
須坂市 「須坂市子ども・子育て支援事業

計画 資料編」（最終閲覧日 

2017/12/27） 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/conten
ts/imagefiles/220040/files/kodomokosodat
e_shiryo.pdf#page=1 
須坂市㏋「子育て・教育」（最終閲覧日 

2017/12/27） 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/conten
ts/archive.php?aid=14 
いきいき須坂「須坂市ひとり親家庭移住支

援◆須坂市へ移住を希望されるひとり親の

皆様へ」（最終閲覧日 2018/1/2） 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/kuras
uzaka/event.php?id=110 
須坂市 「ひとり親家庭 及び 寡婦のみ

なさんへ」（最終閲覧日 2017/12/27） 
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-
katei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodo
mo/documents/h29shiori.pdf#search=%27
%E6%AF%8D%E5%AD%90%E3%83%BB
%E7%88%B6%E5%AD%90%E3%83%BB
%E5%AF%A1%E5%A9%A6%E7%A6%8F
%E7%A5%89%E3%81%AE%E3%81%97
%E3%81%8A%E3%82%8A+%E9%A0%88
%E5%9D%82%E5%B8%82%27 
須坂市 「平成 28 年度 社会福祉統計の

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140030/files/gojisou_zenkifull.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140030/files/gojisou_zenkifull.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140030/files/gojisou_zenkifull.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=595ee2f8afa41
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=595ee2f8afa41
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=591e81b98288d
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=591e81b98288d
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h21/h21/html/ka000000.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h21/h21/html/ka000000.html
http://nagano-advance.jp/?page_id=11355
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/kihon2/pdf/gaiyou.pdf
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/kihon2/pdf/gaiyou.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140030/files/04.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140030/files/04.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf#search=%27%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB+%E4%BA%BA%E6%95%B0%252
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf#search=%27%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB+%E4%BA%BA%E6%95%B0%252
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf#search=%27%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB+%E4%BA%BA%E6%95%B0%252
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf#search=%27%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB+%E4%BA%BA%E6%95%B0%252
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf#search=%27%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB+%E4%BA%BA%E6%95%B0%252
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf#search=%27%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB+%E4%BA%BA%E6%95%B0%252
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/150020/files/fukushitoukei28.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/150020/files/fukushitoukei28.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/150020/files/fukushitoukei28.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/000/files/kodomokosodate_jigyokeikaku20171016.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/000/files/kodomokosodate_jigyokeikaku20171016.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/000/files/kodomokosodate_jigyokeikaku20171016.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/220040/files/kodomokosodate_shiryo.pdf#page=1
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/220040/files/kodomokosodate_shiryo.pdf#page=1
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/220040/files/kodomokosodate_shiryo.pdf#page=1
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/archive.php?aid=14
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/archive.php?aid=14
https://www.city.suzaka.nagano.jp/kurasuzaka/event.php?id=110
https://www.city.suzaka.nagano.jp/kurasuzaka/event.php?id=110
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodomo/documents/h29shiori.pdf#search=%27%E6%AF%8D%E5%AD%90%E3%83%BB%E7%88%B6%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%AF%A1%E5%A9%A6%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A+%E9%A0%88%E5%9D%82%E5%B8%82%27
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodomo/documents/h29shiori.pdf#search=%27%E6%AF%8D%E5%AD%90%E3%83%BB%E7%88%B6%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%AF%A1%E5%A9%A6%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A+%E9%A0%88%E5%9D%82%E5%B8%82%27
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodomo/documents/h29shiori.pdf#search=%27%E6%AF%8D%E5%AD%90%E3%83%BB%E7%88%B6%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%AF%A1%E5%A9%A6%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A+%E9%A0%88%E5%9D%82%E5%B8%82%27
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodomo/documents/h29shiori.pdf#search=%27%E6%AF%8D%E5%AD%90%E3%83%BB%E7%88%B6%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%AF%A1%E5%A9%A6%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A+%E9%A0%88%E5%9D%82%E5%B8%82%27
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodomo/documents/h29shiori.pdf#search=%27%E6%AF%8D%E5%AD%90%E3%83%BB%E7%88%B6%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%AF%A1%E5%A9%A6%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A+%E9%A0%88%E5%9D%82%E5%B8%82%27
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodomo/documents/h29shiori.pdf#search=%27%E6%AF%8D%E5%AD%90%E3%83%BB%E7%88%B6%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%AF%A1%E5%A9%A6%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A+%E9%A0%88%E5%9D%82%E5%B8%82%27
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodomo/documents/h29shiori.pdf#search=%27%E6%AF%8D%E5%AD%90%E3%83%BB%E7%88%B6%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%AF%A1%E5%A9%A6%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A+%E9%A0%88%E5%9D%82%E5%B8%82%27
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodomo/documents/h29shiori.pdf#search=%27%E6%AF%8D%E5%AD%90%E3%83%BB%E7%88%B6%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%AF%A1%E5%A9%A6%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A+%E9%A0%88%E5%9D%82%E5%B8%82%27
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodomo/documents/h29shiori.pdf#search=%27%E6%AF%8D%E5%AD%90%E3%83%BB%E7%88%B6%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%AF%A1%E5%A9%A6%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A+%E9%A0%88%E5%9D%82%E5%B8%82%27
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あらまし」（最終閲覧日 2017/12/27） 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/conten
ts/imagefiles/150020/files/fukushitoukei2
8.pdf 
須坂市㏋「健康福祉部 福祉課」（最終閲

覧日 2017/12/27） 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/conten
ts/archive.php?sid=150020 
NPO 法人ファザーリング・ジャパンホー

ムページ（最終閲覧日 2017/12/27） 
http://fathering.jp/ 
厚生労働省アフターサービス推進室「保育

士・保育所支援センターの取組事例に関わ

る調査― 保育士人材の確保を目指して 
―」（最終閲覧日 2017/12/27） 
http://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-
vol17/dl/after-service-vol17.pdf 
厚生労働省「イクメンプロジェクト」ホー

ムページ（最終閲覧日 2017/12/27） 
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/ 
厚生労働省 「職場定着支援助成金支給の

ご案内」（最終閲覧日 2017/12/27） 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-11600000-
Shokugyouanteikyoku/0000183631.pdf#s
earch=%27http%3A%2F%2Fwww.mhlw.g
o.jp%2Ffile%2F06Seisakujouhou1160000
0Shokugyouanteikyoku%2F0000183631.
pdf%27 
厚生労働省 「保育士等における関係資

料」（最終閲覧日 2017/12/27） 
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-
11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-
Soumuka/s.1_3.pdf#search=%27%E6%B
D%9C%E5%9C%A8%E4%BF%9D%E8%8
2%B2%E5%A3%AB+%E4%BA%BA%E6

%95%B0%2 
厚生労働省 「保育を支える保育士の確保

に向けた総合的取組」（最終閲覧日 

2017/12/27） 
http://www.mhlw.go.jp/file/04-
Houdouhappyou-11907000-
Koyoukintoujidoukateikyoku-
Hoikuka/0000026218.pdf 
厚生労働省 「母子家庭自立支援給付金及

び父子家庭自立支援給付金事業の実施につ

いて」（最終閲覧日 2017/12/27） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite
/bunya/0000062986.html 
https://ict-kids.com/support_centerlist/) 
須坂市㏋「母子、父子家庭高等職業訓練促

進給付金等事業」（最終閲覧日 

2018/1/2） 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/conten
ts/item.php?id=593760c1bc581 
内閣府大臣官房政府広報室 「男女共同参

画社会に関する世論調査」の概要（最終閲

覧日 2017/12/27） 
https://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-
danjo/gairyaku.pdf 
厚生労働省㏋女性活躍推進法特集ページ

（最終閲覧日 2018/1/5） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite
/bunya/0000091025.html 
須坂市 HP 平成 28 年版須坂市の統計「2
グラフでみる須坂市」

https://www.city.suzaka.nagano.jp/conten
ts/imagefiles/140030/files/02.pdf 
長野県企画振興部総合政策課（2015）「長

野県の人口の現状分析」（最終閲覧日

2018/1/5）
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/doc

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/150020/files/fukushitoukei28.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/150020/files/fukushitoukei28.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/150020/files/fukushitoukei28.pdf
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http://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol17/dl/after-service-vol17.pdf
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https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000183631.pdf#search=%27http%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06Seisakujouhou11600000Shokugyouanteikyoku%2F0000183631.pdf%27
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http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf#search=%27%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB+%E4%BA%BA%E6%95%B0%252
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf#search=%27%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB+%E4%BA%BA%E6%95%B0%252
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf#search=%27%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB+%E4%BA%BA%E6%95%B0%252
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf#search=%27%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB+%E4%BA%BA%E6%95%B0%252
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000026218.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000026218.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000026218.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000026218.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986.html
https://ict-kids.com/support_centerlist/
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=593760c1bc581
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=593760c1bc581
https://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-danjo/gairyaku.pdf
https://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-danjo/gairyaku.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140030/files/02.pdf
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140030/files/02.pdf
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/documents/documents/270325shiryou1.pdf
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uments/documents/270325shiryou1.pdf 
長野県 HP 保健衛生関係主要統計 「2 合

計特殊出生率」（最終閲覧日 2018/1/5）
http://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-
fukushi/kenko/kenko/toukei/hokeneisei/i
ndex.html 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/documents/documents/270325shiryou1.pdf
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生涯健康都市「すざか」の地域活性化 

～紅葉と健康フェスティバルの開催～ 
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伊東佑多・伊藤優希・内藤大輔 
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小林ゼミは「地域・公共マネジメントプ

ログラム」と「スポーツ・健康科学プログ

ラム」が合同に活動しながら、主に「スポ

ーツによる地域活性化」の可能性について

研究を行っているゼミである。本報告書は

2017 年 9 月に実施された長野県須坂市に

おけるサマースクールでの実態調査にもと

づき、「地域資源を活かした地域活性化」

について検討し、まとめたものである。 

 

はじめに 

 

  近年、日本は世界に先駆けて超高齢社会

1に直面している。厚生労働省が掲げてい

る「健康日本 21」2では、人生の中で健康

で障害の無い期間、いわゆる健康寿命を延

伸することを目的とした施策がまとめられ

ている。こうした政策の動きのみならず、

国民の健康意識に目を向けて見ると、フィ

ットネスクラブの利用者数は増加傾向にあ

り 3、健康食品の市場規模も拡大を続けて

いる 4。こうした国民の健康意識の増進を

うけ、観光庁では「健康」と「観光」を結

                                                      
1 超高齢社会とは、65歳以上の高齢者が全人口の 21％

を超える社会。 

国際連合 日本政府代表部

（http://www.un.embjapan.go.jp/jp/statements/okamu

ra071316.html） 

² 厚生労働省「健康日本 21」 

（http://www.kenkounippon21.gr.jp/） 

³ 経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」2017

（http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabido/

result/excel/hv58_01j.xls） 

 

 

⁴ 矢野経済研究所「健康食品市場に関する調査」2017

（https://www.yano.co.jp/press/download.php/001644

） 

びつけた「ヘルスツーリズム」の取り組み

を推進している 5。そこで小林ゼミでは、

近年の健康ブームと観光を結びつけ、「健

康をツールとした地域活性化」という観点

から、長野県須坂市における「ヘルスツー

リズムの実施の可能性」について検証する

ことにした。 

 

具体的には、まず第 1 章において、須坂

市の健康という視点から現状分析、また文

献・ヒアリング調査から見えてきた課題に

触れ、第 2 章では課題解決の糸口となりう

る「ヘルスツーリズム」に関する説明を近

年の観光産業の動向に触れながら記述して

いく。そして続く第 3 章では、政策を提言

する前に、他の地域で実施されたヘルスツ

ーリズムの先行事例を挙げていき、最後に

第 4 章で課題解決するための政策を提言す

る。 

 

第 1 章 須坂市の現状分析 

 

⁵ 観光庁 HP

（http://www.mlit.go.jp/kankocho/page05） 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.un.embjapan.go.jp/jp/statements/okamura071316.html
http://www.un.embjapan.go.jp/jp/statements/okamura071316.html
http://www.kenkounippon21.gr.jp/
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabido/result/excel/hv58_01j.xls
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabido/result/excel/hv58_01j.xls
https://www.yano.co.jp/press/download.php/001644
https://www.yano.co.jp/press/download.php/001644
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本章では、文献調査や現地でのヒアリン

グ調査から見えてきた須坂市の魅力につい

て具体的な数字やグラフを引照して紹介す

る。さらに、本研究において浮き彫りにな

った須坂市の課題を明確にする。 

 

1 節 生涯健康都市「すざか」 

 

 本節では、須坂市がなぜ「生涯健康都

市」と呼ばれるのかを明らかにするため

に、須坂市の健康長寿の一翼を担っている

「保健補導員」について紹介していく。 

 

長野県は平均寿命が男性は 81.75 歳、女

性が 87.67 歳（平成 27 年度）と男女とも

に全国で高い水準を誇っている。（男性全

国 2 位・女性全国 1 位）6この平均寿命の

長さの背景には、長野県で独自に行われて

いる健康づくりの政策である「保健補導員

制度」7がある。保健補導員制度とは、市

民が自分自身や家族、地域の人々の健康を

守るために行う学習・実践活動である。活

動期間は 2 年間を 1 期とし、その 2 年間で

区の役員として健康に関する基本的な学習

を重ねていく。さらに、学んだことを自ら

実践し、家族や地域へと伝える活動もして

いる。須坂市の健康長寿に大きく貢献して

きた保健補導員の活動は、旧高甫村（現須

坂市）から始まり、昭和 33(1958)年には

                                                      
6 厚生労働省 HP「平均寿命について」

（http://www.mhlw.go.jp/） 

⁷ 長崎短期大学「保健補導員について」（kentan_kiyo-

57-02(Acrobat5.0).pdf） 

 

長野県内の全地域に保健補導員制度が適用

されるほど、その活動に期待・実績がある

と言えるだろう。現在も、「一家にひとり

保健補導員」を目指して活動が引き継がれ

ており、その結果保健補導員経験者は須坂

市内で 7000 人以上（須坂市全人口の約 7
人に 1 人）に上る。主な活動内容について

は以下の通りである。 

 

・ブロック毎に、毎月健康に関する学

習会を開催 

・町の行事で、健康相談を開催 

・「須坂健康まつり」で毎日の生活で

実践できる健康体操の指導 

・市民からの希望に応じ、「子育て広

場」や「高齢者のふれあいサロン」

を開催 

・子育て支援のためにお母さん・お子

さんの交流の場を企画 

・市の保健福祉事業への協力として、

健診の受診者拡大に関する活動 

（須坂 JAPAN創成プロジェクト HPより引用） 

 

 これらの保健補導員の長年にわたる活動

が評価され、厚生労働省が主催する「第 3
回健康寿命をのばそう！アワード」8で

は、須坂市保健補導員会の「市民の健康を

願って『自分の健康は自分でつくり守る』

保健補導員の健康づくり活動」が厚生労働

大臣最優秀賞を受賞した。この賞は、生活

 
 
8スマートライフプロジェクト「第 3回受賞者一覧」 

（www.smartlife.go.jp/award_winner_03） 

http://www.mhlw.go.jp/
http://www.smartlife.go.jp/award_winner_03
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習慣病予防の啓発や健康増進のための優れ

た取り組みを表彰するものである。保健補

導員会の①仲間づくり、②自ら学習し実践

する、③学んだことを伝えるという 3 つの

点が、須坂市の健康寿命延伸に貢献したと

して大きく評価された。 

 

 このような保健補導員の取り組みが生涯

健康都市「すざか」において、地域の健康

づくりに加え、「保健補導員経験者」にと

っても良い効果を発揮していると言える。

その効果の 1 つとして、活動の中で学習や

実践を繰り返すことで、減塩やバランスを

考えた食事や、ウォーキングなどの運動を

行う習慣が身についたことが挙げられる。

このように保健補導員を経験することによ

り、「経験者」が生活習慣の改善の効果を

実感していることが分かる。他にも、保健

補導員が活動を共にした仲間と新たな関係

を構築することや、任期終了後に OB とし

て介護サポーターや食生活改善推進員会と

いった新たなコミュニティへの積極的な参

加をすることが確認できる。このことは、

人と人が繋がる「集いの場」を提供すると

いう点において大きな効果があると言える

だろう。 

 

 須坂市保健補導員の取り組みが健康長寿

と密接に繋がりを持っていることが分かっ

たところで、次節では「健康長寿発信都

市」としての魅力を、市外に発信しようと

                                                      
9「須坂 JAPAN」創生プロジェクト HP 

（https://suzakajapan.city.suzaka.nagano.jp/index.

php） 

する取り組みについて述べていく。 

 

2 節 健康長寿発信都市「須坂 JAPAN」 

 

本節では、生涯健康都市「すざか」の更

なる発展のため、平成 27 年(2015)から始

動した、『健康長寿発信都市「須坂

JAPAN」創成プロジェクト』9の取り組み

について述べる。 

  

近年の人口減少・少子高齢化という問題

に対して、保健補導員制度といった、全国

に先駆けて健康づくり活動を行ってきた須

坂市の歴史を背景に、『健康長寿発信都市

「須坂 JAPAN」創成プロジェクト』は開

始された。このプロジェクトでは、健康長

寿発信都市のノウハウを生かして、以下の

2 つの目標に取り組んでいる。 

 

1.今ある健康長寿の取り組みをさらに

進める。 

2.地域資源(住民力、匠、農業、商

業、工業など)を活用した新たなネ

ットワークで、須坂市の発展性を

見出していく。 

(「須坂 JAPAN」創生プロジェクト HPより) 

 

これらのことから、須坂市の新たな価値

 

https://suzakajapan.city.suzaka.nagano.jp/index.php
https://suzakajapan.city.suzaka.nagano.jp/index.php
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を市民が見出すことで地域が活性化され、

そこから全国、ひいては世界に向けて、須

坂の魅力を発信していくことを目標に活動

していることが分かる。また、このプロジ

ェクトを支える組織としては、保健補導員

会のほかに、「食生活改善推進員会」と

「体操ユニット」の 2 組織が挙げられる。 

 

1 つ目の「食生活改善推進員会」は、保

健所と市町村が開催する健康教室を修了し

た人々によって構成された組織である。会

員たちが健康教室で得た知識によって、ま

ず自らが良い健康生活の実践者となり、そ

こから家庭や地域の人々に食生活改善を中

心とした健康づくりの実践を広めている。

主な活動内容としては、毎月 1 回（年 10
回）の伝達講習会や市民に向けた料理教

室、郷土食の教室の開催など、「食」の面

から健康をサポートする活動を行ってい

る。 

 

2 つ目の「体操ユニット」は、須坂エク

ササイズをより多くの人々に紹介し実践し

てもらうことを目的に、平成 26(2014)年
に結成された組織である。須坂エクササイ

ズとは、ラジオ体操のように馴染みのある

歌に合わせて簡単な動きをする体操であ

る。現役の保健補導員や保健補導員経験者

を中心に、市内の高校生、看護学生もメン

バーとして活動に参加している。主な活動

内容は、市内のイベントや高齢者の集まり

                                                      
10 厚生労働省 HP（http://www.mhlw.go.jp/） 

 

での須坂エクササイズの紹介や出前講座な

どで、「運動」の面から須坂の健康を支え

る活動を行っている。 

 

以上のことから、須坂市では『「須坂

JAPAN」創生プロジェクト』を通じて

「健康長寿発信都市」としての魅力を市外

に発信していきたいという意向が窺える。

これまで取り上げてきた須坂市の健康づく

り活動は、「介護保険料の数値」に反映さ

れていることが明らかになった。そこで次

節では、須坂市が「健康長寿発信都市」で

あることを、介護保険料の視点から見てい

きたい。 

 

3 節 介護保険料の推移 

 

これまで述べてきたように、須坂市は独

自の健康づくりの取り組みを数多く行い、

「健康長寿発信都市」としての地位を築い

てきた。そういった取り組みの結果は、

「介護保険料の数値」に見て取れる。介護

保険料に注目したのは、その価格を比較・

分析することで、高齢者の健康度について

推察できるためである。介護保険とは 10、

介護を必要とする高齢者の、治療や介護等

にかかる負担（費用、家族介助、福祉施設

利用料など）を社会全体で支援するための

保険制度であり、市町村ごとで介護を必要

とする高齢者の数によって介護保険料は異

 

http://www.mhlw.go.jp/
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なる。つまり、介護を必要とする高齢者が

多いほど介護保険料は高く、介護を必要と

する高齢者が少ないほど保険料は低いと推

察できる。また、増額率が大きいほど、介

護を必要とする高齢者の数が増えたという

ことも推察できる。「須坂市の介護保険料

とその増額率が全国と比較し際立って低い

こと」を、次の図表 1－1 で全国と長野県

の平均値を用いて比較分析していく。 

 

図表 1－1 介護保険料とその増額率 
 

第 5 期 11 第 6 期 増額率 

日本平均 4972 円 5514 円 10.90% 

長野県 

平均 

4920 円 5399 円 9.70% 

須坂市 

平均 

4541 円 4768 円 5.00% 

（「第 6 期計画期間・平成 27 年度等における介護保険

の第一号保険料及びサービス見込み量等について」より

筆者作成） 

 

まず、図表 1－1 の全国平均と長野県平

均に着目すると、長野県は全国平均に比べ

て介護保険料が低く、増額率も低いという

ことが分かる。次に、長野県平均と須坂市

をみていくと、介護保険料の低い長野県の

中においても、須坂市では介護保険料とそ

の増額率がともに低いということが分か

る。つまり、須坂市は健康長寿日本一であ

                                                      
11 平成 24(2012)年から平成 26(2014)年を第 5期、平成

27(2015)年から平成 29(2017)年を第 6期とする。 

る長野県の中でも低い介護保険料と増額率

を誇り、健康長寿発信都市にふさわしい都

市であると考えられる。したがって、本稿

の冒頭でも述べたように、近年日本では健

康に対する意識が高まりつつあるが、須坂

市は全国に先立って健康に対する意識が高

く、その実績を残していると言えるであろ

う。 

 

以上、1～3 節では、「健康長寿発信都

市」という須坂市の魅力（=地域資源）に

ついて述べてきた。次節では、須坂市の抱

える課題について分析していく。 

 

4 節 須坂市が抱える課題 

 

 本節では、本稿で焦点化する須坂市の抱

える課題を明確にしていく。まず、須坂市

の観光地利用者数の推移について見ていき

たい。以下の図表 1－2 は、2006 年から

2015 年の 10 年間における須坂市全体の観

光地利用者数の推移である。 

 

図表 1－2 須坂市 観光地利用者数の推移 

 



 

156 
 

 
（須坂市 HPより筆者作成） 

 

 図表 1－2 から分かるように、須坂市の

観光客数は 2009 年までは増加がみられて

いるが、その後は減少傾向が続いている。

次に、各観光地別の利用者数の推移につい

て見ていく。以下の図表 1－3 は、各観光

地利用者数の推移をまとめたものである。 

 

図表 1－3 各観光地利用者数の推移 

単位：100 人 

年次 峰の原

高原 

仙仁 

温泉 

臥竜 

公園 

須坂 

温泉 

蔵の町

並み 

2006 1,229 447 7,172 2,008 946 

2008 2,211 450 6,844 1,755 964 

2010 1,661 534 5,919 1,686 731 

2013 1,884 531 6,265 1,722 783 

2015 1,794 538 6,200 1,621 542 

（須坂市 HPより筆者作成） 

 

図表 1－3 から分かる通り、須坂市内の

各観光地の利用者数は 5 施設すべてで減少

傾向が見られた。また、5 施設の中でも臥

竜公園は利用者数が最も多く須坂市を代表

する観光地であると言える。しかし、臥竜

公園においても利用者数の減少が続いてい

る。以上の点から、須坂市の抱える課題は

「観光客数減少」であると言えるだろう。 

 

そこで、次章では須坂市を代表する観光

地である臥竜公園の利用者数の減少を食い

止め、さらに観光客数を増やしていくため

の政策ツールについて検討していく。 

 

第 2 章 観光客数減少を 

食い止める方法 

  

本章では、第 1 章で明らかにした須坂市

の抱える「観光客数減少」という課題解決

に向けて、課題解決のツールとなり得る

「ヘルスツーリズム」の概要とその期待さ

れる効果について、近年見られる観光産業

の変容と併せて述べる。 

 

1 節 近年の観光産業の変容 

 

現在、地方都市の地域活性化を支える存

在として、観光分野に注目が集まってい

る。この観光に対する関心が拡大している
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理由は、地方都市において深刻化が予想さ

れる人口減少や少子高齢化問題の解決が求

められているためである。これらの問題を

解決する糸口として、「観光」を通じての

「地域活性化」に多くの期待が寄せられて

いる。そこで、ここからは本節の目的であ

る「観光×地域活性化」について、従来ま

での「発地型観光」と観光庁が推し進める

「着地型観光」の相違点を明らかにしなが

ら述べていく。上述した、従来までの「発

地型観光」と近年推奨されている「着地型

観光」の観光形態の相違点についてだが、

比較内容は以下の図表 2－4 を参照された

い。 

 

図表 2－4 「発地型観光」と「着地型観

光」の相違点 
 

従来の 

「発地型観光」 

近年の 

「着地型観光」 

場所 都市部 各地域 

観光

資源 

大型テーマパーク 

大型商業施設 

地域資源 

（自然、人、文化） 

特徴 1,都市部で人を集め観

光地に送る 

2,旅行商品は都市部で

作り、地域はその内

容の一部である 

1,地域自らが商品開発

と集客をする 

2,その地でしかできな

い体験や交流が主

な観光内容となる 

 
図表 2－4 からも分かるように、従来の

「発地型観光」は「都市部による、都市部

のための観光」となっていることが分か

る。「観光×地域活性化」という観点から

みると、都市部が主役である「発地型観

光」は観光地の発展を望むことは難しい。

それに対して近年推奨されている「着地型

観光」は、近年の ICT 技術の発展を背景

に「地域と観光客が直接繋がること」が可

能となるために、観光地への利益還元率が

高くなり、さらに直接的な経済効果へ結び

つきやすいため、産業の発展と直結する

「地域づくり」が大いに期待できる。つま

り、着地型観光という観光形態が「地域活

性化」の一助になると言えるだろう。さら

に特筆すべきことは「その土地でしかでき

ない体験・交流」が着地型観光では観光資

源となっていることだ。ヘルスツーリズム

の開催地が、地域資源を観光地として活用

することで、近年の消費者が観光地に求め

る「多様性」「独自化」という需要を満た

すことが可能になる。それゆえに、この観

光形態は今後ますます発展していくだろう

と期待される。 

 

以上のことから、これからの観光が目指

すべき方向をまとめると、従来のように

「地域資源を旅行商品として販売・消費す

る仕組みとしての観光」ではなく、「地域

のまちおこしや地域産業の発展をはかって

いく仕組みとしての観光」が求められてい

ると言えるだろう。そこで須坂市に目を向

けると、第 1 章で述べたように須坂市は

「健康都市」というブランド価値を保有し

ている。その須坂市でしか持ち合わせてい

ない「健康」という魅力を「観光」に結び

付けることで、須坂の課題である「観光客

数減少」に歯止めがかけられるのではない
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かと考えた。このような観点から、次節で

は政策のツールとして用いる「健康

（=health）」と「観光(=tourism)」を組

み合わせた「ヘルスツーリズム」について

述べていく。 

 

2 節 ヘルスツーリズムの概要 

 

まず、ヘルスツーリズムがどのように定

義されているのかについて見ていく。ヘル

スツーリズムは、2007 年に策定された

「観光立国推進基本計画」（2007 年 6
月）の中で次のように定義づけられてい

る。 

 

『ヘルスツーリズムとは、自然豊かな地

域を訪れ、そこにある自然、温泉や身体に

優しい料理を味わい、心身ともに癒され健

康を回復・増進・保持する新しい観光形態

であり、医療に近いものからレジャーに近

いものまで様々なものが含まれる。』 

（国土交通省：観光立国推進計画より） 

 

つまり、ヘルスツーリズムとは、地域が

「健康」というツールを用いて集客をし、

訪問客が健康増進の体験を通して余暇を楽

しむ形態のツーリズムのことである。引用

文後半から分かるように、ヘルスツーリズ

ムの種類は多様であり、大きく分けて 8 つ

に分類することが出来る。具体的な例は図

表 2－5 で紹介する。 

 

図表 2－5 ヘルスツーリズムの種類 

分類 内容 

生理機能開発・管

理 

IT を活用したヘルス

チェック旅行等 

治療 糖尿病食改善旅行等 

介護・重度バリア

フリー 

人工透析旅行等 

療養・回復・予防 温泉療養旅行、花粉

症症状緩和旅行等 

美容・疲身・禁煙

予防などの健康増

進 

断食道場旅行、禁煙

定着訓練旅行等 

ストレス解消・美

容等の健康増進＆

レジャー 

ストレス解消旅行、

エステ＆マッサージ

旅行等 

レジャー・健康増

進や体力増強 

ヨガレッスン旅行、

自然体験旅行等 

スピリチュアル的 スピリチュアル旅行

等 

（NPO法人日本ヘルススーリズム振興機構） 

 

人々の健康に対する意識の高まりととも

に、大量の団魂世代が退職し、余暇活動を

行う人々の数が増加するため、ヘルスツー

リズムは、こうした国民の健康志向を満た

すことができ、余暇活動としての観光産業

の発展に貢献することが期待できる。次節

では、具体的にヘルスツーリズムの期待さ
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れる効果とはいかなるものなのかについて

明らかにしていきたい。 

 

3 節 ヘルスツーリズムで期待される効果 

 

前節では、ヘルスツーリズムの概要に触

れ、観光産業の発展に寄与することが出来

る可能性があるということが分かった。こ

うした概要から、本節ではヘルスツーリズ

ムが実施されることで期待される効果につ

いて述べていく。そこで、ヘルスツーリズ

ムの「観光客」「開催地域」の 2 つの視点

から期待される効果を説明していく。図表

2－6 は「観光客視点」、図表 2－7 は「開

催地視点」それぞれの期待される効果であ

る。 

 

図表 2－6 観光客視点の期待される効果 

1,身体の療養・回復・予防のサービスの享受 

2,健康増進の意識向上のきっかけ作り 

3,疲労回復といった身体における健康増進 

4,ストレス解消といった精神における健康増進 

5,余暇の時間の有効活用 

（NPO法人日本ヘルスツーリズム振興機構を参考に筆者

作成） 

図表 2－7 開催地視点の期待される効果 

1,イメージ・知名度アップによる 

観光客数の増加 

2,観光消費行動による経済収入 

3,医療保険や介護保険の負担を抑制 

（NPO法人日本ヘルスツーリズム振興機構を参考に筆者

作成） 

 

図表 2－6 から分かるように、観光客視

点での期待される効果は、「観光客の身体

や精神における健康増進を図ること」にあ

る。一方で、図表 2－7 の開催地域視点で

の期待される効果は、「開催地域が経済収

入を見込めること」にある。本稿では、開

催地域である須坂市の活性化を目的として

いるため、開催地域の視点を取り上げ、検

討していくことにする。そこで次章では、

その実施可能性を明らかにするべく、実際

に他の地域で実施されてきたヘルスツーリ

ズムの先行事例を 2 点紹介していく。 

 

第 3 章 先行事例 

 

第 2 章では、近年の観光産業の動向に触

れながら、ヘルスツーリズムについて説明

した。本章では、具体的な政策提言に移る

前に、ヘルスツーリズムとして成功したと

言える 2 つの先行事例について説明する。

まず、東京都八王子市の事例は、本稿の第

4 章で政策提言する「紅葉と健康フェステ

ィバル」と類似した企画であり、毎年続け

て開催されている。また、参加者が 10000
人規模の比較的規模の大きな企画であるた

め、参考になり得ると考えた。次の、山形
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県上山市の事例は、本稿の政策提言との企

画内容に類似点は少ないが、ヘルスツーリ

ズムが目指す「健康をツールとした地域活

性化」が実際に成功していると言えるため

事例に挙げた。 

 
1 節 東京都八王子市の事例 

 

まず、東京都八王子市で開催された

「2017 健康フェスタ・食育フェスタ」に

ついて挙げていく。このイベントは、はち

おうじ健康づくり推進協議会が主催してい

る。「笑顔であふれるまち、はちおうじ」

を合言葉にして開催された 2017 年は、1
日で 1 万人以上が来場した。来場者が健康

に親しみを持って楽しめるようにイベント

を提供することを目的としている。イベン

トの詳細は次の表を参照されたい。 

 

図表 3－8 「2017 健康フェスタ・食育フ

ェスタ」の詳細 

ヘルシー

ウォーキ

ング 

八王子市教育委員会が主催とな

って開催し、参加者に八王子市

の見どころをウォーキングしな

がら知ってもらい、楽しんでも

らうことを目的としている。 

走り方 

教室 

第一生命保険株式会社の女子陸

上駅伝部 OG を招き、参加者は

                                                      
12 クオアルトとは、観光と健康を軸に、温泉や森林、気

候などの地域資源を活用し、疾病を治療・予防・緩和す

る自然療法のこと 

「観光資源を活用した観光資源づくりについて」

（http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo

指導をしてもらいながら走る体

験をする。 

食育展示 参加者は、ゲーム形式やイラス

ト入りの解説を見ながら食の視

点から健康を考えることが出来

る。 

（「2017 健康フェスタ・食育フェスタ八王子イベント

一覧」を参考に筆者作成） 

 

このように八王子市では、ウォーキング

や走り方教室、ゲームを取り入れた誰もが

楽しめるイベントを定期的に行うことで健

康増進を図っており、ヘルスツーリズムと

しての成功を収めているといえるだろう。 

 

2 節 山形県上山市の事例 

 

前節に続いて、本節では「健康をツール

とした地域活性化」に成功している事例と

して山形県上山市の「クアオルト健康ウォ

ーキング」を取り上げる。山形県上山市

は、医療費の支出の割合が高いという市内

の現状を踏まえ、平成 20 年度(2008 年)か

ら、自然環境や温泉、食などの恵まれた地

域資源を活かして、市民の健康を増進させ

ることや交流人口の拡大による地域活性化

を目的に、クアオルト事業 12を導入してい

る。クアオルト事業の中の 1 つに「クアオ

/jisedai_healthcare/sinjigyo_wg/pdf/002_04_00.pdf

） 

 
 



 

161 
 

ルト健康ウォーキング」がある。この事業

は、市が主導となり温泉旅館組合や観光関

係者が連携し、地域資源を活用したウォー

キングコースが実施されている。ウォーキ

ングにはいくつかの種類があり、以下の図

表 3－9 では 3 つのイベントの具体的な内

容について紹介する。 

 

図表 3－9 クアオルト健康ウォーキング

の種類と詳細 

毎日ウォ

ーキング 

申し込み不要の気軽なウォ

ーキングメニュー。日頃の

運動不足解消や健康づくり

をはじめたい方が対象。 

上山の自然を満喫しながら

も、しっかりとした運動効

果が得られる。 

暮色ウォ

ーキング 

専任ガイドと歩くツアー。

午後のひとときに自然を満

喫することができる。ふら

りと散策を楽しむには、最

適なメニュー。 

企業コラ

ボウォー

キング 

企業との共同企画による社

員と市民が一緒に楽しむウ

ォーキング。豪華賞品が当

たる抽選会やグルメ企画な

どウォーキングだけではな

いイベント。 

（「地域資源を活用した観光資源づくりについて」を参

考に筆者作成） 

                                                      
 

 

 図表 3－9 から分かる通り、それぞれの

ウォーキングイベントで異なった趣旨とな

っているため、多くの人々が参加すること

が出来る。この事業の効果は、次の図表 3
－10 の、ウォーキングコースを導入した

平成 21 年と 5 年後の平成 26 年の参加者

数を比較することで見て取れる。 

 

図表 3－10 参加者数の推移 

 

 

 ウォーキングコースを導入した平成 21
年(2009 年)時の参加者は 371 人であった

が、5 年後の平成 26 年(2014 年)には参加

者数が約 27 倍の 10073 人に増加した。以

 

371

10073

0
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上のことから、山形県上山市の「クアオル

ト健康ウォーキング」は、上山市の持つ恵

まれた地域資源を活用しながら、イベント

参加者の健康増進、さらには参加者の大幅

な増加からも分かるように、市内の交流人

口の拡大を実現しており、「健康をツール

とした地域活性化」において成功を収めて

いると言えるだろう。 

 

これら 2 つの事例から分かるように、

「健康」をツールとしたヘルスツ－リズム

のイベントを開催することは、参加した市

民や観光客の健康増進が期待できるだけで

なく、多くの観光客が訪れるため、イベン

ト開催に伴う交流人口増加による開催地域

の活性化も期待できる。つまり、ヘルスツ

ーリズムは、参加者と開催地域の双方に好

影響を与えうるということが推察できる。

では、須坂市において「健康をツールとし

た地域活性化」は成功するのだろうか。こ

れらの先行事例を基にして、次節では具体

的な政策提言とその実現可能性を検討して

いく。 

 

第 4 章 政策提言 

 

本章で政策提言をする前に、これまでの

流れを整理する。第 1 章では、須坂市の健

康都市としての魅力を挙げその上で観光客

数減少という課題について述べた。第 2 章

では、その課題解決のための手段として、

「健康」という地域資源を活かしたヘルス

ツーリズムに着目した。そして、第 3 章で

は、他の地域でのヘルスツーリズムが成功

した先行事例を挙げることでヘルスツーリ

ズムの有効性について説いた。ここまでの

流れを踏まえて、須坂市でヘルスツーリズ

ムを実施することは、課題解決に有効な手

段となり得ることが明らかとなった。そこ

で本章では、本稿で政策提言する「紅葉と

健康フェスティバル」について、その企画

実施に向けた具体的な企画内容を提案して

いく。 

 

1 節 企画の概要 

 

ここでは、「紅葉と健康フェスティバ

ル」の大まかな企画概要について挙げてい

く。具体的な内容については図表 4-11 を

参照されたい。 

 

図表 4-11 「紅葉と健康フェスティバ

ル」の概要 
企

画

趣

旨 

臥竜公園の紅葉が盛んな時期に、

参加者の健康推進のための「紅葉

と健康フェスティバル」を開催。 

 

目

的 

健康都市としての魅力を発信し、

市外からの注目を浴びることで、

観光客数の増加を図る。 
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実

施

場

所 

臥竜公園で実施。理由として、須

坂駅からのアクセスの良さや広大

な敷地面積であることが挙げられ

る。 

時

期

設

定 

春の「さくらまつり」と対比。秋

の紅葉が盛んな時期にすること

で、春だけでなく秋にも観光客数

増加が見込める。 

 
次に、図表 4-12 では、参加者に体験し

てもらう実施内容について挙げていく。具

体的な実施内容については次の表を参照さ

れたい。 

 

図表 4-12 「紅葉と健康フェスティバ

ル」の実施内容 

実施内容 

①信州須坂

オリジナル

健康スムー

ジー 

信州須坂オリジナル健康スム

ージーレシピコンテスト」で

選ばれたスムージーを来場客

が試飲する。 

実施内容 

②減塩料理

講座 

保健補導員による減塩料理講

座を開催し、参加者が減塩料

理作りを体験する。 

実施内容 

③体力測定 

片足立ち開眼や立ち上がりテ

ストといった、高齢者も安全

にできる種目で体力測定をす

る。 

実施内容 

④須坂エク

ササイズ 

保健補導員と一緒に須坂エク

ササイズをする。場所は南部

地域公民館を使用する。 

実施内容 

⑤紅葉を見

ながらのウ

ォーキング 

保健補導員がウォーキング指

導を参加者に行いながら紅葉

狩りをする。 

 
以上が「臥竜公園」や「生涯健康都市」

のような、須坂市独自の地域資源を使った

ヘルスツーリズムである「紅葉と健康フェ

スティバル」の企画内容である。この企画

を実施することで、「健康都市」という魅

力を市外に発信し、須坂市の知名度を高め

ると同時に、市へのイメージを向上させ、

市全体の観光客数増加に繋げることが見込

める。「紅葉と健康フェスティバル」は須

坂市の抱える課題解決の一助となるであろ

う。 

 

おわりに 

 

長野県須坂市でのヘルスツーリズム実施

で実際に須坂市を活性化できるのか。本報

告書では、サマースクールでの実態調査に

もとづき、「地域資源を活用した地域活性

化」について検討してきた。 
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 第 1 章においては文献調査や現地でのヒ

アリング調査による須坂市の現状分析、そ

れにより浮き彫りになった須坂市での「観

光客数減少」という課題を取り上げ、第 2
章では、課題解決に向けて地域資源を活か

した「ヘルスツーリズム」の概要と効果に

ついて近年の観光産業の動向を踏まえなが

ら明確にしてきた。そして第 3 章では、政

策提言をする前に、他の地域で実施された

ヘルスツーリズムの先行事例を挙げ、それ

を参照しつつ第 4 章では、政策の具体的な

企画の実施内容として「紅葉と健康のフェ

スティバル」を提言し、その政策が見込め

る観光客数増加という効果について記述し

た。 

 

2017 年 9 月に実施されたサマースクー

ルを通じて須坂市から多くのことを学ばせ

ていただいた。これもひとえに、小林教授

をはじめとする多くのゼミ関係者のご支援

があったからである。この場を借りて御礼

申し上げたい。 

 

 そして、ご多忙を極める中、私たち学生

に貴重なお時間を割いていただき、拙い質

問にも懇切丁寧に対応していただいた須坂

市役所健康福祉部生涯スポーツ課の皆様、

須坂市役所健康づくり課の皆様、須坂市役

所産業振興部商業観光課の皆様、須坂市文

化振興事業団の皆様、須坂市中央公民館の

皆様、さらには熱心にご指導してくださっ

た須坂市長三木正夫様にこの場をお借りし

て心から御礼申し上げたい。 

2018 年 1 月 22 日 
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1. はじめに 

 私たち、山﨑ゼミは 4 月からの演習で『地

域創生のデザイン』(中央経済社、山﨑朗編

著)を主なテキストに地方創生や、その手

段・考え方について広く学んできた。また、

関連の外部施設に行きヒアリングを行うこ

とによって知識を深めてきた。 

一方でサマースクールの際に訪問する長

野県須坂市についての資料集めを行った。

主に、交通・人口・産業・気候・産物・地理・

施設等である。そして事前調査の結果、最も

私たちが注目した項目は「市立須坂図書館」

である。市立須坂図書館には、蔵書点検期間

の長さ、会館時間の短さ、会館日数の少な

さ、設備の充実度など様々な問題が見受け

られた。現在、図書館の用途・位置付けが変

わりつつある。私たちはそこに着目し、図書

館を使った地域政策が可能ではないのかと

考えた。そのため、私たちは図書館を地域住

民のコミュニティーの中心に据えた須坂市

の地域創生を立案する。 

以下、須坂市で行ったヒアリングとその

結果を基にした政策提言である。 

 

2. 図書館の変化 
2-1 図書館の役割 

図書館の本来の役割とは、図書館法によ

ると主に次の 3 つである。 
① 必要な情報の収集  
② 整理・保存して公開  
③ 教養や生活を豊かにする 
また、日本図書館協会による「図書館の自

由に関する宣言 1979 年改訂」には、「すべ

ての国民は、いつでもその必要とする資料

を入手し利用する権利を有する」、「この権

利を社会的に保障することに責任を負う機

関」が図書館であることが述べられている。 
現在、上記の図書館本来の役割に加えて、新

たな役割が求められている。それは地域の

活性化の一端を担うということである。つ

まり、図書館を単に情報の集積地としてみ

るのではなく、魅力あるものにすることに

よって、その地域をより豊かにするという

ことである。 
かつての図書館のイメージは、閉館日数

は比較的多く、開館していても夕方には閉

館してしまうというものであった。しかし

2016 年時点では、全国で年間の開館日数が

340 日以上、つまり月 1～2 回しか休まない

図書館は 200 近くあり、午後 7 時～10 時ま

で開館している図書館は 1200 を超える。長

野県内には図書館が 85 施設ある。そのうち、

年 340 日以上開館しているのはわずか 2 施

設であり、午後 7 時〜10 時まで開館してい

るのは 23 施設である。 
できるだけ遅くまで開館していることと、

休館日が少ないことは図書館の利便性向上

につながる。しかしながら、いくら利用者に

とって便利であるとはいえ、これらの取り

組みは容易ではない。自治体直営の場合は、

図書館運営におけるノウハウの不足や人員

確保の困難性がネックとなる。その際に活

用が期待できる制度が指定管理者制度であ

る。指定管理者制度とは、地方自治法の一部

を改正する法律(平成 15 年法律第 81 号)に
より制度化されたものである。改正前は管

理委託制度により、公の施設の管理主体は

出資法人、公共団体、公共的団体に限定され

ていたが、改正後の指定管理者制度により、

公の施設の管理主体は法人その他の団体で

あれば特段の制限を設けないこととなった。

公の施設とは、「住民の福祉を増進する目的
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をもってその利用に供するための施設であ

る」(地方自治法第二百四十四条)。公の施設

の主な例としては、レクリエーション・スポ

ーツ施設、文教施設、社会福祉施設などがあ

る。この制度の目的は、公の施設の管理主体

を民間事業者、NPO 法人等に広く開放する

ことである。それにより、民間事業者の活力

を活用した住民サービスの向上、施設管理

における費用対効果の向上、管理主体の選

定手続きの透明化が可能となる。この指定

管理者制度を図書館に活用することによっ

て、民間企業の豊かなノウハウと柔軟性を

図書館に取り込むことができる。 
2-2 先進事例 

その先進的な事例が、「武雄市図書館」「大

和市文化創造拠点シリウス」である。これら

の施設の管理・運営には指定管理者制度が

活用されている。次の章においては、この 2
つの図書館について紹介したい。 
 

3. 先進事例紹介 

3-1 武雄市立図書館 
武雄市図書館は、TSUTAYA を展開する

カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)
が指定管理者となり、蔦屋書店やスターバ

ックスのカフェと一体となった図書館であ

る。それにより、サービス拡充と行革を実現

した。 

武雄市は、佐賀県西部に位置する人口 5
万人の地方都市である。主要産業は、武雄

温泉を核とした観光産業、米・麦・大豆を

中心とした農業であり、JR の特急列車で

福岡市から 1 時間強、県庁所在都市の佐賀

市から約 30 分のところに位置する。地方

都市であるにもかかわらず、2013 年に宝

島社が実施する「第 2 回日本「住みたい田

舎」ベストランキング」（宝島社編『田舎

暮らしの本』2013 年）全国第 2 位に輝い

た。 
図書館リニューアルのキーフレーズは

「市民価値」であった。行政の使命は、市民

生活の向上にある。市民目線で不便だと感

じた違和感をもとにして、市民価値の向上

を図るための政策を立案、実行する。図書館

リニューアルの際に掲げられたのは、①20
万冊の知に出会える場所、②雑誌販売、③映

画・音楽の充実、④文具販売、⑤電子端末を

活用した検索サービス、⑥カフェ・ダイニン

グの導入、⑦「代官山 蔦屋書店」のノウハ

ウを活用した品揃えやサービスの提供、⑧

T カード、T ポイントの利用、⑨365 日、朝

9 時～夜 9 時までの開館時間、という 9 つ

の市民価値である。「いかに市民価値を向上

させるか」という視点から、新しい図書館像

をデザインしていった。図書館は誰でも利

用できる施設であり、 市民サービスの最た

る施設であるにもかかわらず、利用者は市

民の 1 割程度に限られていた現状に疑問を

抱き、もっと利用しやすい施設となるよう

取り組みを行った。  
市民のだれもが利用しやすく、利用した

くなる"市民生活をより豊かにする図書館"
を作る「新・図書館構想」のもと、2013
年 4 月にリニューアルオープンした。リニ

ューアルオープン後は、開館時間は朝 9 時

〜21 時までの年中無休となり、年間の来

館者は 3.6 倍、貸出日数は 1.6 倍と成果を

上げている。また、運営経費を約 10%削減

している。開架図書数は 9 万冊から 20 万

冊へと拡大し、図書館の機能も向上した。

市民だけでなく、市外からの利用者も増加

し観光地として図書館に新たな役割を加え



 

171 
 

た。子供、大人向けの講座や朝ヨガ、講演

会などを開催し、「活動・交流の場」とし

て多くの人が集まる施設になった。図書館

の存在意義は、本の貸し借りや読書、調べ

もののためだけではない。人が集まって情

報を交換し、自ら新しい情報を発信するよ

うな場所としても機能し始めているのであ

る。 
従来の行政主導や民間企業にお任せとい

った指定管理のあり方ではなく、官と民が

本質的に連携し、企画段階から本の搬出・

搬入などの開館準備、市民への説明、オー

プン後の現在に至るまでのプロセスを共有

することで実現した点において評価され、

2013 年度グッドデザイン賞「金賞」を受

賞している。 
 

3-2 大和市「文化創造拠点シリウス」 

神奈川県大和市の「大和市文化創造拠点

シリウス」は、2016 年 11 月にオープンし

た図書館を中心とした複合施設である。知

識を与える図書館としての役割だけでなく、

人と人が出会い、交流する場所という要素

を備えている。6階まである建物の中には、

会議室、放送スタジオを始め、芸術文化ホー

ル、託児所、授乳室までもが入っており、

様々なイベントを行える設備が整っている。

図書館としての機能も充実しており、託児

所には子ども用の本を置くなど、それぞれ

の施設に合った本の配置がすべての階に施

されている。複合施設ということで、総床面

積は約 23000 ㎡ととても広く、建設には

147 億円(保留床取得額)もの総工費がかか

った。先日、開設一周年を迎えるとともに、

年間累計来場者数 300 万人を達成した。こ

れは全国で初めてのことである。 

「シリウス」の運営を担うのは、指定管理

者の「やまとみらい」である。本来行政が担

う図書館運営を民間に委託することで、よ

り柔軟な運営が可能となった。それは一般

的な図書館にない多機能性のみならず、利

用時間や休館日にも表れている。休館日は

年末年始の数日のみで、休館日のない佐賀

県の武雄市図書館ほどではないが極めて少

ない。利用時間も託児所などを除き 9 時～

21 時以降まで運営されており、半日以上も

開館している。民間が運営することにより、

公共運営による人材面でのデメリットが解

消されたことが要因である。 

今後の課題を考えるに、未だオープンし

てから 1 年余りの施設であるため、今後想

定されていなかったような問題が出てくる

ことも考えられる。そのときにどう対応す

るかが課題と言える。また、民間が管理して

いるとはいえ、公共の施設であるため、総工

費 147 億円に見合う利益が出せるとはにわ

かには考えづらい。多くの人に今後も利用

してもらい、地域に密着した、無くてはなら

ない施設であることが求められる。そのた

めには、イベントを行うだけでは何年か先

には行き詰ってしまう。既存の多機能な施

設群に胡坐をかかず、さらなる工夫が必要

である。 

 

4. 地元高校生の声 

以上のように、図書館を利用したまちづ

くりを紹介してきたが、須坂市近辺の図書

館はどうなっているのだろうか。 

私たちは、今回のサマースクールで県立

須坂高校も訪問した。高校を訪問した一番

の理由は、地元の高校生は普段の放課後ど

こで勉強しているのだろうかと疑問に感じ
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たからである。また、大学受験を控えた高校

生の理想の図書館像、もし図書館を利用す

るとするならばその目的はどのようなもの

なのか等、実際の若者の利用者の意見が私

たちの政策提言に必要だと考えたからだ。

今回は生徒会の方々と先生、高校図書館の

司書の方にお話を伺うことができた。(以下、

須坂高校生徒を高校生) 

さて、高校生は現在の須坂市立図書館の

現状をどのようにとらえているのだろうか。

高校生からは須坂市図書館の立地の不便さ

が挙げられた。立地的に遠い人は行かない

のはもちろん、行っても席が少なく規模が

小さいため、席の確保が難しいので初めか

ら行かないという意見が大多数であった。

また、高校生の遊ぶ場所は電車に乗り長野

市内に出るか、友達の家に遊びに行くとい

うものだった。私たちは須坂市内には女子

高校生やお年寄りが集う場所がないと、サ

マースクールで須坂市を訪問し実感した。

須坂駅前のイオンは、スーパーとしての機

能のみで、市民が集い談笑する場所がある

ように見受けられなかった。また、高校生の

話によると「カラオケが一応あるが、とても

混むので盛り上がるほど滞在するという事

は不可能」という事だった。また、図書館を

探しても在庫がない本は須坂駅前の「平安

堂」という本屋で購入するそうだ。私たちも

実際に平安堂へ行ってみたがとても狭かっ

た。須坂市の図書館より小さく図書館にな

い本が、平安堂で取り扱っているのだろう

か、そして品ぞろえに関しても危うい。 

初めに、須坂高校生は日頃の勉強をどこ

でしているのかを教えてもらった。学校内、

教室内、学校図書館が主な勉強場所だ。しか

しテスト前は 1・2 年生で学校図書館の 8割

は、うまってしまう。そこで受験生である３

年生は教室内で学習している。高校の図書

館は 8：30～17：00、高校自習室は 19：00
までだ。須坂市立図書館は平日 9：00～19：
00 まで、土・日・祝日に至っては 9：00～
17：00 までで閉館である。開館している時

間が学校の図書館・自習室と同じ為、初めか

ら隣町の小布施市町立図書館に行く割合が

高い。ここは 20：00 まで開館しているから

だ。また、高校生たちが隣町の小布施町立図

書館に行くのは時間の問題だけではない。

須坂市立図書館にはない“トイレのきれい

さ”、“館内の広さ”、“休憩するスペースの

きれいさ・広さ”等、図書館の利用のしやす

さ、快適さを求めているのということが分

かった。この図書館に快適さを求めること

は高校生だけでなく、どの世代にも共通す

る意見であり要望ではないだろうか。高校

生は少ないお小遣いをはたいてでも、高い

電車代を払い、快適な隣町にある小布施町

立図書館に行くのだ。 

今こそ図書館は本を借りられる、読書が

できる、勉強ができるという従来の固定概

念からの脱却をすべきなのではないだろう

か。 

 

5. 須坂市立図書館の現状 

9 月のサマースクールでは、須坂市役所

総務部総務課、須坂市役所市民共創部生涯

学習・スポーツ課、一般社団法人須坂市文化

振興事業団、長野県立須坂高校、須坂市立図

書館、小布施町立図書館まちとしょテラソ

にヒアリングを行った。総務課や須坂市文

化振興事業団では、指定管理者制度の概要

や須坂市の現状について、お聞きした。須坂

高校では、生徒会の皆様や司書の方を交え
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て、図書館の利用や印象についてヒアリン

グや討論を行った。その後、須坂市立図書館

に伺い、図書館長の案内で施設内を見学さ

せていただいた。その須坂市立図書館の現

状について述べる。開館時間は、火曜日から

金曜日は午前 9 時から午後 7 時で、土日祝

日は午前 9 時から午後 5 時である。休館日

は毎週月曜日、毎月最終金曜日、年末年始で

ある。特筆すべき点として、蔵書点検期間が

今年は 6 月 12 日〜7 月 17 日であることが

挙げられる。さらに、自動貸出機がなく、借

りる本の内容が職員に直接見られてしまう

という点において、プライバシーの配慮が

不十分であるといえる。アクセスも須坂駅

から徒歩 20 分である。しかし、周辺に中央

公民館、須坂東高校、須坂小学校があり、教

育施設が集中している。さらに、須坂市は周

辺市町村に比べて、多くの蔵書数を誇り、郷

土資料も充実している。 

では、須坂市以外の近辺の図書館はどう

なっているのか。須坂市、小布施町と高山村

の 3 市町村で須高地域と呼ばれる。そのう

ち、高山村の図書館は公民館に併設されて

いる。注目すべきなのは、小布施町立図書館

まちとしょテラソである。この図書館は須

坂市立図書館と比べて、開館時間が午前 9
時から午後 8 時であり、年末年始も開館し

ている。さらに、2011 年の Library of year

を受賞しているほど、デザイン性が高く、カ

フェスペースも併設されている。先述した

高校生の声にもあったように、須坂市民で

あっても須坂市立図書館よりもこちらを利

用する人がいるようだ。さらに、長野電鉄の

小布施駅から徒歩 3 分であり、アクセスが

非常に良い。小布施町立図書館は、須坂市図

書館に比べて、観光客の誘致に力を入れ、デ

ザイン性を重要視した「滞在型」の図書館と

なっている。 

これを受けて、須坂市図書館はどのよう

な取り組みをしているのだろうか。まず、須

坂市どこでも図書館という取り組みを行っ

ている。これは、図書館以外の施設に本を置

けるスペースを作り、自由に貸し出しがで

きるようにするシステムのことである。お

はなしポイントカードやランチタイム（12
時～13 時）、入口のロッカー3 台を新刊スペ

ース、受験、職業情報コーナーの設置等を行

っている。このように今「できる」、ソフト

面のサービスを実施しているといえる。 

 

【参考】須坂市図書館へのアクセス 

 

(出典)Google マップ 
 
6. 政策提言 
6-1 施設面の改革 
 施設面においては利用者のニーズを把握

する必要がある。まず、席数の増加を提案す

る。地元の高校生の声において、席数が少な

く席の確保が難しいという意見が見られた。

これが、学生が須坂図書館へ行くことを控

える要因の一つになっていると考えられる。

図書館は誰もが利用しやすい環境を整備す

ることが重要である。そして図書館の利用

機会向上のためには、席数を増加させるこ
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とが一つの有効な手段である。 
次に、現在昼の 1 時間のみ実施している

「ランチタイム」の時間を拡大、または終日

行うことを提案する。飲食スペースを設け

ることにより、こちらも図書館の利用機会

向上が狙える。 
  
6-2 短期的改革 
 短期的改革として、IC タグや RFID など

のシステムの導入を提案する。これにより

自動貸し出し機や、貸し出し機手続き確認

ゲートなどの最新設備を利用し、プライバ

シーへの配慮をすることや開館日数や時間

の延長など須坂図書館が抱える問題を解決

する。これらのシステムには多くのメリッ

トがあげられる。まず管理面を含めた生産

性の向上が見込める。例えば、日常の誤配架

図書の発見や資料の紛失、不明を防ぐこと

ができる。業務をしながら並行して点検が

行うことも可能になる。また、統計のシステ

ム化により利用者ニーズに適した図書購入

が実現する。経費の面では、業務の大幅な見

直しによる人件費などの圧縮ができる。 
 自動貸し出し機を利用することで、職員

側と利用者側双方からのメリットがある。

職員側のメリットは、貸出業務を効率化で

ある。負担が減り本来司書が行うべき本の

相談やリファレンスサービス、市民と接す

る読書案内や本との新たな出会いの場とな

る特集コーナーの充実など職員にしかでき

ない業務に時間をかけられるようになり、

フロアサービスの充実を図ることとができ

る。利用者側からは、図書館職員を介さずに

貸出手続きが行え、プライバシーが保護さ

れる点にある。離婚やダイエット、ガンの治

療といった手作業による貸し出しだと借り

にくいと感じていた種類の本を借りやすく

なる。 
大阪府八尾市立図書館では、2014 年 4 月

30 日の建て替えと同時に IC タグに対応し

た図書館システムを導入した。5 月の貸出

点数は、前年同月比約 2 倍の 8 万点に増加

した。館内でカウンター業務につく職員は

旧八尾図書館と同じ 4 人を基本とし、貸出

数が 2 倍になっても職員を増やすことなく

対応ができている。また、点検作業日を従来

に比べて 2 日、3 日と短縮することで開館

日を増やすことが可能になった。 
 
6-3 長期的改革 
 長期的な改革として、まずは既存施設の

リニューアルや移転を提案する。市立須坂

図書館は、約 10 年から 20 年程度で建物の

更新時期を迎えることが想定される。リニ

ューアルする場合は、利用者のニーズにあ

った設備を取り入れ、デザイン性や快適性

を向上させる必要がある。 
 移転新築する場合、移転場所が課題とな

る。私たちは、須坂市役所の周辺に移転し、

「大和市立図書館」のような文化複合型施

設の建設を提案する。市役所周辺は、病院等

の公共施設が多く、学校、バス停が近くにあ

り、国道が通っており車でもアクセスがし

やすく、好立地といえる。また須坂駅や観光

地(蔵のまちなみ等)からもアクセスがよい

と考えられる。 
文化複合型施設を設置することにより、

須坂の新たな文化拠点となることを目指す。

そこでは様々な講座やイベントを行うこと

によって、人々の交流が生まれる。例えば、

地元の人向けに生涯学習の機会を設けたり、

料理教室や観光客向けにマルシェを行う政
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策をすることなどが挙げられる。特に生涯

学習を行うにおいて、図書館は最適な場所

であると考える。こうして新たな文化の発

信地となることで、「文化創造都市須坂」ら

しい街づくりが可能となるのではないだろ

うか。そして講座やイベントを行うことは、

既存の施設でも十分可能である。 
一方、図書館を移転・新築する場合、多額

の費用が必要である。また須坂市の財政状

況が厳しいことを私たちは把握している。

しかし、公共施設を維持するためには多額

の費用が掛かる。また老朽化による更新は、

決して避けることができない。そこで将来

のプロセスの 1 つとして、図書館を中心に

公共施設を統合した「文化複合型施設」を提

案した。施設を集約することにより、初期投

資費用が掛かるが、維持費用の削減が狙え

ると考えられる。 
 
7. おわりに 
 今回のサマースクールの活動において、

「図書館」という他のゼミとは大きく違う

テーマで取り組んだ。須坂市においては、財

政状況が厳しく、政策提言を実現すること

は非常に難しいことは十分承知している。

しかし、現在は図書館の概念が変わりつつ

ある。様々なスタイルの図書館が登場し、中

には武雄市のように地域経済に影響を与え

た例もある。そこで市立須坂図書館におい

ても改善できる点があるのではないかと、

政策提言をさせていただいた。 
 末筆ながら、サマースクール開催にあた

り、須坂市の方々、須坂市役所総務部総務

課、須坂市役所市民共創部生涯学習・スポー

ツ課、一般社団法人須坂市文化振興事業団、

長野県立須坂高校、須坂市立図書館、小布施

町立図書館まちとしょテラソの方々に心よ

り感謝を申し上げたい。 
  
参考文献・資料 
・『地域創生のデザイン』(中央経済社、山﨑

朗) 
・図書館法：文部科学省ホームページ 
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/dok
usyo/hourei/cont_001/005.htm 
・図書館の自由に関する宣言-日本図書館協

会 
http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid
/232/Default.aspx 
・指定管理者制度 info-一般財団法人地域総

合整備財団 
http://shitekan.furusato-ppp.jp/?article=

指 定 管 理 者 と は ？

&dest=guide&menuname=指定管理者制

度とは&catname= 

・『日本の図書館 統計と名簿 2016』(日本

図書館協会、日本図書館協会図書館調査事

業委員会編) 

・『田舎暮らしの本』(宝島社編) 

・須坂市公式ホームページ 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/s
hisetsu/tosyokan/ 
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・はじめに 
当ゼミでは、実現可能性と持続可能性を

重視した政策提言を行うために、地方自治

体の財政負担に着目し、「地域経営と地方

財政」というテーマを掲げ、研究を行って

いる。 
 今回のサマースクールでは、歳入や歳出

に基づく財政運営状況の分析を行い、須坂

市の実態やそこから浮かび上がる問題点に

関して調査した。その中で、須坂市の経常

収支比率が例年、長野県内の他の自治体よ

り高く、平成 27 年度は長野県 19 市中最も

高い比率であった。経常収支比率が高けれ

ば、それだけ財政が硬直する可能性が高く

なる。そこで、須坂市に関する事前調査や

サマースクールでのヒアリング内容をもと

に、その原因の分析、解明を行うととも

に、「経常収支比率を下げるためにはどう

すればよいか」という観点から問題解決に

取り組むことにした。しかし、経常収支比

率の改善に直結する打開策を考えることは

非常に難しいため、調査は難航した。その

ため、我々は他の方法で改善につながらな

いか考えた。そして今回提案させていただ

くのが大型商業施設の誘致と在宅福祉介護

者慰労金支給事業である。前者は須坂市全

体の税収増につながる手段として、そして

後者は、限られた財源の中でより良い行政

サービスを行い、将来的な費用抑制につな

げるための手段になる。経常収支比率改善

に直結はしないが、間接的にでも財政改善

につながると信じ、本書にて提案をさせて

いただく。 
 
 
 

1. 須坂市の財政分析 
 須坂市の財政について決算カードを基

に、分析していく。 
 
1.1 歳入 

27 年度の歳入は 219 億 1,454 万 2 千円

となっており、内訳は図表 1 のとおりであ

る。 

 

図表 1 平成 27年度決算(歳入) 

(出所）平成 27 年度須坂市決算カードをも

とに筆者作成 
 

図表 2  
歳入に占める自主財源と依存財源の割合 

 

自主財源

46.7％

依存財源

53.3％

地方税

27.8％

地方交付税

22.0％

国庫支出金

11.3％
都道府県支出金

5.3％

地方債

8.6％

その他

25％
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（出所）図表 1 に同じ 
 
地方税による収入は、27 年度は 60 億

8,436 万 9 千円、構成比は 27.8％となって

いる。また、市税等の自主財源は 46.7％、

地方交付税等の依存財源は 53.3％であり、

歳入の半分以上を依存財源に頼っている状

況である。さらに、この依存財源には特定財

源である国庫支出金、都道府県支出金、地方

債が含まれており、これらは用途が限られ

るため、市が自由に使える財源は限られる

ことになる。一般的に、大型公共事業を実施

するとその財源として国・県の支出金や市

債が多くなるため、依存財源が増加する傾

向にある。須坂市においては、今後学校給食

センターの建設や老朽化した公共施設の維

持改修が予定されているため、依存財源の

増加が見込まれる。財政運営の幅を広げる

ためにも、より多くの自主財源を確保する

必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 歳出 
27 年度の歳出は約 212 億 9,390 万 7 千

円なっており、内訳は図表 3 のとおりであ

る。 
 

図表 3 平成 27 年度決算 (歳出) 

（出所）図表 1 に同じ 
 
 歳出のうち人件費、扶助費、公債費が狭義

の義務的経費とされている。この義務的経

費の割合が小さいほど財力の弾力性があり、

大きくなるほど財政の硬直化につながると

されている。以下ではこれらの経費に着目

し、分析していく。 
 
 
 
 
 
 

人件費

17%

扶助費

17%
物件費

16%
投資的経費

12%

補助費等

11%

公債費

9%

繰出金

8%

維持修理費

1%

その他
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① 人件費 

図表 4 人件費の推移 
 
（出所）平成 18 年度〜27 年度決算カード

をもとに筆者作成 
 
10年前の平成 18年度と直近の平成 27年

度を比較して見てみると人件費が削減され

ていることが見て分かる。これは須坂市で

は行財政改革第四次チャレンジプランに基

づき、継続実施にとらわれない事務事業の

見直し、時間外手当の縮減など、総人件費の

削減に取り組んでいるからと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 

 
②扶助費 
図表 5 扶助費の推移 

 
（出所）図表 4 に同じ 
 
過去 10 年間の扶助費を見てみると平成

18 年度から平成 27 年度まで継続して扶助

費は増加傾向にあると言える。 
主に扶助費は障害者福祉、高齢者福祉、児

童福祉や生活保護などの事業を行うために

必要な費用であるため、簡単に減らすこと

ができない。今後も増加が見込まれるため、

その対応が重要になる。 
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③公債費 
図表 6 公債費の推移 

 
(出所) 図表 4 に同じ 
 
平成 27 年度では、17 億 9,206 万円、構

成比は 8.4％である。図表 6 を見ると、こ

こ 10 年の傾向として、決算額、構成比と

もに 19 年度をピークに減少傾向である。

公債費が増加し、財政が硬直化するのを防

ぐため、各事業の適債性を十分に勘案、厳

選し、健全な財政運営を行っていく必要が

ある。また、平成 27 年度については、一

人当たりに換算すると 3 万 4,708 円とな

り、類似団体(5 万 2,368 円)と比較する

と、約 7 割に抑えられていることが分か

る。 
 
 
 
 

 
④維持修理費 
図表 7 維持修理費の推移  

 (出所) 図表 4 に同じ 
 
平成 27 年度では、2 億 7,900 万円、構

成比は 1.3％である。図表 7 を見ると、25
年度までは増加傾向がみられたが、26 年

度以降は減少傾向にあることが読み取れ

る。24 年度において、清掃センターの大

規模な修繕をおこなったことが急増の原因

だと考えられる。維持修理費の構成比は高

くないものの、25 年度決算額と 27 年度決

算額を比較すると約 1.5 億円の開きがあ

る。経常収支比率が高い須坂市にとっては

こういった低比率の支出も必要最低限に抑

えていく必要がある。 
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1.3 財政指数等 
①経常収支比率 
図表 8 経常収支比率の推移 

（出所）図表 4 に同じ 
 
須坂市の経常収支比率は、平成 27 年度で

は 92.0％となっており、過去 10 年間で最

も高い数値を示している。平成 27 年度に須

坂市の数値が増加した一方、長野県 19 市の

平均が減少したことにより、須坂市は 19 市

の中で最も高い比率となった。また、類似団

体の中では 78 団体中 60 位であり、全国平

均の 90.0％、長野県平均の 83.5％と比較す

ると数値が高いということが言える。これ

は、須坂市の財政の硬直化を示す。弾力性の

ある財政運営が求められており、市税など

を含む歳入の増加や経費の削減に努め、経

常収支比率を抑制する必要がある。 
 
 

②財政力指数 
図表 9 財政力指数の推移 

 

（出所）図表 4 に同じ 
 
須坂市の財政力指数は、平成 27 年度では

0.54 となっている。過去の数値と比較して

みても特に大きな変化はなく例年約 0.5 に

とどまっている。全国平均の 0.50 と長野県

平均の 0.39、類似団体の数値と比べると多

少高い数値を示している。地方交付税とも

関連して、財政力指数が 1.00 を超えると地

方交付税（普通交付税）の不交付団体とな

り、財政の自立が確立される。しかし、須坂

市は総面積の約７割が森林を占めており固

定資産税がとれないことや、市民一人当た

りの市税収入が長野県 19 市中 18 位である

ことを考えると財政基盤が弱く、財政の自

立には程遠いということが言える。他の自

治体に比べ、より一層の経費削減を引き続

き図っていく必要がある。 
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1.4 地方債 
図表 10 地方債現在高の推移 

 

（出所）図表 4 に同じ 
 
地方債現在高は、平成 27 年度では約

170 億円となっている。近年は 150 億円か

ら 170 億円程度で推移している。平成 22
年まではやや減少傾向にあったが、平成

23 年以降はやや増加傾向にあると言え

る。  
一方で、地方債は、平成 27 年度では 18

億 8,420 万円となっている。近年は、18
億円前後で推移している。これは増加傾向

とも減少傾向とも言えない。 
公債費自体は近年やや減少傾向にあり、

平成 27 年度では 17 億 9,205 万 5 千円と

なっている。平成 26 年度と 27 年度におい

ては地方債が公債費を上回っており、近年

の地方債現在高の増加傾向を裏付けてい

る。また、今後は臨時財政対策債の増加に

よって公債費が増加する傾向が見込まれ

る。現状、全国・県・類似団体平均と比べ

ると、須坂市はいずれの平均をも下回って

いる。 
実質公債費比率は 7.9％となっており、

類似団体平均の 9.0％を下回っているが、

全国平均の 7.4％、長野県平均の 6.4％を

上回っている。今後、元利償還金は増加す

ると考えられ、普通交付税増加を見込めな

いことから、実質公債費比率は増加に転ず

ると予想できる。 
 
 
2. 大型商業施設誘致について 
～市民の生活向上・観光促進・税収

増で三方良しのまちづくり～ 
 
「はじめに」でも述べたように、須坂市は

経常収支比率が高く、自由に使えるお金が

少ないと指摘できる。使えるお金を増やす

ためには今ある歳出を削るか、若しくは歳

入を増やす必要がある。そこで我々が注目

したのが、須坂市で今持ち上がっている大

型商業施設の誘致計画である。以下で挙げ

るような課題を解決するための積極的且つ

実現可能性が高い施策事業と考え、大型商

業施設を誘致した上での政策を提案する。 

 

2.1. 須坂市の現状と課題 

須坂市の課題としてまず 1 点目にあげる

のは、須坂市内に買い物ができる場所が少

ないということである。須坂市の買い物動

向を確認すると、須坂市内での買い物の割

合は約 5 割であり、それに対して長野市内

0

500

1,000

1,500

2,000

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(

千
万
円)

（年度）



 

185 
 

での買い物が約 4割を占めている 1。食料品

や日用品などの生活用品は 9 割以上の人が

須坂市内で買い物をしている事を考えると、

衣料品や家電などを市外で購入していると

考えられる。特に須坂市内にはファストフ

ァッションチェーンや家電量販店がないた

め多くの市民が長野市内まで買いに出てい

る。 

 2 点目は人口減少・少子高齢化の課題で

ある。須坂市の人口は平成 12 年の 54,207
人をピークにそれ以降減少に転じている。

直近の住民基本台帳を基にした平成 29 年

12 月 1 日の人口数は 51,175 人である 2が、

国立社会保障・人口問題研究所の推計によ

ると平成 42 年には 43,579 人、平成 52 年

には 38,508 人にまで落ち込むと予想され

ている 3。また年代別の人口構成比の推移を

見ると、平成 22 年に老年人口が 26.4%、生

産年齢人口が 59.6%、年少人口 13.9%であ

ったのが、平成 52 年には老年人口が 38.9%、

生産年齢人口が 50.7%、年少人口 10.4%に

なると予測されており、今後も少子高齢化

が進むことは確実である。 

 3 点目は須坂市の交通についての課題で

ある。須坂市内の道路は一般国道 403 号線、

406 号線、須坂中野線の 3 幹線道路をはじ

めとして、市内中心部からの放射状に伸び

                                                      
1「須坂市都市計画マスタープラン」
https://www.city.suzaka.nagano.jp/content
s/imagefiles/180040/files/rekisi(1).pdf 
(平成 29 年 12 月 14 日アクセス） 
2 須坂市 HP「須坂市の人口・戸数（毎月
1 日現在）」
https://www.city.suzaka.nagano.jp/jinko/i
ndex.php  

た道路交通網がある一方で、市の外環を通

るような環状道路の整備が十分でないため、

市内中心部に交通が集中しやすい。また、市

内中心部の道路は迷路のように複雑に張り

巡らされておりわかり難い上、幅員が狭い

道路も多く、利用しにくいという課題があ

る。須坂市の商店やスーパーなどは市内中

心部に点在しており、現在の道路交通網の

状況では車の入りやすさや出にくさ、渋滞

の発生などによって買い物に行くにしても

不便さがあるだろう。 

 また、長野県はもともと自動車保有率が

高い県ではあるが、須坂市も生活における

自動車への依存が高くなっている。しかし

2 点目に見たように、今後も高齢化は進ん

でいくため、自家用車を使えない高齢者も

増えるであろう。そうなった際に買い物難

民化してしまう高齢者も増えてしまう恐れ

がある。その一方で須坂市内の公共交通は

充分とはいえない。例えば、須坂市内には長

野電鉄のバスが走っているが、本数自体も

少ない。しかしながら、輸送密度も低く、バ

ス事業の採算も悪く毎年市は補助金を出し

ているため、現状で増便やルートの拡充も

難しくなっている。 

 4 点目は観光についての課題である。須

坂市には峰の原高原や蔵の街並みなどの観

(平成 29 年 12 月 14 日アクセス） 
3 須坂市人口ビジョン、まち・ひと・しご
と創生総合戦略～健康長寿発信都市「須坂
JAPAN」の実現に向けて～
https://www.city.suzaka.nagano.jp/content
s/imagefiles/140030/files/sosei_sogosenrya
ku_201706.pdf  
(平成 29 年 12 月 14 日アクセス） 
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光地があるが、平成 20 年度の市内主要観光

地の利用者数合計が 11,970 人と 1 万 2 千

人弱であったのに対して、平成 27 年度には

10,695 人にまで落ち込んでおり 4(図表 11
参照)、今後どのようにして観光の振興を図

るかも課題である。 

 また、須坂市の東部から南部にかけて五

味池破風高原や米子大瀑布、峰の原高原な

どの観光地もあるが、これらの観光地の間

を結ぶような交通ネットワークが乏しくア

クセスが不便であるという課題もある。 

 その他にも飲食店などが少なく地元のも

のを味わえるような場所が少ないことも課

題として挙げられる。須坂市が行ったアン

ケート調査5の中では「駅前にあまりお店が

なく、活気がない。」、「食べるところがな

くコンビニで済ませた」、「もう少しお店等

があればと思う。」、「空き店舗が多い。買

い物をしたい場所が少ない。」、「果物の街

道等があり、確かに果物や野菜はたくさん

採れるが、それを安く観光客に売る設備が

ない。」などの市民の率直な意見が挙げられ

ている。観光客が来た際に信州須坂のおい

しい食べ物が食べられるような環境が不足

しているというのは大きな課題であろう。 

                                                      
4 「須坂市の統計 9 教育・文化・観光・
労働」
https://www.city.suzaka.nagano.jp/content
s/imagefiles/140030/files/09.pdf  
(平成 29 年 12 月 15 日アクセス） 
5 『須坂市市民総合意識調査 結果報告書 
平成 27 年 3月』
https://www.city.suzaka.nagano.jp/content
s/imagefiles/140030/files/houkokusho.pdf   
(平成 29 年 12 月 15 日アクセス） 

 

図表 11 須坂市の観光地利用者数 

(平成 18 年度～平成 27 年度)   

(出所)「須坂市の統計 9 教育・文化・観

光・労働」 

 

5 点目は農業について農家人口と耕地面

積はいずれも減少傾向という課題がある。

平成 22 年には昭和 60 年に比べて農家人口

は約 39%に耕地面積は約 60%に減少してる

6。直近の須坂市の統計データ 7によると総

農家数は平成 22 年の調査では 2,168 戸で

あったのが、平成 27 年度には 2,054 戸と 5
年間で 114 戸減少し、経営耕地面積は平成

22 年に 121,748 アールであったのが平成

27 年には 111,689 アールと 10,059 アール

の減少と減少に歯止めがかかっていない。

ただ、須坂市は耕地面積の約 7 割をリンゴ

6 須坂市「第 2章 須坂市の環境の現況と課
題」 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/content
s/imagefiles/165010/files/04a.pdf  
(平成 29 年 12 月 13 日アクセス） 
7「グラフで見る須坂市の農林業」 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/content
s/imagefiles/140030/files/noringyou_grap
h.pdf  
(平成 29 年 12 月 15 日アクセス） 

年次 峰の原高原 仙仁温泉 臥竜公園 須坂温泉 蔵の街並み合計
平成18年度 1,017 403 6,745 2,051 983 11,199
平成19年度 1,229 447 7,172 2,008 946 11,802
平成20年度 2,080 457 6,674 1,789 970 11,970
平成21年度 2,211 450 6,844 1,755 964 12,224
平成22年度 2,618 420 6,033 1,696 863 11,630
平成23年度 1,661 534 5,919 1,686 731 10,531
平成24年度 1,753 557 6,516 1,634 856 11,316
平成25年度 1,884 531 6,265 1,722 783 11,185
平成26年度 1,822 520 6,340 1,661 589 10,932
平成27年度 1,794 538 6,200 1,621 542 10,695

　　　　　　　　　　　須坂市観光地利用者数　　　　　　　　　単位：百人
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やブドウ等の果樹を中心とした樹園地が占

めており、農業粗生産額でもこれらが約 8
割に及ぶという特色がある。フルーツ大国

であるということはポテンシャルの 1 つと

言える。 

このように須坂市は様々な問題を抱え非

常に厳しい状態であると考えられる。以上

に挙げたような課題を十分に認識したうえ

で、これらの問題を解決するような政策が

求められている。 

 

2.2 大型商業施設誘致のメリット 

1 点目は雇用創出の可能性があることで

あり、須坂市は 2,000 人規模の新たな雇用

創出を見込んでいる。この大規模な雇用創

出は、人口流出に歯止めをかけることも期

待できるだろう。 

2 点目は税収の増加である。広大な土地

が商業施設として利用されることにより、

主に固定資産税収の増加が見込まれる。税

収の増加は、市の財政安定や住民サービス

の提供・維持をより安定的かつ充実させる

ことに繋がり、誘致で得られるメリットの

一番の目玉であろう。 

3 点目は市民の買い物の利便性の向上で

ある。須坂市民は衣料品や家電を長野市内

で買っている傾向があるが、須坂市に大型

商業施設ができることで、それらを買う際

に市外まで足を運ばなくてもよくなり、市

民の負担軽減に貢献出来る。また移動手段

が自家用車であるという特性上、大型駐車

場の整備が行われればさらなる利便性の向

上が期待される。さらに、設置される店舗

の性質によっては、市民や地元の学生の交

流の場としての役割を果たすことも期待で

きる。 

最後は、市内の活性化や観光振興に繋が

る点である。建設予定地が高速道路のイン

ターに近いことから、市外からの自家用車

による来店も容易となり、今までより須坂

市を訪れる人が増える可能性がある。その

ため、回遊性向上などの工夫によっては須

坂市の課題でもある観光客増加に貢献でき

ることも予測できる。観光客が増加すれば

市内の消費がより活発になり、地元の活性

化に繋がる。 

長野県内の良い事例として、松本市のイ

オンモール誘致がある。平成 29 年 9 月 21
日にオープンしたイオンモール松本は、地

元と観光の両方に焦点を当てている。地元

の商業者との競合を防ぐために、JAを含

めた 39 社の県内企業が出店し、地元消費

者の買い物における選択肢の幅が広げら

れ、市民の交流空間としての存在感を見せ

ている。これは市民向けのみならず、地元

産業や地元農産物の魅力を観光客にもアピ

ールする拠点となっている。また観光地や

市街地への回遊性を向上させることによ

り、市外からの観光客をターゲットとした

観光振興に大きく寄与している。ショッピ

ングモールには珍しいかもしれないが、地

元のケーブルテレビと提携した観光情報デ

ィスプレイを設置し、観光地や温泉、イベ

ント情報などを発信している。このように

松本市では、独創的なアイデアを最大限に

生かすことにより、ショッピングモールを
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より公益性の高いものとして付加価値を見

出している 8。 

須坂市においても、市民と観光客双方に

目を向けた施策を実施することで、商業施

設誘致のメリットを発揮し、市の活性化に

繋げることが可能となるだろう。 

 

2.3 留意すべき点 

 大型商業施設誘致は 2.2 で挙げたように

市にとって大きな起爆剤となるであろう。

しかしながら、大型商業施設の誘致が必ず

しも成功するするとも限らず、市の予測の

通りに税収が増えないという可能性もある。

そこで 2.3 では大型商業施設誘致に潜む負

の面や留意すべき点を指摘する。 

 1 点目は、既存商店街と大型商業施設の

競合の恐れだ。須坂市は、競合は発生しない

という見解を示しているが、大型商業施設

の建設用地は中心市街地から離れており、

人の流れが変わってしまう恐れがある。現

在駅前に小規模ではあるがイオン須坂店が

位置している。しかし、インターのほうに大

型ショッピングセンターが建設されると、

駅前のイオンが撤退し、ますます駅周辺が

閑散としてしまうという可能性もある。 

2 点目は人口減少によるマーケットの縮

小と労働人口の減少によるリスクだ。2.1 で

も述べたように須坂市でも人口減少と少子

高齢化が進んでおり、今後もこの傾向が続

く。2.1 で述べたように、須坂市の将来予想

                                                      
8 産経ニュース「巨艦、地元と観光客両に
らみ イオンモール松本 9月 21日オープ
ン」 

http://www.sankei.com/region/news/1708
08/rgn1708080048-n1.html  

人口は減少の一途を辿り、また隣接する長

野市でも平成 22 年に 381,511 人いた人口

は平成 52 年には 301,851 人まで減少する

と予想されており 9、大型商業施設ができた

としても今後少しずつマーケットの規模が

縮小していくことが予測される。それに加

え生産年齢人口も減少するため、労働力の

確保も困難になる可能性がある。また、多く

の雇用が生まれるといってもその多くが非

正規のパートやアルバイトであることに留

意する必要もある。 

3 点目は誘致実現の信憑性である。大型

商業施設の誘致先の井上地区の須坂長野東

インター付近は市街化調整区域且つ農業振

興地域農用地である。規制がかかっている

ため、国による法律によってこの規制を緩

和してもらうがある。実現まで時間がかか

るという問題がある。特に国の規制の中で

も土地に対しては強力な規制が敷かれてお

り、土地利用規制の解除が長期化した場合、

計画が進まない可能性がある。 

4 点目は、周辺の交通量が増加し新たな

道路整備が必要となる可能性である。特に

県道 58号（主要地方道）長野須坂インター

線の屋島橋と国道 406 号線の村山橋での混

雑が予想される。村山橋は、千曲川にかかっ

ており、長野市と須坂市をつなぐ橋がある。

現在も朝夕には交通量が多く、1 日当たり

(平成 29年 12月 13日アクセス) 

9「長野市人口ビジョン」
https://www.city.nagano.nagano.jp/upload
ed/attachment/98436.pdf  
(平成 29 年 11 月 19 日アクセス） 
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約 57,000 台の交通量があり 10、市民生活へ

の影響が予想される。国道や県道だからと

県の所管と考えず、しっかり須坂市自身の

課題として考える必要がある。 

5 点目は自治体が税を減免または、補助

金等を支給することで想定しているほど税

収増加を見込めない可能性があるという点

である。ヒアリングの際、職員の方が大型商

業施設誘致により固定資産税の増収を期待

できると述べたいたが、もし大型商業施設

に対して税を減免した場合には、これが当

てはまらない可能性が十分にある。埼玉県

深谷市ではインターチェンジ近くにアウト

レットを誘致しようと 50 億円を投入しよ

うとした。11このように自治体が商業施設誘

致のために多額の公費を投じるケースがあ

る。もし、須坂市が補助金や助成金を支払っ

た場合、市の負担が増える可能性もあり、市

がどこまで支援するのかを明確にすべきで

あろう。非常に厳しい運営が続いている須

坂温泉のケースでは、市が温泉に対して補

助金を何度も投入したという経緯がある。

今後はこのようなことがないように市が補

助をするにしてもどの程度まで補助するの

かをあらかじめ明確に示す必要があるので

はないか。 

 6 点目は周辺自治体が大型商業施設の誘

致に反対する可能性である。例えば、福島県

伊達市ではイオンモールの誘致計画が持ち

上がったが、隣の福島市が計画に反対し、福

                                                      
10「都市計画マスタープラン」 
https://www.city.suzaka.nagano.jp/content
s/imagefiles/180040/files/rekisi(1).pdf 
(平成 29 年 11 月 20 日アクセス） 
11朝日新聞 平成 27 年 10月 14 日朝刊 29

島商工会議所と福島市商店街連合会と連名

で県に対して計画を認めないよう求める要

望書を提出したことで、伊達市の計画はス

トップすることとなった「待った」がかかっ

てしまった 12。特に都市計画区域の決定は

県が権限を持っており、土地利用について

は市が単独で決めることができないため、

県が同意しないと進めることができない。

ただ、須坂市の大型商業施設誘致に関して

は、長野市長は自分の市を優先するのでは

なく、近隣自治体との協力の上で地域全体

の発展することを大切にされており、長野

市民にとっても便利になるということで前

向きな姿勢である。そのため今回の須坂の

事例では反対に合う可能性は極めて低いと

考えられる。 

 7 点目は大型商業施設の誘致地は中心市

街地から外れた場所にあるため、自動車を

運転することができない高齢者や若者にと

ってはアクセスが不便である。特に、今後高

齢者の割合が増え、大型商業施設への足の

確保も大きな課題になるため、対策が必要

であろう。現在、長電バス須坂屋代線は 1 日

6 本しかなく、長野市側から大型商業施設

に自家用車を使わずに来ることは困難であ

る。大型商業施設が完成すると多くの雇用

が生まれるが、長野市に居住する方も多く

雇用されるであろう。しかし、現在のバスの

本数では従業員や利用者にとって不便であ

る。ただ、バスの増便をすることになると市

面（埼玉）「50 億円投入問い住民投票署名
へ」 
12朝日新聞 平成 29 年 5月 9日朝刊 26面
「モール誘致 自治体が火花」 
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の長電への補助金を増やさなくてはならな

い可能性もあるため、対策を練らなくては

ならない。 

8 点目は、日本でも今後買い物の形態が

変化するという可能性である。アメリカで

はすでに Amazon などのインターネットシ

ョッピングの拡大により、百貨店やショッ

ピングモールが相次いで閉店に追い込まれ

ている 13。特に従来 SC（ショッピングセン

ター）の主力であった衣料・雑貨店が近年家

計の支出は食やサービス・通信費などに流

れており、衣料品の売り上げの落ち込みが

激しくなっている。そうした背景があり、テ

ナントの出店にブレーキがかかり始めてい

る。実際、SC 向けシステム開発のリゾーム

の調査によれば、平成 29 年 9 月までの 1 年

の SCへのテナント出店数は、1 万 4,292 店

舗と 1 年前に比べ 3 割減となっている 14。 

 このように、可能性に過ぎないものもあ

るが、ショッピングセンターを誘致するに

あたって、また誘致した後に様々な課題が

発生する可能性がある。我々御船ゼミとし

てはこのような課題について市としてどの

ように対処していくのかを考え、今後の計

画の中で対策を示していくべきだと考える。 

 

2-4. 提案 

①市民生活の向上 

大型商業施設を須坂市に誘致する 15にあ

                                                      
13日本経済新聞 平成 29年 6月 14 日 朝
刊 9面「米商業モール苦境、ネット通販
に押され…、百貨店など撤退相次ぐ。」 
14日本経済新聞 平成 29年 11月 26 日 
朝刊 1 面「淘汰の波、目立つ空き店舗」 
15信濃毎日新聞 

たり、建設予定地は前述のとおり上信越自

動車道須坂長野東 IC北側に位置し、インタ

ーチェンジに近いことから須坂市外の集客

も見込める。完成すれば市内最大の商業施

設になることに疑いはなく、多くの市民が

大型商業施設（イオンモール）を活用するこ

とが予想される。ここでは、須坂市民にスポ

ットをあてて住民目線の政策を提案する。 

1つ目は、市民のたまり場を作ることであ

る。先に述べたように多くの市民がイオン

モールに足を運ぶことが予想されるため、

フードコートや休憩スペースの設置をする

べきである。これは市民だけではなく、市外

から訪れた客にもメリットである。単に買

い物をする為だけの場ではなく、気軽に休

憩し、談笑するような居心地の良いスペー

スがあることは、人々が気軽に足を運んで

くれる要因にもつながる。脚注 18 の資料

914頁にもあるように、大型商業施設はその

地域の新たな核となりうる。また、須坂市を

含む長野県は高齢者人口も多い。そうした

地域性を考えて大型商業施設を建設するこ

とでさらなる集客力向上を目指し、高齢者

にも利用してもらいやすくなる。また、札幌

市にあるホクノースーパー中央店では道内

の病院やシニア関連事業者などと連携して、

高齢者の支援に乗り出す取り組みが行われ

ている 16。ホクノーではスーパーの 2 階を

健康ステーションとして開設し、保健師が

http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20
171201/KT171130GSI090008000.php  
(平成 29 年 12 月 13 日アクセス） 
16 テレビ東京系列『ガイヤの夜明け「シリ
ーズ「激変！ニッポンの消費」第 3 弾「進
撃！スーパー戦国時代」」2017年 11 月 21
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健康に関する相談に乗ったり、ヘルスケア

関連の講座を開いたり、血圧計など簡単な

検査機器を置いている。また、スーパー館内

にウォーキングコースをつくり、利用する

とポイントが加算される仕組みを設けてい

る。こうした取り組みにより外出が減りが

ちな高齢者が、出かけて健康に対する意識

を持つ後押しをしている。 

この取り組みを参考に大型商業施設全体

をウォーキングコースに見立て、高齢者が

館内を歩くことで買い物に使えるポイント

が付与される仕組みを作り、買い物ついで

に気軽に健康相談などをできる場を作れば

高齢者の病気予防、早期発見、健康促進にも

つながり、結果的に須坂市の医療費や介護

費用の抑制につながるのではないだろうか。

現在、医療費の 3 割を占めるとされるのが

糖尿病などの生活習慣病関連であり、日常

的な運動を促し、これらの予防につなげら

れれば医療費の抑制につながる。国の委託

で筑波大学や千葉県浦安市など全国 6 市が

実施した健康ポイントの実証実験では、参

加しなかった人に比べ 1 人あたり年平均 4
万 3,000 円の医療費抑制効果があるという

結果もある 17。 

 2 つ目は、行政窓口や銀行、郵便局のよう

な日用品・消耗品以外の生活に必要な機関

を設けることである。これは様々な窓口に

行く手間を省き、イオンモール内で多種多

                                                      
日放送 
「日本経済新聞～札幌のホクノー、店内に
健康ステーション 2017年 11月 6日 22
時配信」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO
2315052006112017L41000/  

様な用件を済ませられるようにし、利便性

を高めるということである。移動は時間も

労力も消費するが、特に高齢者には大きな

負担であり、イオンモールという商業施設

内で用が済めば負担軽減につながる。特に

行政機関が商業施設内にあることは大きな

メリットと考えられる。市役所は基本、各自

治体に一か所しかないため、市民は住民票

や印鑑証明などを取に行くにもわざわざ本

庁に行かなくてはならず、不便さがある。そ

の機能の主要な部分のみだけでも商業施設

内に置くことができれば少なからず、時間

やその他の難点解消に繋がる。既に、取り組

みは行われており、国分寺市では平成 30年

春開業の再開発ビルの中に市民参加のワー

クショップやアンケートを通して市民の要

望を取り入れて市民課サービスコーナーな

どを設ける予定である。 

 3 つ目は、自家用車以外の交通の確保で

ある。いくら施設内の内容が充実していて

も、そこに行くまでの交通機関が微弱では

意味がない。高速道路を使用して市外から

来る人、自家用車を所有する人以外は、公共

交通機関に頼るほかない。我々が 9 月に須

坂市役所へヒアリングに訪れ、交通機関に

関する質問をした際、これ以上バスの路線

を増やすことは難しいという返答を頂いた。

つまり、バス路線を拡大することは厳しい

と考えられるので、乗り合いタクシーのよ

(平成 29年 12 月 13 日アクセス） 
17 日本経済新聞 2017年 3月 20日 朝刊 
17面「歩いて健診受けて景品ゲット、健
康ポイント励みに、医療費抑制つながるか
（医療健康）」 
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うな時刻や路線に縛られない乗り物を積極

的に導入していく必要がある。 

 イオンモールでは地域に根ざした取り組

みを行っている。特徴的なのは社会貢献活

動として多くのイオンモールで行われてい

る「クリーン＆グリーン作戦」という活動

だ。従業員と地元の人々が一緒になって清

掃活動を行うものである。また、清掃活動以

外にもさまざまな活動のサポートをしてお

り、例えばイオンモール盛岡は「さんさ踊り

前祝祭」という盛岡地域最大のお祭りの PR

活動をしている。さらに、イオンモール日の

出では「富士サファリパークによるふれあ

い動物園」を開いた。圏央道開通により、日

の出周辺から富士サファリパークへのアク

セスがよくなったことで客への PR もかね

て開催されたものである。他にも献血活動、

バザーなど多くの取り組みがあった。この

ようにイオンモールには地域と一体になり、

地域を盛り上げ、サポートするノウハウが

ある。須坂市にイオンモールができた際に

は、上の提案以外にもあらゆる取り組みが

なされることを期待したい。 

 

②観光面での取り組み 

①では市民生活向上のための提案をした

が、②では、その中でも集客という観点から

更なる提案をしたい。須坂市で既に計画が

あるように、大型商業施設の誘致には観光

を含めた集客の可能性がある。大型商業施

設を拠点に長野県や須坂市周辺の観光をよ

りしやすいものへ変え、集客率を上げるこ

とを理想とし、そのための提案を 3 つ挙げ

る。 

客数の少なさの原因として、須坂市の観

光スポットがよく知られていないことやア

クセスの悪さなどをあげる。そのため 1 つ

目に須坂 IC 付近に誘致した大型商業施設

内に観光案内所などを設置し、周辺の観光

地、イベント、おすすめのレストランなどの

発信をすることで改善することができると

考えた。観光客だけでなく地元の人も、改め

て須坂の魅力ある土地を訪れるきっかけに

もなりうる。また、各観光スポットと連携

し、大型商業施設を発着点として動いても

らうことで、訪れた人の動きに影響を与え

るだろう。スタンプラリー形式を用いた集

客も考えられる。IC付近で車での移動が便

利という立地を生かした活動になることが

理想である。 

2 つ目は大型商業施設付近において須坂

市の食材を食べられる場所や産地直送で新

鮮なものを買える場所を作ることだ。これ

により、市民と一体になって須坂を感じら

れるものを提供できるのではないだろうか。

産地直売所は道の駅や JA を中心に全国各

地にあり、野菜や果物だけでなく、花木や土

産品など幅広い商品を販売している。長野

県中野市の直売所「農産物産館オランチェ」

では地元の人と観光客ともに人気を集めて

いる。ここは信州長野 IC付近にあり、今回

の立地の参考にもなるのではないだろうか。

また、イベントも頻繁に行われており、「産

直へいこう！」というフォトコンテストで

は全国から直売所の写真が集められ、集客

のきっかけにもなっている。須坂市内に道

の駅はないため、大型商業施設が上記のよ

うな道の駅的機能を備えることでより持続

的な発展が見込まれる。 

3 つ目がコト消費である。コト消費とい

う言葉は、消費者の価値観やお金の使い方

が従来のモノ消費から大きく変化したこと
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を印象づける意味で、2000 年ごろから使わ

れるようになった。単純な商品販売だけで

はなく、趣味や行楽、演芸の鑑賞などで得ら

れる特別な時間や体験、サービスや人間関

係に重きを置いて支出する人が増えている

という背景がある。とくに 60 歳代以上のシ

ニア世代の市場で顕著である。例えば、健康

の維持や増進を重視してスポーツイベント

やレジャーに参加することや、そのための

スポーツ関連商品を購入することがある。

18伊豆箱根鉄道が運営する「箱根関所 旅物

語館」では着物や浴衣の着付け体験サービ

スを開始した。1 人当たり 3,000 円で、利用

者の 7 割が外国人客だそうだ。また、日本

酒が外国人客から好まれることから「グラ

ンドプリンスホテル高輪」では、日本庭園内

でのお茶のお点前や、専用ラウンジでの利

き酒体験、風呂敷包み体験などを無料で実

施している。その結果同期間の外国人比率

が以前より 6ポイント増の約 35％に高まっ

た。19蔵の街並みが有名な須坂市でも日本ら

しさを味わう体験は好まれるのではないだ

ろうか。 

 

2.5. まとめ 

 本調査を通じて、2.1 で挙げたように須坂

市が複数の課題抱えていることが判明した。

同時に大型商業施設の誘致に際してのリス

ク等も提示した。これらの課題やリスクを

本書中で明らかにしたのは、この大型商業

                                                      
18コト消費空間づくり研究会取りまとめ
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyuk
ai/chiiki/koto_shouhi/pdf/006_02_00.pdf 
(平成 29年 12 月 13 日アクセス） 
19 西武グループ、日本の体験「コト消費」

施設誘致を持続的な政策につなげて行く必

要があると感じたためである。事業者に任

せて全国どこにでもあるような大型商業施

設を誘致するのではなく、須坂市のことを

一番よくわかっている須坂市の方々が地域

の特性を活かして①、②で挙げたような取

り組みを事業者と協力して進めていくべき

であると提案する。 

 

 
3. 在宅福祉介護者慰労金支給事業に

ついて 
3.1 須坂市の高齢者の特徴 
現在、須坂市は高齢化率が 29.7%、後期

高齢化率（75 歳以上の高齢者）が 14.5%
であり、これは長野県内の 19 市のうちそ

れぞれ 6 位、11 位という位置付けとなっ

ている。(図表 12 参照)また、平成 37 年に

は 75 歳以上の人口が 1 万人を超え、今後

さらに比率が上がっていく見込みである。 
現時点での要支援及び要介護認定者数は

2,090 人(平成 26 年 10 月 1 日時点)であ

り、このうちの 89.7%を 75 歳以上の高齢

者が占めている。今後、高齢化率に含まれ

る人々が後期高齢者となることによってそ

の数が増加し、それに伴い要支援・要介護

者と認定される人も増えていくことが予想

される。 
 
図表 12 長野県内の高齢者に関する各割合

（平成 26 年 10 月） 

を推進、プリンスホテルの訪日売上げは 2
ケタ増 
https://www.travelvoice.jp/20171016-
98820 (平成 29年 12月 13 日アクセス） 
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順位 高齢化率 
(65 歳以上) 

後期高齢者率 
(75 歳以上) 

1 大町市 34.3% 飯田市 19.6% 
2 飯山市 33.9% 大町市 18.5% 
3 岡谷市 31.8% 飯田市 16.7% 
4 飯田市 30.6% 岡谷市 16.3% 
5 千曲市 30.5% 伊那市 15.7% 
6 須坂市 29.7% 千曲市 15.6% 
7 小諸市 29.2% 佐久市 15.2% 
8 安曇野 29.2% 小諸市 15.1% 
9 伊那市 29.1% 駒ケ根 15.0% 
10 駒ヶ根 29.1% 中野市 15.0% 
11 上田市 28.8% 上田市 14.9% 
12 中野市 28.5% 安曇野 14.6% 
13 諏訪市 28.2% 須坂市 14.5% 
14 東御市 28.1% 東御市 14.4% 
15 佐久市 27.9% 長野市 14.2% 
16 茅野市 27,8% 諏訪市 13.9% 
17 長野市 27.6% 松本市 13.4% 
18 塩尻市 26.4% 塩尻市 13.4% 
19 松本市 26.0% 茅野 13.3% 

(出所) 須坂市高齢者いきいきプラン第 1 章 
 

順位 第一保険者の認定率 
1 松本市 19.9% 
2 長野市 19.7% 
3 上田市 19.5% 
4 飯田市 19.4% 
5 飯山市 19.1% 
6 東御市 18.2% 
7 佐久市 17.9% 
8 安曇野市 17.8% 
9 中野市 17.7% 
10 北アルプス広域連合 17.6% 
11 塩尻市 17.1% 

12 諏訪広域連合 17.0% 
13 千曲市 16.4% 
14 伊那市 15.8% 
15 小諸市 15.6% 
16 駒ヶ根市 14.6% 
17 須坂市  14.0% 
18 北アルプス広域連合（大町市） 
19 諏訪広域連合（岡谷市・諏訪

市・茅野市） 
 平成 26 年 10 月１日現在 

図表 13 介護を要する際に介護を受けた

い場所（元気な高齢者対象） 

 

(出所) 図表 12 に同じ 
 
3.2 在宅介護の重要性 

須坂市で在宅介護を推進するにあたり、

在宅介護の重要性について述べたい。 
まず、介護施設の建設には多くの費用や

時間が必要になってくるため、在宅介護の

ほうがコストを削減できるというメリット

がある。 
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また、サマースクールで須坂市にヒアリ

ングを行った際に、介護施設において待機

高齢者がいるという現状を教えていただい

た。この現状を踏まえて在宅介護を推進す

ることにより待機高齢者の解消も期待でき

ると考えられる。 
さらに、図 14 を見ると、介護が必要と

なった場合に介護を受けたい場所として最

も数値が高かったのは「自宅に住みなが

ら」であった。介護施設に入るよりも自宅

に住みながら介護を受けたいと考えている

高齢者が最も多いことがわかる。 
以上の理由から在宅介護の推進は須坂市

にとって必須なのだ。 
  
3.3 改定版「在宅福祉介護者慰労金

支給事業」の概要 
①改定版「在宅福祉介護者慰労金支給事

業」の内容 
在宅福祉介護慰労金制度とは、在宅にお

いて介護を受けている重度の要介護者を介

護している方に対し、その労をねぎらい、

激励するために慰労金を支給する制度であ

る。その対象者は市内に住所を有する介護

保険法に定める要介護 3～5 に該当する方

と同居し、3 カ月以上介護している方もし

くは別居している被介護者を被介護者の自

宅で 3 カ月以上介護している同居に準ずる

方で、月額 8,000 円を毎年 12 月に支給す

るというものである。  
 

 

対象

者 

市内に住所を有する介護保険法

に定める要介護 3～5 に該当す

る方と同居し、3 カ月以上介護し

ている方もしくは別居している

被介護者を被介護者の自宅で 3

カ月以上介護している同居に準

ずる方 

支給

額 

月額 8,000 円 

支給

時期 

毎年 12 月 

 
次に、私たちが考える改定案は以下のと

おりである。対象者は変えず、支給額の配

分や支給時期を見直した。要介護度が重く

なるに連れて財政的負担が大きくなる一

方、どの要介護度にも同額に支給するとい

う点で現制度に課題を感じた。 
 

 

対象

者 

市内に住所を有する介護保険法

に定める要介護 3～5 に該当す

る方と同居し、3 カ月以上介護し

ている方もしくは別居している

被介護者を被介護者の自宅で 3
カ月以上介護している同居に準

ずる方 

 

支給

額 

要介護 3 の要介護者を介護する

方に月額 6,000 円 

要介護 4 の要介護者を介護する

方に月額 8,000 円 

要介護 5 の要介護者を介護する

方に月額 10,700 円 

支給

時期 

1 年に 2 回以上支給 

 

②改定案の詳細 

(1)金額について 

現制度では月額 8,000 円であるが、改定

案では要介護 3 の介護者に 6,000 円、要介

護 4 の介護者に 8,000 円、要介護 5 の介護

者に 10,700 円支給する。在宅福祉介護者
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慰労金制度の平成 28 年度の実際の受給者

数及び支給金額を元に、改定後の全体の支

給額改定が改定前と大きな差がなく実現可

能な値を計算して推定している。 

要介護 3 では月額 6,000 円として合計値

を計算する。3 カ月在宅介護をしていた人

は、6,000 円×3 カ月×9 人で全体の合計

値は 162,000 円ということになる。4 カ月

在宅介護をしていた人は、6,000 円×4 カ

月×13 人で 312,000 円となる。これを 12
カ月まで計算し、その合計値が支給額を月

額 6,000 円にしたときの要介護 3 全体の支

給額の合計になる。これを要介護 4 では月

額 8,000 円、要介護 5 では月額 10,700 円

で計算していく。 

要介護 3 は、

162,000+312,000+480,000+720,000+328,
000+864,000+270,000+600,000 

+792,000+2,232,000=6,810,000 
要介護 4 は、

288,000+416,000+320,000+672,000+392,
000+448,000+792,000+720,000 
+1,056,000+3,456,000=8,688,000 
要介護 5 は、

96,300+299,600+481,500+513,600 
+524,300+770,400+674,100 
+642,000+706,200+3,980,400=8,688,400
となる。 

それぞれの合計金額を足すと、全体の合

計値が 

6,810,000+8,688,000+8,688,400  
=24,186,400 円 
となる。 
 
現制度の 24,264,000 円と比べると、そ

の差は+77,600 円となって下回らないた

め、さほど差はなく実現可能であるといえ

る。 
 
(2)支給時期について 

現制度では 12 月に 1 度に支給される

が、改定案では年に 2 回以上支給する。そ

の理由として、介護サービスや介護サービ

ス以外の費用は毎月発生するため、少しで

も早く支給されれば介護者の財政的負担が

軽減すると考えられるからだ。 
また、長野県内では類似制度で慰労金を

1 年に 2 回以上支給している市町村もあ

る。例えば、伊那市では 8 月末と 2 月末に

各 6 カ月分を支給している。また、坂城町

では 1 年を前期と後期に分けて 2 回支給し

ている。そして、高山村では 1 カ月に 1 度

支給している。このように須坂市でも 1 年

に 2 回以上支給することは不可能ではない

だろう。 
 
3.4 改定するメリットとデメリット 
 現在の「在宅福祉介護者慰労金支給事

業」を改定することで得られるメリットは

3 点考えられる。 
1 点目は、現制度とほぼ同じ予算内で要

介護度の高い高齢者を介護する人に対し

て、現制度よりもより手厚い支援をするこ

とが提供できることだ。須坂市における高

齢化は、3.1 でも述べたように深刻になっ

ている。また、総人口が減少する傾向を示

す中で、高齢化率は上昇すると見込まれて

いる。つまり、要介護度 4 や 5 の高齢者は

ますます増加すると推測できる。改定版の

制度を施行すれば、より多くの高齢者によ

り充実した支援をすることができる。 
2 点目は、高齢者が在宅での生活を継続
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できる可能なことだ。前述したように、要

介護認定者も元気な高齢者も「生活を続け

たい場所」として「自分の自宅」と回答す

る人が最も多いが、「家族に迷惑をかけた

くない」という理由などで在宅での生活を

続けたくても自宅以外の施設に行かざるを

得ないという現状がある。配偶者や祖父母

や両親を介護する家族にとって最も大きな

課題の 1 つであるのは、介護サービス費等

の財政的負担である。今回提案する介護家

族への慰労金の支給額の変更を施行すれ

ば、その負担を現制度よりも軽減すること

が可能だと考えられる。その負担が軽減さ

れれば、在宅での生活の継続を願う多くの

高齢者の希望を叶えることができるかもし

れない。 
3 点目は、慰労金の支給回数が増えるこ

とで高齢者を介護する各家族の家計にやさ

しくなるということだ。現制度では、支給

時期は 12 月の年に 1 回であった。だが、

介護サービス費やそれ以外の介護費は毎月

発生するものである。毎月発生するなら

ば、支給回数は多い方が介護者家族にとっ

ては財政的に嬉しいことであろう。支給時

期を毎月ではなくとも現在よりも支給回数

を少しでも増やすことで、介護者家族の毎

月の家計負担が軽減できると考えられる。 
一方、デメリットとしては今回私たちが

提案する改定版を施行するとなれば、要介

護 3 を介護する家族への支給額が現制度よ

りも減額してしまうことになる。確かに、

要介護 3 の高齢者は、日常生活動作は著し

く低下し、排泄や入浴などの際には全面的

な介護を要する重度である。しかし、要介

護 4 及び 5 の高齢者は要介護 3 の症状より

も著しく悪化し意思の伝達も不可能なた

め、彼らの介護者家族の約半数がほとんど

終日介護を行っているという。それらを踏

まえると要介護 4 及び 5 の高齢者の介護者

の財政的負担も比例して大きいと予想され

る。また、須坂市の高齢者の特徴の 1 つは

元気な高齢者は多いことだ。高齢化が進む

中で介護認定率は長野県内で最も低いとい

うデータもある。（「須坂市高齢者いきいき

プラン」第 1 章第 3 節より）今回提案する

改定版を施行すれば、“本当に困っている

人”により充実した慰労金支給を実現でき

るのではないだろうか。 
今回、我々が提案した案の具体的な変更

支給額や時期はあくまでも一例である。た

だ、現制度の慰労金額や支給時期を変更す

ることによって現在よりもこの制度が活か

され、これまで述べたメリットが生まれる

と私たちは考える。須坂市の方たちが現在

の「在宅福祉介護者慰労金支給事業」につ

いて改めて事業内容を見直すきっかけとな

れば幸いだ。 
 
 
・おわりに 
我々にとって初となる政策提言をするに

あたり、一番に考えたことは須坂市の高い

経常収支比率を下げることであった。しか

し、いざ調査を始めるとその難しさに直面

した。試行錯誤を経て考えたのが、大型商

業施設誘致と在宅介護慰労金制度の改革で

ある。これは、大型商業施設誘致による税

収増加と在宅介護促進により将来予想され

る福祉関連の費用を抑えることが目的であ

る。つまり、歳入と歳出の両面からアプロ

ーチしようというものだ。経常収支比率の

改善に直結はしはしなくとも、須坂市を長



 

198 
 

期的な視点で捉えたときの影響に期待した

い。 
 
・謝辞 

我々は、今年度 4 月から地方財政につい

ての基礎を学び、須坂市の調査研究を行っ

てきた。事前調査や須坂市現地でのヒアリ

ングを経て、理解が難しい部分もあったこ

とは事実である。しかし、初めて地方財政

という視点から須坂市を捉え、市の更なる

飛躍のためにはどうしたらよいだろうかと

私たちなりに考えてきた一年間であった。

この度、無事報告書として仕上げることが

でき、安堵している。 
 実際に現地へ赴いた際は、臥竜公園を観

光したり、地元のスーパーマーケットへ立

ち寄ったりと、市民の暮らしに触れること

ができた。また、2 日目の夜には、仙仁温

泉の金井社長の貴重なお話を聞くことがで

き、大変良い経験になった。 
 さらに、サマースクール終了後、追加の

質問を行った際に、職員の皆様方から大変

丁寧なご回答を頂いた。我々が抱えていた

疑問を払拭して頂いたことで、期末報告会

や本報告書に存分に生かすことができ、大

変ありがたく感じている。 
改めてこの度はお忙しい中、三木市長を

はじめとする須坂市役所職員の皆様、そし

て陰ながらサポートをして下さった職員の

皆様、このような機会を頂戴し、本当にあ

りがとうございました。 
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はじめに 
人口は地域において需要を創出し供給を

支え、地域の持続可能性を担保するために

重要な役割を果たす。したがって政策立案

を行う際に、人口分析が必要不可欠となる。

そこで、本稿では人口分析を通して須坂市

の課題を明らかにして課題解決のための具

体的政策を提言する。 
 
今日、我が国の人口構造は大きな転換期

を迎えている。戦後 63 年間にわたって右肩

上がりに伸びていた総人口は、2008 年を境

に減少傾向へ転じた。また、2013 年には 4
人に 1 人が 65 歳以上であり、50 年後の

2060 年には 2.5 人に 1 人が 65 歳以上とな

ることが見込まれている。須坂市も例外で

はなく、2000 年以降人口が減少し続けてお

り、日本全体の趨勢よりも一早く減少の一

途をたどることが予測されている。地域社

会の持続可能性を考えるならば、地方自治

体は今以上に独自の人口誘導政策を強化す

る必要がある。 
以上の問題意識から、私たちは地域活性

化の中心となる 20～30 代、とりわけ須坂市

において転入超過が低い 20~29 歳を若者と

定義し、その人口増加のための政策を提言

する。 
本稿は次の通りである。 
第 1 章では人口の役割を述べ、地域にと

って特に 20～30 代の人口が重要であるこ

とを明らかにする。 
第 2 章では須坂市の 20～30 代の人口動

態を社会動態と自然動態の両面から分析す

る。その結果、須坂市では 20～29 歳の若者

の転入超過率が低いことが課題であると捉

え、要因を分析する。 
第 3 章では須坂市の若者の社会減の要因

分析を行い、その原因が雇用形態と給与に

あることを示す。さらに、須坂市は雇用形

態と給与の根本要素である付加価値額が低

いことを指摘する。 
第 4 章では須坂市の付加価値額が塩尻市

と比較して低い原因を分析する。ここでは

須坂市の中心産業といえる「はん用機械器

具製造業」、「電子部品・デバイス・電子

回路製造業」、「金属製品製造業」をまと

めて「機械金属関連産業」と定義する。そ

して、比較的関連性の高い医療用機器製造

に進出することが付加価値額の増加のため

に有効であることを明らかにする。 
第 5 章では医療用機器製造に進出する具

体的な政策として、市が主導となって新た

な組織を作ることを提言する。そのために

は既存の企業や医療機関、研究施設、金融機

関を連携させて産学官金連携体制を確立す

る必要がある。そして機械金属関連産業の

活性化、付加価値額の増加、最終的にまちの

活性化のために重要な世代である若者の獲

得を目指す。 
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第1章 地域における 20～30 代の重要

性 
本章では人口の役割を述べ、地域にとっ

て、特に 20～30 代が重要であることを明

らかにする。人口が地域において担う役割

には「需要を作る」、「供給を支える」、

「将来性を準備する」の以上 3 点があげら

れる（細野 2013：41 頁）。以下ではこの

3 点の役割から、まちの活性化を目指す際

に大きな影響を与えるのが 20～30 代であ

ることを示す。 
 第 1 に「人口は需要を作る」という点に

関して述べる。人口が作り出す需要の例と

して、衣服や食料品の購入といった日常生

活における消費がある。ただし、人口と一

括りにいっても年齢ごとにその消費額は異

なり、40～50 代で年齢別の消費額はピー

クを迎える(図 1-1)。一方で、40～50 代の

移動可能性は低く、他地域からの転入を促

すことは難しい。このことから、移動可能

性が高く将来的に消費額が多くなる 20～
30 代の転入を促し増加させることが地域

の需要創出に最も影響を与えると考えられ

る。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1-1 年齢別消費支出額 

 
〔出典〕総務省『平成 26 年全国消費実態

調査』より細野研究室作成 
  
 第 2 に「人口は供給を支える」という点

に関して述べる。事業所は、労働力を求めて

立地する。またそこで働く人々は企業に従

事し、地域経済を支える。現在の日本では、

15 歳以上 65 歳未満の生産年齢人口が労働

力の中核となっている。特に、20～30 代は

従来にない考え方や気概を持っており、創

業や事業継承などを通じて事業の長期的な

存続を担う。 
 第 3 に「人口は地域の将来性を準備する」

という点に関して述べる。ここまででは需

要・供給といった経済的な面から地域にお

いて人口が重要であると述べたが、人口の

再生産という観点からも重要である。地域

に住む人々が出産をし、子どもをもつこと

によって、その子どもが将来の需要と供給

の担い手となる。つまり、消費と労働を担う

次世代が確保されることによって持続性が

生まれ、地域は発展していく。この点、特に

出生数の多い 20～30 代女性が人口の再生

産において大きな役割を担っているといえ

る(図 1-2)。 
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図 1-2 母親の年齢階級別出生総数 

 
〔出典〕厚生労働省『平成 27 年人口動態調

査人口動態統計』より細野研究室作成 
 
上記 3 点より人口、とりわけ 20～30 代

が地域にとって必要不可欠であることがわ

かった。次章では、まちの活性化のために重

要な 20～30 代を須坂市で獲得できている

かについて比較都市を用いて分析し、課題

設定を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第 2 章 須坂市の人口の現状分析 
本章では類似都市との比較によって、須

坂市における 20～30 代の割合の低迷とい

う問題を挙げる。さらにその要因である人

口動態を分析し、特に 20～29 歳の若者の

転入超過率が低いことが問題であると指摘

する。 
 
2.1 比較都市の選定 
 人口分析にあたり、同規模程度の長野県

塩尻市を比較都市として選定する。塩尻市

は昼夜間人口比率・可住地人口密度が須坂

市と近似している(表 2-1)。さらに、須坂

市が中核市の長野市に接していることと同

様に、塩尻市は中核市規模である松本市に

接している。須坂市と塩尻市は都市性格が

類似しているため、比較研究を行うには妥

当であるといえる。よって、以降では塩尻

市を比較都市として須坂市の分析を行う。 
 
表 2-1 両市の都市性格の比較  

 須坂市 塩尻市 
総人口(人) 51,250 67,135 

可住地人口密度

(人/㎢) 
1,059 935 

昼夜間人口比率

(%) 
97.4 98.5 

〔出典〕総務省『平成 27 年統計でみる市

区町村のすがた』より細野研究室作成 
 
 2.2 20～30 代の現状とその問題点 
 前章では地域にとって 20～30 代が重要

であることを確認した。本節では、総人口に

占めるこの層の人口割合を須坂市と塩尻市

で比較する。この年代の人口割合は、塩尻市

に比べて須坂市が 5 ポイント、すなわち
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8000 人ほど少ない(図 2-2)。つまり、20～
30 代の割合が低いため、地域活性化の中心

となる人材が不足している状態にある。し

たがって、須坂市の問題点は 20～30 代の割

合が低いことである。 
20～30 代の割合が少ない現状の理由と

して、人口動態を構成する自然動態と社会

動態のどちらか、または両方がマイナス状

態になっているといえる。しかし、今回対象

とする 20～30 代は進学、勤務その他の理由

から移動可能性が高く、社会動態に主な原

因があると考えられる。よって、社会動態か

ら 20～30 代の人口の減少原因について探

る。 
  
図 2-2 各都市 20～30 代の割合 

〔出典〕総務省『平成 7～27 年国勢調査』

より細野研究室作成 
 
2.3 20～30 代の人口動態分析 
若者の社会動態、すなわち転出入に着目

し、須坂市と塩尻市の 5 歳階級別転入超過

率 1を比較した（図 2-3）。その結果、特に

顕著な差が表れているのが 20～24 歳と 25
～29 歳の転入超過率である。20～24 歳に

                                                      
1 一定期間における転入数が転出数を上回ってい

る数値を総人口で割った値。（転入超過数＝転入

数－転出数／総人口） 
2 合計特殊出生率とは、一人の女性が産む子供の

ついては塩尻市が転入超過であるのに対し

て、須坂市は約 30%もの転出超過となって

いる。25～29 歳については両市共に転入超

過であるものの、須坂市は塩尻市よりも約

10 ポイント低くなっている。以上より、特

に 20～29 歳の若者の転入超過率が低いこ

とによって須坂市の 20～30 代人口の割合

低下が引き起こされていると考えられる。

よって、本稿では特に 20～29 歳の若者に着

目して分析を行う。 
なお、須坂市の若者の転入超過率の低さ

は自然動態にも大きな影響を及ぼしている。

前章において、特に 20～30 代の女性は人口

の再生産の役割を担っていると述べた。こ

の点、須坂市では若者の転入超過率が低い

ことから 20～30 代の女性の人口も少なく、

塩尻市に比べ実数にして約 2500 人低い値

となっている(表 2-4)。つまり、須坂市では

婚姻・出産の適齢期となる女性の人口が少

ないことで、自然減を招いているといえる。

実際に、過去の合計特殊出生率 2の平均値を

両市で比較すると、差はほとんどない(表 2-
5)。しかしながら、須坂市における出生数は

低迷しており(図 2-6）、平成 27 年段階では

実数にして約 150 人、普通出生率 3も 0.9 ポ

イントほど塩尻市より低い (表 2-7)。よっ

て、合計特殊出生率には大差がないにもか

かわらず普通出生率が低いことからも、須

坂市の 15～49 歳の女性人口が少ないこと

が伺える。 
以上より、若者の転入超過率が低いこと

が人口の再生産を支える女性の減少をも招

数の平均を示すものである。 
3 普通出生率とは、1年間の出生数を総人口で割

り 1000をかけたものである。 

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

平成7年 平成12年平成17年平成22年平成27年

須坂市 塩尻市
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き、出生という自然動態の減少を引き起こ

していることが分かった。よって、若者の転

入超過率が低いことは須坂市の人口問題の

核となっているといえる。この現状を打破

する有効な政策を講じるために、次章では

若者の転出入の要因について検討する。 
  
図 2-3 20～39 歳 5 歳階級別の転入超過率 

 
〔出典〕総務省『平成 27 年国勢調査』よ

り細野研究室作成 
  
表 2-4 両市の 20～39 歳女性総人口 
 須坂市 塩尻市   
20～39 歳の女

性人口総数

(人) 

4,577 6,928   

〔出典〕総務省『平成 27 年国勢調査』よ

り細野研究室作成 
 
表 2-5 須坂市と塩尻市の合計特殊出生率 

 須坂市 塩尻市 
合計特殊 
出生率 1.48 1.52 

〔出典〕総務省『平成 20～24 年 人口動態

保健所・市区町村別統計』より細野研究室作

成 
 
 

 
 
図 2-6 須坂市の出生数 

 
〔出典〕総務省『平成 23～27 年住民基本

台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数』

より細野研究室作成 
 
表 2-7 須坂市と塩尻市の出生数と普通出

生率の比較 
 須坂市 塩尻市 
出生数(人) 357 525 
普通出生率

(‰) 
6.86 7.75 

〔出典〕総務省『平成 28 年住民基本台帳に

基づく人口、人口動態及び世帯数』及び総務

省『平成 27 年住民基本台帳に基づく人口、

人口動態及び世帯数』より細野研究室作成 
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第3章 須坂市における若者の社会減

の要因 
 本章では、須坂市における若者の転出入

の要因について分析する。若者は正規雇用

と給与を重視して仕事を選び移動する。し

かし、塩尻市と比較すると須坂市は正規雇

用率と給与が低いことが分かった。さら

に、この要因となっているのが付加価値額

であると示す。そして、須坂市と塩尻市の

付加価値額の差が社会減の根本原因である

と指摘する。 
  
3.1 若者の転出入の課題要因 
 本節では、須坂市における若者の転出入

の要因を分析する。須坂市の転出入者を対

象とするアンケートによると、転出・転入

者共に、就職や転勤といった仕事に関する

理由を主として移動していると分かる（図

3-1）。 
 次に、若者が仕事を選ぶ際に重視する項

目について分析を行う。ここでは全国の

15～29 歳を対象としたアンケートを用い

る。アンケート結果によると、仕事を選ぶ

際に 15～29 歳の 90%以上が重視する項目

は「安定している」「収入が多い」「自分

の好きなことができる」の 3 点であると分

かる（図 3-2）。この点、「自分の好きな

ことができる」という項目については個人

の好みが大きく反映されると考えられる。

上記の理由により、人が仕事を選ぶ際重視

する「安定している」「収入が多い」の 2

                                                      
4 課税対象所得とは、ある人の 1 年間の全ての所

得から所得控除額を差し引いて算出する。データ

項目に着目して、須坂市の若者の転出入の

原因を分析する。 
「安定」と「収入」を図る指標として、

雇用形態を示す正規雇用率及び課税対象所

得 4を用いる。上記 2 項目を参照すると、

須坂市は塩尻市に比べ全産業における正規

雇用者率が約 3 ポイント低い。また一人当

たりの課税対象所得が約 10 万円少ない

（表 3-3）。以上のことから、須坂市は正

規雇用率と給与が低く、またそれが須坂市

の若者の転出入の要因であると言える。 
 
図 3-1 転出入者アンケート(転出入の理

由) 

 
〔出典〕須坂市「平成 25 年まちづくりの

ための転出者及び転入者アンケート」より

細野研究室作成 
 
 
 
 
 
 
 

の制約上、現金給与額ではなくこの課税対象所得

を用いる。 
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その他
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図 3-2 若者が仕事を選ぶ理由 

 
〔出典〕内閣府「平成 24 年若者の考え方

についての調査（若者の仕事観や将来像と

職業的自立，就労等支援等に関する調査）

結果から」より細野研究室作成 
 
表 3-3 須坂市と塩尻市の正規雇用者率と

一人当たりの課税対象所得の比較 

  須坂市 塩尻市 

正規雇用者率(%) 54.5 57.6 

一人当たりの 
課税対象所得(千円) 

2698 2806 

〔出典〕総務省「市町村税課税状況等の調

（2013 年）」、総務省「平成 26 年経済セ

ンサス」より細野研究室作成 
 
 

                                                      
5  付加価値額は、売上高－費用総額＋給与総額＋

租税公課で算出される。 

3.2 社会動態と付加価値額 
 前節では、若者が仕事を選ぶ際に「安

定」と「収入」を重視するものの、須坂市

は塩尻市と比較してそれらが低いことを指

摘した。本節では、上記 2 項目の水準を決

める要素として付加価値額の存在をあげ、

その低さが社会減の根本原因であることを

示す。 
 付加価値額とは企業の生産活動によって

新たに生み出された価値を表している 5。

付加価値額の増加は企業の利潤の増加につ

ながり、正規雇用者の割合の上昇、及び賃

金の増加を生み出すと考えられる。これに

ついては近藤(2011：129 頁)も「地域の付

加価値が増えれば、雇用や賃金、企業の営

業余剰も増え、地域経済の維持・発展につ

ながる」と述べている。したがって、若者

が仕事を選ぶ際に重視する 2 項目の根本原

因は付加価値額であるといえる。よって、

以降は付加価値額を用いて若者の社会減の

原因を分析する。なお、従業者数の差を加

味するために付加価値額を従業者数で割っ

た一人当たりの付加価値額を用いる。 
 全産業における一人当たりの付加価値額

を比較すると、須坂市が 352 万円であるの

に対して塩尻市は 424 万円である 6。以上

より、両市の一人当たりの付加価値額の差

が正規雇用率と課税対象所得の差を生み、

社会減の原因となっているのだと考えられ

る。したがって、次章では須坂市と塩尻市

における一人当たりの付加価値額の差を生

み出している要因を検討する。 
 

6 経済産業省「平成 24 年経済センサス活動調

査」より算出。 

0 20 40 60 80 100
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7 ここでいう一人当たりの付加価値額だけでなく

従業者割合も指標とした理由は、各産業が市に与

える影響力の大きさを図るためである。従業者割

合が高いほど雇用も多く、地域内の労働供給に結

びついていると考えられる。 

第 4 章 須坂市の付加価値額が低い原因と

その改善の可能性 
前章で提示した須坂市の一人当たりの付

加価値額が低い原因を探るため、本章では

産業の詳細について分析を行う。この点、前

章までと同様に塩尻市と比較を行い、須坂

市の付加価値額が低い原因は製造業の産業

構造にあることを指摘する。その上で、須坂

市ではどのように付加価値額を向上できる

のか、政策提言に向けた分析を行う。 

4.1 一人当たりの付加価値が低い原因 
 須坂市の一人当たりの付加価値額が低い

原因を探るため、須坂市と塩尻市の産業を

産業大分類で分析する。全産業総従業者に

占める従業者割合と一人当たりの付加価値

額を比較した結果(図 4-1)、両市とも製造

業が従業者割合の 30%以上を占める主要産

業であると分かった 7。一方で、須坂市の

製造業の一人当たりの付加価値額は塩尻市

に比べ、約 200 万円低い。これは前章で述

べた、産業全体の一人当たり付加価値額の

差額である 70 万円より約 3 倍も差があ

る。加えて、従業者割合が 5%を超える産

業の中で最大となっている。よって、須坂

市の一人当たりの付加価値額が低い原因と

して、特に製造業に課題があるといえる。 
 さらに、須坂市の製造業における課題に

ついてより詳しく分析するために、製造業

中分類に着目する。大分類と同様の指標を

用いて比較をすると(図 4-2)、須坂市の製

造業には一人当たりの粗付加価値額 8・従

8 粗付加価値額とは、付加価値額に減価償 
却費を含めたものである。粗付加価値額も企業が

新たに生み出す価値を表すため、本論文では付加

価値額と同様に扱う。よって、以降は粗付加価値
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業者割合共に特に抜きんでた産業はなく、

バランスが取れた産業構造になっていると

分かる。一方で、塩尻市では一人当たりの

付加価値額が両市産業の中で最も高く、か

つ市内における従業者割合が 50%を超える

情報通信機器製造業により、一極集中型の

産業構造となっている。よって、製造業中

分類における産業構造の差が一人当たりの

付加価値額の差を生んでいるのだと分か

る。 
 
図 4-1 須坂市と塩尻市における大分類で

の産業分析 

 
〔出典〕総務省『平成 26 年経済センサ

ス』より細野研究室作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
額を区別せず、全て付加価値額と表記している。 

 
図 4-2 須坂市と塩尻市における製造業中

分類での分析 

 
〔出典〕経済産業省『平成 26 年工業統計

調査』より細野研究室作成 
 
4.2 複数の産業を連携させて付加価値額増

加を図ることの意義 
 本節では、須坂市において一人当たりの

付加価値額を増加させるためにはどのよう

な方針をとるべきなのか検討する。前節で

は一人当たりの付加価値額の差が産業構造

の差にあると述べた。しかし、須坂市には

塩尻市のような抜きんでた産業は存在しな

い。そこで須坂市の一人当たりの付加価値

額を上げる方法としては、製造業内の複数

の産業を中心に、全体的に付加価値額の増

加を図るべきである。以下では同市の製造

業内の複数の産業を中心として、全体的な

付加価値額を伸ばすことの意義をあげる。 
第 1 に、一つの産業に特化した産業構造

は持続性に対するリスクが高いことが挙げ
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られる。これについては松島(2005：13
頁)も「その地域経済が単一の産業または

企業に依存している単純な構造を持つ場合

には、その産業または企業の衰退が地域全

体の雇用量の水準を大きく引き下げるよう

な地域経済の衰退に直結することが多い」

と述べている。よって、一つの産業 9に特

化した産業構造は持続性が低いことから、

地域にとってよい産業構造とは言えない。 
第 2 に、須坂市の産業の課題として、バ

ランスの取れた産業構造となっていること

が挙げられる。前節で述べたように、須坂

市の製造業内に従業者割合が 20%を超える

産業はない。その中でも須坂市の中心的な

産業といえるのは、従業者割合及び一人当

たりの付加価値額が高いはん用機械器具製

造業、電子部品・デバイス・電子回路製造

業、金属製品製造業である (図 4-3)。特定

産業に絞らず複数の産業を連携しながら活

性化させることは、産業全体の活性化につ

ながりやすいという利点があるため、須坂

市に適していると考えられる。 
以上より、須坂市では一極集中型の産業

構造を目指すべきではない。むしろ、須坂

市では上記 3 つの産業を中心に、機械金属

関連産業 10として複数の産業を連携しなが

ら、付加価値額増加を図るべきだと考え

る。また前章で述べたとおり付加価値額の

増加は企業の利潤の増加につながる。 
 

                                                      
9 ここでいう一つの産業とは製造業内の中分類を

指す。 
10 ものづくり企業の医療機器産業への参入可能性

～事業家プロセスとクラスターの役割～-株式会社

日本政策投資銀行、株式会社日本経済研究所 

 
 
 
 
 
 
図 4-3 須坂市の製造業(中分類) 

 
〔出典〕経済産業省『平成 26 年工業統計

調査』より細野研究室作成 
 

4.3 医療機器製造を用いる付加価値額増

加の可能性 
 前節では付加価値額増加のために複数の

産業を連携し、機械金属関連産業として活

性化させることが必要だと述べた。 
 よって、本節では須坂市において「機械

金属関連産業」の付加価値額増加を図るた

め、医療機器 11製造を軸とすべきだと示

す。理由は以下の 2 点である。 

(http://www.dbj.jp/ja/topics/region/industry/files
/0000027138_file2.pdf 
11 医療機器とはハサミやメスなどの鋼製小物から

麻酔器などの中型機器、X 線などの大型診断機

器、埋め込みタイプのペースメーカー内視鏡など

である。最近では、コンタクトレンズや眼鏡など
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 第 1 に、日本の社会情勢として医療機器

製造が注目されていることが挙げられる。

平成 25 年の薬事法改正に伴い、医療機器

の製造業は許可制・認定制から登録制に改

められた。これによって、製造に参入する

ための要件が簡素化されたといえる。加え

て、医療機器創出のための研究開発促進や

異業種参入事業者を含めた地域支援ネット

ワークの強化と日本最高戦略には掲げられ

ている。したがって、日本全体として医療

機器製造への参入が促進されていると考え

られる。さらに、少子高齢化によって、医

療が求められる機会は拡大している。実際

に、全国及び長野県内の医療業の付加価値

額は産業中分類において最も高くなってお

り(図 4-4、4-5)、医療は今後とも成長が期

待されている分野である。これに伴い、医

療機器製造の増加も一層求められると考え

られる。 
1.  第 2 に、医療機器製造は須坂市の現

状に適していることが挙げられる。医療機

器製造において中心となるのは、須坂市で

中心的な産業となっている機械金属関連産

業である。この根拠として、機械金属関連

産業は医療器の産業の中間投入 12の構成比

を見ても多くを占めていることが挙げられ

る(図 4-6)。 
加えて、須坂市内には既に医療機器製造

に乗り出している大企業がある。例えば、

金属製品製造業、はん用機械器具製造業な

                                                      
も身近なものも含まれる。 
12 中間投入とは、医療機器産業の部材・部品調達

を指し、医療機器産業への参入を考える上で重要

である。 
13 株式会社鈴木は、電子部品コネクタや各種金型

を製造している企業であり、従業員数は 600 人で

ある。〔出典〕

(http://www.suzukinet.co.jp/company/gaiyo.html
) 

どに携わる株式会社鈴木 13やオリオン機械

株式会社 14は医療機器製造専門ではない

が、医療器部品金型製造や医療機器組み立

てが行われている。また、オリオン機械株

式会社では医療機器としても用いられるチ

ラー15などが製造されている。須坂市内の

企業で医療機器製造に新規参入した先例が

あることを踏まえると、現在は医療機器製

造に携わっていない市内企業も参入できる

可能性が高いと考えられる。さらに、須坂

市内には信州医療センターといった総合病

院や、看護専門学校がある。これら専門機

関があることで、医療機器製造の際に必要

なニーズの調査がしやすいという利点があ

る。 
 以上の 2 点を踏まえると、社会情勢とし

て医療機器製造に参入しやすい状況であ

り、かつ須坂市には医療機器製造に参入す

る地盤があると考えられる。したがって、

次章では医療機器製造を軸とし、「機械金

属関連産業」全体の付加価値額を伸ばすた

めの具体的な政策提言を行う。 
 
図 4-4 全国における産業中分類の付加価

値額 

14 オリオン機械株式会社は産業機器や酪農機器を

製造している企業であり、社員数は 2016 人(グル

ープ会社含む)である。〔出典〕

(http://www.orionkikai.co.jp/company/) 
15 チラーとは、一定温度にコントロールした水を

循環することで、熱源を冷却または温調する装置

である。 
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〔出典〕総務省・経済産業省『平成 24 年

経済センサス活動調査』より細野研究室作

成 
 
図 4-5 長野県における産業中分類の付加

価値額 

 
〔出典〕総務省・『平成 24 年経済センサ

ス活動調査』より細野研究室作成 
 
図 4-6 医療機械器具の中間投入構成比 

 
〔出典〕『平成 23 年産業関連表』再加工よ

り細野研究室作成 
 
 
 
 
第 5 章 政策提言 

本章では、前章で示した医療用機器製造

を主軸として、「機械金属関連産業」全体

の付加価値額を増大させて、収入の増加に

よって若者を呼び寄せるという政策提言を

行う。具体的な政策として市が新たな財団

法人を設置・監督することを提示する。こ

の新たな財団法人は市内企業を組織化し

て、産学官金連携を強化し、医療機械の受

注・生産・販売体制の確立を目指すことを

述べる。 
  
5.1 医療機器製造における成功事例研究 
 本節では、医療機器製造における成功事

例を分析する。その際、静岡県の「ファル

マバレープロジェクト」を用いて成功要因

を分析する。 
 「ファルマバレープロジェクト」とは、

静岡県東部地域を中心にものづくり・ひと

づくり・かねづくり・まちづくりを展開す

る政策だ。医薬品・医療機器の研究開発・

生産を行うとともに、人材を育成し、経済
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を豊かにし、地域の活性化を目指す政策で

ある。この事例を取り上げた理由は、医療

機器を用いたまちづくり政策の代表的な成

功事例であり、かつ後述の通り、須坂市に

も当てはまる可能性が高いと考えたためで

ある。 
 まず、この政策を成功事例と判断した理

由について述べる。図 5-1 にあるように、

静岡県の医療機器生産金額は群を抜いて高

いものとなっており、全国一位である。ま

た、2005 年以降増加傾向にある。「ファ

ルマバレープロジェクト」は 2002 年に第

1 次戦略計画が策定されたことによって本

格的に始動したプロジェクトであるので、

この増加はこのプロジェクトの効果である

と判断できる。 
次に、「ファルマバレープロジェクト」

の成功要因について述べる。静岡県立静岡

がんセンター総長（兼）研究所長である山

口健氏によると、第 1 に、静岡がんセンタ

ーという大規模医療機関が域内にあり、医

療者や患者からの需要を得ることができ、

基幹施設として機能していることである。   

第 2 に、ものづくり産業などの基盤となる

産業が存在することである。また、テルモ

株式会社の富士宮工場など中心的大企業な

ども存在すること。第 3 に、地域医療産業

を支える様々な制度・体制が存在していた

ことである。具体的には、地域活性化総合

特区である「ふじのくに先端医療総合特

区」での大学との包括的事業連携協定によ

る産学官連携体制、地域企業の異業種参入

や第二創業の促進による医療ものづくり体

制の強化、“Made in Mt.Fuji”マークに

よるブランド化や資格・認証等の取得支

援、専門アドバイザーによる販売ルートの

開拓支援などによる販売促進体制の整備な

どがあったことである。以上の 3 点がこの

プロジェクトの主な成功要因である。 
さらに、「ファルマバレープロジェク

ト」がどのような仕組みかを見ていく。ま

ず、このプロジェクトをとりまとめ運営し

ている組織が「ファルマバレーセンター」

である。ファルマバレーセンターは、静岡

県庁の外郭団体である「公益財団法人静岡

県産業振興財団」の下部組織である。図 5-
2 からわかるように、静岡県庁の監督の下

中心に立ち、ファルマバレーセンターが

「司令塔」となる。次に、医療機関や商工

団体、企業、研究機関などと接触して多岐

にわたる情報の収集を行う。さらに、その

集めた情報から個々の団体の特性を把握し

たうえで、医療機関と企業とのマッチング

や企業と研究機関との連携を促している。

同時に、日本各地や世界各国のクラスター

と人材交流・情報共有・研究開発などを行

うことによって、世界レベルの医療健康産

業の集積を進めている。次節では、須坂市

の状況と「ファルマバレープロジェクト」

を比較し、政策を成功させるために成功要

因を満たせているのかを分析し、須坂市に

足りていないものを考察する。 
  
図 5-1 地域別医療機器生産金額（億円） 
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［出典］厚生労働省 平成 26 年 薬事工

業生産動態統計 
  
図 5-2 ファルマバレーセンターの役割 

 

［出典］ファルマバレーセンターHP 組織

の概要 
  
5.2 須坂市の現行政策と成功事例との比

較検証 
 前章で示したファルマバレープロジェク

トの成功要因と対照させて須坂市の現状を

見ていく。 
第 1 に、基幹施設となりえる医療機関の有

無である。須坂市内には総合病院である

「長野県立信州医療センター」がある。ま

た、「須坂看護専門学校」もあり、医療現

場や患者からの需要を知ることも可能であ

る。 
第 2 に、ものづくり産業に関してであ

る。前章で述べた通り須坂市には機械金属

関連産業という強みがある。また中心的大

企業の存在については、医療機器生産に乗

り出しているオリオン機械や鈴木などの従

業者数 300 人以上の大企業があり、今後発

展の余地がある。 
第 3 に地域医療産業を支える様々な制

度・体制に関してだ。須坂市では産学官連

携、ものづくり体制の強化、販売促進に関

しては、2002 年頃から現在に至るまで、

多くの取り組みが行われてきている。例え

ば、須坂駅前のシルキービル内に置かれて

いる「信州大学須坂市研究連携センター」

や「すざか産業振興相談室」が設置されて

いる。また、産業コーディネーター・アド

バイザー事業を行っている。さらに、外部

資金導入による新技術・新事業創出支援、

知的財産保護、販路開拓・拡大、専門家派

遣に関する支援、須坂創成高校と地元企業

との連携強化、須坂経営革新塾など多岐に

わたる研究会活動支援事業がある。そし

て、これらの研究会活動支援事業は、行政

評価から一定の効果をあげている。 
第 4 に医療機関や市内企業、大学などを

一元的に管理する機関の有無である。これ

はファルマバレープロジェクトにおける

「ファルマバレーセンター」であるが、須

坂市にはそのような機関が存在しない。次

節では、以上の内容を踏まえて政策提言を

行う。 
 
5.3 具体的な政策提言 
前節では、現在須坂市は医療用機械を主

軸とした産学官金連携、ものづくり体制、

販売促進体制がなく一元的に管理されてい

ない現状であることを指摘した。本節で

は、一元的に管理し司令塔の役割を果たす

スマイル機構を設立し、産学官金連携を確

立し、さらにそこで出来上がった製品の販

路拡大のために大手の卸売企業と連携の取

りまとめまでを行う「SMILE プロジェク

ト（Suzaka Medical Innovation & 
Linkage Elevation）」を提言する。次に

全体的なプロジェクトの概要と利点を説明

する。 
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5.3.1 SMILE プロジェクトの概要 

前節で述べた通り、須坂市ではファルマ

バレーセンターのような医療機関や市内企

業、大学などを一元的に管理する機関や医

療機器を主軸とした制度・政策は行われて

いない。そこで、市が司令塔となる組織

「スマイル機構」の設立と運営のバックア

ップを行う。本機構は、医療現場と市内企

業と大学及び研究所を結びつける役割を担

う（図 5-3）。さらに、産学官金連携体制

を確立したことによって、製造した製品を

「メイドイン須坂」のブランドとして市と

連携しながら PR を行う。そして製品を大

手卸売業者に売り込み販路拡大を目指す。

そして最終的には須坂市の産業全体の付加

価値額向上につなげることが目標である。

以下、SMILE プロジェクトの概要につい

て本機構の構成される人材と役割の 2 点に

ついて詳しく説明する。まず、SMILE プ

ロジェクトの司令塔であるスマイル機構に

ついて述べる。 
はじめに SMILE 機構の構成についてで

ある。SMILE 機構を構成する人材として

は、金融機関や企業の代表、大学の教授や

研究所の所長、医療機器分野に精通した専

門家、SMILE プロジェクトの PR を行う

広報担当者を挙げる。またこれらの人材を

挙げた理由は六つある。 
一つ目は、金融機関が製品開発を行うた

めに必要不可欠である資金の融資等に関す

る知識を持っている点である。 
二つ目は、企業の代表を置くことによっ

て、現在どのような製品づくりを行ってい

るのか、また既存及び新しい技術等の情報

を共有できる点である。 

三つ目は、大学の教授や研究所の所長を

置くことにより、製品開発を行うにあたっ

て研究で得た知識、及び学生・研究員らし

い新しく斬新な発想・アイディアの提供・

共有ができる点である。 
四つ目は、医療機器の専門家を置くこと

により、医療現場の需要を正確に、かつ専

門的に分析し、情報を得ることができる点

である。 
五つ目は、広報担当者を置き、医療機器

の強い「メイドイン須坂」のブランドをサ

イト等で発信することで、市内・市外から

の需要獲得が期待できる点である。 
六つ目は、大手卸売業者と連携強化を行

うことで、より広範囲の販路拡大が期待で

きる点である。 
さらに、本機構は財団法人という性格から

市と独立した組織であるがお互いに補完し

合う関係性となる。市役所と組織をあえて

分離にすることによって大きく以下のよう

な 3 つの利点がある。一つ目はこのプロジ

ェクトによる、市の負担増加を防止する点

である。二つ目は資金を機動的に運用でき

る点である。行政とは別の組織であるため

議会の審議対象である予算案に縛られな

い。三つ目は市だけでは得られない民間の

効率的な経営手法や柔軟な思考のノウハウ

を得ることができる点である。医療現場の

需要を得ることや、大学・研究所と連携す

ることにより、広い知識や考えを共有し得

ることができる。 
 
5.3.2 SMILE プロジェクトの重要性と運

営方法 
前述の通り、このプロジェクトは一元的

に管理する司令塔である「スマイル機構」
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を作ることにより、受注・生産・販売を円

滑にするよう促し、産学官金連携を確立

し、さらに出来上がった製品の販路拡大ま

でを行う役割があると説明した。本項で

は、この SMILE プロジェクトの必要性と

運営方法について説明する。まずはこのプ

ロジェクトの利点について述べる。一つ目

は、本機構は、医療現場と企業を結び付け

ることを促し、両者にとっていくつかの利

点を生み出す。まず医療現場の需要に応え

た医療機器生産を可能とする。これにより

市内企業は多様で変化の激しい医療現場の

需要を正確かつ詳細に知ることができるよ

うになる。さらに企業が、医療現場の需要

に応えることは、市内だけでなく、市外や

県外の医療現場にも販路を拡大していくこ

とが可能である。このように販路拡大によ

りさらなる利潤を追及できることからさら

なる医療製品出荷額の増加が見込まれる。

また医療現場においても、企業が需要の高

い医療機器の製品開発を行えば、自ずと彼

らの需要に合った製品を手に入れることが

出来る。このように両者にとって連携はメ

リットであり、機構はこの連携を促す役割

を担うため重要である。 
二つ目に、本機構は企業間連携を促し、

ここにも利点を生み出す。企業同士を結び

つけることは、各企業の持つ情報共有が可

能になることを意味する。さらにこの情報

共有が可能になると、開発段階で失敗する

などのリスクが減り、製品開発の効率性が

向上する。また異業種間で連携する場合、

複数の技術を組み合わされることによっ

て、機能性と精密性の高さと両面を備えた

製品を素早く供給することが可能になる等

の効果も期待できる。機構はこの企業間を

結び付ける役割を担うため重要である。 
三つ目に、機構が大学・専門学校などの

研究施設と企業を結び付けることを促し、

いくつかの利点を生み出す。それは企業と

大学を結び付けることで、合同で行う新プ

ロジェクトの立ち上げや共同開発が容易に

行われるようになり、新しいアイディアの

共有や技術の開発・習得が進む。よって、

一社では生まれることのなかった新しい製

品の開発にもつながる。また須坂市の近隣

にある信州大学がスズキプレシオン株式会

社と連携し、医療機器の製品開発に成功し

た事例もある。機構は、この企業と研究施

設を結びつけ、新たな製品開発を促進する

役割を担うため重要である。 
四つ目に、機構が企業あるいは研究施設

と長野信用金庫などの金融機関と連携を促

すことによっても、利点を生み出す。研究

施設との連携においては、研究費や新事業

の開発等で必要となる資金を調達すること

ができる。企業との連携においては、地元

の金融機関は地域企業を一番よく知ってい

るため、融資を受けやすく、製品開発にお

いて資金確保が円滑に進められる。また、

金融機関にとっても、取引相手を新たに獲

得できるという利点がある。機構は、研究

施設や企業が進める製品開発の内容を金融

機関に伝え、融資を促す役割を担うため重

要である。 
五つ目に、機構が研究施設や企業と市役

所の連携を促し、それによる利点を生み出

す。機構は、市役所に医療現場及び市内企

業と学校の連携により作り出した「メイド

イン須坂」ブランドを世界へ発信する電波

塔の役割を担わせる。そして、市役所と連
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携し「メイドイン須坂」のブランドを市外

に拡散させることで、企業や研究施設が開

発した須坂市の医療機器だけでなく、機械

金属関連産業全体が強いことをアピールす

ることが可能になり、企業の利益が上がる

ことや研究施設の研究成果が広く知れ渡る

メリットがある。さらにブランドは売り手

の技術と市場との橋渡し役となるためとて

も重要である。また市役所にとっても、市

内の需要が増え、財源確保に繋がる。機構

は研究施設や企業と市役所を連携させるた

め重要である。 
六つ目に、大手卸売業と連携すること

は、ただ産学官金連携体制を作っただけで

は、大きな利益は生み出せず、そのあとの

販路拡大までを行うことが付加価値額の向

上にとって重要であるからだ。 
最後に運営方法について述べる。一つ目

は医療現場の需要を聞き出すことである。

具体的には市内にある長野県信州医療セン

ターから、より多くの需要を知るために

「国産医療機器創出促進基盤整備事業」に

関わる臨床 11 拠点や株式会社ワールド・

ビジネス・アソシエイツ、日本政策投資銀

行などの機関から、機構が需要を聞き出す

ことである。二つ目は機構が市内企業に医

療機関で得た需要を伝える。三つ目は大学

や研究所に医療機器製造を行うにあたっ

て、技術や知識の提供を促すことである。

具体的には、医療現場の需要をもとに、企

業が製品を作るにあたって技術や知識が必

要な場合、それを市内にある須坂看護学校

や県内の信州大学などに機構が、協力要請

を行う。四つ目は必要な資金を金融機関か

ら融資を求める点だ。具体的には機構が製

品の試作や技術開発の際の資金を得るため

に、長野信用金庫などの金融機関に現在行

っている SMILE プロジェクトの有効性を

説明し、融資を求める。五つ目には、産学

官金連携体制が完成し、新たな「メイドイ

ン須坂」ブランドの医療機器が製造できた

時、市と共同で「メイドイン須坂」の名前

で売り込むために、PR サイトを作成す

る。六つ目は、より多くの利潤を生むため

の手法を得るために、大手卸売者との連携

関係を強化することだ。 
 
5.4  SMILE プロジェクトの長期的展望 
 本節では、SMILE プロジェクトの長期

的な展望を示し、それに対して、スマイル

機構がどのような働きをするのか述べる。 
 まず、市外の医療機器関連企業を市内へ

誘致することである。これによって、市内

産業はより一層活性化され、市内企業全体

の規模や技術力が向上することとなる。 
 また、市内企業では技術不足でまかない

部分を、市外の優良な医療機器関連企業と

積極的に連携することによって、「メイド

イン須坂」ブランドのさらなる向上と広域

化を目指す。なぜならば、医療機器のよう

な「大規模な投資と多数の企業群の協力を

必要とする分野では、行政区分にとらわれ

ず、経済的な繋がりを優先して、広域的な

視点で、政策投入をすべき」（梶川裕矢他 
2006：15）だからである。同時に、対象

製品への積極的な「メイドイン須坂」を示

すロゴマークやシールの添付や医療機器見

本市への出店などによって、国内外への情

報発信と販路拡大を図り、高付加価値化を

実現する。 
 
図 5-3 提言政策の全体図 



 

222 
 

 
 5.5 期待される SMILE プロジェクトの

効果 
 本節では、スマイル機構を中心とした

「SMILE プロジェクト」を行うことによ

る効果を確認する。この政策により、医療

用機器製造を主軸として須坂市の強みであ

る機械金属関連産業、さらに製造業全体の

活性化を促し、最終的に若者の人口増加を

導くことを示す。 
スマイル機構を中心とした SMILE プロ

ジェクトを行うことは、受注・生産・販売

間のやりとりを円滑にする。また、販売に

より製品が売れることから医療機器生産金

額が上がり利益・利潤が生まれる。そして

機械金属関連産業全体の付加価値額が増加

する。 
機械金属関連産業の付加価値額が増加す

ることは、須坂市内の製造業全体を活性化

させる。須坂市において、機械金属関連産

業は一人当たりの付加価値額が高い産業で

あることから、この産業の付加価値額をあ

げることは製造業全体の付加価値額をあげ

ることにつながる。 
製造業全体の付加価値額の増加は、須坂

市における 20～30 代、特に 20～29 歳の

人口増加につながる。若者は仕事を理由に

移動し、仕事を選ぶ際に「収入」と「安

定」を重視する。このプロジェクトによっ

て、前述した項目の根本要因である付加価

値額が増加することによって、短期的には

若者の須坂市への転入超過率の増加が見込

まれる。これと同時に、20～30 代の女性

は人口の再生産を担っていることから、人

口の再生産を支える女性が増えることによ

り出生率の増加にもつながる。そして須坂

市において当世代が増加することは、一章

で触れた消費需要の創出、労働力の供給、

人口の再生産という 3 つの役割を担う人材

が増えることを意味し、須坂市の活性化に

貢献する 
 
おわりに 
  長野県の北東部に位置する須坂市は、

米子大瀑布や峰の原高原など自然豊かであ

る。かつては製糸業が盛んなまちであり、

現在の「蔵の町並み」を見てみると、当時

の状態がほぼ残されており風情がある。須

坂市で食べた新鮮なブドウ、研究の合間に

入った温泉は今でも忘れられないものであ

る。  
 本稿は、多くの魅力を併せ持つ須坂市

が、なぜ若者を獲得できていないのかを分

析することから始まる。若者の重要性は本

稿で述べた通りである。その世代獲得の方

策として機械金属関連産業を促進させ、産

学官金連携によって付加価値額を増加させ

る政策を提言した。そこで私たちが産学官

金連携のために考えたものが、スマイル機

構だ。この政策によって、須坂市の産業が

活気に溢れ、須坂市民の給与や正規雇用の

増加、若者の増加に繋がることを期待した

い。 
 私たちは、2017 年 9 月に須坂市に行

き、ヒアリング調査やフィールドワークで

須坂市の職員の方や商工会議所の方、また
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市民の方から様々なことを学んだ。私たち

が本稿を書き上げることが出来たのもひと

えに、たくさんの方のご支援があったから

である。細野教授からは多くの学術的ご指

導を頂戴した。そして何よりもご多忙な

中、私たち学生のためにヒアリング調査だ

けでなくメールでも私たちの質問に丁寧に

対応してくださった須坂市職員の皆様にこ

の場をお借りして、心から御礼申し上げた

い。 
2018 年 1 月 
細野ゼミ A・B・C 生 一同 
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